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本特集タイトル「所得保障と2025年；ここ四半

世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考

察」は，1990年代以降，急激に変化する日本社会

経済に対し，所得保障がどのような役割を果た

し，対応してきたか，そして今後，いっそう進む

少子高齢化，特に団塊の世代が75歳を迎える2025

年を視野に入れながら今後の改革の展望を考える

ことを意図したものである。もちろん各所得保障

制度で，少子高齢化の影響とその対応は異なる

し，むしろ雇用形態や格差などとの関係が強いも

のもある。また議論のスタートする時期にも幅が

あるのは当然であるが，本特集論文の各章が現在

の各所得保障制度を振り返りながら，今後の課題

を考察した点は共通である。

Ⅰ 問題意識

本論は，今回の特集号における総論部分とし

て，1985年以降の所得保障制度の動向を展望する

ことを目的としている。なお，本特集における各

＊慶應義塾大学経済学部 教授

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2268

特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

1985年以降の所得保障制度の動向
――制度横断的分析試論――

駒村 康平＊

抄 録

所得保障制度には，社会保険，社会手当，公的扶助制度など多様な仕組みがある。そのなかで，中核

的な役割を果たすのが公的年金制度である。1985年に成立した基礎年金制度により今日の所得保障制

度が確立された。

しかし，90年代以降の1）非正規労働者の増加，2）所得格差・貧困の拡大，3）急速な人口高齢化，4）

長引く低成長，デフレ経済，5）家族の変容と多様化，6）女性の社会進出とワーク・ライフ・バランス

の確保，といった社会経済構造の変化のなかで，所得保障制度には多くの課題が発生している。特に高

齢化の影響は大きい。高齢化に対応するために2004年改革で導入されたマクロ経済スライドにより，基

礎年金の給付水準が大きく低下する見込みである。

所得保障制度の中核である国民年金・基礎年金の給付水準の低下は，所得保障制度体系に深刻な影響

を与えることになるであろう。

本論では，85年以降の所得保障各制度が，社会経済の変化に伴いどのように変化したか，各制度の給

付を規定する制度パラメーターの改定に着目しながら，制度横断的に展望することを目的とする。

キーワード：公的年金，社会手当，公的扶助，パラメーター，スライド率

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 268-292.
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論文は，本稿の関係する部分で，「注」で紹介する

ことにする。

所得保障制度には，社会保険（公的年金，雇用

保険，労災保険），各種社会手当，公的扶助制度な

ど多様な仕組みがある。そのうち，公的年金制度

は所得保障の中核的な役割を果たしている。

戦後の公的年金は二段階の発展を経ている。

1961年にスタートした皆年金制度は，発足からし

ばらくは拠出制年金（国民年金）と無拠出制年金

（福祉年金）の並列型であった1)。

1985年に基礎年金制度が成立すると，拠出制年

金が高齢者に対する所得保障のみならず，障害者

給付，遺族給付も含んだ所得保障体系の中核とな

り，所得保障制度はいったん完成したかのように

見えた2)。しかし，90年代のバブル経済崩壊以降，

非正規労働者が増加し，日本の雇用モデルは終焉

し，女性の社会進出も相まって，専業主婦モデル

など85年改革が想定した社会は大きく変化した。

90年代以降の社会経済の変化をまとめると，1）非

正規労働者の増加3)，2）所得格差・貧困の拡大，

3）急速な人口高齢化，4）低成長の定着，長引く

デフレ経済，5）家族の変容，多様化，6）女性の

社会進出とワーク・ライフ・バランスの確保，で

あり，こうした社会経済構造の変化のなかで，所

得保障制度の見直しも必要になっている。

また1985年に完成したかと思われた年金制度そ

のものも，高齢化に対応するためにさまざまな制

度改革が相次いで行われた。89年は大きな制度改

革が見送られたが，94年，2000年と支給開始年齢，

給付水準の引き下げを内容とする改革が行われ

た。しかしながら，予想を上回る出生率の低下と

高齢者の寿命の伸張が続いたため，年金制度の財

政的持続可能性を図るため，保険料固定方式，マ

クロ経済スライドを導入した2004年改革が行われ

た。

2004年改革以降，2009年，2014年と年金財政検

証において年金財政の持続可能性が確認されたた

め，大きな年金改革は行われなかった。しかし，

年金財政に全く課題がなかったわけではない。

2014年年金財政検証の結果，国民年金財政と厚生

年金財政に対するマクロ経済スライドの適用期間

には大きな差が生まれ，基礎年金の給付水準が長

期的には大幅に下がることが予定されている。老

後生活の基礎的部分を担い，所得保障制度の中核

である基礎年金の給付水準の低下は，所得保障制

度体系に深刻な影響を与えることになる。このこ

とは1985年に確立した「1985年所得保障モデル」

の維持が困難になっていくことを意味し，新しい

所得保障制度が必要になる可能性もある。

社会経済の構造変化にともない徐々に所得保障

制度にゆがみと亀裂が出ているが，1985年以降，

新しい所得保障制度は導入せず，上記の社会経済

の変化に対しては，各制度の給付を規定する制度

パラメーターの改定4)により対応してきた。

本論は，こうした85年以降の所得保障各制度の

パラメーター調整を制度横断的に展望しつつ，所

得保障制度の今後の課題を考察することを目的と

している。

以下，本論は，所得保障制度の意義，1985年前

後からの所得保障給付の動向，個別制度の動向，

制度横断的視点からのパラメーター変更の展望と

いった構成になる。

Ⅱ 所得保障制度の意義

1 所得保障制度の意義

（1） 現金給付の効率性

最初に所得保障制度の特性について考察しよ

う。所得保障制度は，社会保障制度のうち現金給

付で制度の目指す一定の生活水準を保障する仕組

み（以降，「生活保障」と表記する）である。サー

ビスを提供する現物給付に比較して，現金給付に

1) 国民年金制度の創設とその課題については，本特集の西村論文参照のこと。
2) 基礎年金制度は1985年の年金改革で創設され，1986年度から給付が開始された。
3) 非正規労働者の増加の問題については，本特集の山本論文を参照せよ。
4) 制度パラメーターとは，各所得保障制度が規定する，給付額の設計，受給時期・期間，改定方式・スライド率な

どを指す。

1985年以降の所得保障制度の動向――制度横断的分析試論―― 269



01-01_社会保障研究_特集（駒村）_SK.smd  Page 3 16/09/12 13:08  v2.20

よる所得保障制度は，消費対象に受給者の選好を

反映し，使途が自由であるという点で，現物給付

よりも効率的であるとされ，社会保障制度の中心

的な役割を果たしてきている5)。

（2） 現金給付の限界

他方で，現金給付の限界もある。それは，1）現

金を最終的に消費できる財やサービスという形に

転換する，つまり財・サービスの購入が実際にで

きるのか，そして2）人々が現金を合理的に消費

し，生活保障という所得保障の目的を達成できる

のかという，現金の消費変換力の前提条件であ

る。

1）は，現金があっても購入先がなければ消費で

きない。たとえば，流通網が遮断された被災地で

現金給付を行っても意味がない。現金給付に価値

があるのは，財・サービスの流通，アクセスや市

場の存在が前提になる。この問題は，過疎地にお

ける買い物難民など，今後，大きな課題になって

いくであろう。

2）は，受給者が合理的な消費行動ができるかと

いう問題である。経済学では，合理的な個人が想

定され，各自の選好・無差別曲線と，所得，価格

体系から規定される予算制約線上での個々人が最

適な消費・貯蓄選択を行っているとしている。し

かし，実際には，こうした最適選択から系統的に

乖離した「行動バイアス」のある経済行動が多く

見られ，行動経済学の分野で研究が進んでいる。

行動経済学では，行動バイアスは，意思決定に複

雑な情報処理，リスク・不確実性が伴う場合など，

現在と将来の利益の双方に影響を与える場合に発

生するとされる。金融広報中央委員会（2014，

2015）は，行動バイアスは1）行動回避・先送りの

バイアス（情報過多・選択肢過多，現状維持バイ

アス），2）経済合理的性から逸脱した意思決定の

バイアス（自信過剰，損失回避，近視眼的行動，

フレーミング，心理勘定，群集心理），の存在を指

摘している6)。そのほか，計算・判断・認知能力の

問題も行動バイアスの原因になる。また行動経済

学が明らかにした問題以外にも，金融（金利，手

数料）や消費に関する基本的なリテラシーや家計

管理能力の不足という問題もある。

所得保障給付において，現金給付は受給者が自

由に使うことができるため，必ずしも制度が想定

した生活保障のための消費を行わないことは当然

考えられる。特に，生活保護のように健康で文化

的な生活水準を送るのに最低限の給付水準である

場合，一定の家計管理能力は重要になる。また家

庭内の消費行動はブラックボックスであり，給付

された現金が家庭内で生活保障のために適切に使

われているかは外部からはうかがうことはできな

い。たとえば，成人した子どもと同居する世帯に

おいて親に渡された年金が，家族の別の人間のた

めに消費されていることもある。もちろん一概に

その是非を問うことはできないが，そこに虐待や

ネグレクトといった家族内の問題が関係する場合

もある7)。このように所得保障給付（現金給付）だ

けでは，生活保障の政策目的が達成されない場

合，生活困窮者自立支援制度の家計相談支援事業

などのサービス給付も必要になる8)。

また，今後，急速に認知能力の低下，あるいは

認知症の高齢者が増加するなかで，給付された現

金を実質的な生活保障のために使うことができな

い人々が増えてくる可能性もあり，高齢者向けへ

の包括的な家計支援も，一層重要になってくる9)。

2 所得保障制度への横断的アプローチと調整

メカニズム

所得保障制度には，公的年金，健康保険（傷病

手当金），雇用保険（基本手当，傷病手当），労災

5) 現金給付と現物給付の比較については，駒村他（2015）p.100を参照のこと。
6)行動経済学と消費者教育・金融の関係については，金融広報中央委員会（2014，2015）を参照のこと。
7) 日本高齢者虐待防止学会研究調査委員会・朝日新聞大阪本社（2013）参照。
8)ケースワークにおける家計管理支援も重要な業務である。また家計管理能力の問題としては，年金や児童手

当・児童扶養手当等の支給時期・間隔も議論になることもある。
9)伊藤（2016）参照。
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保険（一時金，年金），社会手当（児童手当，児童

扶養手当，各種障害者手当），公的扶助（生活保

護）などがある10)。

（1） 各所得保障制度の特徴

所得保障制度は，財源構成，給付の性格から大

きく社会保険，社会手当，公的扶助に分類できる。

一般的には社会保険は保険財源，社会手当は特定

財源もしくは一般財源，公的扶助は一般財源から

構成される。しかし，現実の制度では，基礎年金

の財源の半分は税財源から確保され，児童手当も

その財源の一部は雇用主が厚生年金保険料と一体

的に拠出する児童手当拠出金と一般財源から構成

されている。また，社会保障・税一体改革によっ

て導入された社会保障目的の消費税は，投入対象

が限定されていることから特殊な性格をもった財

源とみることもできる。

さらに，給付の性格についても，実際の各制度

の所得制限等は多様であり，教科書的な社会保険

給付や社会手当は少なく，社会保険，公的扶助と

社会手当を完全に分類することは難しく，実際に

は中間的な性格のものも数多くある。

次に，これらの個別所得保障制度のうち代表的

なものを紹介しよう。

社会保険による給付は，国民年金・厚生年金に

よる老齢（基礎・厚生）年金，障害（基礎・厚生）

年金，遺族（基礎・厚生）年金，健康保険の傷病

手当金・出産手当金，労災の休業（補償）給付，

傷病・障害・遺族（補償）年金，や一時金，雇用

保険の各種給付（基本手当，傷病手当等，高年齢

者雇用継続給付金，育児・介護休業給付等）があ

る。

社会手当に分類できるものとしては，20歳前障

害基礎年金，児童手当，児童扶養手当，各種障害

児・者向け手当（特別児童扶養手当，特別障害者

手当，障害児福祉手当，経過的福祉手当）がある。

公的扶助は，生活保護制度の生活扶助（第一類，

第二類），各種扶助，各種加算などがある。

このほかの最近導入された所得保障制度として

は，求職者支援制度の職業訓練受講給付金，生活

困窮者自立支援制度の住宅確保給付金，2012年の

社会保障・税一体改革で導入された年金生活者支

援給付金などもあるが，これらは複雑な性格を

もった所得保障制度になっている。

（2） 所得保障（現金給付）の動向

ここで，国立社会保障・人口問題研究所「平成

25年度社会保障費用統計」から現金給付の動向を

展望してみよう。

現金給付の総額は，2013年で約62兆円，そのう

ち退職年金（各種共済，国民・厚生年金基金を含

む）が約45兆円と現金給付のうち約8割を占めて

いる。他方，雇用保険は2％，労災保険は1％。児

童手当は4％，生活保護（現金給付のみ）は2％に

過ぎない。

次に図1で，1980年から2013年までの，現金給付

の動向を見ると，現金給付の総額は1980年以降，

約 30年で約 13.5兆円（1980年）から約 62兆円

（2013年）へと4.6倍に増加している。社会支出総

額に占める現金給付の割合は，50％台前半で安定

しているが，1986年，87年，98年，2000年，02年，

06〜08年に一時的に56％に達し，最近はやや低下

傾向である。

図2で，現金給付を給付対象者別にみると高齢

者向け給付が増加しており，1980年から2013年の

間に約6倍に増加，現金給付に占める割合も1980

年での55％が2013年には74％を占めている。ま

た，家族向け給付も，特に2010年からは民主党政

権の子ども手当導入の影響もあり，1980年6.7倍

になっている。

図3で，制度別に年金以外の給付額の動向をみ

ると，雇用保険の給付は2000年前後から低下傾向

にあったが，リーマンショック後の2009年には一

10) 本論では，恩給および自治体の独自給付制度や特殊な現金給付・手当は扱わない。特殊な手当としては，里親

手当がある。また日本にはないが，諸外国にある手当として，家族による扶養サービスに対する報酬として，「介

護手当」（ドイツなど），「在宅育児手当」（フィンランド）を導入している国もある。ただし，日本においても「介

護手当」（「原子爆弾の被爆者が一定の障害があり，身の回りを世話する人への対価」）という手当はある。このほ

か，「年金担保融資」，「生活福祉貸付制度」などの貸付制度も所得保障とは関連するものの，本論では扱わない。
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図2 給付対象者別の現金給付の増加率
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時増加している。また，その他給付が2011年に急

増しているのは，東日本大震災の災害支援関連の

現金給付が増加したからである。

（3） 各制度の給付調整のパラメーターについ

て

それぞれの制度では，①給付額の設計，②受給

権者（本人，家族），受給資格（保険料拠出要件，

国籍），③資力調査・所得制限の有無（世帯の範

囲・資産制限，扶養），④受給時期・期間，⑤改定

方式，スライド率（物価・賃金スライド等の有

無），地域差，などそれぞれ異なる要素を持ってい

る11)。本論では，これらそれぞれの所得保障制度

の給付を調整する機能を持つこれらの要素を「制

度パラメーター」と呼ぶことにする。実際の所得

保障制度ではこのパラメーターがアクセル，ブ

レーキ，ギアの役割を果たし，給付額の調整が行

われている12)。

しかし，実際のパラメーターの変更・調整は法

改正のみならず，政省令など

で行われる場合もある。さら

に，その変更・調整の目的は必

ずしも明らかではなく，1）各

制度の政策目標，2）経済・社

会状況への対応，3）各制度・

保険および公費負担等の財政

状況，4）関連他制度との整合

性，役割分担，給付水準のバラ

ンスなどを考慮して調整され

ていると推測されるが，パラ

メーターの変更が受給者や企

業（雇用主）の選択に与える影

響や他制度への波及効果をど

の程度考慮し，実証的に検証

されているかは判然としない。

受給者や企業（雇用主）の選択

に与える影響については，いくつかの先行研究が

ある13)。他方で，パラメーターの変更が当該制度

だけではなく他の制度にも影響を与える点につい

ての研究は少ない。しかし，公的年金の給付額の

抑制や雇用保険の適用・支給範囲，支給期間の縮

小は，他制度，たとえば生活保護制度の負荷を高

める効果を持つことは推察できる。

3 1985年から2015年までの所得保障制度の

変遷

所得保障制度の中核は公的年金制度であり，機

能上・金額上もその比重は圧倒的に大きい。した

がって，公的年金制度のパラメーター変更は，他

の所得保障制度に大きな影響を与えることにな

る。

1961年発足の国民年金制度下での国民年金・福

祉年金の並列制度を経て，1985年に成立した基礎

年金は障害・遺族給付を含めた所得保障制度の柱

となった。年金制度の拡充は，生活保護などの他

11)サービス給付を行う医療保険，介護保険，障害者福祉サービス，子ども・子育て支援新制度での政策パラメー

ターは，各報酬体系が相当する。
12) 制度のパラメーターに着目した研究としては駒村（2007）がある。
13) 在職老齢年金の高齢労働者の就業行動に与える影響については，山田（2014），母子加算の変更が母親の就労行

動に与える影響などに関する実証研究〔山田他（2013）〕がある。
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制度に対する負荷を引き下げる効果があった。

1985年に基礎年金制度が創設され，ほぼ所得保

障制度は完成した。それ以降，所得保障制度につ

いては，新しい給付制度の発足も大がかりな制度

改革もほとんど見られない。現在の所得保障制度

の基本的な構造は，1985年年金改革で確立し，本

論ではこの体制を「1985年所得保障モデル」と呼

ぶ。

所得保障制度の柱になった「1985年の年金改

革」であるが，その後，90年代，2000年代，2010

年代における年金制度の諸改革は，基本的にはこ

の1985年年金モデルの財政的持続可能性を維持す

るためのパラメーター調整であった。

高齢化社会のなかで，年金財政の安定性を確認

するためにおおむね5年間隔で，人口推計に連動

して，年金財政再計算14)が行われ，それに伴い給

付乗率やスライド率といったパラメーター調整が

行われてきた15)。これらパラメーター，特に物価

スライドは給付の実質価値を維持するためのもの

であり，70年代はインフレに対応するために重要

な役割を果たした。しかし，90年代以降，インフ

レ期からデフレ期，低成長に入り，財政制約が厳

しくなっていくなかで，実質的な給付水準の引き

下げの方法として，これらのパラメーター調整が

多用されるようになっている。

こうしたパラメーター調整の影響，特にスライ

ド率の変更は，各年における効果は大きくない

が，長期的に累積分を評価すると大きな影響をも

たらす。

また，パラメーターの変更は，当該制度にのみ

影響を与えるわけではないことにも留意が必要で

ある。特に高齢化に対応するために2004年に導入

されたマクロ経済スライドによって基礎年金の給

付水準は大きく低下するため，低年金の高齢者が

増加し，今後，生活保護制度に大きな影響を与え

る可能性がある16)。

現役世代に対する所得保障の柱になるのは，雇

用保険制度であるが，90年代から2000年代にかけ

ては，景気後退，非正規労働者への増加に対応す

るために，受給資格（適用条件含む），受給額，受

給期間といった点で細かいパラメーター調整が行

われてきた。

社会手当を代表する児童手当は，徐々に支給対

象児童が拡大されたものの，本格的な充実は見ら

れなかったが，2000年以降は徐々に拡充され，

2009年の民主党政権以降，大幅に給付水準の引き

上げが行われた。

Ⅲ 個別の所得保障制度の動向

1 年金制度の動向

1961年に国民年金制度が発足し，皆年金体制が

スタートしたが，拠出制年金への「制度移行」と

「補足的」のための給付が必要であった。このた

め，国民年金発足と同時に無拠出の福祉年金制度

が創設された17)。拠出年金である国民年金制度の

14) 2004年年金改革以降は，「年金財政検証」となった。
15) 1985年年金改革では，給付乗率を引き下げることで加入・拠出期間長期化による給付水準の抑制を意図した。

「平成26年度公的年金財政状況報告」では，被用者年金の平均年金月額の減少要因を，これらパラメーターの変更

の点から解説している。
16) 公的年金へのマクロ経済スライドの影響が将来の貧困率に与える影響について，マイクロシミレーションの手

法で分析した研究としては，稲垣（2012）がある。
17)佐藤（1959）は無拠出年金である福祉年金の性格について，「経過的」，「補足的」と整理している。「経過的」と

は「拠出年金である国民年金の発足時で，すでに給付の原因にある事故が発生しているものおよび，拠出開始時

点で，相当の高年齢に達しており，給付を受けるに必要な拠出期間が与えられていないもの」としている。「補足

的」とは，「我が国の所得水準の所得分布の現状からみて，保険料を拠出したくてもできない，いわゆる低所得層

が多いうえに，この状況が早急に解消されることも望みがたいという事情を考慮して，せっかく拠出制の被保険

者となりながら拠出能力のないため，年金を受け取ることができない人々に対して，一定の要件のもとに，無拠

出の年金を支給しようとするものである」〔佐藤（1959）p.249〕としている。さらに，佐藤（1959）は，この二つ

の種類の無拠出年金について，経過的年金は「経過的加入者に対する整理資源による処遇」，補足的年金は，「生産

能力に応じて一種の保険料の段階制とも見られ，たまたま保険料の最低額が，ゼロと定めたものと考えることが

できる」（同 p.249）と整理している。すなわち前者は「拠出制年金への制度移行過程」，後者は「応能保険料体

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2274
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給付は，老齢，障害，母子，遺児，寡婦年金があ

り，無拠出年金である福祉年金の給付は，老齢年

金，障害年金，母子年金があった。このように基

礎年金が成立する1985年までは，年金制度は，拠

出年金，無拠出年金の並列型であった。したがっ

て，国民皆年金体制が成立してからも15〜6年程

度は福祉年金という実質的には第2の公的扶助制

度によって所得保障制度は支えられていた18)。

1968年においては70歳以上人口の7割が老齢福祉

年金を受給し，拠出制年金より多くの人々は老齢

福祉年金の受給者になっていたが，これが逆転す

るのが1977年である19)。

70年代後半になると，各制度間の不均衡，格差

の是正，人口高齢化に対応すべく長期的安定性の

確保のために大がかりな年金改革が議論されるよ

うになる。社会保障制度審議会では，税を財源に

した基本年金構想などが検討されるなか，保険間

財政調整による基礎年金制度を中心にした85年年

金改革が実行された。

1985年改革では，国民年金第3号制度による女

性の年金の確立など給付面での拡充が注目される

が，他方で，給付乗率の引き下げなどによる給付

の適正化も行われた20)。また所得保障制度全体で

みても，1）二十歳前障害者に対する障害年金を拡

充し，障害福祉年金の受給者にも障害基礎年金を

支給し，障害福祉年金を廃止する，2）母子福祉年

金，準母子福祉年金の受給者にも遺族年金を支給

し，これらの福祉年金は廃止する，3）寡婦年金，

死亡一時金は第1号被保険者に対する国民年金の

独自給付にする，という改革が行われた21)。

1985年に創設された基礎年金制度は戦後の所得

保障制度を再整理し，拠出型年金が老齢，遺族，

障害に関係する所得保障制度の柱（「1985年所得

保障モデル」）になった。85年年金改革により，国

民年金と併存した無拠出年金，福祉年金（拠出・

無拠出年金の並立時代）が終わり，名実ともに

「拠出型年金中心の時代」に入った。

85年以降の年金制度改革は，1994年，2000年，

2004年の年金改革では，制度体系の変更はなく，

パラメーター調整による高齢化の進展への対応が

中心になる。この間，在職老齢年金の見直し，高

齢化率の上昇による負担上昇を抑制するために支

給開始年齢の引き上げ，給付乗率の変更，スライ

ド率の引き下げ（ネット所得スライド方式），マク

ロ経済スライドの導入，基礎年金の給付に必要な

財源のうちの2分の1を国庫負担で確保する，など

の改革が行われた22)。さらに，被用者年金の一元

化や厚生年金基金の制度縮小による被用者年金の

分立状態が解消された。

ただし，この間も年金制度をめぐる社会経済の

構造が大きく変化した。90年代から拡大した非正

規労働者の増加により国民年金の未納率が上昇

し，これに対応するために政府はきめ細かい免除

制度や猶予制度を導入した23)。また年金記録が不

完全であり，受給漏れが発生するという年金記録

問題も発生した。さらに短期労働者・非正規労働

系の場合のゼロ保険料」と言い換えることができるであろう。なお，当時の社会保障制度審議会の答申は，65か

ら70歳までは拠出制年金，70歳以降は無拠出年金という別の併用案であった。
18) 福祉年金の創設は，生活保護制度にも影響を与えた。福祉年金は生活保護受給者にも支給されたが，収入認定

によってする実質的に給付の効果がなくなるため，老齢加算制度を通じてその恩恵が生活保護受給者にも及ぶよ

うに配慮された〔岩田（2016）p.151〕。なお本論では，社会保障制度発展の歴史的展開には触れない。1985年以前

の社会保障制度史，創設時の国民年金については田多（2009，pp.143−155），吉原・畑（2016，pp.33−37）を参照

せよ。
19)岩田（2016，p.151）参照。国民年金，福祉年金発足時，1961年時点の財政見通しも両者の受給者数が逆転する

のは1975年頃としていた〔佐藤（1959）p.677〕。
20)将来の加入・拠出期間の長期化に合わせて，給付乗率の引き下げを行った。
21)吉原・畑（2016，p.97）参照。
22) 2014年財政検証では，基礎年金の給付水準が継続的に低下すること確認されている。この理由は，代替率50％

の下限がある厚生年金と異なり，国民年金は積立金が1年分になるまでスライド調整を行うことになっているた

めである。
23) 本特集論文の暮石論文が国民年金の未納問題を扱っている。
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者に対する厚生年金適用拡大も進められている。

2004年改革以降，2009年，2014年に年金財政検

証が行われた。2014年は人口推計の改定と高齢者

や女性の労働力率上昇，全要素生産性の向上など

に関する8通りの経済前提に基づいて，当面の年

金財政の持続可能性が確認されたため，大きな制

度改革は見送られた24)。しかし，年金制度に全く

課題がなかったわけではない。特に2014年年金財

政検証の結果，国民年金と厚生年金に対するマク

ロ経済スライドの適用期間に大きな差が生まれ，

基礎年金の給付水準が長期的には大幅に下がるこ

とが予定されている25)。所得保障制度の中核であ

る基礎年金の給付水準の低下は，所得保障制度体

系に深刻な影響を与えることになる。

基礎年金の低下に対応するために，社会保障審

議会年金部会では，1）デフレ期におけるマクロ経

済スライド，2）短時間労働者・非正規労働者への

厚生年金の適用拡大，3）国民年金45年加入拡大の

3案を検討し，いずれもマクロ経済スライドを短

縮し，基礎年金水準の低下を抑制する効果が確認

されているものの，法改正は見送られた。

2 生活保護の動向

生活保護基準は，憲法第25条が定める健康で文

化的な最低限度の生活水準を保障するべきものだ

が，その水準を決める方式はマーケット・バス

ケット方式，エンゲル方式，格差縮小方式と社会

経済の動向に応じて変化してきた。現行の生活保

護基準は1984年に導入された水準均衡方式による

改定方式が継続されている。近年の生活保護制度

改革を見ると，2004年から，老齢加算が段階的に

廃止された26)。また2004年の「生活保護のあり方

に関する専門委員会」においては，勤労者3人世帯

の生活扶助基準の水準は妥当とし，今後5年に1度

の定期的な検証を行うことになった27)。その後，

2005年，2007年には母子世帯の消費実態と母子加

算を含む生活扶助基準を比較した結果，後者のほ

うが高いと判断し，母子加算の段階的廃止が行わ

れ，他方で，高等学校等就学費，ひとり親世帯就

労促進費が創設された28)。

社会保障審議会に新たに設置された生活保護基

準部会では，年齢，人員，級地別の基準額と消費

実態を相対比較し，両者のかい離が確認され，

2013年に生活扶助基準の修正が行われた。さらに

政府の政策判断として，デフレ分をスライドする

ことで生活扶助基準の大幅な引き下げが行われ

た29)。

続いて，2015年には生活保護基準部会で，住宅

扶助基準と冬季加算の見直しが行われた。この

他，2013年には生活保護制度の見直しも行われ，

勤労控除の見直し，就労自立給付金制度が導入さ

れた。また，生活保護に至っていない生活困窮者

の自立を支援するために「生活困窮者自立支援制

度」が2015年度よりスタートした。

この間の生活保護制度は，老齢・母子加算の廃

止，生活扶助基準額と消費実態のかい離の解消が

主要テーマになった。この一方で，リーマン

ショック以降，その他世帯の生活保護受給者が増

加し，さらに高齢化や家族構成の変化により高齢

者の生活保護受給者も増加したため，生活保護受

24) 高齢者の雇用延長による年金財政への貢献については，本特集論文の佐藤論文が扱っている。
25) この理由は，国民年金財政と厚生年金財政での財政均衡の取り方が異なることから発生する。詳細は厚生労働

省年金局数理課（2015，p.136）を参照せよ。
26)老齢加算は2006年に全廃となった。老齢加算の減額・廃止が生活保護受給世帯の消費行動に与えた影響につい

ては，本特集の山田・四方論文で分析している。
27)他に2007年の「生活扶助基準に関する検討会」の報告書により，年齢，人員，級地別の基準額の見直しが示され

たが，社会経済状況の激変などを考慮し，検証結果は反映されなかった。
28) 2009年4月に一度母子加算は廃止されたが，2009年9月の民主党政権発足に伴い，母子加算は復活している。
29)生活保護基準の見直しは，税制・他の社会保障給付等に影響を与える可能性もある。見直しが影響を与える可

能性があるのは，地方税（住民税）の非課税基準額であり，これに連動して保育料，国民年金保険料の免除，医療

保険の自己負担限度額の軽減，介護保険の利用者負担や介護保険料の軽減，生活福祉資金の貸し付け，就学援助，

幼稚園就園奨励費補助金など多岐に及ぶ。政府は，生活保護の基準見直しがこれらの基準に影響を与えないよう

に自治体に要請している。
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給者数は過去最多の状態が続いている30)。

生活保護基準部会では2018年に予定されている

次回改定の準備を進めているが，一般低所得世帯

の消費動向に生活保護基準を連動させるという水

準均衡方式は80年代というインフレ経済，安定成

長期，所得格差が低い時代に導入されたものであ

り，90年代以降のデフレ経済，低成長，格差拡大

期でもそのまま適用すべきなのか，新しい考え

方，改定の仕組みも開発すべきではないかという

議論もある。

3 雇用保険の動向

雇用保険は，被用者の失業時の所得保障の中心

的な制度である。しかしながら，失業者全体のな

かで失業給付を受け取っているのは20％に過ぎ

ず，国際比較においても低いことが確認され，そ

の要因として，雇用保険の適用範囲が狭いことと

受給期間が短いことが指摘されていた31)。

近年の雇用保険制度の主な改革は，短時間労働

者・非正規労働者の増加に対応するための適用拡

大とそれに関係する給付要件，受給期間の頻繁な

変更であった。また，ワーク・ライフ・バランス

確保のための育児・介護給付金制度の導入と拡充

が行われた。さらに2016年の改革では65歳以上高

齢者への適用拡大も行われ，高齢者就業促進への

対応も進められている。

近年の雇用保険改革を簡単に振り返ると1984年

改革では，失業給付の受給者の再就職インセン

ティブを高めることや財政悪化への対応のため

に，所定給付日数に再就職の難易度，被保険者で

ある期間も要素として組み込み，さらに自己都合

離職に対する待機期間を延長した。1989年改革で

は「短時間労働被保険者」という形でパートの適

用拡大が行われた。90年代に入り，非正規労働者

は従来の家計補助的な役割から変化し，非正規労

働者でも世帯の主たる稼得者になるものが増え

た。このように雇用保険では，非正規労働者への

対応と，低経済成長のなかで，給付日数にメリハ

リをつける試行錯誤が行われた。この間の重要な

改革は1994年の育児休業給付金の創設であり，そ

の後，次第に支給率の引き上げも行われた32)。

1998年改革では教育訓練給付および介護休業給付

の新設，2000年の改革は，失業者の増大による財

政悪化を背景に，給付の重点化と保険料の引き上

げが行われた。所定給付日数のマトリクスに被保

険者期間，年齢に加え離職理由（倒産・解雇，自

己都合か）さらにパート労働者区分も導入され

た。加えて，財政の悪化が継続したため，失業認

定の厳格化，給付制限の強化が行われた。

2003年改革では，支給率は従来の6〜8割から5

割〜8割へ引き下げ，基本手当日額の上限も下げ

た。所定給付日数は，自己都合には厳しくする一

方，パートとフルタイムの給付は一本化を進め，

再就職の意欲を高めるために就業促進手当が導入

された。2004年改革では雇用継続給付が新設され

た。

2007年改革では，適用対象におけるパートとフ

ルタイムの区分をなくして一本化し，同時に受給

資格要件も一本化した。他方で，受給資格要件に

ついては離職理由で差をつけた。2009年改革で

は，リーマンショックで雇用状況の悪化と非正規

労働者へのセーフティネット強化が急務になり，

失業理由が倒産・解雇ではない，雇い止め非正規

労働者への給付改善が行われ，適用対象者も「1年

以上の雇用見込み」から「6ヶ月以上の雇用見込

み」と拡大された。

2016年改革では，高齢者雇用への対応のため

に，雇用保険の加入の年齢制限が見直され，65歳

になった日以降に新たに雇用される者について

も，適用対象とされた（高年齢被保険者）。これに

伴い，高年齢被保険者が失業した場合には，高年

齢求職者給付金が支給されるほか，教育訓練給付

30) 高齢世帯の生活保護受給者が増加している要因については，本特集の山田・四方論文を参照せよ。また若年失

業者，ワーキングプアについては本特集の村上論文を参照せよ。
31) ILO(2009）参照。
32)同時に，健康保険法や厚生年金法が改正され，育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料の被保険者負担分免

除が実施された。
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金や育児休業給付金，及び介護休業給付金が支給

されるようになる。ただし，保険料徴収は2019年

度分まで免除される。

このほか，新しい制度としては「求職者支援制

度（職業訓練受講給付金）」が2009年に導入され

た33)。求職者支援制度（職業訓練受講給付金）は，

雇用保険を受給できない求職者34)に対し，無料の

職業訓練（求職者支援訓練）を実施しつつ，本人

収入，世帯収入及び資産要件35)を満たす場合，一

定期間36)受け取ることができる。求職者支援制度

の財源構成は，国庫負担27.5％，雇用保険（労使

負担）72.5％となっている。

4 家族向け給付―社会手当の動向37)

家族向けの給付としては，世帯に子どもが増え

た場合に増える支出を賄うための児童手当，主た

る稼得者が死亡した場合，残された家族の生活を

維持するための遺族年金，非婚・離別によるひと

り親世帯に対する児童扶養手当がある。

このほか家族向け給付ではないが，被扶養配偶

者に対する年金制度として国民年金第3号被保険

者制度がある。直接，保険料を負担しないで基礎

年金の受給権が保障される第3号被保険者制度は，

被用者の被扶養配偶者という身分によって，基礎

年金が保障される仕組みである38)。国民年金第3

号被保険者制度については，1）保険料を負担しな

いで受給権を得るのは不公平である，2）被扶養条

件（年収130万円等）がパート就労の壁を形成し，

女性の就業意欲を引き下げるという批判が強かっ

た。これらの批判をうけて，2000年に厚生労働省

に設置された「女性のライフスタイルの変化等に

対応した年金の在り方に関する検討会（以下，検

討会）」では多面的に女性の年金権を検討したが，

いわゆる不公平論を解決する成案を得るには至ら

なかった39)。また遺族年金については，就労して

いる女性にとって，夫からの遺族厚生年金のほう

が自分の老齢厚生年金より高額の場合が多く，掛

け捨てになり，不公平であるという批判が強かっ

たが，これも検討会では，根本的な解決策に至ら

なかったが，2004年の年金改革では，子のいない

20代女性への遺族厚生年金が5年の有期になる改

正が行われた。

そうしたなか，遺族年金において男性の受給が

制限されている男女格差を見直す必要があるとい

う意見が強くなり，2014年4月に遺族基礎年金が

改正され，従来の受給権者を子のいる妻から配偶

者に変更になった40)。同時に，従来，夫が第3号被

保険者であっても，死亡した場合，被扶養の配偶

者に遺族年金は給付することになっていたが，こ

れを見直し，被扶養者である第3号被保険者が死

亡した場合，遺族年金は支給されないことになっ

た。しかし，この点には批判も多く，この取り扱

いは再見直しが行われた41)。

33) 当初は臨時措置として，2011年5月より法制化，2011年10月より施行された。
34) 雇用保険が未適用，加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられない，雇用保険の受給が終了，学卒未就職者

や自営廃業者が対象。
35) 本人収入が8万円以下，世帯の収入が25万円以下，世帯の金融資産が300万円以下，現に居住する土地・建物以外

に土地・建物を所有していないという条件をすべて満たす必要がある。
36)職業訓練を受講している期間か12カ月（必要な場合は24カ月）である。なお，不正受給について返還のペナル

ティがある。
37) 社会手当についての整理は，本特集の黒田論文を参照せよ。
38) 女性の年金権については，本特集論文の丸山論文が国際比較を交えて，女性の貧困防止の視点から論考してい

る。
39)検討会の報告書は，厚生労働省ホームページ「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関す

る検討会報告書〜女性自身の貢献がみのる年金制度〜」http:/ / www.mhlw.go.jp/ shingi/ 0112/ s1214-3.htmlを参照

のこと。検討会では，世帯単位でみれば，被扶養配偶者は間接的に国民年金相当分の保険料を負担していると評

価し，第3号被保険者の受給権の根拠とし，さらに離婚時の年金分割制度などを導入することを決めた。
40)さらに夫も生計維持（850万円未満）されている場合は，遺族年金の受給者になる。他の男女格差の見直し対象

として寡婦年金，中高齢寡婦加算，夫の遺族厚生年金の年齢要件の見直しなどである。
41)従来の遺族年金の仕組みは，男性は働くべきであり，働いている男性に遺族年金は必要ないという，ジェン
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（1） 児童手当等

1973年に導入以来，児童手当は目立った充実は

なかったが，出生率の低下が顕著になった90年代

から対象児童数を拡大した。しか

し，図4で見るように，他方で，支

給対象年齢の上限を引き下げたた

め，支給率が上昇しても，受給総

児童数は抑制されていた。このた

め，図5で示すように給付総額は

2000億円弱でとどまるように調整

されていた42)。ようやく2000年以

降，受給総児童数，支給率の双方

が引き上げられ，徐々に充実して

きた。

2009年の民主党政権で所得制限

を撤廃し，普遍的な子ども手当と

したが，2012年の政権交代により

再び所得制限付きとなったが，対

象範囲の見直しはほとんどなく，

給付もほぼ維持されている。

（2） 児童扶養手当

児童扶養手当は，遺族年金を受

給していない離別ひとり親世帯に

向けた制度である43)。児童扶養手

当については，近年多くの改正がある。特に2008

年の制度改革は，就労インセンティブを引き上げ

る目的から大きな改革が行われた。2010年から

ダー的視点が強く，男性に遺族年金は出なかった。遺族年金の改革は，男女がともに働く社会にあわせて，男女

差別の解消を図ろうとした。しかし，この施行前に，パブリックコメントが寄せられ，第3号被保険者の遺族年金

支給廃止は撤回された。主なパブリックの内容は，1）長期にわたって厚生年金加入者だった夫が，たまたまその

死亡時に離職しており国民年金第3号被保険者だったからといって，遺族年金が出ないのは，不公平ではないか，

2）国民年金第3号被保険者でも生計維持に貢献している世帯もある，といった意見である。詳細は，年金部会資

料第27回社会保障審議会年金部会資料（平成26年11月）

http: / / www.mhlw.go.jp/ file/ 05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/ 0000063

779.pdf 参照せよ。

なお，遺族年金については，本特集論文の菊池論文では，配偶者要件，生計維持要件について議論をしている。
42)鈴木（2009）は「これらの動きを支給率の面から見ると，昭和61年度，平成4年度における支給対象児童の第2子

拡大，第1子拡大等によって支給率は高まっていくものの，同時に行われた支給対象年齢上限の引下げで総児童数

が減るというように，支給率と総児童数はバーターの関係にあったことが確認できる。一方，平成12年度以降は，

総児童数，支給率とも拡大方向にある。」〔鈴木（2009），p.7〕と指摘している。
43) 制度の経緯は田宮（2010）が詳しい。田宮によると，国民年金の発足とともに死別母子世帯に対する母子年金

と母子福祉年金が創設された。さらに死別母子世帯に対して母子福祉年金が支給されていたのに対し，生別母子

世帯に対して何の措置もとられないのは不公平であるという考えから1961年に児童扶養手当が創設された。そこ

では，離婚は選択的な行動であるため，社会保険にはなじまないという判断であった。しかし，その後離婚の増

加に伴い対象者は急増し，一方で，母子福祉年金はやがて年金保険料を支払ったものに対する遺族年金へと移行

していったことから，1985年に福祉制度へと改められた。
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図4 児童手当の対象者と支給率の変動



01-01_社会保障研究_特集（駒村）_SK.smd  Page 13 16/09/12 13:08  v2.20

は，父子世帯も受給対象になった。年金との併給

調整の見直しも行われた44)。さらに2016年の改正

によって第2子の加算額を月額5000円から最大1万

円，第3子以降を月額3000円から最大6000円にそ

れぞれ引き上げられた45)。

5 障害者向け給付−障害基礎・厚生年金，傷

病手当金，社会手当等

障害児・者向けの所得保障制度は，二十歳前障

害基礎年金，障害基礎・厚生年金が中心的な役割

を果たす。障害者向けの社会手当等としては，特

別児童扶養手当，特別障害者手当等（障害児福祉

手当，経過的福祉手当），特別障害給付金があ

る46)。そのほかにも，傷病の場合には，健康保険

からの傷病手当金がある47)。

特別障害者手当等（障害児福祉手当，経過的福

祉手当）の制度は，1975年に福祉手当48)があった

が，1985年の障害基礎年金導入により，福祉手当

44)従来は，公的年金を受給すると児童扶養手当を受給できなかったが，2014年12月以降は，金額が児童扶養手当

額より低い方は，その差額分の児童扶養手当を受給できるようになった。
45) 加算額は年収が高いほど低くなるような設定になっている。
46) 障害年金については，本特集の百瀬論文が分析している。なお特別障害給付金制度は，他の手当とは性格が異

なり，学生が国民年金任意加入とされていた時代に国民年金未納・未加入によって発生する無年金障害者問題に

対応するための福祉的措置である。
47)標準報酬の2／3（従前保障），支給期間は1年6ヶ月である。障害厚生年金が受給される場合は，支給されない

が，年金が低い場合は差額調整される。なお，傷病手当金については，受給計算根拠になる標準報酬月額を一時

的に引き上げることにより，高い給付を受けることができるため，モラルハザードが発生しているという指摘が

あり2016年度より給付額の計算対象の標準報酬月額の1年間の平均に変更している。健康保険からは他にこのほ

か，健康保険からの現金給付は，出産手当金があり標準報酬の2／3が2ヶ月間支給される。
48) 在宅の重度障害者，障害福祉年金を除く障害を事由する公的年金を受給していないもので，年齢制限なく，月

額4000円であった。
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図5 児童手当の支給額動向
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制度を改変し，1）20歳未満の重度障害児に対する

障害児福祉手当，2）在宅20歳以上の特別障害者

（国年1級相当），障害基礎年金1級との併給可能）

の特別障害者手当，3）福祉手当経過措置分に整理

された。

6 労働に伴う障害に関する給付―労働者災害

補償保険（労災保険）

業務における被災による障害に対しては労災保

険がある。労災保険の給付には，治療，リハビリ，

職業訓練などの現物給付と手当金，年金などの現

金給付がある。

労災保険は所得保障制度でありながら，本特集

のなかでほとんど言及されていない。労災保険

は，ビスマルクの社会保険以来，古くからの社会

保険にもかかわらず，職業上の災害補償，労働能

力の減失に対する損害賠償，逸失利益の補償とい

う性格，使用者責任，費用負担であり，その給付

の意義も一次的には使用者の賠償責任の遂行にあ

るという点からやや異質な位置づけとなってき

た49)。そのため，労災保険を社会保障，社会保険

のなかに加えるべきかどうかは議論もある50)。し

かし，近年その性格は，大きく変容してきている。

労働条件の整備，高度経済成長，国際的な動向

（ILO勧告水準）を背景に1965年，1973年の大改革

による給付の拡充により次第に所得保障の性格が

強まっている。この間の給付の拡充は，一時金か

ら年金給付中心へ転換（障害年金の導入），適用対

象範囲の拡大（一人親方，家族従業員も対象にし

た特別加入制度），最低保障の導入，障害等級の拡

大，遺族補償年金，通勤災害給付であり，1974年

には賃金スライド率が導入された51)。このように

労災保険における生活保障機能が強化され，「労

働基準法の補償体系から独立した独自の給付体系

を遂げていった」〔西川（1991b）p.227〕と評価さ

れる。

1986年には，年金の給付基礎日額にかかる年齢

階層別最低限度額・最高限度額，1990年には労災

年金・一時金及び休業補償のスライド要件の改

善，休業給付への年齢別階層別の最低・最高限度

額の導入が行われ，労災の主要な改革は，ほとん

ど80年代から90年代前半に終わっている。

労災における現金給付の計算根拠は，同じ従前

所得比例の性格を持つ厚生年金の標準報酬とは異

なり，労働基準法に定める給付基礎日額を採用し

ている。給付基礎日額は，労働基準法の平均賃金

相当額52)とされその最低保障額である。労災が公

的年金のように標準報酬制を採用しない理由は，

労働能力の喪失に対する補償を目的としており，

個々の労働者の平均賃金を反映すべきであるとい

う考えに基づく53)。

各給付の計算は，日額に一定の支給率（日数）

をかけて計算されるが，年齢別（5歳きざみで12段

階）の最低・最高限度額という独自の制度があ

る54)。最低・最高限度額は図6でみるように年功給

的な性格を持っている。この意義は「若い年齢で

49)初期の労災の給付は，健康保険と厚生年金が一部その役割を担った。労災制度史の概要は，西川（1991a）を参

照。
50)佐口（1968）は労災保険の性格については，英国では，労使の個人的な契約による損害賠償，ドイツでは使用者

の共同負担による災害保険であり生活保障の考えが強かったとしている。
51) 労災保険の制度改革については，大場〔1992，pp.54-59参照〕。
52)疾病発生の直前3カ月の総賃金を暦日数で割った数字。療養期間開始後1年6カ月を経過した場合は，年齢階層

別の最低・最高限度額が適用される。また平均賃金が，給付基礎日額の最低保障額に満たない場合は，一律に最

低保障額が平均賃金となる。
53)有泉〔1968，p.848〕参照。
54)①休業（補償）給付の給付額は1日について，給付基本日額の60％，加えて日額の20％が社会促進等事業の休業

特別給付金とて給付される。傷病（補償）年金は，療養が長期化した場合（1年6ヶ月を経過しても治癒せず）支給

される。障害等級は1級から3級まであり，それぞれ給付基本日額×日数の給付である。③障害（補償）年金およ

び一時金は，身体に一定の障害が残った場合に給付される。障害（補償）年金は，障害等級1級から7級まであり，

給付額は給付基本日額×日数である。障害補償一時金には障害等級は8級から14級であり，給付額は障害等別日

数×給付基礎日額で計算される。⑤遺族（補償）年金は，死亡した場合に給付され，給付額は遺族の数別人数×給

付基礎日額である。⑥遺族一時金の給付額は，1000日×給付基礎日額である。
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被災した労働者は生涯にわたって低額の給付額に

なる」55)であり，給付の実質価値を保障する賃金

スライドだけでは，不十分であるという判断のも

と，長期化した休業補償給付や年金給付の算定基

礎である給付基礎日額にも年功賃金の要素を加味

するために年齢別の最低限度額と最高限度額が導

入された。

最低保障額，年齢階層ごとの給付基礎日額の最

低限度額及び最高限度額は，厚生労働省が実施し

ている毎月勤労統計調査の平均給与額に応じて毎

年改正される。

Ⅳ 所得保障制度間の関係とパラメーター役割

以上，本特集の総論部分として1985年から2015

年までの所得保障制度の動向を展望してきた。一

般的に社会保障制度における研究では，どうして

も新しく導入された制度や大がかりな制度改革が

注目されるが，すでに確立した各制度において，

その給付を決定するパラメーターがどのように設

定され調整されているのか，制度間の違いや経済

社会の変化に制度はどのように対応しているの

か，さらにパラメーター調整に対する受給者の反

応や受給者の生活に与える影

響などの研究は不十分であ

る。ただし，多様な所得保障

制度すべてについて，そのパ

ラメーター評価を体系的，包

括的に行うことは難しく，か

つ紙面の制約もあるため，本

稿を「試論」としておきたい。

1 所得保障制度間の関係

2025年の社会保障制度を展

望した社会保障改革国民会議

では，自助・共助・公助の最

適な役割分担が議論された。

しかし，その議論の内容は，

共助（＝社会保険部分）に集中し，年金・医療・

介護の各社会保険の持続可能性を維持するために

は，制度毎に給付を見直すというものであった。

しかし，自助・共助・公助の間には，役割分担が

ある。就労などによる収入（「自助」），社会保険

（「共助」），社会手当，公的扶助（「公助」）で給付

が優先され，順位が低い給付が優先的に支給停

止，調整される56)。収入・資産，社会保険給付，公

費を財源にする社会手当，公的扶助の順で，利用

や給付が優先される。したがって，昨今の社会保

険制度改革による共助の守備範囲の縮小は，公助

すなわち生活保護制度への負荷が拡大することに

つながる。

（1） 所得保障制度間の給付の関係−併給調

整・支給停止

社会保険給付や社会手当においては，収入・資

産が考慮されるケースは少ないが，在職老齢年金

や二十歳前障害基礎年金では収入のある場合には

支給停止も行われる。

社会保険・社会手当と公的扶助の関係は，他

法・他施策優先の原則のため社会保険や社会手当

が優先される。同じ事由で複数の受給権が発生す

る場合，併給調整あるいは支給停止が行われる57)。

55) 大場〔1992，p.58〕及び厚生労働省基準局労災補償部労災管理課編〔2001，p.185〕参照。逆に，扶養家族が減少

した高齢者にとっては高額の給付額になる。
56) 公的扶助は他法・他施策優先の原則から，公的扶助の利用の前に社会保険や社会手当の活用が求められる。
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図6 労災年金における年齢別の最低・最高限度額
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社会保険給付間（公的年金，雇用保険・労災保

険，傷病手当金（健康保険））の併給調整・支給停

止は少し複雑である。主な併給調整等は，年金と

他の給付調整は表1のように，その他の併給調整

等は表2のように整理できる58)。

特に労災年金と障害厚生年金給付との間には併

給調整はかなり複雑であり，厚生年金保険等の年

金は全額支給され，労災年金が減額調整される。

その際厚生年金保険の給付水準を考慮して，労災

年金の給付額を一定率で調整する59)。調整率は，

57)同一支給事由で，制度間で重複した支給が行われる場合もあり，複雑な給付制限が行われる。
58) 60歳前半の雇用保険と老齢年金は，かつては併給可能であったが，1994年の年金改革により1998年度から雇用

保険法における「基本手当」，「高年齢雇用継続給付金」および「高年齢再就職給付金」受給中は，特別支給の老齢

厚生年金は全額支給停止されることになった。
59)厚生年金と労災年金を調整する理由は，調整しないままで給付をすると，「両制度からの年金が未調整のまま支

給されますと，受け取る年金額の合計が，被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまう」，さらに「保

険料負担について，厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で，労災保険は事業主が全額負担していることか

ら，事業主の二重負担の問題が生じてしまう」としている〔厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課編2001，

p.309〕参照。給付調整については「労災の年金化によって，その所得保障的な機能において他の社会保険の給付

との共通性を持つようになったから」〔有泉（1968）p.1048〕との説もある。さらに併給調整として，労災年金が

調整され，厚生年金の方が優先的に給付される理由については，「厚生年金保険等の年金は，所得保障を意図した

ものであり，労災年金が損失の補償を通じ間接的に所得保障を担うものであることを考慮し，社会保障制度とし

てより基本的な部分を担当する厚生年金保険等の年金を労災年金に先行する」〔厚生労働省労働基準局労災補償

部労災管理課編2001，p.309〕参照。他にも「賃金の多寡に比例して給付額が算定される労災年金と，賃金の多寡

に対して上薄下厚型の給付体系の厚生年金等とを従来のような方式で調整すると，賃金が低い者の場合には，調

整後の労災年金額が皆無又はこれに近いものになる事例も生じ，賃金の一定率の支給という労災保険の給付率の
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表1 公的年金とその他の給付の間の主な併給調整等

年金の種類 併給調整対象給付 支給停止の金額

特別支給の老齢厚生年金（低在老） 雇用保険（基本手当）
失業給付受給中は年金の全額停止（1998年4月

以降）

特別支給の老齢厚生年金（低在老） 雇用保険における高年齢雇用継続給付 老齢年金を標準報酬に応じて0から6％停止

老齢厚生年金（高在老） 65歳からの雇用保険の適用（高年齢求職者給付） 併給可能

障害厚生年金・障害手当金
同一支給事由による健康保険の傷病手当金を受

給する場合

傷病手当金を全額支給停止。（障害年金が低い

場合，差額分を埋める差額調整あり。傷病手

当金の累積支給額が傷病手当金の支給額に到

達するまでは支給停止）

障害基礎年金
同一支給事由による健康保険の傷病手当金を受

給する場合
併給可能

障害基礎・厚生年金 労災保険による障害補償給付 労災保険による障害補償給付の一部を減額

障害基礎年金 特別児童扶養手当，特別障害者手当 併給可能

遺族基礎年金
特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉

手当，経過的福祉縦
併給可能

20歳前障害基礎年金 他の制度（労災，恩給）の年金 他の制度の給付を受給している期間全額停止

遺族基礎・厚生年金 労災保険による遺族補償給付 労災保険による遺族補償給付の一部を減額

基礎年金・厚生年金 児童扶養手当 差額給付

老齢年金，遺族年金，労災年金 特別障害給付金 特別障害給付金を減額

出所：石渡（2012）を参考に著者作成。

表2 その他の併給調整等

制度 対象 支給制限

健康保険の傷病手当金 同一傷病による雇用保険の傷病手当 雇用保険の傷病手当を支給停止

退職後の健康保険の傷病手当金の継続受給 雇用保険の基本手当 雇用保険の基本手当は受給できない

出所：石渡（2012）を参考に著者作成。
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労災保険年金給付の種類および併給される社会保

険年金別に計算される60)。

公的年金のこれら支給調整・併給調整等の数字

は，毎年公表される公的年金財政状況報告からわ

かる。たとえば，2014年の厚生年金の受給権者数

と受給者数の乖離，併給調整や全額，一部支給停

止者数は約233万人，国民年金では約59万人と

なっている61)。受給権者に占める割合は，厚生年

金では6.6％，国民年金では1.8％である。1995年

以降の動きをみると，厚生年金は6から8％の間で

変動があるが，国民年金は1995年の2.6％以来低

下を続けている。この支給停止額，併給調整総額

は2014年で厚生年金約1兆3000億円で，内訳は老

齢・退職年金が約1兆円，障害年金が約1500億円，

遺族年金が約1500億円となっている。国民年金の

併給調整額・支給停止総額は約3600億円で，老

齢・退職年金が約1700億円，障害年金が約1000億

円，遺族年金が約900億円である。被用者年金と

国民年金を合わせた全体で約1兆8千億円（老齢・

退職年金1.2兆円，障害年金2900億円，遺族年金

2800億円）となり，受給権者の年金総額に占める

割合は，厚生年金4.7％（被用者年金全体では

4.3％），国民年金1.7％，公的年金全体で3.3％とな

り，かなり大きな金額になる62)。

2 パラメーター調整の考察

すでに述べたように，所得保障制度の性格は，

①給付額の設計，②受給権者（本人，家族），受給

資格（保険料拠出要件，国籍），③資力調査・所得

制限の有無（世帯の範囲・資産制限，扶養），④受

給時期・期間，⑤改定方式，スライド率，地域差

（物価・賃金スライド等の有無）によってさまざま

な特徴がある。

すでに本稿は試論と位置付けており，すべての

制度のパラメーターについて評価することができ

ないが，注目すべきものだけ言及しよう。

（1） 給付額の設計

給付額の設計は，基礎年金・社会手当などの定

額給付と被用者保険のように働いていたときの所

得に比例した従前所得保障給付，そして生活保護

のような最低生活保障の3種類がある。

定額の所得保障は，国民共通の年金である基礎

年金や児童など特定の世帯人員の増加に伴う負担

増をまかなう児童手当などがある。

従前所得を保障する給付方式は，被用者向けの

社会保険である厚生年金，雇用保険，労災保険な

どであり，受給額は，加入期間，従前所得，給付

乗率，支給率などの一定計算式に基づいて賃金に

比例する形の給付建て制度となっている。

社会保険や社会手当は基本的に個人単位で設計

されているが，被用者保険，たとえば遺族厚生年

金や労災遺族年金など，世帯単位の性格も加味さ

れている。生活保護の給付は世帯単位で計算され

る。世帯単位の場合，あるいは家族給付がある場

合，世帯人数に対して，各制度がどのように給付

を調整するかはさまざまである。まず遺族基礎年

金，障害基礎年金，児童扶養手当は，子どもの増

加に応じて加算が行われるが，二人目以降では次

第に頭打ちになる63)。他方，所得比例年金でも労

災遺族年金は，遺族の数に応じて給付額を増やす

体系との関連上問題があったという事情等を考慮したものである」厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課

編2001，p.310〕参照。
60)調整率は以下の計算式で決定される。

調整率＝（労災年金額の平均額−厚生年金の平均額の1／2）／労災年金の平均額

調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が，調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されてい

る。調 整 率 の 計 算 方 式 の 根 拠 は http: / / www.mhlw.go.jp/ file/ 05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/ 02.pdf

なお，二十歳前障害については，労災年金受給の場合，障害基礎年金が全額支給停止になり，労災年金の給付が優

先される。
61) ただし，遺族年金の場合，配偶者と子は同順位の受給権者であるが，配偶者が受給している間は，子どもは全額

支給停止となる。
62) 2014年度公的年金財政状況報告。
63)児童手当は例外。
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仕組みがある。生活扶助もまた基本的には個人単

位の第1類と世帯単位の第2類で，世帯の人数に

よって給付が増減し，また構成員の年齢も細かく

考慮されている。こうした世帯規模と所得保障の

調整は，等価尺度に関わる議論であり，2013年の

生活保護基準部会の中心的検討対象であった64)。

（2） 受給権者（本人，家族），受給資格（保険

料拠出，国籍）

受給要件は，社会保険の保険事故の有無と一定

の加入，拠出実績に基づく65)。居住や国籍の有無

は関係ない。長期保険である公的年金の場合，比

較的長い加入・拠出実績が求められる66)。保険事

故の種類には，年齢，障害といった本人には選択

できないものがある一方で，失業といった被保険

者自身の選択的なものもある。

社会保険の受給者範囲は，被用者向けの社会保

険は被扶養配偶者（遺族厚生年金）など広めに設

定されているが，非被用者の加入する国民年金で

は，基本的に扶養されている未成年の子どもに限

定されている67)。

社会手当の場合は，一定の客観的な受給事由の

発生に基づいて受給権が発生する68)。生活保護で

は，最低生活費（生活保護基準額）と収入認定額

の比較，資産保有を調査して，要否判定を行う。

生活保護受給においては，申請する自治体への居

住要件はないが，国籍要件については，従来から

運用上の準用とされてきた69)。

障害年金の場合は，受給要件は，障害状況が障

害等級を満たしていることや初診日が重要である

が，制度間で障害状況の認定，等級，給付額はさ

まざまである。また各制度の障害認定条件は，医

療技術の変化のなかで変更されることがある。近

年注目された事例としては，障害年金の精神障害

に関する扱いの変更がある。

（3） 資力調査・所得制限の有無（世帯の範囲・

資産制限）

資力調査・所得制限の有無については，社会保

険では資産・所得制限は原則ないが，例外として，

遺族年金の生計維持要件70)がある。二十歳前の障

害による障害基礎年金や在職老齢年金では，所得

に応じて支給額が停止される。社会手当では，児

童手当に高所得世帯への支給を制限する所得制限

があり，児童扶養手当については所得に応じて段

階的に給付が調整される71)。これら主な所得制限

は表3で整理している。生活保護については，資

力調査があり，厳しい資産制限を行っている。

64)渡辺（2013），浅野・林（2014）が等価尺度等の実証分析を行っている。
65) ただし，例外もある。例えば，二十歳前に障害を負ったものについては，年金保険料の拠出を問わず基礎年金

を受給できる。
66) たとえば，基礎年金の受給資格期間は25年である。ただし，この資格期間は2012年の国民年金法改正により税

制抜本改革に合わせて10年に短縮されることになっている。
67)例えば，厚生年金や労災遺族年金は，被保険者の従前の所得に比例して受給額が決まり，受給期間も配偶者の

場合などは終身で受給できる。
68)児童手当・子ども手当については，最近いくつか変更点があった。いずれも国籍要件はないものの，居住要件

について従来（子ども手当法（2010年4月〜2011年9月））は，①施設入所している児童，里親に委託されている児

童についても親が監護している場合と同様に親に支給され，親がいない場合等は安心子ども基金より親に支給さ

れた。また②両親が別居している場合，児童の生活費を主に負担している親に支給された。③さらに児童が国外

でも支給は行われた。2011年10月の子ども手当特別措置法以降は，①すべての児童について施設（設置者）へ支

給，②児童と同居している親に支給，③国外は留学を除き支給しない，と変更された。
69)外国籍の生活保護受給者動向については，総務省行政評価局（2014）が分析を行っている。
70)生計維持要件の経済要件は，収入が850万円未満もしくは所得が655.5万円未満である。この要件は，近い将来

（おおむね5年）以内に該当することが見込まれる場合も含む。生計維持要件を満たさない場合，遺族年金の受給

権は発生しない。1994年年金制度改革において，厚生年金の報酬月額の上位約10％にあたるところを基準とする

ため，収入額を600万円から850万円に改定された。
71)児童手当については，所得制限を超えた場合でも，当分の間の特例給付がある。
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（4） 受給時期・期間

年金については，事由が続いている限り受給資

格があり，一律の期限の制限はない。ただし，子

のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は5

年間の有期である。また，雇用保険も受給資格期

間は最長1年であり，実際の支給日数は加入期間

や就業の難度，年齢，離職理由によって異なる。

社会手当は，受給者がその資格を満たしている

限り受給できる。

老齢年金は，繰り上げ，繰り下げ受給制度によ

り，60−70歳という一定の幅で受給開始年齢が選

択できるが，実際には繰り上げ受給は少なくな

い72)。従来，減額率は固定されていたが，余命の

伸長などに合わせて見直され，2000年改革で減額

増額率の見直しが行われた。繰り上げ受給を選択

する理由はさまざまあるが，合理的な行動として

は，65歳まで生存しない，あるいは長寿が期待で

きない人が，繰り上げ受給を選択する可能性もあ

る。長生き保険である年金制度から，長生きリス

クの低い人が先に離脱する（受給を開始する）と

いうのは一種の「逆選択」とも評価できる。実際

に国民年金の年齢別の失権率をみると，60歳から

64歳（繰り上げ受給者）の失権率が非常に高く，

短命な人ほど繰り上げ受給をしていることが確認

できる73)。

（5） 改定方式，スライド率，地域差（物価・賃

金スライド等の有無）

支給額の改定方式，スライド率，地域差は，制

度の改善，物価経済変動に対する給付の実質価値

の維持，地域経済に応じた給付の実質価値の確保

の仕組みである。長期受給を想定していない制

度，例えば雇用保険の給付や児童手当にはスライ

ドはない。ただし，制度の実質価値の維持のため

に物価，賃金上昇率などを考慮した政策改定や，

財政状況，特定の政策目的のために支給額の変更

もある74)。

生活保護基準は，全国消費実態調査等を使った

72) 1980年代は繰り上げ受給者は非常に多かったが，次第に減少傾向にある。詳細は駒村（2007）参照。
73) 年金数理部会2016年2月「平成26年財政検証・財政再計算に基づく公的年金制度の財政検証（ピアレビュー）」

（p.51）は，「図表4-1-8において，男女ともに国民年金の65歳未満の失権率が他制度よりも高くなっているが，これ

は，老齢基礎年金の繰上げ支給を選択している者の死亡率が，他制度の老齢年金受給者の死亡率よりも高いため

と考えられる。」と指摘している。繰り上げ受給に関する分析は駒村（2007），駒村（2009）を参照せよ。
74)物価上昇率をどのように把握し，社会保障給付に反映させるのかという点は，社会保障支出をコントロールす

るという視点からも重要である。遠山（2013）によると，米国オバマ政権でも，社会保障給付の生計調整（COLA

Cost-of-Living Adjustment）の抑制が議論された。この議論は，具体的には物価上昇率の測定方式の見直しであり，

現在の固定基準のCPI（消費者物価指数）ではなく，連鎖基準のCPIを生計調整に採用すること意味する。連鎖基
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表3 主な所得制限（生活保護を除く）

所得保障 所得制限の金額

特別支給の老齢厚生年金（低在老）

基本月額と総報酬月額相当額合計額が月額28万円を超えた場合に，基本月額が28万円以下

か，総報酬月額相当額が47万円以下であるかの４つの組み合わせによって，併給調整が行わ

れる。

老齢厚生年金（高在老）
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えた場合に，一部または全額支給停止

される。※別途配慮措置が設けられている。

20歳前障害基礎年金
扶養親族等に応じて決められた2段階の所得額に応じて，２段階（半額支給停止，全額支給

停止）の所得制限が設けられている。

遺族厚生年金
死亡した被保険者と生計を同じくし，恒常的な収入が将来にわたって年収850万円以上にな

らないと認められること，という2つの要件を満たすこと。

児童手当 夫婦と児童2人の世帯の場合，所得限度額は年収960万円。

児童扶養手当
受給資格者，配偶者及び扶養義務者の所得が一定額を超過している場合，手当の全部，又は

一部が支給停止。

特別障害給付金
受給者（申請者）の所得が所得限度額を超える場合や，受給者の配偶者・扶養義務者の所得

が所得限度額以上であるときは支給停止。

出所：著者作成。
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5年に一度の検証と次の検証までの期間は民間最

終消費支出等を参考にした政策改定で対応してい

る。

長期間の給付を想定している制度は，実質的な

価値を保障するためにスライド率が重要な役割を

果たしている。激しいインフレ期であった1970年

代後半からインフレに対応するために導入される

ことになった。厚生年金，労災保険については，

それぞれ賃金スライドがあり，基礎年金について

は，物価スライドと賃金スライドに相当する政策

改定があったが，2000年の年金改革で基礎年金の

政策改定，厚生年金の裁定後の賃金スライドは停

止されている。さらに2004年に導入されたマクロ

経済スライドにより基礎年金，報酬比例部分とも

に対賃金水準は低下することが予想されている。

特別障害者手当等も，長期の受給が想定されるた

め，年金同様に物価スライドが行われる。表4は

各制度のスライド率及び改定率である。

実際にはこれらの給付水準の動向について1986

年を100として比較したのが図7である。すべての

給付は賃金上昇率と物価上昇率の間で動いてい

る。2010年から2015年の動きに注目すると，この

間の特例水準の見直し（2013年から2015年）で基

礎年金，厚生年金の水準は低下していることが確

認できる。加えて，2015年にはじめて発動された

マクロ経済スライドにより，基礎年金・厚生年金

の水準は，対賃金・物価で抑制されている。この

ほか，厚生年金については，給付乗率の引き下げ

による給付水準の抑制効果も出ている。また生活

保護も2013年の水準見直しの影響をうけ基礎年金

と同じ程度低下していることが確認できる。こう

した制度間のスライドの差は，各制度の財政制約

なのか，あるいは制度間の給付のバランスを意図

したものかは明らかではない。

Ⅴ 新しい所得保障制度の検討と関連する動向

1 新しい給付形態の検討

以上，1985年以降の所得保障制度とパラメー

ターの調整，改革動向を制度横断的に展望してき

準のCPIは，固定基準のインフレ測定法と異なり，消費者が物価の変動に応じて，各種財・サービス間の支出を調

整できることを前提としている。連鎖基準のCPIの上昇率は，固定基準のCPIの上昇率よりも小さくなるため，

CPIの測定方法を変更することにより社会保障給付費の抑制が可能になる。しかし，これに対して高齢者は若年

者ほど生活水準を維持しながら物価の変動に対応できるほど柔軟性が高くないという反論もある。
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表4 各制度のスライド率及び改定率

制度名 導入時期 スライド率および改定率 最近の実績の説明

厚生年金 1973年

裁定前：手取り賃金変動率

裁定後：物価上昇率

ただし，当面の間，マクロ経済スライドを適用

2015年：0.9％＝（手取り賃金変動率2.3-特例

水準解消0.5-マクロ経済スライド0.9）

2016年：0％

国民年金・基礎年金 1973年
裁定後：物価上昇率

ただし，当面の間，マクロ経済スライドを適用

2015年：0.9％＝（手取り賃金変動率2.3-特例

水準解消0.5-マクロ経済スライド0.9）

2016年：0％

児童扶養手当・特別扶養児手

当・特別障害者手当・障害児

児童扶養手当・健康管理手当

（原子爆弾被爆者）

1986年
公的年金の物価スライド適用（マクロ経済ス

ライド非対象，特例水準解消対象）

2015年物価変動率 2.7％に，特例水準の段階

的な解消-0.3％）＋2.4％

2016年物価スライド＋0.8％

労災年金 1974年

「賃金構造基本統計」のきまって支給する現金

給与額の年齢階層別の第1・二十分位および第

19・二十分位を基礎とし，年齢階層別の最低限

度額および最高限度額が定められている（平

成2年法改正から）。

図7参照

生活保護制度・生活扶助第1

類費，第2類費

・政府経済見通しにおける民間最終消費支出

の伸び率見通しに準拠するとともに，過年度

の民間最終消費支出等の動向等を勘案。

図7参照

生活保護制度加算（妊産婦加

算，障害者加算，母子加算等）
・物価上昇率
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た。高齢化に対応するための年金水準の引き下げ

は，今後，生活保護制度への負荷をかけることに

なるであろう。また非正規労働者への被用者保険

（厚生年金，雇用保険）の適用拡大が遅れれば，こ

れもまた生活保護制度への負荷を高めることにな

る。

さらに相次ぐパラメーター調整などにより所得

保障制度全体も非常に複雑になっている。複雑

で，国民の理解が難しく，行政コストがかかり，

漏給も指摘される現在のような所得保障制度に変

えて新しい給付制度への関心

も高まっている。

例えば給付と税額控除を組

み合わせる給付付き税額控除

は諸外国では普及しつつあり，

効率的な所得再分配を期待さ

れ，就労を条件にした仕組み

にすることで，就労インセン

ティブを高める効果が期待さ

れる75)。

そのほかにも全国民に無条

件に一定額の所得保障をする

という「ベーシック・インカ

ム」の考えも最近注目されて

いる。

さらに障害者については，

行政がケアの費用を直接，障

害者に現金で給付する「ダイ

レクト・ペイメント」76)の是非

の議論が行われた。また障害

者の低工賃問題を解消するた

めに，政府が障害を持った労

働者に賃金補助をする「賃金

補填制度（中間的就労への所

得補助）」といった考えもあ

る77)。

2 所得保障への課税と保険料の賦課

所得保障の給付水準は，課税・社会保険料控除

前の粗水準と控除後の純水準（手取り水準）を区

別する必要がある。控除による課税軽減や非課税

措置は，一種の補助金であり，現金給付と同等の

効果があるため，税制・社会保険料上の取り扱い

も実質的な所得水準を左右する78)。国際的に社会

保障給付費比較を行う場合も，スウェーデンのよ

うに給付額に課税・社会保険料が賦課することが

多い国とそうではない国では留意が必要になる。

75)田中・四方（2010）参照。
76)ダイレクト・ペイメントについては，小川（2005）がある。
77)松井・岩田編（2011）参照。
78) 高齢者は年金課税の税制上の優遇のために住民税非課税世帯率が高いことについては，田中（2013）参照。
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出所：以下の資料より筆者作成。

生活保護：標準3人世帯の1級地で算出。

労災年金：各年の給付基礎日額の最低保障額より推計。

厚生年金：年金財政再計算，年金財政検証，厚生労働省プレスリリース「平成27年度の

年金額改定について」より作成。

消費者物価指数：IMFWorld Economic Outlook Databases消費者物価指数より作成。

賃金上昇率：厚生労働省毎月勤労統計全国調査・年結果「きまって支給する現金給与額」

産業，企業規模，性，学歴，年齢階級計。

児童扶養手当，特別児童扶養手当：各年の各制度の数値を使用。

図7 各制度の給付水準の動向
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日本においては，公的年金（遺族年金，障害年

金），雇用保険（基本手当），労災保険（労災年金

等給付），社会手当（児童手当）は非課税である。

老齢年金については，雑所得として公的年金等控

除を受けたうえで課税・保険料の賦課対象にな

る。

税制上の優遇の見直しは，厚労省と財務省との

交渉によって決定されるが，財務省は賦課対象所

得を維持する視点からも，税制上の優遇の拡大や

新設は回避する傾向にある。そのため，厚労省も

簡単に税制上の優遇措置の見直しを提案すること

は難しくなり，税制上の優遇の再構築はほとんど

進んでいない。こうしたなか，社会保障改革国民

会議では，老齢年金の課税強化や障害年金・遺族

年金への税制上の優遇見直し（社会保険料賦課，

社会福祉サービス，医療給付の窓口負担も含む）

が議論された。

3 年金改革の国際比較及び公私年金連携の動

き

所得保障制度の体系は各国でかなり異なるの

で，単純な水準や制度比較は難しい。OECDは，

所得保障制度に関する情報を整理，公表している

が，年金制度に関する比較「Pensions at a Glance」

には多くの情報が含まれている。

2000年前後から，先進各国で高齢化のなかで年

金制度の持続可能性を維持するために，給付の引

き下げを行ってきている。こうした傾向につい

て，OECD（2015）は年金水準の低下の課題を報

告している。

図8は縦軸にセーフティネット給付の水準，横

軸に基礎年金もしくは最低年金の水準をプロット

している。直線（45度線）より上に位置する国は，

「セーフティネット給付の水準」＞「基礎年金・最

低年金の水準」である。縦軸上にはりついている

国，つまり横軸の拠出制の基礎年金・最低年金が

ない国としては，アメリカ，オーストリア，ドイ

ツが並んでいる。日本のセーフティネット給付

（生活保護）水準は基礎年金水準を上回っている

が，今後，基礎年金へのマクロ経済スライドが30

年近く適用される場合，日本の年金の位置は「日

本（2044）」までシフトすることになる。このこと

は，拠出制年金の機能が低下していくことを意味

し，生活保護制度への負荷がますます大きくなる

ことを意味している79)。このような事態を回避す

るためには，低所得高齢者向けの新たな所得給付

を今後構想する必要が出てくるかもしれない。

公私年金連携への動きも注目する必要がある。

公的年金の給付水準の引き下げは各国共通である

が，これへの対応として私的年金への期待が高

まっている。従来，私的年金は公的年金の上乗

せ，プラスアルファの位置づけであるが，諸外国

では公的年金の給付水準低下を補う位置づけに変

化し，イギリス，ドイツ，スウェーデンでは私的

年金（企業年金，個人年金）への税制上の優遇や

補助金が拡充されている80)。日本においては，厚

生年金基金の制度縮小にともない企業年金のカ

バーされている被用者率が停滞しているが，2016

年の企業年金制度改革で，公私年金連携が進みつ

つある。

4 まとめー2025年への展望

本論では，1985年以降，約30年間の所得保障制

度の動向，パラメーターに着目して制度横断的に

展望してきた。

1985年に現行の所得保障制度体系である「1985

年所得保障モデル」に確立した状況と現在では90

年代以降の1）非正規労働者の増加，2）所得格差・

貧困の拡大，3）急速な人口高齢化，4）長引く低

成長，デフレ経済，5）家族の変容と多様化，6）

女性の社会進出とワーク・ライフ・バランスの確

保，など多くの点で社会状況が変化している。

こうした変化に対して，所得保障制度はどのよ

うに対応したか。社会保険の非正規労働者への適

用拡大も進めたが，現実の非正規労働者の増加に

追い付かず，後手に回っている。また育児・介護

休業給付金などワーク・ライフ・バランスを改善

するための諸制度改革は行っている効果・利用は

79)生活保護受給者の約半数が高齢世帯である。また生活保護受給高齢世帯の約半数が年金を受給している。
80) 公私年金の連携については，本特集の石田論文が議論している。
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なかなか拡大しない。児童手当等の子育て支援

は，90年代までは実質的には制度拡充を避けてき

た。膨大な財政赤字を抱える政府は，各所得保障

制度のパラメーターを変更することによって財政

支出を抑え，なんとか財政の持続可能性を維持す

る改革を続けた。

しかし，今後も進む高齢化と家族形態の変化

や，さらにマクロ経済スライドによる基礎年金の

給付水準の低下を考慮すると，低所得高齢者は増

加し，生活保護制度への負荷は重くなるであろ

う。そのため，1）低所得者向けの住宅手当の導入

などにより，低所得者に公費給付を集中させ，基

礎年金の低下を補う仕組みをとりつつ，2）就労能

力のある高齢者の継続就業を促進する年金・税制

の改正，3）現役世代や被用者に対しては，企業年

金・私的年金の拡充などで，老後所得の下支えを

する仕組みが重要になる。また低所得者に所得保

障給付で十分に対応できない場合，医療保険・介

護保険の保険料や窓口負担の応能性を強める必要

がある。

ただし，その一方で，負担能

力に応じて税負担・保険料負

担を徹底するために，遺族年

金，障害年金であっても課税，

社会保険料賦課を強化する必

要がある。

まとめると，今後の所得保

障制度は，1）セーフティネッ

トの給付を優先し，2）能力に

応じた税・社会保険料負担を

求め，3）高齢者就業の拡大を

推進するような制度改革が求

められる。
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Abstract

The social security system in Japan comprises three institutional components, namely, public

insurance, social allowance, and public assistance. Among these, the public pension system, which is a part of

the social insurance system, is of utmost importance. With the introduction of the basic pension system in

1985, the current social security system has now been established for 30 years. However, after the 1990s, the

increasing number of irregular workers, increasing poverty rate, expanding income disparity, rapidly aging

society, continuous low growth rates, deflation, diversity of family lifestyles, and women’s social advancement

have adversely affected the social security system. In particular, the rapidly aging society is affecting the

public pension budget. In 2004, the Government decided to reduce the basic pension benefits by 30％to tackle

this issue. However, this reduction will have a serious effect on the entire social security system. The purpose

of this study is to overview the changes in the social security system since 1985 and to identify some of the

problems that will affect this system in the future in a cross-sectoral analysis of the three institutional

components, that is, public insurance, social allowance, and public assistance.
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Ⅰ 問題意識

被用者以外のすべての国民が強制的に加入する

ものとして設計された国民年金が変質している。

2014年度現在，第1号被保険者のうち，当初主な加

入者として想定されていた自営業者（自営業主及

び家族従業者）は23.6％にすぎず，非正規雇用労

働者（パート・アルバイト・臨時）が30.9％，無職

が33.3％を占めている。世帯の平均所得額は412

万円（中位数が255万円）と低く，100万円未満の

割合が25％となっている1)。免除率は35％となっ

ているほか，納付率は，一時よりは回復したもの

の，2014年度末で63％にすぎず2)，納付しない理由

の7割以上は「経済的に支払うのが困難」としてい

る3)。国民年金はいまや，被用者以外のすべての

国民が強制的に加入する保険ではなく，非正規雇

用労働者と低所得者が加入すべき保険になってい

るのである。

非正規雇用労働者は，被用者であるにもかかわ

らずその多くが厚生年金に加入せず，低所得者で

あるために国民年金の保険料も払えない。こうし

た状況は，非正規雇用と低所得者の増加という社

会の変化に年金制度体系がうまく対応できていな

＊北海道大学公共政策大学院 教授
1)「平成26年 国民年金被保険者実態調査」
2)「平成26年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
3) 注（1）による。

国民年金再考――非正規雇用・低所得者の増加と年金制度体系―― 293

特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

国民年金再考
――非正規雇用・低所得者の増加と年金制度体系――

西村 淳＊

抄 録

被用者以外のすべての国民が加入するものとして設計された国民年金は，いまや非正規雇用労働者と

低所得者が加入すべき保険に変質している。わが国の年金制度体系史を見ると，（1）厚生年金の全被用

者への適用拡大にはあまり熱心でなく，（2）低所得者対策は就労の安定により社会保険のみで対応する

ことを前提としており，（3）制度体系は最低保障を重視する2階建て方式と社会保険理念に基づく2本立

て方式のせめぎ合いであったことがわかる。日本が参考にしてきたイギリスでは，（1）全被用者は同じ

扱いであり，（2）低所得者は社会保険でなく税で対応し，（3）制度体系は日本と同様だが近年職種に関

わらず定額給付化しているといった違いがある。わが国でも雇用の不安定化に対応して，厚生年金の適

用拡大，低所得者の最低保障，制度体系全体の所得比例化が行われることが望ましい。

キーワード：年金，低所得者対策，非正規雇用，社会保険，イギリスの年金制度

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 293-307.
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いことをあらわしているのではないか。本稿は，

国民年金の歴史を振り返り，国際比較を行うこと

によって，国民年金を再考し，正規・非正規雇用

労働者間の均等処遇と低所得者への対応の必要性

の観点から，年金制度の体系のあり方を考えよう

とするものである。

Ⅱ わが国における年金の制度体系

1 歴史的経緯

（1） 厚生年金保険の確立

はじめに，わが国における年金の制度体系とそ

のあり方をめぐる議論について歴史的に振り返っ

てみたい。

わが国の一般的な民間労働者に対する年金制度

は，1941年に制定された労働者年金保険法が始ま

りとされる。同法は，常時10人以上4)の従業員を

使用する工業・鉱業・運輸業の工場・事業所の男

子労働者を被保険者とした。1944年には厚生年金

保険法と改称され，従業員5人以上の事業所，事務

職員，女子へも適用拡大がなされた。これらはい

ずれも報酬比例の拠出・給付であった。

1950年の社会保障制度審議会の勧告5)は，イギ

リスのベヴァリッジ報告の影響を受けて，ベヴァ

リッジ報告と同じように戦後社会保障制度の基本

設計を提言したものである。「国民の自主的責任

の観念を害することがあってはならない」ため

「社会保障の中心をなすものは自らをしてそれに

必要な経費を醵出せしめるところの社会保険制度

でなければならない」とし，年金制度創設につい

ても提言した。ただし，「老齢者，遺族及び廃疾者

に対する年金保険制度も，できれば，すべての国

民を対象とすることが望ましい」が「経済が窮乏

し保険料の負担能力が少い現在，一般国民に対す

るこの種の保険は将来日本の経済が十分回復する

ときまでまたねばならぬ」として，被用者に関す

る制度のみについて具体的に提言した。ここで

は，年金額は「最低生活の保障を建前とする」と

ころから定額給付とするべきとしたこと6)，「一般

国民」に関しても所得制限付きの無拠出年金制度

を設けるとしていたことが注目される。その後，

軍人恩給の復活や各種共済の厚生年金からの分離

独立の動きへの危機感から，1953年の勧告7)では，

まず厚生年金，船員保険，恩給，各種共済制度の

適用者を対象とする単一の総合年金制度を確立

し，次いで5人未満事業所の被用者と一定の自営

業者を含め，定額制の年金制度をつくるという2

段階で進めることが提言された。

戦後制度の再建のために行われたのが，1954年

の厚生年金保険法の全面改正であった。その前年

には，健康保険法の改正とあわせて，土木，建築，

教育，研究，医療，福祉，通信，報道等の業種へ

の適用範囲の拡大が行われていた。このときに

は，厚生年金を定額制にするかどうかが大きな争

点であった。社会保障制度審議会や経営者団体は

最低限の生活保障の観点から定額制を主張し，被

用者の納得を得るため報酬比例を主張する厚生省

や労働団体との妥協で，給付に定額部分を設け，

定額部分と報酬比例部分をほぼ同額とした8)。た

だし，保険料の引上げには事業者側の同意が得ら

れず，給付の拡充は限定的なものになった。

（2） 国民年金の創設と年金制度体系の確立

年金制度体系について議論が行われた末に，現

行の制度体系の基本がつくられたのが，1959年の

国民年金法制定である。厚生年金制度は，一定規

模以上の事業所の被用者しか対象にしていない

が，経済の回復を背景に，医療保険と同様に自営

業者や零細事業所の従業員も年金制度の対象にす

べきという機運が高まってきた9)。

4) 中小企業の負担に配慮し，すでに5人以上の事業所が対象とされていた健康保険法よりも範囲が狭いものとされた。
5)「社会保障制度に関する勧告」
6)長年勤務の被用者については「幾分でも報酬に比例した生活保障に近づける」観点から年数加算を行うとした。

また，保険料負担については，「10分の5程度は定額負担とし，残部は報酬に比例して負担する」としていた。
7)「年金制度の整備改革に関する勧告」
8)吉原（2004），p.32.
9)小山（1959），p.3，吉原（2004），p.39.

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2294
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このときの制度体系に関する議論の第一は，国

民年金制度において無拠出制年金を設けるかどう

かということであった。社会保障制度審議会は，

拠出制を原則としつつも無拠出制年金を恒久的に

設けるとし10)，厚生省の国民年金委員は，拠出能

力のない者に例外的に無拠出年金を支給するとし

た11)。議論の末，拠出制を原則とし，無拠出制の

福祉年金を経過的・補完的として設けることと

なった12)。いずれにせよ，このときには，負担で

きない者もあるので最低限の所得保障のためには

国民年金は拠出制だけでは成り立たない，という

考えのもとに福祉年金が作られたことに注意が必

要である13)。

議論の第二は，既存の被用者保険との関係であ

る。社会保障制度審議会は，既存制度未加入者を

対象とし，各制度間で資格期間の通算措置を講じ

ることで国民皆年金を達成するとし，国民年金委

員は既存制度の加入者の国民年金への二重加入案

を提言した。このとき，2階建ての年金制度体系

の創設を構想していたイギリスの議論が参照され

た14)。議論の末，既存制度未加入者を対象とする

こととなった。このとき目指したものは皆保険制

度であり，当時被用者以外の者で大多数を占めて

いたのは自営業者ではあったものの，自営業者の

ための職域年金制度を設けようとしていたのでは

なかったことには注意が必要である15)。

第三に，保険料の負担方法である。国民年金の

保険料は定額とされたが，これは定額が望ましい

ということではなく，対象者の職業や収入が多様

なため所得把握が困難であるためとされてい

た16)。対象者は所得の有無に関わらず被用者以外

の全国民とされていたので，実際に拠出できない

人に対しては免除制度が設けられた。ただし，所

得のない者であっても，既存制度加入者の配偶者

と学生については，強制加入の対象とはされな

かった。

事業者側の同意が得られず保険料の本格的な引

上げができなかった厚生年金については，1965年

の改正で保険料の大幅引上げがなされ，給付の拡

充が行われた。この背景にあり，制度体系との関

係で重要なのは，このとき厚生年金基金による代

行制度が創設されたことである。厚生年金の報酬

比例部分を厚生年金基金が代行する場合には，そ

の部分に対応する保険料が免除されることによっ

て，企業の退職金との調整がなされ，事業者側の

保険料の引上げへの合意が得られたのである。こ

のときには，イギリスで定額部分に報酬比例部分

を上乗せする段階制年金が創設された（1959年）

際に，一定要件を満たす企業年金に加入している

場合は段階制年金の適用除外とする制度が参考に

された17)。

同じ被用者であっても一定の基準（5人以上事

業所の従業員など）を満たす場合は厚生年金，満

たさない場合は国民年金加入者となり，また被扶

養者の場合は国民年金の強制加入の対象者にもな

らないという制度体系となったことから，被用者

であっても，厚生年金対象者か国民年金対象者

か，被扶養者かどうかを区別する基準が必要にな

ることとなった。まず，被扶養者認定基準につい

ては，1977年の厚生省の通達18)で収入70万円未満

10) 1958年「国民年金制度試案（原案）」「国民年金制度に関する基本方策について」
11) 1958年「国民年金制度構想上の問題点」
12) 拠出制年金の受給資格期間は25年でうち拠出した期間が10年以上必要であったが，拠出した期間がそれ未満で

も免除期間と合わせて30年あれば補完的老齢福祉年金を支給することとされた。
13)小山（1959），p.218.法律の名称も厚生年金保険でなく国民年金であることは，保険だけの制度ではないことを

示している。ただし，給付額は25年加入者の拠出制年金の給付額の半額であることに注意。
14) 厚生省年金局（1962），p.25.
15) その意味で職種ごとの年金制度を有するドイツやフランスとは違い，被用者年金との順番は逆だがイギリスに

近い。
16)小山（1959），p.134.なお，1969年改正では付加年金の制度が設けられたが，これは所得比例類似という発想で

あった（吉原（2004），p.50）。
17)矢野（2012），p.166，坂本（2014），p.53.
18)「収入がある者についての被扶養者認定について」（昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号）
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とされた。この数字は，所得税の控除額をもと

に，本人の給与所得控除（50万円）と配偶者控除

（20万円）を合計したものであり，その後税制改正

に従って引き上げられたが，1987年からは税制と

は別に収入の伸びに応じた改定が行われるように

なり，1993年に130万円未満に固定され19)，現在に

至っている20)。

また，被用者のうち適用事業所に使用されてい

ない者や，日雇い・3カ月以内の季節労働などの労

働者は厚生年金が適用されない（厚生年金保険法

第12条各号）が，所定労働時間・日数が同じ事業

所で同種の業務に従事する通常の就労者のおおむ

ね4分の3以上である短時間労働者については，原

則として厚生年金を適用する旨，1980年の厚生省

の内翰21)で示され，それを踏まえて運用がなされ

るようになった。これは，取り扱いの統一化のた

め，雇用保険法による短時間労働者に対する当時

の取扱い（昭和50年3月25日付職発第97号）及び人

事院規則による非常勤職員の取扱い（人事院規則

15-4）を参考にして基準を設定したものである22)。

同内翰では，「健康保険及び厚生年金保険が適用

されるべきか否かは，健康保険法及び厚生年金保

険法の趣旨から当該就労者が当該事業所と常用的

使用関係にあるかどうかにより判断すべきもの」

とされた上で，「常用的使用関係」にあるかどうか

の基準を示したものである。雇用保険制度におけ

る，1950年の労働省の通達23)に「例へば家庭の婦

女子，アルバイト学生等であつて・・・その者の

受ける賃金を以て家計費或は学資の主たる部分を

賄わない者，即ち家計補助的，又は学資の一部を

賄うに過ぎないもの，反復継続して就労しない者

であつて，臨時内職的に就労するに過ぎないも

の」は，「労働者と認めがたく，又失業者となるお

それがないので，失業保険の被保険者としない」

とし，「臨時内職的就労者」は賃金によって生活

し，継続して就労する者すなわち労働者ではない

としていたことに由来しているので，厚生年金保

険法（及び健康保険法）においては，労働時間・

日数が通常の就労者のおおむね4分の3未満である

短時間労働者は，第9条の「適用事業所に使用され

る者」に該当しないという解釈であったと解され

る24)。

（3） 基礎年金制度の創設による制度体系の変

更

1959年改正による厚生年金と国民年金の2本立

て25)の制度体系は，その後維持され，経済成長を

背景に給付の拡充が続けられた26)。その後年金制

度体系が議論の末抜本的に改められるのは，1985

年の改正であった。この改正では，産業構造の変

化により制度間の財政構造に格差が生じ，とくに

国民年金の財政構造が厳しくなっていることに対

応し，制度体系の見直しを行うことになったわけ

である。

1970年代後半から年金制度体系についての様々

な議論があった。社会保障制度審議会（制度審）

の建議27)では，伝統的な生存権保障に基づく定額

制年金の考え方に基づき，税方式の基本年金とそ

れに上乗せする社会保険年金の2階建て方式を提

案した。これに対し，厚生省の年金制度基本構想

懇談会の報告28)では，社会保険方式を維持し，現

行制度の分立を前提に制度間財政調整を行う2本

19)昭和61年3月31日庁保発第13号都道府県知事あて通知
20) 第1回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会資料（2011年9月1日）
21)昭和55年6月6日厚生省保険課長・社会保険庁健康保険課長・厚生年金保険課長連名通知
22) 第1回雇用と年金に関する研究会資料（2002年6月5日）
23)「臨時内職的に雇用される者に対する失業保険法の適用について」（昭和25年1月17日職発第49号）
24)内翰の問題については，台（2003），金井（2015），木下（2015）参照。
25) 本稿では，加入者の職種によって異なる制度に加入する制度体系を「2本立て」，全加入者が1つの共通の制度に

加入した上で，一部の者のみが上乗せ的に制度に加入する制度体系を「2階建て」と呼ぶこととする（図1の日本お

よび図2のイギリスの制度体系図を参照）。
26) 給付水準の経緯については，西村（2016）参照。
27) 1977年「皆年金下の新年金体系」
28) 1979年「わが国の年金制度の改革の方向―長期的な均衡と安定を求めて」
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立て方式の提案を行った。議論の末実際におこな

われた1985年の改正では，給付については全国民

共通の基礎年金に被用者向けの報酬比例年金を上

乗せする2階建てとなったが，負担については社

会保険方式のまま，被用者は報酬比例，それ以外

の者は定額保険料という2本立てを維持すること

となった。

1985年改正の年金制度体系に関わる見直しの第

一は，基礎年金の創設である。これは，生存権思

想に基づき基礎的生活費の保障を行うという制度

審の基本年金構想に大きく影響され，全国民共通

の基礎年金制度を創設し，国民年金を給付面では

基礎年金と改称したものであるが，負担面では被

用者の厚生年金とそれ以外の者の国民年金におけ

る拠出方法の相違を維持したため，給付は2階建

て・拠出は2本立てという制度になり，実質的には

被用者の厚生年金からそれ以外の者の国民年金へ

の財政移転という基礎年金制度を通じた制度間財

政調整の意味を持つものであった。

第二に，国民年金の拠出方法である。このとき

国民年金も所得比例にすることが望ましいとは考

えられていたが，1959年の創設時と同様，所得把

握が困難であること，国民年金の加入者は低所得

の者が多く2階部分に相当する保険料は払えない

者が多いということで断念された29)。このことは

負担能力と無関係に定額の負担を求めることを意

味し，負担の過重感を生むこととなった。一方

で，1959年には拠出制と併存していた無拠出制の

福祉年金については廃止して，低所得者について

は国庫負担分しか支給されない免除制度で対応す

ることとされ，最低保障は行われないこととされ

た30)。このことは，基礎年金創設時に被用者の専

業主婦に対して第3号被保険者制度が創設され，

保険料負担なしに基礎年金を保障することにな

り，社会保険方式との関係は不明確になったが女

性の老後の年金を保障することになったことと対

照的となっている。

第三に，従業員5人未満の法人事業所に厚生年

金の適用が拡大されたことである。この改正は

1954年改正以来の厚生年金適用範囲の拡大であっ

たが，個人事業所は雇用実態の把握が困難である

との問題から法人のみとされ31)，被用者であって

も厚生年金が適用されない者があることを容認す

ることとなった。

第四に，被用者年金の一元化である。国家・地

方公務員，私学教職員，農協職員，国鉄など公共

事業体職員は歴史的経緯からそれぞれ独立した共

済制度を持っていたが，官民格差是正と財政的救

済のため，厚生年金に統合されていくことになっ

た。1985年改正では共済年金も基礎年金と報酬比

例年金の2階建てにし，2階部分は基本的に厚生年

金と同じ制度設計にしたうえで，3階部分として

職域部分を加える形となり，被用者年金の一元化

への道筋が整えられた。その後，1989年の被用者

年金費用負担調整法による制度間財政調整，1996

年改正による3共済（鉄道，たばこ，電電）の厚生

年金への統合，2001年改正による農林共済の厚生

年金への統合を経て，2012年被用者年金一元化法

で共済年金はすべて厚生年金に統合されることに

なる。

（4） 雇用の変容と制度体系の議論

1985年改正でつくられた制度体系は，基礎年金

による基礎的生活保障と厚生年金・国民年金の制

度間財政調整を中核としており，その後，その体

系は維持されたまま少子高齢化に対応した給付・

負担水準の調整が行われてきた32)。しかしこの間

の雇用・社会の変容は著しかった。自営業者が

減って，被用者が増加したため（表1），国民年金

の加入者の多くが被用者になったが（表2），被用

者の増加は非正規雇用によるものが大きかった。

この傾向は特に2000年代に入ってから急速に進ん

29)吉原（1987），p.56.
30) ただし，受給資格期間はすべて免除期間で満たすことができるとされた。
31) 未適用者365.4万人のうち33.4％が新たに適用になると見込まれた。吉原（1987），p.176.
32) 1994年改正によるネットスライド，2000年改正による既裁定物価スライド，2004年改正によるマクロ経済スラ

イドの導入など。
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だ（表3）。これは女性の就労が大幅に増加した33)

ことも理由にあるが，従来世帯主（主たる賃金稼

得者）とされてきた男性の非正規労働化が著し

い。一方，格差拡大と貧困増大から国民年金加入

者における低所得者の増加が著しく，これは納付

率の低下と免除者の増加にも現れている（表4）。

こうした事態の進行を背景に，年金制度の体系

に関わる改正として，基礎年金の国庫負担の引上

げが図られてきた34)。これは，保険料負担の抑制

のためであるとともに，格差社会における生活保

障の必要性の高まりと，厚生年金の民営化論と

セットで強まってきた基礎年金税方式化論への対

応といった面がある。また，国民年金における免

除制度の拡大も行われた35)。これは，国民年金の

負担を能力に応じたものに近付けようとするもの

であるが，免除された場合基礎年金額が減額され

てしまうことに問題がある。さらに，国民年金の

納付率が低下する一方，自ら保険料を支払わなく

ても満額の基礎年金額が保障される第3号被保険

者制度への批判が強まり，年金分割制度の創設や

育児休業期間中免除の拡充（2004年改正）などで

部分的な対応が行われた。

33) 1997年からは共働き世帯が片働き世帯より多くなっている。
34) 2000年改正で方針決定，2004年改正で法制化，2012年改正で完全実施。
35) 2000年改正で半額免除，2004年改正で多段階免除を創設。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2298

表1 従業上の地位別就業者数

自営 家族従業者 雇用者 (雇用者中の常雇の割合)

1960年 23％ 24％ 53％ 85％

1985年 16％ 10％ 74％ 90％

2000年 11％ 5％ 83％ 87％

2015年 9％ 3％ 88％ 82％

出典：総務省「労働力調査」

表2 国民年金加入者の状況

就業状況 世帯所得

自営業主 家族従業者
被用者

（うち常用雇用）
無職 平均（円） 100万円未満の者の割合

1996年 24.9％ 14.4％ 25.0％(11.1) 31.4％ 502万 17％

2014年 16.0％ 7.6％ 40.3％(30.9) 33.3％ 412万 25％

出典：「国民年金被保険者実態調査」

表3 雇用者に占める非正規雇用労働者の割合

男女計 男性 女性

1996年 21.5％ 9.4％ 39.8％

2014年 37.4％ 21.8％ 56.7％

出典：総務省「労働力調査（特別調査）」、厚生労働省「労働力調査

（詳細集計）」

表4 国民年金の納付率と免除率

納付率 免除率

全額免除 うち

法定免除

うち

申請免除

うち学生

納付特例

うち若年

納付特例

一部免除

1996年 82.9％ 17.6％ 4.6％ 13.0％ − − −

2014年 63.1％ 35.0％ 7.8％ 14.3％ 10.4％ 2.6％ 3.6％

出典：「社会保険事業の概況」「厚生年金保険・国民年金事業の概況」
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このように年金制度の体系のあり方の議論の必

要性は高まってきていたが，2009年の民主党への

政権交代を機に，年金制度体系の見直しが政治的

な争点となった。民主党の選挙公約では，制度間

格差や未納の増加を理由に，社会保険方式による

全国民一本の所得比例年金と税方式による最低保

障年金を組み合わせた2階建ての新年金制度体系

を創設するというものであった。年金制度の体系

のあり方の議論は，社会保障財源確保のため消費

税率を引き上げる「社会保障・税の一体改革」の

与野党協議の中で行われたが，制度体系の抜本的

な改革については政争の具となって合意が得られ

ず，短時間労働者への厚生年金適用の若干の拡

大36)と産休中の保険料免除37)，年金生活者支援給

付金制度創設38)だけが合意を得て制度化されてい

る。

その後，2012年に政権が自民党に戻って以降，

すでに与野党間で合意が得られていた事項以外の

年金制度体系の議論は止まっている。2016年改正

法案には，短時間労働者への厚生年金適用の若干

の拡大39)と国民年金第1号被保険者の産前産後期

間の保険料の免除に関する規定だけが含まれてい

る40)。

2 小括

ここまでのわが国における年金制度体系の議論

に関し，厚生年金の適用拡大，低所得者対策，制

度体系の全体論という各々の論点についてまとめ

てみたい。

（1） 厚生年金の適用拡大

厚生年金の適用事業所は，1954年の厚生年金保

険法全面改正時に主要業種の5人以上事業所に適

用するとして以来，国民年金創設時にも変更され

ず，以降は，基礎年金創設時に5人未満法人に拡大

されただけであった。これは零細な個人事業所に

ついては雇用実態を確認できないという制度運用

上の理由に基づくものであった。一方，短期間労

働者については当初から適用対象としないことが

法律上明記され，短時間労働者については，社会

保険制度が生活費保障のためのものであるという

趣旨から，家計補助のための「臨時内職的就労者」

は法律上の労働者には当たらないため，厚生年金

は適用されず，被扶養者の基準を満たさなければ

国民年金の適用になるとされてきた。この取扱い

は，内翰という行政内部の文書で行われ，法令に

よるものでなかったことが批判されているが41)，

1980年内翰の内容自体は2012年の法改正で法文上

明記され追認されている42)。

このように，厚生年金の適用範囲の拡大につい

て制度史上あまり熱心であったと言えなかったの

は，「自営業者の職域保険」となっている諸外国と

異なり，わが国の国民年金は「被用者以外の全国

民が加入する保険」という制度設計になっていた

ため，厚生年金に適用されなくても国民年金とい

う社会保険に適用されることで，「皆保険」が達成

できると考えられていたからであると思われる。

近年においては，非正規雇用が増加して同じ被用

者でも厚生年金と国民年金に適用が分かれる場合

が多くなってきているという雇用実態の変化と，

正規・非正規労働者間の均等処遇が求められるよ

うになっている43)という新たな要請から，非正規

36) 従業員501人以上の企業で，労働時間が週20時間以上，賃金が月額8.8万円以上，勤務期間は1年以上の短時間労

働者（約25万人）に適用拡大するもの（2016年10月施行）。
37) 以上は年金財政機能強化法（2012年）による。
38) 年金生活者支援給付金法（2012年）による。一定所得以下の年金受給権者に対して給付を行うもの。ただし，

消費税の10％への引上げと同時とされているため，施行されていない。
39) 500人以下の企業も，労使の合意に基づき，企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とするもの（平成28年

10月実施）。
40) 2016年通常国会に提出されたが成立せず，継続審議となった。
41)木下（2015），川崎（2015)
42) ただし，内翰は法文上の「使用される者」の解釈を示していたが，法改正では「使用される者」にもかかわらず

「被保険者としない」者として規定しており，論理は異なる。
43) 厚生年金のほうが事業者負担がある，2階部分の給付があるという点で手厚い制度である。
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雇用労働者に対し国民年金ではなく厚生年金の適

用をすべきということは大きな課題になってきて

いる。

（2） 低所得者対策

1959年創設時の国民年金法では社会保険（拠出

制）年金と並んで，保険料納付期間が短い者に対

しても免除期間と合わせて30年以上あれば70歳か

ら支給する補完的福祉年金を設けていた。これは

支払い能力がないものの存在を認め，社会保険方

式の限界を認識したもの（ただし額は拠出制年金

の半額）であった。1985年の基礎年金創設時に，

免除制度があれば十分として福祉年金を廃止し，

免除期間の全てを受給資格期間とみなして社会保

険方式で対応することにした。内容的には福祉年

金と同様のものであり，むしろ免除期間が長い者

に対する給付は手厚くなったわけであるが，福祉

年金（無拠出年金）ではなく免除期間を保険期間

とみなした社会保険年金（拠出制年金）であると

いう論理をとっている。免除期間は長い人生にお

ける短い期間に過ぎず，基本的には就労収入で拠

出できるという，就労の安定を前提とした社会保

険万能論に基づいていると言え，また，免除期間

の給付水準は満額の3分の1（国庫負担相当分）に

過ぎず社会保険での基礎保障は実質的には断念さ

れていた。なお，障害福祉年金については障害基

礎年金に移行し，社会保険財源が投入されるもの

の無拠出制年金（拠出を要件としない）として維

持されることになった（20歳前傷病による障害基

礎年金）。

その後，非正規・低賃金労働の増加で，厚生年

金に加入せず国民年金も納付しない者が増加し，

低年金者の増加が懸念されるようになって，福祉

的給付の要請が強くなってきた。免除期間で受給

資格期間を満たしている低年金受給権者に上乗せ

を行うことを想定している年金生活者支援給付金

制度は，福祉年金と性格が似ている。低所得者に

対しては免除で対応してきたのは，総じて雇用が

安定していて，免除期間は極めて短いことが前提

となっていたが，近年の非正規雇用の増加や失業

の増加により，就労収入に基づき拠出できること

が当然の状況でなくなってきたという社会保険方

式の限界から，税による補填という低所得者対策

が必要になってきていると考えることができる。

（3） 制度体系論

わが国の年金制度体系の歴史を振り返ると，ま

ず国民年金の創設で被用者とそれ以外の者の制度

を分立させた2本立ての制度体系となった44)。基

礎年金創設時には基礎年金と上乗せの被用者年金

という2階建ての制度体系とされた（ただし拠出

については厚生年金と国民年金は違う方法をと

り，基礎年金制度で財政調整する仕組みであっ

て，事実上2本立てであった）。社会保障・税一体

改革に至る議論においては，民主党により所得比

例年金を税方式の最低保障年金で補完する2階建

てに近い案が模索された。雇用の不安定化の中で

の社会保険方式の限界が認識され，国庫負担の引

上げや年金生活者支援給付金創設といった税によ

る最低保障に近い企てがなされてきているが，制

度体系論自体は政争の具となってしまい議論が進

まない状況になっている，という経緯である（図

1）。

つまり，わが国の社会保障において生存権理念

と社会保険理念が強いことを反映して，年金制度

体系論においては，生存権理念に基づき1階部分

は税方式で最低保障を行うべきであるとする，伝

統的に制度審が主張してきた2階建て論と，就労

収入による拠出に基づく給付を中心とすべきとい

う社会保険理念を踏まえた厚生省中心の2本立て

論があり，本来矛盾するこの2つの議論のせめぎ

合いの中で，二兎を追う形で現実の制度設計が行

なわれてきたということができる。そして，近年

までは安定した雇用を基礎にして現実的な徴収方

44) ただし，厚生年金の定額部分の水準＝報酬比例部分の水準＝国民年金の水準とし，国民年金の夫婦と厚生年金

の片働き世帯の年金額が同額になるよう設計され（厚生年金の定額部分と国民年金は同額だったので，1985年改

正でこの部分を基礎年金として切り出すことができた），厚生年金と国民年金の給付水準はリンクしていた（西村

（2016）参照）。
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法でもあった社会保険が，雇用の不安定化ととも

に限界を見せるようになり，再び生存権論に基づ

く最低保障の必要性がクローズアップされてきて

いる状況であると言える。

Ⅲ イギリスにおける年金制度体系

1 歴史的経緯

ここで，外国との比較として，イギリスにおけ

る年金制度体系を概観してみたい。Ⅱで言及した

ように，わが国の年金制度体系の節目にはイギリ

スの制度が参考にされてきたし，そのためもあっ

て給付は2階建て，拠出は2本立てというわが国の

現在の制度体系は，イギリスのものに類似してお

り，イギリスでの議論が参考になると思われるか

らである45)。

（1） ベヴァリッジ報告に基づく国民保険法の

成立まで

イギリスの現代的な年金制度の初めは，1908年

の老齢年金法46)による無拠出制年金（所得制限付

き）であり，1925年には寡婦・孤児・老齢拠出年

金法47)により全被用者を被保険者にした拠出制老

齢年金が創設された。

1942年のベヴァリッジ報告48)は，イギリスの戦

後あるべき社会保障の制度体系を描いた上で，具

体的な制度設計を行い，実際にそれに基づき制度

がつくられたもので，重要な意味を持っている。

ベヴァリッジは，不時に備えての貯蓄奨励が国民

に希望されており，また給付と負担がバランスす

る仕組みが必要であることから，社会保険を所得

保障制度体系の中心に据え49)，国が最低生活保障

の役割を果たすとともに，所得再分配を行わない

（それは税の役割であるとした）ために，定額給

付・定額拠出の年金制度を提言した。ベヴァリッ

ジ報告に基づく1946年国民保険法50)は，失業者又

は就労能力のない者・学生・年収75ポンド以下の

者・既婚女性51)を除く全国民に定額保険料（被用

者・自営業者・雇用されていない者で額は異なる）

の拠出義務を課し，支給開始年齢に達して離職し

た者に定額の退職年金給付を行うものであった

（1階建て）。

45) イギリス年金制度史については，西村（2013），嵩（2006）参照。
46) The Old Pensions Act 1908.
47) Widows’，Orphans’and Old Age Contributory Pensions Act 1925.
48) Social Insurance and Allied Services , Cmd 6404.
49) 同書paras.20-22.
50) National Insurance Act 1946.
51)既婚女性は任意加入であった。
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                     厚生年金 

                         最低保障年金 

      国民年金     厚生年金        国民年金（基礎年金）           所得比例年金 

 

      2 本立て       2 階建て（拠出は 2本立て） 2 階建て  

     （1959 年法）       （1985 年法）    （民主党案）  

図1 日本の年金制度体系
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（2） 所得比例年金の創設

戦後，経済成長にもかかわらず，国民保険は定

額給付・定額拠出で設計されていたため，低所得

者の拠出額の制約のために給付額の引上げに限界

があった。そのため，老齢年金の受給者の多くが

国民扶助を受けることになり，所得保障の中での

老齢年金の比重は低くなってきた。こうした状況

を踏まえ，給付水準の引上げのため所得比例年金

の導入が議論されるようになり，1959年法52)で段

階制年金（Graduated Pension）が創設された。被

用者について一定範囲の賃金に対し8.5％（労使

折半）の保険料を上乗せし，所得比例給付を行う

もので（職域年金加入者は適用除外），2階建て給

付・2階建て拠出の制度体系となった。自営業者

については，所得比例部分の必要性の低さと，所

得把握・徴収の困難さを理由に，所得比例年金の

必要性は否定され53)，この考え方は現在にいたっ

ている。

しかしながら，段階制年金は，職域年金との競

合を避けるため所得比例部分の対象となる賃金の

範囲が狭かったこと，所得比例の追加拠出が定額

部分の赤字補てんに充てられてしまったこと，物

価スライドがなかったことなどから，十分な給付

水準につながらなかったため，制度体系の議論は

続き，1975年法54)で国家所得比例年金（State

Earnings-Related Pension Scheme=SERPS）が創設

された。SERPSは，被用者は全体について所得比

例で保険料を支払い（被用者6.5％，使用者10％，

職域年金加入者の適用除外あり），自営業者は定

額保険料（高額所得者は＋8％），給付は定額＋所

得比例（被用者）とするもので，2階建て給付・2

本立て拠出の制度体系になった。自営業者のうち

高額所得者にのみ給付に結び付かない所得比例負

担を導入したことについては，給付費用をより公

平に分散し，低所得者の困難を避けるため定額負

担の水準を押さえる必要があるため，と説明され

ている55)。

（3） 2階部分の縮小と再分配の強化

1979年に成立したサッチャー保守党政権は，国

の役割の縮減というニューライトの思想に基づく

社会保障改革を進め，老齢年金については，1986

年法56)により2階部分の縮小と私的年金加入者の

SERPSからの適用除外の拡大を行った。その結

果，公的扶助の受給者が増加したため，1997年に

成立したブレア労働党政権は，貯蓄できない者に

は保障を，貯蓄できる者にはしやすくするという

考え方57)に基づき，加入しやすい私的年金の普及

と再分配の強化による年金水準の確保につとめ

た。具体的には1999年法58)でステークホールダー

年金，2008年法59)では被用者が自動加入（希望し

た場合は適用免除）となる全国雇用貯蓄トラスト

（National Employment Savings Trust=NEST）を導

入するとともに，2002年法60)では低年金者に対し

最低保障を行う年金クレジットを導入した。2000

年法61)によりSERPSよりも再分配を強化した被用

者向け所得比例年金として創設された国家第二年

金（State Second Pension）は，2007年法62)で再分配

をなお強化した63)。

52) National Insurance Act 1959.
53) Provision for Old Age: the future development of the national insurance scheme, Cmnd 538, 1958, para.36.
54) Social Security Pensions Act 1975.
55) Better Pensions, Cmnd 5713, 1974, para.41.
56) Social Security Act 1986.
57) A New Contract for Welfare: partnership in pensions, Cm 4179, 1998.
58) Welfare Reform and Pensions Act 1999.
59) Pensions Act 2008.
60) State Pension Credit Act 2002.
61) Child Support, Pensions and Social Security Act 2000.
62) Pensions Act 2007.
63) 当初は所得区分を3段階とした（給付率はそれぞれ40％，10％，20％）が，2007年法で所得区分を2段階とした。
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キャメロン保守党政権に替わった後の2014年年

金法64)では，新国家年金（一層型年金）が創設され

ている（2016年施行）。これは，前政権から引き続

き再分配を強化したもので，被用者・自営業者と

も定額給付とするものである65)。保険料負担の方

法は，被用者は定率拠出，自営業者は定額拠出と，

2本立てであることは以前と変わらない66)。

2 小括と検討

（1） 被用者年金の適用範囲

イギリスにおいては，一定所得以下の者は拠出

義務はないが，それ以上の所得の被用者は雇用形

態に関わらず同じ扱いとなっている。なお，保険

料徴収は税務当局によっておこなわれている67)。

（2） 低所得者対策

制度発足当初から，就労収入に基づき拠出を行

うという考え方に立っており，一定所得以下の者

には保険料の拠出義務がなく，国民扶助で補完す

ることとなっていた。拠出できない者が増え，国

民扶助の対象者が増えてきたという社会保険の限

界に対応し，近年は低年金者に対しては年金制度

の中で再分配を強く効かせて水準を確保しようと

しているほか，税方式により上乗せする最低保障

制度（年金クレジット）を設けている68)。

つまり，拠出能力のない者にも保険料拠出を求

めたり保険料拠出を擬制したりするという皆保険

の考え方はなく，一定所得以下の者は社会保険で

なく税方式で対応・補完する考え方に立ってい

る。ただし，社会保険優先の考え方であり，国民

扶助や年金クレジットの増加に対しては社会保険

における再分配の強化でできるだけ税方式で対応

する部分を小さくするように腐心してきている。

（3） 制度体系論

イギリスの年金制度体系を振り返ると，ベヴァ

リッジ報告に基づく国民保険制度は最低保障水準

の給付を確保するための定額負担・定額給付の1

階建ての制度であった。その後，定額負担による

給付水準の制約から，被用者については報酬比例

64) Pensions Act 2014.
65) 一層型年金については藤森（2015）参照。なお，配偶者年金，私的年金加入者の適用除外は廃止された。
66) 現行（2015-16年度）の保険料負担は，被用者は原則本人12％，使用者13.8％，ただし週￡112-155の部分は0％

（それ未満の場合拠出義務なし）で，週￡815以上の部分については本人分2％，自営業者は年￡5,965以上の利益が

ある場合週£2.80定額（それ未満の場合拠出義務なし），年£8,060以上の利益分について9％（£42,385以上の分につ

いては2％）となっている。なお，2016年6月現在，自営業者の定額拠出を廃止する動きがある。
67) Social Security Contributions (Transfer of Functions, etc.) Act 1999により税と社会保険の徴収権限は歳入庁に一

元化された。
68)欧州各国にも同様の制度がある。
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     1 階建て          2 階建て       １階建て（拠出は 2本立て） 

（SERPS 以降拠出は 2本立て） 
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部分を上乗せしたが，1986年改革により2階部分

を縮小し，2000年以降は2階部分を定額給付化す

ることで再分配を強化するとともに，低所得者は

税方式による最低保障，中高所得者は私的年金と

公的年金を組み合わせることで所得保障を図るよ

うにしてきた，という経緯である（図2）。

このように見ると，イギリスの年金制度は，ベ

ヴァリッジ報告以来定額給付による最低保障理念

と社会保険理念が強く，その点において日本と類

似している。経済成長期には給付水準引上げのた

め被用者について所得比例拠出にし2階建て給

付・2本立て拠出の体系にしたが，近年職種に関わ

らず定額給付化し，いわば先祖（ベヴァリッジ）

返りしている状況にある。

日本と異なるのは，皆保険でなく，一定所得以

上の被用者及び自営業者のみに拠出義務を課して

いることである。したがって，被用者は所得比例

負担，自営業者は定額負担（ただし一定収益以上

の高額所得自営業者には給付に結び付かない上乗

せ定率負担がある）という違いがあっても，同じ

被用者でも拠出方法が異なったり，収入のない者

をある者と同じ扱いにしたりというようなことは

なく，制度間の差は職業や所得の性格の差による

ものということで不公平感が生まれないように

なっている。

Ⅳ 国民年金再考

以上のイギリスにおける年金制度体系も参考に

して，国民年金を中心にわが国の年金制度体系の

今後のあり方についてまとめてみたい。

1 厚生年金の適用範囲問題

従来は，雇用は安定していたので非正規労働の

期間はごく短いか，臨時内職的な就労であること

が前提とされ，非正規雇用労働者は厚生年金の適

用にならなくても，同じ社会保険である国民年金

の適用になるか被扶養者になるので，皆保険は達

成されるという考え方であった。しかしながら，

雇用が不安定化し，厚生年金適用になる正規雇用

が生涯続くことを前提にできなくなり，非正規雇

用が世帯主も含め被用者の3分の1を超える割合に

も達している状況の中で，正規・非正規雇用労働

者間の均等処遇という新たな課題への対応とし

て，全被用者への厚生年金の適用拡大が求められ

ている。厚生年金の適用拡大が行われれば，専業

主婦（130万円未満の収入の被扶養者）が保険料を

支払わないにもかかわらずその期間について基礎

年金が保障される不公平感についても，第三号被

保険者自体の数が減少することで問題の縮小につ

ながることになろう。

また，5人未満事業所の被用者についても厚生

年金がこれまで適用されてこなかった。これは年

金事務所による加入事務として雇用の実態確認が

困難であるためということが理由とされてきた

が，雇用所得は税務当局には把握され，雇用は労

働法上の規制の対象になっていることからすれ

ば，例えばイギリスで税と保険料を同一賦課ベー

ス・同一機関で徴収しているように，徴収方法の

効率化の問題として処理できるのではないかと思

われる。そうすれば「適用事業所」に雇用されて

いるかどうかによって加入する制度が異なるとい

うこともなくなる。

厚生年金の適用拡大の問題に関しては，給付が

2階建て（定額＋報酬比例）になっていることか

ら，低い報酬の者に厚生年金を適用すると国民年

金加入者よりも低い負担で高い給付を受けられる

場合が生じ，不公平になるのではないかと懸念さ

れている69)。しかしながら，被用者とそれ以外の

者については，所得の性質が異なることから拠出

方法を定額／定率と別にし，2本立ての別制度に

しているわけであるから，両者の数字的な均衡を

気にするのは適当でない。

そもそも同じ被用者であるのに拠出方法が異な

る2つの制度にわけていることは今や不自然であ

り，イギリスで行っているように，厚生年金の適

用拡大により被用者には一元的に厚生年金を適用

し，事業主と保険料を折半負担させ，まずは厚生

69) 現在の標準報酬下限は9.8万円だが，健康保険の等級に合わせて7.8万円にすると労使の厚生年金保険料合計が

国民年金保険料よりも低いのに基礎年金に加え厚生年金を受給できるようになってしまうという指摘。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2304
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年金という同一制度の内部で再分配を行うこと

が，均等処遇の理念からして適当であると考えら

れる。

2 低所得者問題

所得が低く支払能力に欠ける者にも国民年金へ

の定額の拠出を義務づけることは，社会保険とし

て無理があることは制度発足当初から認識されて

おり，従来は免除制度を設けて拠出したとみなす

ことで皆保険を擬制してきた。しかしながら，雇

用が不安定化し，生涯において非正規雇用や失業

の期間が特別な短期の期間ではなくなってきつつ

ある現在，こうした雇用の不安定な低所得者は保

険料を継続的に払いにくく，国庫負担分の給付額

にしか結び付かない免除期間が長ければ低年金に

なってしまうので，最低保障を行うためには所得

再分配を強化することが必要になっている。現在

でも助け合い集団である社会保険制度の内部で，

厚生年金に定額給付部分（基礎年金）を設けるな

ど再分配が行われているが，厚生年金において所

得階級ごとに給付率や保険料率を変えるなど，社

会保険制度内部での再分配の強化がまずは行われ

るべきである。

ただし，そのような対応が行われても，厚生年

金に加入できない期間（被用者でない期間）が生

じることは避けられない以上，社会保険のみによ

る最低保障には限界があるので，イギリスなどで

行われているように最低保障のための税による補

填が不可欠になってこよう。

3 制度体系論

自営業者年金ではなく被用者年金加入者以外の

すべての者を加入させる国民年金制度はわが国独

特のものであり，所得の有無にかかわらず加入さ

せて拠出を擬制し，被用者年金との2本立てとす

る社会保険万能の考え方に基づいた制度体系には

もともと無理があった。これまでは，産業・雇用

構造の変化に対し基礎年金制度による財政調整

や，国庫負担の引上げなどにより対応してきた

が，就労の不安定化の進行で無理が露呈してき

た。

拠出能力に応じた負担とし，再分配を効かせた

給付にするという観点からは，理想的には，全体

を所得比例負担にするとともに，給付については

社会保険内部の再分配を強化し70)，低所得者には

税による補填を行う体系にすることが望ましい。

被用者とそれ以外の者の所得把握には差があると

されているが，種類の違う所得（例えば雇用所得

と事業所得）を合わせて課税することは税制上も

行われており，現に諸外国では所得比例一本の年

金制度体系は存在する71)ので，そこは割り切るこ

とになる。また，再分配を強化するということ

は，高所得者の年金給付を減らすことになるが72)，

その分は私的年金支援の強化で対応する必要があ

る。つまり，低所得者は公的年金と最低保障給付

の組合せ，（中）高所得者は公的年金と私的年金の

組合せで高齢期の公的所得保障を行う制度体系に

することが理想的である。

しかしながら，所得把握の職種間格差への不公

平感や，被用者とそれ以外では所得の性質に差が

あることから，当面は，現在の日本やイギリスの

ように拠出方法に差がある拠出面での2本立ての

制度体系を維持しつつ，被用者以外の者について

の保険料を所得比例にすることが考えられる。こ

れまでも行われてきた付加年金や多段階免除の方

法の延長としても位置付けることができる。この

場合，皆保険を維持するためには，一定範囲の低

所得者に対する免除制度と第三号被保険者制度は

維持せざるを得ないが，非正規雇用労働者（被扶

養者を含む）への厚生年金適用を拡大し，国民年

70)高所得者と低所得者で給付率や基礎年金への税の投入割合を変えることなどが考えられる。再分配は社会保険

の理念からしておかしいなどとして高額年金者の年金カットに批判する意見もあるが，これまでも定額部分存在

で再分配が行われてきたことを考えると適切な批判とは思われない。
71) アメリカやスウェーデンの例がある。
72)高所得者の年金給付を減らす方法としては，①高額年金分のみ給付率を低くする，②基礎年金の国庫負担分の

支給を停止する，③年金課税の強化で対応するなどが考えられるが，社会保険内部での再分配の強化が望ましい

という観点からは，①が適当であろう。
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金適用者（第三号被保険者を含む）をできるだけ

小さくしておくことと，低年金者に対する最低保

障のための補填が不可欠になろう。

上記で述べたことは，社会保険中心主義を維持

しながらも，社会保険万能主義をやめるというこ

とを意味する。社会保険は，単に社会の一員とし

て存在するだけではなく，何らかの社会的貢献の

見返りとして受給権を得るという，相互性を重視

する考え方であり，制度への理解や給付水準確保

のために所得保障における社会保険方式は維持す

ることが望ましい73)。一方で，就労が不安定化の

進行の中で，人生のほとんどの期間就労収入から

安定的に拠出することは，（低所得者や育児介護

期間中免除を設けたとしても）難しくなってお

り，社会保険だけで所得保障を行うことは困難に

なっていると言わざるを得ない。述べてきたよう

に，低所得者については公的年金を最低保障給付

で補完し，（中）高所得者は公的年金を私的年金で

補完して高齢期の所得保障を行う制度体系への動

きはすでに見られている。こうした現状も踏まえ

て，改めて社会保険の役割と限界を検討すること

が求められている。
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National Pension Revisited:

The Pension Systems under the Increase in the Number of

Non-regular Employees and Low-income Earners

Jun NISHIMURA＊

Abstract

While the National Pension System was initially designed to cover all nationals except those who are

employees, it has transformed into an insurance for non-regular employees and low-income earners. Looking

at the history of the pension systems in Japan, (1) the government has not actively promoted the expansion of

the coverage of the Employees’Pension System to all employees, (2) the measures for low-income earners

have relied only on social insurance based on the premise of stable employment, (3) the pension systems have

been oddly situated in conflict between the two-tier system focusing on minimum-guarantee and the two-

pillar system based on the social insurance principle.

This article examines the case of UK in which (1) all employees are covered by a single system, (2)

low-income earners are covered by the tax-based system, (3) a flat-rate benefit has recently been introduced

regardless of the type of job while the whole system is quite similar to Japan. One of the observations of this

article is that it would be desirable to expand the coverage of the Employees’Pension System and introduce

minimum-guarantee for low-income earners and the single income-related system in response to the

destabilisation of employment in Japan.

Keywords：Pension, Low-income, Non-regular Employment, Social Insurance, UK Pension
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Ⅰ イントロダクション

社会保険方式をとる日本の公的年金制度には，

未加入や未納を回避できないという問題がある。

特に，厚生年金に加入する民間サラリーマンや公

務員等（第2号被保険者）においては，事業主経由

で保険料が徴収され，また，第2号被保険者に扶養

される配偶者（第3号被保険者）においては，配偶

者の加入している厚生年金や共済年金が負担する

のに対し，20歳以上60歳未満の自営業者や農業者

等，直接本人から保険料を徴収する国民年金制度

（第1号被保険者）においては，制度への未加入や

保険料の未納が制度の運用上，避けることができ

ないということである。

実際，厚生労働省が3年ごとに実施している「公

的年金加入状況等調査」によると，平成25年10月

31日現在における20〜59歳の全国の非加入者（第

1号未加入者とその他の非加入者）の数は54万1千

人で20〜59歳の全国の第1号被保険者1,787万8千

人に占める割合は，3.02％となっている。また，

同じく厚生労働省が3年ごとに実施している「国

民年金被保険者実態調査」では，平成26年3月末現

在における国民年金第1号被保険者1,594万7千人

の保険料納付状況をみると，1号期間滞納者（過去

24か月のうち国民年金第1号被保険者であった期

間のすべての保険料を納めていない者）が368万4

千人であり，国民年金第1号被保険者に占める割

＊国立社会保障・人口問題研究所 社会保障応用分析研究部第4室長

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2308

特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

国民年金の未加入・未納と社会的つながり

暮石 渉＊

抄 録

本研究では，国民年金の未納・未加入を金融選択の一種であると捉え，社会とのつながりが国民年金

の未納・未加入に影響を与えるかどうかに焦点を当てる。社会とのつながりが強いほど，国民年金への

加入や納付が促されるかどうかを，国立社会保障・人口問題研究所が2012年7月に実施した『生活と支え

合いに関する調査』からのマイクロデータを用い検証する。得られた結果は，「看病や介護，子どもの世

話」や「家具の移動，庭の手入れ，雪かきなどの手伝い」，「災害時の手助け」といった援助事項に関し

て，家族・親族，友人・知人，近所の人，職場の人を助ける人は，国民年金に加入している確率が高い

ということであり，社会とのつながりが強いほど，国民年金への加入や納付が促されるということが示

された。

キーワード：未納・未加入，国民年金，社会的つながり

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 308-322.
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合は23.1％となっている。また，同調査は国民年

金保険料を納付しない理由についてもたずねてお

り，1号期間滞納者の71.9％が「保険料が高く，経

済的に支払うのが困難」と答えており，「年金制度

の将来が不安・信用できない」が8.2％，「納める

保険料に比べて，十分な年金額が受け取れない」

が5.5％と続いている。

国民年金の未納・未加入が引き起こす問題はい

くつか指摘されている。第一に，国民年金の未

納・未加入の増加により，未納期間に応じて将来

十分な年金を受給できなくなる，また受給できた

としても少額の年金しか受けとることができず，

その結果として生活保護を受給せざるを得ない

人々が増加するおそれがあるということである

（阿部 [2008]）。第二に，国民年金の未納・未加入

の増加が，年金制度を空洞化させ，年金制度を破

綻させるおそれがあるということである。理論的

には未納の分は将来，年金が支給されないことか

ら，長期的に見れば年金財政に影響はなく，年金

制度が崩壊し，年金給付が受けられなくなること

はない。また，2004年に行われた年金制度改正に

おいて，まず将来の負担の上限が設定され，その

範囲内で給付水準が調整されるよう見直しがなさ

れたことから，年金制度が相当程度安定化してい

る。とはいうものの，社会保障制度，とりわけ公

的年金への不信感は払拭されてはいない。2008年

に実施された「社会保障制度に関する特別世論調

査」によれば，社会保障制度に対する満足度でみ

ると，75.7％が不満だと答えており，とりわけ，

69.7％が，年金制度を社会保障制度の中で満足し

ていない分野（複数回答）に挙げている。

1 先行研究（国民年金の未納・未加入）

国民年金の未加入・未納に関しては，多くの研

究がなされている。鈴木・周（2001）は，郵政研

究所が1996年11月に行った『家計における金融資

産選択等に関する調査』を用い，国民年金への未

加入の動機を調べている。彼らの結果は，失業・

無業と金融資産の係数がそれぞれ正と負に有意で

あることから流動性制約仮説が支持され，病気・

病気がちと年齢の係数がそれぞれ正と負に有意で

あることから逆選択仮説とも整合的であると結論

づけている。また，阿部（2001）は，『所得再分配

調査』を用い，1999年国民年金改正における保険

料の免除制度の改正が国民年金の未加入・未納に

与える影響を調べ，保険料率は未加入へは大きな

影響力があるが，未納に対してはないという結果

を得ている。阿部（2003）は，未加入の規定要因

が，世代効果なのか年齢効果なのかを検証するた

め，『女性のライフスタイルと年金に関する調査』

において復元した，15歳以降の就業状況と年金加

入状況に関する擬似的なパネル・データを用い，

公的年金の未加入行動に関する分析を行ってい

る。その結果，少なくとも30歳以降の世代につい

ては，世代が上がるほど未加入が多くなるという

通説は，データでは確認できなかったとしてい

る。

駒村・山田（2007）は，上記の研究を含む11の

実証研究をサーベイしており，流動性制約や就業

の多様化により未納が発生していることと25年の

受給資格要件の前後で未加入行動化が変化するこ

とが確認されているが，若い世代ほど年金制度に

不公平感を持つことに関しては議論の余地がある

と整理している。また，その後の研究ではリスク

回避的要因，逆選択要因，双曲的割引要因に注目

するものが出てきていると述べている。実際，駒

村・山田（2007）は年金未納を分析するために設

計された『年金等に関する意識調査』の個票を用

い，近い時点の消費を重要視する双曲的時間割引

を強く持つ人ほど，国民年金の実際の未納や加入

の確率が低いことを確認している。

その後の国民年金の未納や未加入に関する研究

では，『消費生活に関するパネル調査』を用いた酒

井（2009）が，就業移動に伴って正規雇用から国

民年金に移行すると非加入率が低くなり，無職の

状態が長く続くと非加入率が高くなることから，

国民年金の非加入は職が無いことで生じる流動性

制約から起こっていると結論づけている。また，

四方ら（2012）は，『国民年金納付者行動調査』を

用い分析し，国民年金の満額の年金額を誤って理

解している場合未納確率が高くなること，国民年

金給付額の通知には保険料支払い可能額を高める
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効果があることを明らかにしている。

2 先行研究（社会とのつながり）

本研究では，国民年金の未納・未加入を金融選

択の一種であると捉え，近年注目されている社会

とのつながりが国民年金の未納・未加入に影響を

与えるかどうかに焦点を当てる。このような観点

からの論文には次のものがある。

Guiso et al (2004）は，イタリアにおける社会資

本の差を用い，金融選択に対する社会資本の影響

を分析している。社会資本が多い地域ほど，家計

は現金よりは小切手を使い，株式に投資している

し，また消費者金融への借入の申込が断られにく

く，友人や家族から貸付を受けているということ

である。つまり，金融契約を結ぶかどうかは，法

的拘束力のみならず，契約相手をどの程度信頼で

きるかに依存しているということである。また，

Newman et al (2014）は，ベトナムにおける社会的

ネットワークが，情報ギャップが存在するもとで

の制度的な貯蓄に与える影響を分析している。ベ

トナム女性組合といった社会的ネットワークへの

参加による金融情報の共有が，草の根レベルでの

制度的な貯蓄を増やすことに有効であるとの結果

を得ている。Gries and Dung (2014）は，ベトナム

における社会的ネットワークによる繋がりと保険

による繋がりが家計貯蓄や資産蓄積に与える影響

を見ている。

Ⅱ 理論モデル

本節では，Guiso et al (2004）による社会資本と

金融意思決定の関連を明らかにしたモデルを援用

し，社会とのつながりが国民年金への加入や納付

に影響を与えることを概観する。

国民年金の加入対象者 iの国民年金への加入や

納付を S=f ER, φで表す。 ERは国民年金か

ら期待されるリターンであり，φは加入対象者 i

の個人属性である。もし加入対象者が，国民年金

が破綻する確率を πと見積もるのであれば，国民

年金からの期待リターンは ER=π⋅0+1−π⋅R

となる。加入対象者が，国民年金が破綻する確率

πをどの程度であると見積もるかは，法律等の制

度的な要因のみならず，社会とのつながりからも

影響を受けるであろう。社会とのつながりが成熟

しているほど，他者への信頼や多様性に対する寛

容，助け合いの社会規範といった共通の価値観を

生み出し，情報交換や共同行動が促されるからで

ある（OECD (2012））。実際，Guiso et al (2004）

は，個人が金融取引の契約を締結するかどうか

は，契約が履行されるかどうかだけではなく，預

けたお金を契約相手が持ち逃げしないと信頼でき

るかどうかが影響すると議論している。Coleman

(1988）が示すように，ニューヨークの同じユダヤ

教正統派に属するダイヤモンド商人は，グループ

内の信頼度が高いので，契約や保険無しで販売前

の検査のために他の業者に高価なダイヤモンドを

預けることが知られている。

そこで，N を社会とのつながりとし，国民年金

の破綻確率が π=hN で与えられるとするなら

ば，国民年金の加入対象者 iの国民年金への加入

や納付は

S = f 1−πR, φ

= f N , φ，

となり，社会とのつながりが強いほど，国民年金

への加入や納付が促されるということである。以

下では，この関係が成り立っているかどうかを，

実証的に分析を行う。

Ⅲ データ

本論文で使用するデータは，国立社会保障・人

口問題研究所が2012年7月に実施した『生活と支

え合いに関する調査』からのマイクロデータであ

る。この調査は，人々の生活困難の状況や，家族

や地域の人々との間の支え合いの実態を把握し，

どのような人が公的な支援を必要としているのか

などを調べることを目的としたもので，厚生労働

省が実施する『平成24年国民生活基礎調査』で福

島県を除く全国を対象に設定された調査地区

（1,102地区）内から無作為に選ばれた調査地区

（300地区）内に居住する世帯主および20歳以上の

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2310
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個人を対象として平成24年7月1日現在の世帯の状

況（世帯票）および個人の状況（個人票）につい

て調べられている。調査は，配票自計，密封回収

方式で実施されており，16,096の世帯票配布数に

対して，有効回収数は11,000票であった（有効回

収率68.3％）。また，対象世帯の20歳以上の個人

に配布された26,260の個人票に対して，有効回収

数は21,173票であった（有効回収率80.6％）。

この調査では，現在，公的年金を受給していな

い個人に対して，公的年金に関するつぎの2つの

質問をしている。ひとつ目は，（a）公的年金の加

入状況，および加入していない場合はどのくらい

その状況が続いているのか，またその理由を問う

質問であり，ふたつ目では，（b）20歳から現在ま

でに保険料を払わなかった経験があるか，および

保険料免除や猶予を受けずに保険料を払わなかっ

たことがある場合は，どのくらいその状況が続い

ているのかとその理由が質問されている。

次に，この調査では，家族や地域の人々との間

のつながりに関して，家族を含む人と挨拶程度の

会話や世間話をするか，およびここ1ヶ月の間に

電話での会話を含め直接話をした家族を含む人が

何人いたかが尋ねられている。また，10種類の事

柄ごとに，頼れる人がいるかが複数回答で聞かれ

ている。10種類の事柄は，（1）看病や介護，子供

の世話，（2）健康，介護，育児に関する相談，（3）

家庭内でのトラブルに関する相談，（4）就職・転

職など仕事に関する相談，（5）愚痴を聞いてくれ

ること，（6）喜びや悲しみを分かち合うこと，（7）

いざという時の少額のお金の援助，（8）いざとい

う時の高額のお金の援助，（9）家具の移動・庭の

手入れ・雪かきなどの手伝い，（10）災害時の手助

けである。頼れる相手の選択肢は，（1）家族・親

族，（2）友人・知人，（3）近所の人，（4）職場の

人，（5）医療・福祉・教育関係の専門家，（6）そ

の他の人，（7）頼れる人はいない，（8）そのこと

では人に頼らない，の8つである。さらに，家族・

親族，友人・知人，近所の人，および職場の人が

上記の事柄について助けを必要としている時に，

手助けを行なうかどうかが尋ねられている1)。こ

れらの質問は，家族や地域社会との繋がりが弱い

人々の出現が社会問題となるなか，友人・知人，

別居の家族，親戚，地域社会の人々の共助機能の

実態を明らかにするため，日本社会において，ど

のような人がどのような社会なネットワークに包

摂され，もしくは，排除されているのか，人々が

共助機能を果たせないのであれば，その理由は何

か，社会ネットワークで補えない公的な社会保障

の機能はどこにあるべきかなどについて調査され

ている。

1 サンプルセレクション

本論文で使用するサンプルは以下のとおりであ

る。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の個

人はすべて国民年金に加入することになっている

ことから，60歳未満の個人に限定する（サンプル

の大きさは12,497人）。

つぎに，自営業者，農業や漁業に従事している

人，学生，フリーター，無職の人は国民年金の保

険料を自分で納める国民年金の第1号被保険者な

のに対し，会社などに勤め，厚生年金保険や共済

組合に加入している人，つまり国民年金の第2号

被保険者は，厚生年金保険や共済組合が加入者に

代わって国民年金に必要な負担をしているため，

国民年金の保険料を直接納めることはない。ま

た，厚生年金保険や共済組合に加入している人に

扶養されている配偶者である国民年金の第3号被

保険者も国民年金の保険料を直接納めることはな

い。よって，学校を出た後に，初めてした収入を

伴う仕事が自営業，家族従業員，内職，その他，

および雇用者のうち職場での呼称がパート，もし

くはアルバイト，派遣社員，契約社員・嘱託，そ

の他であるものに限定する。サンプルの大きさは

3,434人であり，そのうち，自営業者が 728人

（21.2％）であり，パート・アルバイト・不詳・非

該当等が2,706人（78.8％）である。なお，現在の

働き方については，仕事をしている（休業，休職

を含み，学生のアルバイトを除く），仕事をしてい

1)「いざという時の少額のお金の援助」と「いざという時の高額のお金の援助」が一つにまとめられ「お金の援助」

になっている。
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ない（仕事を探している），もしくは仕事をしてい

ない（仕事を探していない，または，学生である）

としか尋ねておらず，務めか自営かなどはわから

ない。そのため，どの公的年金に加入しているか

を判別することに利用できない。最後に，使用す

る変数の情報があるものに限定した2,407人を分

析の対象とする。

Ⅳ 記述統計

『生活と支え合いに関する調査』における，この

分析で使用する国民年金の加入対象者2,407人の

データから，未加入者は7.48％であり，平成22年

の『公的年金加入状況等調査』によると，平成22

年11月末における20〜59歳の未加入者（第1号未

加入者や経過的未届者等）は89万9千人であり，第

1号被保険者が1,906万6千人であることから，未

加入率は4.50％（=89.9/ (89.9+1906.6））より高い

数字となっている。

表1に，『生活と支え合いに関する調査』のフル

サンプルと分析に使用するサンプルについて，記

述統計を示している。後者はさらに，使用する変

数を国民年金へ加入しているか，していないかで

わけている。分析に用いるサンプルには，フルサ

ンプルに比べて，小・中学校卒が少なく，大学・

大学院卒が多いこと，子供の数が少ないこと，単

独世帯が少なく，子どもがある世帯が多いことと

いった特徴がある。また，この表から，高い未加

入率は，男性，比較的に高い所得，低い学歴，非

就業，子供の数が少ないといった属性と関連して

いることが見て取れる。

本論文でもっとも関心のある国民年金へ加入と

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2312

表1 記述統計

フルサンプル 分析サンプル

加入(n=2,227) 未加入(n=180) 差の検定

n 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 p値

男性 21,173 0.479 (0.500) 0.452 (0.498) 0.561 (0.498) 0.005

等価所得（100万円） 20,126 3.713 (15.181) 3.328 (6.477) 4.750 (26.169) 0.053

小・中学校 19,748 0.169 (0.375) 0.061 (0.240) 0.150 (0.358) 0.000

短大・高専 19,748 0.108 (0.310) 0.131 (0.337) 0.078 (0.269) 0.040

大学・大学院 19,748 0.219 (0.414) 0.308 (0.462) 0.239 (0.428) 0.051

その他（専修・専門） 19,748 0.099 (0.299) 0.139 (0.346) 0.144 (0.353) 0.832

就業 20,127 0.614 (0.487) 0.724 (0.447) 0.528 (0.501) 0.000

子供の数 20,014 1.575 (1.165) 1.109 (1.253) 0.772 (1.133) 0.001

単独世帯 21,504 0.121 (0.326) 0.098 (0.298) 0.111 (0.315) 0.582

その他世帯 21,504 0.368 (0.482) 0.423 (0.494) 0.489 (0.501) 0.084

子どもがある世帯 21,504 0.255 (0.436) 0.342 (0.475) 0.261 (0.440) 0.027

（二親世帯）

子どもがある世帯 21,504 0.032 (0.177) 0.045 (0.208) 0.067 (0.250) 0.194

（ひとり親世帯）

北海道 21,504 0.041 (0.198) 0.049 (0.217) 0.072 (0.260) 0.181

東北 21,504 0.065 (0.247) 0.068 (0.252) 0.044 (0.207) 0.218

北関東 21,504 0.062 (0.241) 0.057 (0.232) 0.022 (0.148) 0.048

中部・北陸 21,504 0.105 (0.307) 0.087 (0.282) 0.039 (0.194) 0.025

中京圏 21,504 0.095 (0.293) 0.080 (0.271) 0.067 (0.250) 0.526

大阪圏 21,504 0.128 (0.335) 0.132 (0.339) 0.139 (0.347) 0.807

京阪周辺 21,504 0.031 (0.172) 0.029 (0.167) 0.033 (0.180) 0.724

中国 21,504 0.075 (0.264) 0.076 (0.266) 0.033 (0.180) 0.033

四国 21,504 0.030 (0.172) 0.026 (0.159) 0.044 (0.207) 0.146

九州・沖縄 21,504 0.118 (0.322) 0.126 (0.332) 0.128 (0.335) 0.951

出所：『生活と支え合いに関する調査（2012年）』より筆者作成。
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社会的つながりの関係を見たのが表2である。こ

の表から，「看病や介護，子供の世話」，「健康，介

護，育児に関する相談」，「家具の移動・庭の手入

れ・雪かきなどの手伝い」，「災害時の手助けであ

る」に関して社会とのつながりがある場合（変数

の定義に関しては次節を参照），つながりがない

場合と比べて有意に国民年金への加入率が高くな

るということを示している。

年齢別に未加入率を示したのが図1である。

20~24歳において，15.06％と高い未加入率を示し

ているが，25~29歳の未加入率は5.15％，30~34歳

で4.33％と底を打つ。その後未加入率は高まり，

40歳代と50歳代では5％台後半から7％台で推移す

る。

国民年金の未加入・未納と社会的つながり 313

表2 社会とのつながりと国民年金への加入

国民年金への加入

社会とのつながり =1 =0 差の検定

看病や介護，子どもの世話 0.936 0.890 ***

健康，介護，育児に関する相談 0.935 0.897 ***

家庭内でのトラブルに関する相談 0.932 0.917

就職・転職など仕事に関する相談 0.927 0.929

愚痴を聞いてくれること 0.932 0.909

喜びや悲しみをわかちあうこと 0.931 0.918

いざというときの高額のお金の援助 0.931 0.930

いざというときの小額のお金の援助 0.930 0.931

家具の移動・庭の手入れ・雪かきなどの手伝い 0.935 0.902 **

災害時の手助け 0.941 0.866 ***

注：***，**はそれぞれ有意水準1％，5％を示す。

出所：『生活と支え合いに関する調査（2012年）』より筆者作成。

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59

%
 

年齢 

出所：『生活と支え合いに関する調査（2012年）』より筆者作成。

図1 年齢別にみた国民年金への未加入率
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図2 所得階級別にみた国民年金への未加入率
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さらに，所得階級別に未加入を示したのが図2

である。第1所得階級において19.9％と高い未加

入率を示しているが，第2所得階級において

9.12％と低くなり，第3所得階級から第10所得階

級までの未加入率は5％から8％で推移する。この

ことから，未加入率は第1所得階級において高い

値を示すが，第2所得階級以降は低い値を示すも

のの，所得階級が上昇したとしても未加入率は変

化しないということである。このことは，低所得

や失業等により保険料を納めることが経済的に難

しい場合に，保険料の免除や納付の猶予が行われ

るものの，国民年金の保険料は所得に応じて納付

額が変わらないという逆進性があることから，特

に所得が低い人には納付が困難なのかもしれな

い。

教育水準別に未加入を示したのが図3である。

最後に通った，あるいは通っている学校が小・中

学校の場合，未加入率は18.06％と高い値を示す

が，高校だと8.33％，短大・高専だと5.37％，大

学・大学院だと6.42％と値は低い。

Ⅴ 分析手法

第Ⅱ節で述べたように，社会とのつながりが強

いほど国民年金に加入または納付するという仮説

を検証するため，本論文では次の推定式を用いて

プロビットで推定を行う：

Pension= αSocialConnections+Xβ+u ⑴

である。ここで，Pensionは，国民年金に加入し

ている場合は1，加入していない場合は0をとる二

値変数である。また，代替の変数として，20歳か

ら現在までに，保険料免除や猶予を受けずに保険

料を支払わなかったことがある場合を0，そうで

はない場合1をとる国民年金の納付を示す二値変

数を用いる。

SocialConnectionsは社会的つながりを示す変

数で，社会的つながりの各種の側面を測定するた

め，OECD (2012）に従い，社会的ネットワークに

よる支援と社会との接触頻度に関する指標を用い

る。つまり，社会的ネットワークによる支援に関

する指標としては，第Ⅲ節で示した9つの事柄そ

れぞれに対し，頼れる人がいると答え，かつ助け

を必要としている時に助けると答えた場合に1を

とる二値変数を用いる。「看病や介護，子供の世

話」，「いざという時の少額のお金の援助」，「いざ

という時の高額のお金の援助」，「家具の移動・庭

の手入れ・雪かきなどの手伝い」，「災害時の手助

け」に関しては，物資や情報を直接または間接的

に提供または受領することから，道具的（手段的）

サポートであり，「健康，介護，育児に関する相

談」，「家庭内でのトラブルに関する相談」，「就

職・転職など仕事に関する相談」，「愚痴を聞いて

くれること」，「喜びや悲しみを分かち合うこと」

に関しては，相談や共感についての情緒的サポー

トである。社会との接触頻度に関する指標として

は，会話頻度と会話人数を用いる。OECD (2012）

が指摘するように，これら2つの指標は「最終的な

ものではなくあくまで「代理指標」とみなす必要

がある」ものの，「社会的つながりによる個人と社

会への重要な成果を測定」する際のもっとも良い

指標だといえる。また，さらなる指標として，第

Ⅲ節で示した9つの会やグループそれぞれに関し

て参加していたら1，参加していなければ0をとる

二値変数を用いる。この指標は，会やグループへ

の参加という側面から社会的つながりを捉えるも

のである。

仮説が予想するとおり，社会とのつながりが強

ければ強いほど，国民年金に加入または納付する

のであれば，社会的つながりを示す変数

SocialConnectionsの係数 αは正をとることが予

想される。

最後に Xはコントロール変数のベクトルで，

年齢，性別，所得階級，学歴，現在働いているか，

初職が自営業，子供の数，世帯類型，地域ブロッ

クが含まれている。uは誤差項である。

Ⅵ 分析結果

さて，表3に「看病や介護，子どもの世話」から

「災害時の手助け」まで10種類の事柄それぞれに

関して，頼れる人がおり，かつ助けを必要として

いる人を助けるということで定義された社会との
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表3 推定結果（社会とのつながりと国民年金への加入との関係）

被説明変数 国民年金への加入＝1

事柄

看病や

介護，

子ども

の世話

健 康，

介 護，

育児に

関する

相談

家庭内

でのト

ラブル

に関す

る相談

就職・

転職な

ど仕事

に関す

る相談

愚痴を

聞いて

くれる

こと

喜びや

悲しみ

をわか

ちあう

こと

いざと

いうと

きの高

額のお

金の援

助

いざと

いうと

きの小

額のお

金の援

助

家具の

移動・

庭の手

入れ・

雪かき

などの

手伝い

災害時

の手助

け

社会とのつながり 0.221* 0.165 0.052 -0.110 0.065 -0.006 -0.067 -0.096 0.198* 0.413***

(0.116) (0.110) (0.109) (0.112) (0.141) (0.130) (0.092) (0.098) (0.104) (0.108)

男性 -0.140 -0.135 -0.170* -0.154 -0.143 -0.147 -0.128 -0.150 -0.132 -0.141

(0.095) (0.095) (0.095) (0.095) (0.095) (0.095) (0.096) (0.097) (0.095) (0.096)

20歳代 -0.324** -0.346** -0.345** -0.342** -0.312** -0.352** -0.344** -0.318** -0.436*** -0.432***

(0.140) (0.140) (0.141) (0.145) (0.140) (0.142) (0.145) (0.144) (0.144) (0.145)

30歳代 -0.061 -0.033 -0.037 -0.054 -0.045 -0.070 -0.077 -0.065 -0.094 -0.091

(0.134) (0.135) (0.135) (0.138) (0.134) (0.135) (0.137) (0.137) (0.138) (0.140)

50歳代 -0.149 -0.107 -0.095 -0.162 -0.106 -0.132 -0.115 -0.121 -0.193 -0.216

(0.146) (0.145) (0.146) (0.148) (0.146) (0.146) (0.149) (0.150) (0.148) (0.150)

等価所得 -0.051 -0.050 -0.052 -0.046 -0.051 -0.050 -0.048 -0.050 -0.068 -0.074

(0.038) (0.037) (0.038) (0.037) (0.038) (0.037) (0.037) (0.037) (0.056) (0.064)

小・中学校 -0.356** -0.371** -0.370** -0.390** -0.408*** -0.433*** -0.342** -0.359** -0.363** -0.341**

(0.159) (0.160) (0.162) (0.160) (0.156) (0.155) (0.164) (0.165) (0.160) (0.163)

短大・高専 0.184 0.182 0.166 0.168 0.181 0.180 0.282 0.275 0.151 0.111

(0.159) (0.160) (0.160) (0.161) (0.159) (0.160) (0.168) (0.169) (0.158) (0.161)

大学・大学院 0.420*** 0.396*** 0.414*** 0.390*** 0.401*** 0.432*** 0.407*** 0.417*** 0.404*** 0.370***

(0.118) (0.118) (0.119) (0.119) (0.117) (0.119) (0.119) (0.121) (0.118) (0.119)

その他（専修・専門） 0.024 0.044 0.019 0.011 0.049 0.061 0.034 0.003 0.059 0.023

(0.132) (0.133) (0.132) (0.134) (0.133) (0.133) (0.134) (0.133) (0.135) (0.136)

就業（現在） 0.527*** 0.510*** 0.491*** 0.520*** 0.521*** 0.506*** 0.522*** 0.532*** 0.489*** 0.468***

(0.096) (0.097) (0.098) (0.099) (0.096) (0.097) (0.099) (0.100) (0.097) (0.099)

自営業（初職） -0.338*** -0.392*** -0.382*** -0.410*** -0.379*** -0.409*** -0.420*** -0.395*** -0.419*** -0.413***

(0.110) (0.109) (0.110) (0.110) (0.109) (0.108) (0.111) (0.111) (0.110) (0.111)

子供の数 0.131** 0.098* 0.119** 0.119** 0.120** 0.121** 0.116** 0.124** 0.106* 0.128**

(0.055) (0.054) (0.055) (0.056) (0.054) (0.055) (0.056) (0.056) (0.055) (0.057)

単独世帯 -0.036 -0.098 -0.096 -0.086 -0.080 -0.109 0.014 -0.053 -0.059 -0.086

(0.204) (0.208) (0.208) (0.205) (0.203) (0.203) (0.201) (0.205) (0.205) (0.205)

その他世帯 -0.101 -0.149 -0.129 -0.124 -0.114 -0.108 0.009 -0.051 -0.091 -0.117

(0.169) (0.174) (0.176) (0.172) (0.169) (0.170) (0.168) (0.172) (0.172) (0.173)

子どもがある世帯 -0.127 -0.136 -0.141 -0.090 -0.108 -0.102 -0.004 -0.059 -0.109 -0.106

（二親世帯） (0.189) (0.193) (0.195) (0.192) (0.190) (0.190) (0.188) (0.192) (0.191) (0.194)

子どもがある世帯 -0.323 -0.345 -0.378 -0.317 -0.321 -0.322 -0.216 -0.298 -0.309 -0.325

（ひとり親世帯） (0.243) (0.247) (0.248) (0.244) (0.242) (0.243) (0.240) (0.244) (0.245) (0.249)

定数項 0.939*** 1.052*** 1.141*** 1.236*** 1.076*** 1.167*** 1.085*** 1.161*** 1.071*** 0.917***

(0.234) (0.235) (0.237) (0.237) (0.244) (0.242) (0.222) (0.229) (0.231) (0.233)

N 2237 2212 2201 2157 2256 2241 2168 2162 2194 2211

pseudo-R-squared 0.109 0.110 0.111 0.112 0.109 0.113 0.108 0.109 0.113 0.128

log likelihood -508.589 -504.053 -500.000 637 -497 .313 -51 2.125 -5 -9.313 488.805 -485.232 -991.204

X
2

124.884 125.135 125.203 125.314 125.748 129.173 118.232 119.325 127.778 143.175

significance of
model test

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

注：係数が示してある。カッコ内は標準誤差。地域ブロックを示す変数は省略してある。等価所得の単位は100万円。***，**，*はそれぞ

れ有意水準1％，5％，10％を示す。

出所：『生活と支え合いに関する調査（2012年）』より筆者作成。
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つながりと国民年金への加入の関係を示した。

「看病や介護，子どもの世話」と「家具の移動，庭

の手入れ，雪かきなどの手伝い」，「災害時の手助

け」のそれぞれにおける社会とのつながりと国民

年金への加入の間には，統計的に有意な正の相関

関係があることがわかった。限界効果は，それぞ

れ0.025, 0.020, 0.048である。つまり，平均的な属

性の個人で評価して，「看病や介護，子どもの世

話」に関して社会とのつながりがあると，国民年

金に加入している確率は2.5％高く，「家具の移

動，庭の手入れ，雪かきなどの手伝い」に関して

社会とのつながりがあると，国民年金に加入して

いる確率は2.0％高く，「災害時の手助け」に関す

る社会とのつながりがあると，国民年金に加入し

ている確率は4.8％高いということである。残り

の7つの事柄に関する社会とのつながりと国民年

金への加入の間には統計的に有意な関係は見られ

なかった。コントロール変数に関しては，性別と

年齢，学歴に関して，男性，20歳代，小中学校卒

の係数が負で有意なのに対し，大学・大学院卒と

現在の就業の係数が正で有意である。また，初職

が自営業であると国民年金への加入率が低いとい

うことである。これは，自営業者が流動性制約に

直面していることを示しているのかもしれない。

次に，表4に，社会とのつながりに関する別の指

標である会話人数および会話頻度と国民年金への

加入の関係を示した。ここ1ヶ月の間に電話での

会話を含み直接話をした人数と国民年金への加入

の間には，統計的に有意な正の相関関係があるこ

とがわかった。限界効果は，0.007である。つま

り，平均的な属性の個人で評価して，ここ1ヶ月の

間に電話での会話を含み直接話をした人数のカテ

ゴリーの段階が一つ大きいほど，国民年金に加入

している確率は0.7％高いということである。コ

ントロール変数に関しては，性別と年齢，学歴に

関して，男性，20歳代，小中学校卒，初職の自営

業の係数が負で有意なのに対し，大学・大学院卒

と現在の就業の係数が正で有意である。

また，表5には，自治会や町内会をはじめとする

会やグループそれぞれに対する参加と国民年金へ

の加入の関係を示した。「自治会や町内会」と「労

働組合」，「PTAや保護者会」への参加と国民年金

への加入の間には，統計的に有意な正の相関関係

があることがわかった。限界効果は，それぞれ

0.047，0.049，0.030である。つまり，平均的な属

性の個人で評価して，「自治会や町内会」に参加し

ていると，国民年金に加入している確率は4.7％

高く，「労働組合」に参加していると，国民年金に

加入している確率は4.9％高く，「PTAや保護者会」
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表4 推定結果（接触頻度と国民年金への加入との関係）

被説明変数 国民年金への加入＝1

接触頻度 会話人数 会話頻度

接触頻度 0.062* 0.028

(0.033) (0.052)

男性 -0.203** -0.185**

(0.090) (0.089)

20歳代 -0.312** -0.263**

(0.133) (0.131)

30歳代 0.007 0.001

(0.130) (0.126)

50歳代 -0.093 -0.069

(0.137) (0.135)

等価所得 -0.045 -0.042

(0.033) (0.034)

小・中学校 -0.390*** -0.384***

(0.144) (0.143)

短大・高専 0.136 0.212

(0.154) (0.151)

大学・大学院 0.360*** 0.428***

(0.115) (0.112)

その他（専修・専門） 0.027 0.048

(0.128) (0.125)

就業（現在） 0.409*** 0.513***

(0.098) (0.092)

自営業（初職） -0.367*** -0.365***

(0.103) (0.102)

子供の数 0.090* 0.096**

(0.050) (0.049)

単独世帯 -0.031 -0.037

(0.193) (0.194)

その他世帯 -0.066 -0.086

(0.159) (0.158)

子どもがある世帯 -0.014 -0.041

（二親世帯） (0.178) (0.176)

子どもがある世帯 -0.300 -0.257

（ひとり親世帯） (0.228) (0.226)

定数項 0.947*** 0.917***

(0.231) (0.355)

N 2329 2393

pseudo-R-squared 0.100 0.100

log likelihood -556.636 -574.928

X
2

124.152 127.695

significance of
model test

0.000 0.000

注：係数が示してある。カッコ内は標準誤差。地域ブロックを示

す変数は省略してある。等価所得の単位は100万円。***，

**，*はそれぞれ有意水準1％，5％，10％を示す。

出所：『生活と支え合いに関する調査（2012年）』より筆者作成。
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に参加していると，国民年金に加入している確率

は3.0％高いということである。コントロール変

数に関しては，性別と年齢，学歴に関して，男性

と20歳代，小中学校卒，初職の自営業の係数が負

で有意なのに対し，大学・大学院卒と現在の就業

の係数が正で有意である。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2318

表5 推定結果（会やグループへの参加と国民年金への加入との関係）

被説明変数 国民年金への加入＝1

事柄

自治会

や町内

会

ボラン

ティア

・NPO

宗教団

体

労働組

合

業界団

体・同

業者団

体・職

能団体

PTAや保

護者会

趣味の

会やス

ポーツ

クラブ

職場内

の会や

グルー

プ

同じ学

校出身

者の会

やグル

ープ

会やグループへの参加 0.494*** -0.081 0.077 0.716** -0.124 0.293* -0.067 0.025 -0.001

(0.117) (0.181) (0.148) (0.308) (0.167) (0.163) (0.105) (0.120) (0.107)

男性 -0.175** -0.188** -0.187** -0.206** -0.181** -0.165* -0.186** -0.188** -0.188**

(0.089) (0.088) (0.088) (0.089) (0.089) (0.089) (0.088) (0.088) (0.088)

20歳代 -0.218* -0.255** -0.250* -0.259** -0.256** -0.230* -0.253* -0.254** -0.254**

(0.131) (0.129) (0.129) (0.130) (0.129) (0.130) (0.129) (0.129) (0.129)

30歳代 0.016 0.006 0.012 -0.001 0.009 0.005 0.009 0.009 0.009

(0.128) (0.126) (0.126) (0.126) (0.126) (0.126) (0.126) (0.126) (0.126)

50歳代 -0.132 -0.058 -0.064 -0.066 -0.057 -0.029 -0.059 -0.059 -0.060

(0.138) (0.134) (0.134) (0.135) (0.134) (0.136) (0.134) (0.134) (0.134)

等価所得 -0.041 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

(0.035) (0.034) (0.034) (0.034) (0.034) (0.034) (0.034) (0.034) (0.034)

小・中学校 -0.402*** -0.397*** -0.397*** -0.388*** -0.397*** -0.374*** -0.401*** -0.395*** -0.396***

(0.144) (0.142) (0.142) (0.143) (0.142) (0.143) (0.142) (0.142) (0.142)

短大・高専 0.183 0.210 0.208 0.197 0.214 0.193 0.217 0.208 0.210

(0.153) (0.151) (0.151) (0.151) (0.151) (0.152) (0.151) (0.151) (0.151)

大学・大学院 0.422*** 0.432*** 0.426*** 0.426*** 0.435*** 0.427*** 0.438*** 0.428*** 0.429***

(0.113) (0.112) (0.112) (0.113) (0.112) (0.112) (0.113) (0.112) (0.113)

その他（専修・専門） 0.040 0.046 0.043 0.025 0.050 0.043 0.047 0.044 0.045

(0.127) (0.125) (0.125) (0.126) (0.125) (0.126) (0.125) (0.125) (0.125)

就業（現在） 0.530*** 0.522*** 0.519*** 0.491*** 0.529*** 0.526*** 0.519*** 0.516*** 0.520***

(0.092) (0.091) (0.091) (0.092) (0.092) (0.092) (0.091) (0.094) (0.091)

自営業（初職） -0.378*** -0.368*** -0.368*** -0.370*** -0.357*** -0.361*** -0.365*** -0.367*** -0.368***

(0.103) (0.101) (0.101) (0.102) (0.102) (0.102) (0.101) (0.101) (0.101)

子供の数 0.066 0.097** 0.098 0.098 0.099 0.080 0.099 0.098 0.098

(0.049) (0.049) (0.049) (0.049) (0.049) (0.050) (0.049) (0.049) (0.049)

単独世帯 -0.025 -0.060 -0.058 -0.050 -0.063 -0.065 -0.058 -0.056 -0.056

(0.193) (0.192) (0.191) (0.193) (0.192) (0.191) (0.191) (0.191) (0.192)

その他世帯 -0.069 -0.090 -0.086 -0.085 -0.089 -0.091 -0.090 -0.087 -0.086

(0.160) (0.158) (0.158) (0.159) (0.158) (0.158) (0.158) (0.158) (0.158)

子どもがある世帯 -0.034 -0.044 -0.039 -0.047 -0.043 -0.090 -0.044 -0.042 -0.041

（二親世帯） (0.178) (0.176) (0.176) (0.177) (0.176) (0.178) (0.176) (0.176) (0.176)

子どもがある世帯 -0.244 -0.258 -0.262 -0.273 -0.265 -0.310 -0.262 -0.260 -0.260

（ひとり親世帯） (0.229) (0.227) (0.226) (0.228) (0.227) (0.229) (0.226) (0.226) (0.226)

定数項 1.006*** 1.080*** 1.069*** 1.093*** 1.071*** 1.052*** 1.083*** 1.075*** 1.075***

(0.205) (0.202) (0.202) (0.203) (0.202) (0.202) (0.202) (0.202) (0.202)

N 2407 2407 2407 2407 2407 2407 2407 2407 2407

pseudo-R-squared 0.115 0.100 0.100 0.106 0.100 0.103 0.100 0.100 0.100

log likelihood -566.147 -575.780 -575.000 741 -572 .116 -57 5.609 -5 -74.167 575.675 -1151.732

X
2

147.441 128.176 128.254 135.503 128.518 131.401 128.386 128.025 127.981

significance of
model test

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

注：係数が示してある。カッコ内は標準誤差。地域ブロックを示す変数は省略してある。等価所得の単位は100万円。***，**，*はそれぞ

れ有意水準1％，5％，10％を示す。

出所：『生活と支え合いに関する調査（2012年）』より筆者作成。
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被説明変数 国民年金の納付＝1

事柄

看病や

介護，

子ども

の世話

健康，

介護，

生地に

関する

相談

家庭内

でのト

ラブル

に関す

る相談

就職・

転職な

ど仕事

に関す

る相談

愚痴を

聞いて

くれる

こと

喜びや

悲しみ

をわか

ちあう

こと

いざと

いうと

きの高

額のお

金の援

助

いざと

いうと

きの小

額のお

金の援

助

家具の

移動・

庭の手

入れ・

雪かき

などの

手伝い

災害時

の手助

け

社会とのつながり -0.061 -0.032 -0.044 0.002 -0.159 -0.053 0.117* 0.008 -0.077 -0.010

(0.089) (0.084) (0.078) (0.077) (0.103) (0.092) (0.063) (0.067) (0.077) (0.086)

N 2217 2183 2177 2119 2233 2214 2148 2138 2169 2195

pseudo-R-squared 0.035 0.037 0.04 0.038 0.037 0.038 0.04 0.039 0.046 0.043

log likelihood -1200 -1200 -1100 -1100 -1200 -1200 -1200 -1100 -1100 -1200

X
2

85.254 87.895 94.769 88.93 91.816 91.55 93.754 90.547 110.057 103.424

significance of
model test

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

被説明変数 国民年金の納付＝1

接触頻度 会話人数 会話頻度

接触頻度 0.038 0.026

(0.024) (0.042)

N 2324 2386

pseudo-R-squared 0.036 0.037

log likelihood -1200 -1200

X
2

92.453 97.027

significance of model test 0 0

被説明変数 国民年金の納付＝1

会やグループへの参加

自治会

や町内

会

ボラン

ティア

・NPO

宗教団

体

労働組

合

業界団

体・同

業者団

体・職

能団体

PTAや

保護者

会

趣味の

会やス

ポーツ

クラブ

職場内

の会や

グルー

プ

同じ学

校出身

者の会

やグル

ープ

会やグループへの参加 0.044 0.134 -0.153* 0.225* 0.132 0.083 0.042 0.207*** 0.202***

(0.067) (0.131) (0.092) (0.126) (0.116) (0.098) (0.074) (0.078) (0.077)

N 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404

pseudo-R-squared 0.036 0.036 0.037 0.037 0.037 0.036 0.036 0.039 0.039

log likelihood -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300

X
2

94.618 95.241 96.911 97.439 95.482 94.895 94.51 101.292 101.217

significance of
model test

0 0 0 0 0 0 0 0 0

表6 国民年金の納付についての推定結果

(a）社会とのつながり

(b）接触頻度

(c）会やグループへの参加

出所：係数が示してある。カッコ内は標準誤差。『生活と支え合いに関する調査（2012年）』より筆者作成。地域ブロックを示す変数は省

略してある。等価所得の単位は100万円。***，**，*はそれぞれ有意水準1％，5％，10％を示す。
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最後に，表6には，被説明変数を代替の変数であ

る，公的年金に加入している人のうち，20歳から

現在までに保険料免除や猶予を受けずに保険料を

支払わなかったことがある場合を0，「ない」もし

くは，「第3号被保険者の期間がある」，「保険料免

除・猶予期間がある」と答えた場合に1をとる国民

年金の納付を示す二値変数を用いた場合の推定の

結果を示した。表6 (a）において，「いざというと

きの高額のお金の援助」と国民年金への納付との

間に統計的に有意な正の相関関係があることがわ

かった。また，表6 (c）においては，「労働組合」

と「職場内の会やグループ」，「同じ学校出身者の

会やグループ」と国民年金への納付との間に，統

計的に有意な正の相関関係があることがわかっ

た。また「宗教団体」との間には有意な負の相関

関係があることがわかった。表6 (b）における接

触頻度とは統計的に有意な関係はなかった。コン

トロール変数に関しては，国民年金への加入を被

説明変数とした場合とほぼ同様の係数の大きさと

有意水準であった。

Ⅶ 結論

前節Ⅵにおける本研究の分析結果は，社会との

つながりが強いほど，国民年金への加入や納付が

促されるということである。

「看病や介護，子どもの世話」や「家具の移動，

庭の手入れ，雪かきなどの手伝い」，「災害時の手

助け」に関して，頼れる人がおり，かつ助けを必

要としている時に助けと答えた人は，国民年金に

加入している確率が高い（表3）。このことは，道

具的（手段的）サポートの受領や提供があること

で社会とのつながりを持つ個人は，他者への信頼

感や助け合いの社会規範が強いことを示してお

り，社会保障制度に対しても不安感を持つことな

く，国民年金への加入が促されている可能性があ

る。それに対して，情緒的サポートに関して社会

とのつながりを持つことは，国民年金への加入や

納付と関連がないようだ。社会とのつながりと金

融取引の関係を示した研究は，Ⅰ,2節で示したと

おりだが，それら以外にも，例えば，Karlan

(2005）は，実験室における信頼ゲームとよばれる

仮想のゲームにおいて，信用できる人ほど借り入

れに対してデフォルトを起こさないことを示して

おり，本研究の結果と関連が深い。また，ここ1ヶ

月の間に電話での会話を含み直接話をした人数が

多い人ほど国民年金への加入の確率が高いし（表

4），「自治会や町内会」や「労働組合」，「PTAや保

護者会」に参加していると，国民年金に加入して

いる確率が高い（表5）。これらのことは，社会と

のつながりが情報交換を促し，国民年金への加入

が促進される可能性を示している。この結果は，

情報の伝達や普及の失敗，また，知識のギャップ

が制度的な貯蓄の大きな障壁となっている低所得

国において，社会的ネットワークが制度的な貯蓄

に与える影響を分析した，Newman et al (2014）の

結果，つまり，情報を持つグループの行動がその

グループの他のメンバーの制度的な貯蓄を促すと

いうこと，と整合的である。

本研究では，国民年金への未加入や未納を分析

しようとすると，国民年金の保険料を自分で納め

る国民年金の第1号被保険者に限定して分析を行

う必要がある。しかしながら，使用したデータで

ある『生活と支え合いに関する調査』においては，

各回答者がどの公的年金に加入しているのかを直

接聞いていないため，学校を出た後に，初めてし

た収入を伴う仕事を用いて，国民年金の第1号被

保険者を類推して分析を行った。今後は，公的年

金への加入状況を直接聞くなどより正確な情報を

用いて分析を行うことが望まれる。例えば，『生

活と支え合いに関する調査』の対象者を選定する

基となっている『国民生活基礎調査』においては，

どの公的年金に加入しているかを直接聞いてお

り，マッチングさせることでより精緻な分析を行

うことが可能となるであろう。

付記

本論文の作成に際して，石田光規先生（早稲田

大学），藤森克彦先生（みずほ情報総研），泉田信

行氏（国立社会保障・人口問題研究所），黒田有志

弥氏（国立社会保障・人口問題研究所），藤間公太

氏（国立社会保障・人口問題研究所）から有益な

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2320
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助言を頂いた。使用した「生活と支え合いに関す

る調査（2012年）」の個票データは，国立社会保

障・人口問題研究所調査研究プロジェクト「生活

と支え合いに関する調査（2012年）二次利用分析

プロジェクト」のもとで，統計法第32条に基づく

二次利用申請により使用の承認（承認平成27年12

月8日）を得たものである。本研究は，JSPS科研

費16K03730の助成を受けたものです。
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Participation in National Pension and Social Connections

Wataru KUREISHI＊

Abstract

I consider that individuals’ decisions to participate and pay to National Pension are financial

behaviors, and focus on whether or not they are related to social connections. Using the National Survey on

Social Security and People’s Life, conducted by National Institute of Population and Social Security Research

in July, 2012, I examine whether or not the strength of social connection induces individuals to participate and

pay to National Pension. The results show that respondents who have reliable persons, as well as who would

help persons who would need help, according to “Nursing, care, or child care”, “Help such as the transfer of

furniture, garden care, or snow shoveling” and “Help in disaster” are more likely to participate in National

Pension. This indicates that individuals’decisions to participate in National Pension are related to social

connections.

Keywords：Non-participation, National pension, Social connections
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Ⅰ はじめに

少子高齢化の進展とともに，社会制度の根幹を

なす家族像やその就業形態は多様化している。高

齢者や女性の就業率の引き上げは今後の日本の行

く末を左右する重要な事象であるが，なかでも女

性の力は「我が国最大の潜在力」とされ，成長戦

略の中核に位置づけられるようになった。その方

策として，働き方に中立的な税制・社会保障制度

等への見直しが掲げられ，現在審議会等で検討が

進められている。すでに税制調査会や女性の活躍

促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会

は，配偶者控除と配偶者手当の見直し案と論点を

提示した1)。共通しているのは，現行制度は廃止

も含めて大幅な見直しをし，その財源を子育て支

＊成蹊大学経済学部 教授
1) 2014年11月に税制調査会「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税改革に関す

る論点整理〔第一次レポート〕」では，〔1〕配偶者控除の廃止と子育て支援の拡充，〔2〕配偶者控除の適用に所得

制限を設けるとともに子育て支援を拡充，〔3〕いわゆる移転的基礎控除の導入と子育て支援の拡充，〔4〕いわゆる

移転的基礎控除の導入・税額控除化と子育て支援の拡充，〔5〕「夫婦世帯」を対象とする新たな控除の導入と子育

て支援の拡充という5案とそのシミュレーションが提示された。2016年4月には「女性の活躍促進に向けた配偶者

手当の在り方に関する検討会報告書」が提示され，配偶者手当の見直しの必要性と留意点が提示された。

女性と年金問題の新たな視点――家族ケアへの配慮と適用拡大問題―― 323

特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

女性と年金問題の新たな視点
――家族ケアへの配慮と適用拡大問題――

丸山 桂＊

抄 録

本研究は女性と年金に関する新たな視点として，家族ケアの評価と短時間労働者への適用拡大問題に

ついて，諸外国の動向から改革の方向性を検討した。その結果，以下の点が明らかとなった。

① 男性片稼ぎモデルを前提とする公的年金制度では，家族ケアの評価は配偶関係や従業上の地位を根

拠として行われてきたが，現実の家族像や労働市場の変容との齟齬が生じている。育児や介護などの

家族ケアによって年金受給額が不利にならないように配慮する制度を導入する国が増加している。

② 家族ケアを年金制度上で評価する際には，女性の就業インセンティブを阻害しない制度設計に配慮

する必要がある。一方，育児クレジットを導入する国に比べ，高齢者の介護に配慮する年金制度を導

入する国は少ない。

③ 労働市場の非正規化に対応した，社会保険のセーフティネット機能の拡充策として，さらなる社会

保険の適用拡大と最低年金の導入の検討が必要である。

キーワード：第3号被保険者，相対的貧困率，育児クレジット，社会保険の適用拡大

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 323-338.
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援に充当すべきという方向性である。

一方，公的年金制度については，2001年の「女

性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在

り方に関する検討会報告書」以降，離婚時の年金

分割，若年遺族配偶者の遺族年金の見直し，遺族

年金の父子家庭への支給拡大，産休期間中の社会

保険料免除の導入，短時間労働者への被用者保険

の適用拡大などジェンダー平等や女性の働き方に

配慮する改正が実施されてきた。しかし，第3号

被保険者制度や遺族年金制度など，いわゆる女性

と年金問題の根幹をなす問題への具体的な改正案

はいまだ示されていない。

現行の公的年金制度の制度設計には，家族像や

男女の働き方や賃金水準などの社会経済の前提条

件が強く反映されている。保育所や介護サービス

が拡充したとはいえ，家庭内の無償労働による育

児・介護機能なしには家庭生活は成り立たない。

団塊の世代が後期高齢者に到達する2025年を控

え，社会保障費用の急増が見込まれている。かつ

て「含み資産」と評価された家族ケアは，社会保

障費用の節減につながる一方で，家族の経済生活

の安定や社会保障の支え手の確保という視点で

は，障壁にもなってきた。しかし，社会保障制度

において育児・介護などの無償の家族ケアをどう

評価すべきか，家族像や労働市場の多様化を考慮

した議論はほとんど進んでいない。

本研究では女性と年金に関する論点として，先

進国で見直しが進んでいる家族ケア，とりわけ育

児や介護負担への配慮と，労働市場の非正規化へ

の対応策としての適用拡大問題について，諸外国

の動向を整理し，改革の方向性を検討することを

目的としている。

Ⅱ 家族，労働市場の変容と公的年金制度

戦後，先進諸国の社会保障制度に大きな影響を

与えたベヴァリッジ報告は，夫が労働市場におい

て稼得労働に従事し，妻は家庭内で家事や育児に

専念する近代家族を想定していた。ベヴァリッジ

は社会保険中心主義を訴えたが，その家族モデル

も性別役割分業に基づいた家

族像であり，離婚や失職のリ

スクは考慮されていなかっ

た。

家族・親族の扶養機能と大

企業の企業内福祉に依存した

構造をもつ社会保障制度は，

経済のグローバル化，未婚

化，共働き化などの新しい家

族像には対応しきれなくなっ

ている。

日本型福祉国家が前提とし

た，「正社員モデル」はグロー

バル経済が進むとともに，も

はや終焉を迎えている。人件

費抑制の圧力が強まるなか

で，労働市場における非正規

労働者の割合は4割に迫る状

況で2)，若年世代ほど非正規

化が進んでいる。

職業別に分立した社会保険

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2324
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共働き世帯の割合

共働き世帯のうち夫婦と
も短時間労働者の割合

年

注1．共働き世帯の割合とは，「専業主婦世帯（男性非農林業雇用者と無業の妻からなる世

帯）」と，「共働き世帯（夫婦ともに非農林業雇用者の世帯）」の合計に占める後者の

割合で計算している。

2．「夫婦とも短時間労働者の共働き世帯」とは，夫婦ともに非農林業雇用者で月末1週

間の就業時間が1〜34時間の世帯（2012年以前は0〜34時間の世帯）を指す。

3．2011年は岩手県，宮城県及び福島県を除く全国の結果である。

出所：日本労働研究研修機構「統計情報Q&A：専業主婦世帯数と共働き世帯数の推移」，

務省統計局「労働力調査」（詳細集計）より筆者作成。

図1 共働き世帯の割合の推移
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制度では，非正規労働者は被用者向けの社会保険

制度よりも給付水準が低い社会保険制度3)に加入

する。公的年金制度でいえば，正社員は報酬比例

型の厚生年金に加入し，保険料負担は労使折半で

あるのに対し，非正規労働者が加入する国民年金

制度は定額の保険料で全額自己負担となる。公的

年金などの社会保険料負担を回避したい事業主に

とっては，非正規労働者は人件費削減の手段とし

て重用される。さらに，知識不足や保険料負担の

逆進性による家計負担を理由に，非正規労働者の

社会保険未納率は自営業者よりも高い水準にある

（厚生労働省「平成26年国民年金被保険者実態調

査」）。現行の社会保険制度が前提とする労働者像

は，多様化する労働市場の現実とは齟齬が生じて

おり，セーフティネットの網の目からこぼれ落ち

る人たちを増加させている。

制度創設時からの社会保険制度が前提とする

「男性片稼ぎモデル」の家族像は，近年ではごく少

数派になっている。1997年に共働き世帯数が専業

主婦世帯数を上回り，その差は拡大傾向にあるこ

とはよく知られているが〔内閣府（2016）〕，共働

き世帯のうち夫婦とも短時間労働者である割合は

10％にも迫る状況である〔図1参照〕。昨今，社会

問題化している子どもの貧困問題の背景には，親

の貧困問題があり，社会保険未加入の代償は労働

者本人だけでなく，子どもの生育環境や貧困の連

鎖にも影響を及ぼすことになる。

Ⅲ 年金制度における男女別の規定差と高齢期

の貧困問題

1 育児による就業中断が年金受給額に及ぼす

影響

年金制度における男女の違いには，①支給開始

年齢や遺族年金の支給要件などの明確な年金制度

上の取り扱いの違い，②制度上の差異ではなく，

労働市場における働き方の違いを反映した，男女

の年金受給額の違いといった2種類のタイプがあ

る。

近年，各国ではジェンダー平等や年金財政上の

制約などから，男女の支給開始年齢を統一する方

向で年金改革が進められている。②については，

現役時代の稼得収入や就労期間を反映した制度を

採用する国では，男女の受給額には明確な差が残

されている。

とりわけ問題になるのが，出産・育児による就

労期間の中断が女性のキャリア形成，ひいては年

金受給額に及ぼす影響である。夫婦間の収入差や

ジェンダー観により，ほとんどの場合，女性は出

産・育児のために就労を中断したり，短時間労働

に移行したりすることが多い。20代後半から30代

にかけての時期はキャリア形成にとって重要な時

期であり，離職後の再就職は容易ではない。女性

の高学歴化とともに，育児のために労働市場を離

れる機会費用は高額化しており，子育て費用の負

担とともに，若年世代が子どもを持つことを躊躇

する要因となっている。そして，家族ケアは主と

して女性が無償労働の形で担っており，就業中断

や短時間労働などで対応した代償は，低賃金や低

年金の形で専ら女性が負っている。

2 高齢期の貧困問題

男女とも，現役時代よりも高齢期の貧困リスク

が高いことはよく知られているが，その程度は国

や世帯類型によって大きな差がある。表1は，日

本および主要先進国の5カ国を抽出した，OECD

基準による65歳以上の相対的貧困率である。2012

年前後における日本の65歳以上貧困率はOECD平

均値を上回る19.4％で，アメリカに次いで高い水

準にある4)。

2)総務省統計局「平成27年労働力調査〔詳細集計〕」の役員を除く雇用者のうち，非正規の職員・従業員の割合は

37.4％となった。
3)非正規労働者は，自営業者向けの国民健康保険や国民年金制度に加入する。だが，定年がなく，資産を保有する

自営業者を前提とする同制度の場合，国民健康保険には被用者のような，疾病による休業補償である傷病手当金

がなく，国民年金は満額でも月額6.6万円程度と給付水準が低い。
4) OECD（2015）によれば，加盟36カ国中でもっとも65歳以上の相対的貧困率が高かったのは，韓国の49.6％で，

日本は全体で7番目に貧困率が高い国であった。

女性と年金問題の新たな視点――家族ケアへの配慮と適用拡大問題―― 325
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データはやや古いが，性別や単身・夫婦世帯別

に相対的貧困率が比較可能な2000年代半ばのデー

タで比較してみよう。日本は男性が18.4％，女性

が24.8％と，女性の貧困率がきわめて高い。その

理由は，単身女性の貧困率が高いことにある。表

1には世帯類型別の貧困率が掲載されているが，

日本の単身者の相対的貧困率は2000年代半ばで

47.7％と突出して高く，この水準は調査対象の

OECD30カ国中で，韓国の76.6％，オーストラリ

アの49.9％に次ぐ，第3位の高い水準となってい

る。逆に夫婦世帯は16.6％とOECD平均値は上回

るものの，第8位の高さである。程度の差はある

ものの，表1に掲載されたすべての国で，夫婦世帯

よりも単身世帯の貧困率が高くなっている。

日本の単身高齢女性の厳しい経済状況や貧困率

の高さは，山田（2010），阿部（2015），稲垣（2015）

などによる実証分析で確認されている。一般に女

性の方が男性よりも長寿であることも鑑みると，

単身女性の厳しい生活状況は男性よりも長期にわ

たることになる。

女性の社会進出が進んだとはいっても，出産は

女性のみ経験する事象であり，家庭内の子育ては

専ら母親が担う状況には変わりがない。OECD

（2014）は，こうした男女の年金格差の大半は労働

市場での経験，つまり男女賃金格差と就労期間の

長短で説明が可能であると指摘する。日本の女性

の労働力率のいわゆる「M字カーブ」の底は解消

されつつあるが，出産後の女性の労働供給の状況

にはほとんど変化がない5)。また，OECD（2014）

は保育料の高い国の方が女性のパートタイム就業

者が多いことを指摘しており，良質で手ごろな値

段の保育および放課後保育サービスが得られない

国では，母親が自身の労働時間を調整して家族ケ

アを行っていることを示している。逆に言えば，

良質で安価な保育サービスの整備が女性の労働参

画，年金受給額の引き上げに効果的な政策である

ことが分かる。

Ⅳ 諸外国の女性に関する年金制度改革の動向

人々が皆結婚し，結婚も男性の稼得能力も安定

的であれば，高齢期の女性の貧困問題は遺族年金

制度さえあれば解決できる。しかし，年金制度が

制度創設時に前提とした家族像や労働市場での働

き方と現実に乖離が出てくるようになると，それ

に対応した新たな制度設計が求められるようにな

る。まず本節では，女性を対象とした諸外国の改

革動向について概観する。

1 女性の働き方の変化と保険料拠出の取り扱

い

社会保険制度は，元来，保険料の負担を根拠に，

5) 国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査（夫婦調査）」でも，第1子出生後の母親は6割が離職

している状況は変わらず，母親の就業継続率はほとんど上昇していない。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2326

表1 65歳以上人口の相対的貧困率

（単位：％）

2012年または直近年 2000年代半ば

男女計 男性 女性 男女計 男性 女性 単身者 夫婦世帯

日本 19.4 − − 22.0 18.4 24.8 47.7 16.6

アメリカ 21.5 16.5 25.6 22.4 18.5 26.8 41.3 17.3

イギリス 13.4 10.9 15.5 10.3 7.4 12.6 17.5 6.7

ドイツ 9.4 6.3 12.3 8.4 5.1 10.8 15.0 4.7

フランス 3.8 3.0 4.4 8.8 6.6 10.4 16.2 4.1

スウェーデン 9.3 6.6 11.6 6.2 4.2 7.7 13.0 1.1

OECD平均 12.4 8.4 12.4 13.5 11.1 15.2 25.0 9.5

注1：アメリカの「2012年または直近年」のデータは，2009年のデータである。

2：日本の「−」欄はデータが公表されていない。

3：OECD平均は，2000年代半ば30カ国，2012年または直近年は36カ国の平均値である。

出所：OECD(2011），OECD(2015）より筆者作成。



01-07_社会保障研究_特集（丸山）_SK.smd  Page 5 16/09/12 14:35  v2.20

給付を受ける仕組みである。しかし，日本，アメ

リカなどでは世帯の実態を考慮し，被扶養の配偶

者など保険料負担能力がない者に，被保険者（配

偶者）の保険料負担を根拠に，給付を行っている。

ベヴァリッジ報告が念頭においた，男性が世帯

主でかつ稼ぎ手が1人である専業主婦世帯モデル

を前提とする年金制度を踏襲した国では，妻の年

金権は夫の年金受給資格を根拠に与えられてき

た。日本で第3号被保険者制度が導入された1986

年は，折しも男女雇用機会均等法が施行された年

であった。図1で見たように，1980年代初頭は共

働き世帯はごく少数派で，男女別定年制や結婚退

職制の是非が裁判で争われるなど，当時の社会で

は女性にとって年齢を重ねることや結婚は就業継

続の障壁であった。第3号被保険者制度導入の主

旨は，被用者の妻の無年金・低年金リスクの解消

であり，サラリーマン世帯の専業主婦を第3号被

保険者として国民年金の強制適用対象とし，自分

名義の年金権を得られるとすることで，この問題

の解決を図った。その際，第3号被保険者につい

ては，健康保険において被扶養配偶者は自ら保険

料を負担せずに医療保険給付を受けているのと同

様に，独自の保険料負担を求めず，基礎年金給付

に必要な費用は，被用者年金制度全体で負担する

こととした。

その結果，専業主婦世帯も共働き世帯も，夫婦

合計の収入が同じであれば，同じ給付水準の公的

年金を給付するという世帯単位と，専業主婦は収

入がないため保険料負担はできないとする個人単

位が混在化することになった。しかし，景気低迷

とともに，生活困窮層が増加してくるようになる

と，第3号被保険者制度の前提となる正社員と専

業主婦世帯は，本当に保険料を免除すべき対象で

あるのかといった不公平感や第3号被保険者が保

険料負担を回避するために行う就業調整が資源配

分の不効率を生み出すとして問題視されるように

なった6)。

アメリカの公的年金制度も，「夫のみが労働に

従事し，妻は家庭を守るという男女の役割分担に

関する当時の社会実態を反映し，経済的弱者であ

る女性（妻・寡婦）を保護」するとの理念から，

男性よりも女性に手厚い年金制度が構築された。

国民皆年金ではない同国では，仮に妻に保険料拠

出歴がなかったとしても，配偶者の基本年金額の

50％水準の配偶者年金が受給可能で，さらに遺族

年金は配偶者の年金額の100％が受給できる仕組

みになっている。しかし，配偶者年金と自身の保

険料納付に基づく老齢年金が受給できる二重の資

格（Dually entitled）者は，どちらか金額が高い方

の上限までしか併給が認められていないため，女

性の賃金水準が低い場合には，保険料納付が自身

の年金受給額に結びつきにくいことが問題となっ

ていた。

一見，手厚い保障がされる同制度も，10年以上

の婚姻期間を有することが条件とされているた

め，現在公的年金（OASDI）受給女性のうち，夫

の年金権に付随した年金のみを受給している者は

今や少数派となっている。SSA〔2015〕によれば，

自身の拠出に基づく老齢年金のみを受給する女性

は，1960年の38.7％から2014年には51.1％にまで

増加し，配偶者年金・遺族年金のみ，あるいは自

身の年金と配偶者年金・遺族年金との併給者より

も多い状況になった7)。しかし，その平均受給月

額を比較すると，自身の拠出による年金受給者の

受給額よりも，併給も含めた遺族年金受給者の受

給額の方が高額になっている8)。これは，遺族年

金制度が夫の年金受給額を100％引き継ぐことが

可能であるため，男女の年金受給額の差を考慮す

ると遺族年金のみ，あるいは遺族年金との併給者

が最も高額な年金を受給することになるためであ

6)実際，夫の稼働所得別に妻の年金加入状況を見ると，年収が高い層で第3号被保険者の割合が高い〔厚生労働省

第27回社会保障審議会年金部会資料（2014年11月4日）参照〕。一方で夫の稼働所得が年収300万円未満の層に，第

1号被保険者や第2号被保険者の割合が全体よりも集中する傾向がみてとれる。高山（2015）でも第3号被保険者は

相対的に高所得層に多いことを確認している。興味深いのは，女性の第3号被保険者数は減少しているのに対し，

男性は微増傾向にあり，その多くが倒産や健康を害したことで，非正規労働者や失業者などが含まれ，経済的に

苦しい層が相対的に多いという。男性稼得モデルの終焉は，男性の第3号被保険者の存在からもうかがえる。

女性と年金問題の新たな視点――家族ケアへの配慮と適用拡大問題―― 327
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る。

離婚率の高いアメリカでは，約3分の1の女性が

配偶者年金の受給要件である婚姻期間10年間を満

たせずに離婚しているだけでなく，未婚で子ども

を育てる女性も，1980年の18％から2007年には

40％にも増加している〔Bramlett and Mosher

（2001）;Tamborini and Whitman（2007）〕。結果と

して，安定した婚姻関係を前提とした年金制度の

恩恵を受ける層は限定的で，高齢女性の貧困問題

は深刻な社会問題になっている。65歳以上の女性

年金受給者の貧困率は，有配偶者が2.5％，死別者

が12.9％，離別者が16.1％，未婚者が22.2％で，配

偶関係によって大きな差異がある〔SSA（2016）〕。

貧困層には労働市場での就労期間の短さや年金制

度上の配偶者年金などの恩恵を受けられない者が

相対的に多いことも，指摘されている〔Jankowski

（2011）〕。

近年になって，アメリカでは高齢女性の貧困問

題解消の視点から，公的年金制度における配偶者

年金や遺族年金制度の優遇措置にかえて，キャリ

ア中断の要因となる育児期間への配慮措置を導入

すべきではないかという研究論文が相次いでいる

〔Favreault and Sammartino（2002），Favreault and

Steuerle(2007），Jankowski（2011）など〕9)。Favreault

and Sammartino（2002），Favreault and Steuerle

（2007）は，配偶者年金の婚姻期間要件の引き下

げ，遺族年金給付の引き上げ，育児クレジットの

導入など，女性に関する様々な年金改革案別に公

的年金受給額のシミュレーションを行い，恩恵を

受ける層の年齢層や所得階層の分布状況，貧困率

の改善程度を試算している。それによれば，遺族

年金制度や配偶者年金を現行制度よりも手厚くす

る改正は，特定階層のみに恩恵が大きく，貧困率

の改善効果は限定的で，むしろ年齢や所得階層に

よらずに広く恩恵をもたらす育児クレジットの導

入の方が効果的と試算している。また，育児クレ

ジットが遺族年金や配偶者年金の改善よりも，財

政支出額が相対的に低いという結果も興味深い。

他国における注目すべき改革としては，2016年

4月から新年金制度に移行したイギリスの年金改

革があげられる。同改革では，一層型の年金制度

とともに，個人単位化に移行することで，配偶者

年金，遺族年金，離婚時の年金分割制度など，従

前の配偶者の年金権に付随した給付は廃止され

た10)。また，日本の加給年金に相当するような制

度を維持していたフランスも財政難を理由に廃止

しており，先進国のなかで配偶者に拠出を求めず

に夫の権利に付随した年金を給付する国は少数派

になりつつある。

2 出産・育児への年金制度上の配慮

失業を含めた就業中断は，失業中の生活水準や

キャリア形成に影響を及ぼすだけでなく，所得比

例型の年金制度では，老後の年金額の低下という

形で長期にわたる影響が続くことになる。こうし

た失業期間を年金制度上でどの程度配慮するかは

国によって異なるが，失業理由が育児などの家族

ケアの場合に限り，一般的な失業期間以上に一定

7)同調査によれば，1960年と2014年現在の62歳以上の女性に占める各年金受給者の割合をみると，配偶者年金の

みの受給者は32.8％から8.6％に，遺族年金のみの受給者は23.4％から14.2％にまで減少している。自身の拠出に

よる老齢年金と配偶者年金・遺族年金との併給者は，配偶者年金は2.4％から11.6％，遺族年金は2.1％から14.6％

にまで増加している。ある意味，「当時の立法者は，配偶者（妻）給付を家族に対する補足的な手当としてとらえ，

将来的には大部分の女性が自らの稼働に基づく給付を取得するに至ると予測」〔菊池（1998），p.395〕とした状況

は現実味を帯びてきている。
8) 2014年の65歳以上女性の年金受給月額を比較すると，自身の拠出による年金のみの受給者は1175.26ドル，配偶

者年金のみの受給者が687.84ドル，遺族年金のみの受給者が1282.84ドルとなっている。自身の拠出による年金と

の併給者については，配偶者年金との併給者は822.67ドル，遺族年金との併給者は1480.91ドルで，遺族年金受給

者が最も高額である。
9) Favreault and Sammartino（2002）は，学識者，政治家による，女性の貧困問題を年金制度上から解決するための

論調を整理している。
10) 遺族年金制度など，既受給者には前制度による給付が行われている。現役の被保険者は過去と現在の算定ルー

ルで計算された年金額の有利な方を使用できる。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2328
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の配慮や優遇措置を行う国がある〔OECD

（2015）〕。

家族ケア（育児，介護）による就業中断を年金

制度上で配慮する政策を導入している国は欧州に

多い。D’Addio（2012）の試算によれば，OECD加

盟国平均で，平均賃金水準の労働者が育児のため

に5年間就業中断をすると，一度も就業中断をし

なかった者に比べ，年金受給額は6％減額され，15

年の中断期間になると23％も受給額が低下すると

いう。そして，この影響は高所得者になるほど大

きくなる。

女性が高学歴化し，公的年金を含めた育児によ

る就業中断の経済的影響が人生に広範囲にわたる

ようになれば，子どもをもつ機会費用はますます

高くなる。税制や社会保障制度は就業や子育ての

選択に中立的であるべきとすれば，所得比例方式

を採用する公的年金制度上で，育児による就業中

断のペナルティを緩和する措置を導入する意義は

大きい11)。

さらに，少子化問題は，公的年金制度の持続可

能性に決定的な影響を与える。そのため，年金制

度上における就業中断のペナルティはできるだけ

緩和すべきという政策判断は公共政策上も受け入

れられやすい。また，保育所整備とは異なり，導

入時に多額の費用を要さないことも利点である。

一方で，育児への年金制度上の配慮を設けない

国もある。アメリカ，オーストラリア，アイスラ

ンド，オランダなどがその代表であるが，間接的

な配慮措置として，居住年数に応じた年金給付

（いわゆる税方式）や，低所得向けの年金制度の導

入などを設ける国もある。また，老後の年金支給

額の計算をする際に，算定基礎となる標準報酬の

計算方法で，全就業期間の平均値ではなく，特定

の期間だけに限定して算定する方法で，短期的な

就業中断があったとしても，それが老後に響かな

いように配慮する国もある。

各国における実際の制度設計を見ると，その導

入目的は出生率の向上やジェンダー平等，無償労

働を担う女性の負担への配慮，そして女性の貧困

リスクへの配慮など多岐にわたる。たとえば，出

生率向上を意図しているフランスでは，多子を養

育した家庭には，将来の年金給付増を約束するこ

とで，より子どもを持つインセンティブを付与す

る仕組みを採用している。子どもの扶養コストの

相殺という観点では，児童手当のように，所得制

限や就労の有無などの条件を設けずに，特定の養

育期間に保険料の減額やみなし保険料を設定する

という方法で対応している国もある。

最も念頭に置かれているのは，母親への所得保

障で，育児のために無収入や低所得になった期間

の保険料納付記録を，一定の保険料納付期間や納

付額があったものとみなすことで，年金制度上の

機会費用を縮小する方法を採用する国は多い。た

だし，母親の就労インセンティブや早期引退との

11) 日本における年金制度上における育児評価については，常森（2015）が論点と識者別の論拠を整理している。
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表2 OECD諸国の子育てに関する年金クレジットの類型

(1)就業状況を問わずに育児期

間に年金クレジットを付与

する

1a. 年金給付を増加（フランス，ドイツ，イタリア）

1b. 保険料納付期間とみなす方法（フランス）

1c. =1a+1b (フランスなど）

(2)育児による就業中断期間に

年金クレジットを付与する

2a. 育児期間の年金給付を増加（ルクセンブルク）

2b. 育児期間の所得を年金基礎算定から除外し，年金給付額 の引き下げを回避する（カナダ，チェコ）

2c. 育児期間を年金加入資格要件として扱う（ベルギー，北欧諸国）

2d. 育児期間を年金加入資格期間として扱うが，給付には考慮しない（ギリシャ）

(3)育児による就業中断を制度

上内包

3a. 年金給付は居住年数で算定（オランダ）

3b. 満額受給に必要な保険料納付期間の水準がきわめて低い（アメリカ）

(4)養育した子ども数に応じて

年金クレジットを付与

4a. 養育した子ども数が年金の早期受給の要件（チェコ，イタリア，スロバキア）

4b. 最終的な年金給付額を養育した子ども数に応じて増額（フランス）

出所：D’Addio（2012）より筆者作成。



01-07_社会保障研究_特集（丸山）_SK.smd  Page 8 16/09/12 14:35  v2.20

バランスをいかに図るかの対応策は，国によって

異なる。

表2は，OECD諸国の育児期間に対する年金ク

レジットの類型である。また，日本を含めた主要

先進国における育児期間の取り扱いは，表3の通

りである。以下，表2と表3から，年金制度上にお

ける育児期間への配慮について比較する。

D’Addio（2012）による表2の4類型を順番にみて

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2330

表3 主要国の年金制度上の育児期間に対する配慮

妊娠・出産 子育て期間

日本
厚生年金加入者のみ，産前産後休業期

間は労使ともに保険料免除。

・CPP厚生年金加入者のみ育児休業期間中は労使ともに保険料免除。

・CPP育児休業終了後，３歳未満の子を養育する者で養育期間中の各月の標

準報酬月額が，養育を始めた月の前月と比べて低下した期間については，将

来受け取ることになる年金額の計算に際して，子の養育を始めた月の前月の

標準報酬月額（従前標準報酬月額）を当該養育期間（子が３歳に達するまで

の期間）の標準報酬月額とみなす。実際の保険料負担は減額された標準報酬

に基づく。

カナダ
なし。税方式のOASおよび右記の制度

で対応

・Child rearing Drop-out Provision（CPP）：7歳未満の子どもの養育のために

平均報酬が減額となった期間を，平均報酬算定の期間から除外が可能。主た

る養育者であること，Family Allowance Canada Child Tax Benefitの受給者で

あること等が条件。

フランス

出産休暇期間の給付は，保険加入期間

とみなされる（子どもの出生順位，双

生児等に応じて期間は異なる）。

・2010年以降に出生した，または養子になった子の母親には，就業を継続し

ているが休業しているかにかかわらず，公的年金制度において1子あたり４

四半期分の年金クレジットが付与される。さらに，生物学上のいずれかの親

には４年分のクレジットが付与される（教育期間１年ごとに１四半期）。

・16歳に達するまでに養育した期間が９年以上ある子どもが３人以上いる場

合には，両親とも公的年金の最終的な支給額が10％増額される。

・子を養育するために就業していない期間と短時間勤務の期間は，最低賃金

を得ていた者としてクレジットが付与される（AVPF)。クレジットの付与

期間は2人目までは最大3年間で，3人目以降にはさらに拡大される（家族給

付や所得状況による異なる）。この年金クレジットは，公的年金制度におけ

る子1人あたり2年間のクレジット付与と併用できる。

ドイツ

妊娠のため就労出来なかった期間は，

本人が17歳以降年金受給開始までに納

めた保険料納付額の平均保険料を納め

たものとみなす。

・1992年以降に生まれた3歳未満の子どもを養育する期間は，両親のうちど

ちらか一人の親について全被保険者の平均報酬に相当する保険料を支払っ

たものとみなされる。短時間勤務等で就労した場合にも同様の取扱いとす

る。両親間で分け合うことも可能である。

・10歳までの子がいて就業する期間は，自身の拠出によるポイントに加え，

1年につき全被保険者平均の0.33ポイントの年金クレジットを加算される。

ただし，全合計が1ポイントを超えることはできない。

・親の就業状態を問わず10歳未満の子どもが２人以上いる場合は，対象児童

1人につき，全被保険者の平均賃金の0.33ポイントが付与される。

スウェーデン
なし。育児休業給付は保険料賦課対

象。

・親給付（parental benefit）受給者に年金権付与。子育ての期間は，両親の

うちどちらかのみが保険料負担を国が肩代わりする。両親がともに権利を

満たした場合は，両親のうちのどちらかの選択制であるが，希望が提示され

なければ，低所得の者に付与。子どもが４歳までの期間のうち1年だけが年

金権を付与される。

・子どもの養育期間中は，次の各条件別の適用となる。①従前より低所得・

無収入になった場合は出生前年の所得，②低所得または出生前から就労して

いない場合：平均賃金の75％，③従前から収入の変動がない場合：所得基礎

額を基礎とした保険料納付記録がつく。のいずれか高額の所得を基礎とし

た保険料納付記録がつく。

イギリス

妊娠期間中（maternity payments受給

中）は，ＮＩのクレジットが付与。妊

娠給付，親給付受給期間中にＮＩの保

険料最低賦課額まで収入が到達しなく

ても，保険料納付期間として扱う。

・12歳未満の子を養育し児童手当（一方の親のみ）を受給中であって，無業

または低収入になった期間についてはClass3（任意加入）の保険料納付期間

として扱う。

アメリカ なし。ただし，もっとも収入の高い35年間を平均収入の算定基礎に利用することで間接的に配慮。

出所：D’Addio（2012），Fultz（2011），Jankowski（2011），OECD（2013，2015），第27回社会保障審議会年金部会資料（平成26年11月4日），

各国ホームページより筆者作成。



01-07_社会保障研究_特集（丸山）_SK.smd  Page 9 16/09/12 14:35  v2.20

いこう。（1）の就業状態を問わずに育児期間に年

金クレジットを付与する手法とは，就労を調整す

ることによる育児コストの補てんではなく，育児

労働そのものを年金制度上で評価することを意図

した制度である。たとえば，所得比例型年金を採

用するフランスでは，親は1子につき4四半期分の

年金クレジットとさらに生物学上の親のどちらか

に4年分のクレジットを付与されるので，保険料

納付せずとも年金給付も保険料納付歴も与えられ

る非常に手厚い制度となっている。ドイツも，3

歳未満の子どもを養育する期間については，親の

いずれかに全被保険者平均賃金に基づく保険料納

付歴を与えている。この規定は，低所得世帯の女

性にとっては，自身の保険料納付歴の換算面で有

利に扱われることになる。

（2）の育児による就業中断期間に年金クレジッ

トを付与するというのは，育児による就業中断期

間などの収入低下の補てんを意識している方式で

ある。2aの方式はルクセンブルクのように，育児

期間中の保険料拠出において，受給資格期間や年

金額の算定基礎などで有利な取り扱いをする方式

である。2bではカナダのように，最終的な所得比

例年金の算定基礎となる報酬額を計算する際に，

低所得になった育児期間を除外して計算すること

で，老齢年金額の低下を防ぐ方法である。2cの年

金加入資格要件として扱うというのは，一時的な

労働市場からの退出や短時間労働の期間を年金加

入期間に算定する方法で，受給資格年数の要件を

満たす支援ということになる。2dのギリシャの方

法は，父母のいずれかが子ども数に応じて，年金

受給資格期間に算入できる仮想の被保険者期間を

与えられるという措置である。

（3）については，税方式により保険料納付歴そ

のものを問わない方式を採用する，あるいはアメ

リカのように最も高い35年間の平均賃金に比例す

る年金制度であるために，短期の就業中断であれ

ば年金受給額に影響しにくいという，制度に内在

する特徴を活用した方法である。

（4）については，出生率向上を明確に意図した

制度である。早期引退の希望が強いイタリアで

は，子どもが3人以上いる場合には母親の年金額

の増額あるいは早期引退のいずれかの選択肢が与

えられている。フランスでは，子どもを3人以上

持った場合には，最終的な年金給付額を10％増額

することをしている。現在では，（1）の規定も含

め，出生率向上のインセンティブを強く意識した

制度設計となっている12)。

Ⅴ 年金制度における子育て期間配慮の効果

1 年金給付水準と所要コスト

年金制度上での子育て期間の配慮は，年金給付

額の改善にどの程度影響を与えるのであろうか。

D’Addio（2012）の試算によると，OECD諸国の平

均では，おおむね3〜7％程度，子育て期間配慮に

よって，育児期間の就業中断による年金給付水準

の低下が緩和されるという。その影響は国によっ

て制度設計が異なるため，大きく異なる13)。

図2は，女性が20歳で就業を開始し，その国の平

均的な引退年齢まで一度も就業を中断することな

く常勤で働いた場合の公的年金の給付水準を1と

した場合，同じ条件で子どもを2人持ち，育児によ

る就業中断期間（育児休業制度利用を含む）が5年

または10年であった場合の公的年金の給付水準を

比較した結果である〔OECD（2015），p.95〕14)。す

べての国について，2014年現在の年金制度におけ

る育児期間の配慮規定が反映されており，5年間

の就業期間による所得代替率の影響の昇順に掲載

している。むろん，実際には，離職期間が長期化

するほど再就職は難しく，従前と同水準の賃金が

得られる保障はなくその程度も国によって大きく

異なるはずである。本試算は，長期の離職期間が

12) 1972年にAVPFに最初に育児クレジットが導入された際には，低所得世帯の親の大幅な年金減額を防ぐという

目的であったという〔Jankowski（2011）〕。
13) 女性の就業率が極めて高いスウェーデンでも，同制度によって女性の年金受給額は10％程度改善したと試算さ

れている〔Zaldi（2010）〕。
14)試算の詳細については，OECD（2015）の3章，6章，11章を参照されたい。
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あっても，従業上の地位や賃金水準には影響を与

えないという前提であることに注意が必要であ

る。

図2より概して，ほとんどの国で育児による就

業中断期間がある場合の所得代替率は1を下回っ

ており，年金制度における育児への配慮措置は，

就業中断の影響を帳消しにするわけではないこ

と，そしてその減額幅は休業期間が長期であるほ

ど，大きいことがわかる。OECD平均で，所得代

替率は5年で約0.97，10年で約0.94にまで低下す

る。

一方で，フランス，ルクセンブルク，ノル

ウェーの5年休業した場合の所得代替率は1を上

回っており，休業しない場合よりも高額な年金受

給ができるという結果が示されている。先述した

ように，フランスやルクセンブルクの就労形態を

問わずに寛大な年金クレジットを付与する制度や

ノルウェーのように，6歳未満の子どもの養育期

間に，フルタイム労働者の平均賃金額の71％相当

の賃金を得ているものというみなし報酬額が与え

るなどの有利な制度が受給額増に影響している

〔OECD（2015）〕。いずれの国も，労働市場におけ

る若年女性の平均賃金水準を考慮すると，有利な

算定方法が年金額の増額につながっている。

しかし，これらの国でも休業期間がさらに延長

すれば，優遇措置はなくなり，大幅に所得代替率

は低下する。また，本試算では子どもは2子とい

う前提条件であったが，フランスのような多子世

帯への給付増の制度を考慮すれば，多子世帯の年

金受給額はさらに増加することになる。

もう1つは，スロベニア，カナダ，アイルラン

ド，ニュージーランド，スペイン，イギリス，ア

メリカのように，育児による休業が全く影響を受

けない国である。これは税方式を採用しているた

めに居住年数のみで給付額が決定する場合と，年

金加入期間のうち特定期間のみを年金の給付額に

反映させるために，育児による就業中断の影響が

出ないことによる。例えば，カナダは5年間，10年

間の就業中断期間があっても，所得代替率は1の

ま ま で 変 わ ら な い。こ れ は，Child-Rearing

Provisionが7歳未満の子どもの養育期間に適用さ

れ，この低所得の期間を老後の年金額の算定基礎
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図2 育児による就業中断期間別にみた公的年金の所得代替率に及ぼす影響（2014年）
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から除外される影響が大きい。カナダでは，

General Drop-out Provisionもあり，2014年以降の

期間については，理由を問わず算定期間の17％，

最大8年間まで低所得になった期間を老後の算定

基礎から除外することが認められている。

それ以外の国々は休業期間が長期化するほど，

その影響が大きくなる。日本では，現在育児・介

護休業法による育児休業等期間（短時間勤務含

む）について，健康保険・厚生年金保険の保険料

は，被保険者・事業主の両方の保険料負担が免除

されることになっている。その間は保険料納付期

間として扱われ，休業前賃金を基準として老後の

年金額が計算される。しかし，5年，10年と休業期

間が長期化すると，所得代替率は5年で4％，10年

で7％程度低下するということになる。なお，図

には記載されていないがOECD（2015）では平均

賃金の半分の賃金で働く者，同2倍の賃金で働く

者の場合の影響も試算されており，日本において

5年休業した場合，半分の賃金水準の場合には

0.97，2倍の場合には0.95となっており，高賃金を

得る者の方が，減額幅が大きくなっている。

2 年金制度上における家族ケア支援の論点

年金制度上で子育て支援を行う制度設計上の論

点として，3点をあげる。第1の論点は，利用対象

者を父母のいずれにするのかという点である。子

育てのための就業中断は専ら母親が多いために，

母親のみを対象とする国が多い傾向にある。ジェ

ンダーに対して中立的であるならば，夫婦間の分

割や実質的に子育てによる年金制度上の不利益を

被る者とする制度設計が妥当であろう。実際，ド

イツは夫婦間でのクレジットの分割が認められて

おり，スウェーデンでは本人たちから希望が提示

されなければ，年金クレジットは夫婦のうちの収

入の低い方に付与されるという配慮がなされてい

る。

第2の論点は，対象者の就業形態の範囲と，対象

期間とみなし報酬額の水準の設定である。現在の

日本では産休中，育児休業期間中の保険料免除な

どの恩恵は第2号被保険者に限定されている。第3

号被保険者はもともと保険料負担がないので，問

題は第1号被保険者の取り扱いである。すでに第1

号被保険者の産前産後休暇期間に相当する期間に

ついて保険料免除を認める法律案が国会に提出さ

れたが，現時点では継続審査となっている。表1

で見たように，日本の高齢単身女性の貧困率の高

さを説明するには，過去の就業歴，年金拠出歴と

の関連性の分析が必要であるが，第3号被保険者

制度や第2号被保険者の育児休業期間中の保険料

免除規定による貧困削減効果は，安定した夫婦世

帯を対象とした限定的ものである可能性は否めな

い。仮に，全被保険者に対して育児期間の配慮を

導入するならば，その目的が育児労働の評価であ

るのか，育児による収入低下の補てんであるかの

明確な整理が必要で，第3号被保険者制度も含め

た大幅な制度の組みかえを要する。さらに，児童

手当や保育所などの外部サービスによる便益の帰

着も考慮すべきであり，社会保障制度全体の再構

築が必要となる。

次に，クレジットの算定方法や対象期間の設計

である。OECD加盟国のなかでも，子育てへの配

慮期間やみなし報酬額の設定方法は多岐にわた

る。こうした優遇措置は財源問題だけでなく，女

性の就業インセンティブやキャリア形成への影響

を検討する必要があるからである。

Barr and Diamond（2010）は，育児期間の年金ク

レジット導入に際し留意事項を説いている。なか

でも，育児クレジットが就労インセンティブに与

える負の影響は，日本でも無視できない論点であ

る。母親の労働市場への参加インセンティブと，

自分で子育てをするのか，保育所などの外部サー

ビスを利用するのかといった意思決定への中立性

の確保は非常に重要な論点で，育児クレジットが

過度に充実してしまうと，労働市場の就労よりも

家庭で子育てをした方が高額な年金受給額に結び

つくことになりかねない。特に低所得者層にとっ

ては，その影響は大きい。

育児クレジットの水準と女性の就労インセン

ティブの関係性の検討をするため，ドイツ，カナ

ダ，スウェーデンの取り扱いを比較しよう。ドイ

ツでは，両親のうち1人が3年間，1年につき1ポイ

ント，就労にかかわらず，全被保険者平均の保険

女性と年金問題の新たな視点――家族ケアへの配慮と適用拡大問題―― 333
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料納付記録が付与される。若年世代や低所得者層

の女性にとっては，実際の収入額に基づく記録よ

りも男女合計の加入者平均の報酬額という有利な

年金記録が与えられるため，子育て中の低所得世

帯に手厚い設計となっている。年金制度だけで判

断すれば，収入の低い配偶者が保険料納付記録の

ためだけに働くインセンティブはない。老齢年金

の受給資格期間が5年と短いドイツでは，子ども

を2人養育すれば老齢年金の受給権が得られるこ

とになる。

ただし，加入者平均の報酬額が付与される3歳

までの優遇期間を過ぎ，それ以降も無職でいる場

合には年金クレジットは加入者平均の0.33まで低

下する。当然ながら，今後女性が高学歴化し，子

育て世帯の女性の就業率が上昇すれば，こうした

制度上のメリットは縮小していくだろう。逆に休

業期間が短い高所得の女性にとっては，同制度に

よる恩恵は相対的に小さく，保育所などの両立支

援政策の方が年金クレジットよりも有利な制度と

なる。ドイツの制度は，加入者平均の標準報酬よ

りも高い賃金水準で働く女性にとっての魅力は小

さいものの，公的保育サービスの補完としての家

庭内の子育て支援と所得再分配の機能に着目した

制度設計といえる。

老後の年金の基礎額を計算するときに休業期間

の報酬額を除外して計算するカナダのような方式

では，フルタイムで就業を継続して，短期間だけ

就業を中断する，あるいは育児休業制度を利用す

るようなライフコースをとる，高所得層に相対的

に有利な制度設計となっている。

最後に，就業選択の中立性に配慮した制度設計

として，スウェーデンを挙げる。スウェーデンは

表3の通り，3つの選択肢のなかから最も有利な算

定方法の選択が可能となっている。当該期間の保

険料はすべて政府が負担するが，最初の選択肢

は，子どもが生まれる以前には高収入で働いて，

短期間のみ労働時間を大幅に減少（休業）させた

世帯にとって有利な算定方法である。第2の方法

は，出生前が低所得であり，短期間のみ労働時間

を大幅に減少（休業）させた世帯にとって有利な

算定方法である。第3の方法は，出産後まもなく

職場復帰し，出産前と同様に働く者に有利な方法

で，現実の所得に加え，所得基礎額のクレジット

を追加（拠出年金制度における所得上限額まで）

することで，いずれの方法でも老後の年金額の算

定に有利になるよう工夫しつつ，老後の年金受給

額は早期の職場復帰を促す第3の方法がもっとも

高額になるように配慮されている点が特徴であ

る。

日本の場合には休業期間中や短時間労働などで

低賃金になった期間については，休業前賃金をみ

なし報酬額として使用している点はスウェーデン

の最初の選択肢に類似しているが，対象者は職場

復帰を前提とした厚生年金加入者に限定され，自

営業者や専業主婦などは対象外になっている。

財政支出額についても比較しよう。Jankowski

（2011）によれば，フランスは，2006年の時点で，

子育てクレジットの費用は総給付額の13％相当

で，AVPFのコストは2004年から2015年にかけて2

倍に増加したという。当然ながら給付設計によっ

て支出額は大きく異なり，ドイツは2010年時点

で，約120億ユーロで，年金の総支出額2,380億

ユーロの5％相当，スウェーデンは2008年時点で

全年金支出額の2％程度と試算されている。ただ

し，これらの費用推計は単年度推計であり，実際

の受給者が増加する今後の財政影響を考慮する必

要がある。これまで比較してきた先進国では，ド

イツやスウェーデン，イギリスの財源は税で賄わ

れ，フランスは税と保険料，日本とカナダは保険

料となっている。

一方，こうした配慮が，女性の就業行動に与え

る影響を検証した先行研究はきわめて少ない。ド

イツの制度改正の影響を分析した研究では，女性

の 労 働 供 給 に は 影 響 は な か っ た と い う

〔Thiemann（2015）〕15)。乳幼児を抱える母親の就

業行動には，育児休業制度や保育所整備など，そ

15)ドイツでは，1992年に年金制度上の子育ての配慮期間を1年間から3年間に延長する制度改正が行われた。それ

によって，より母親たちが家庭内での子育てに専念するようになったかについては，影響がないとの結果であっ

た。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2334
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の時点での子育て支援策が大きな影響を与えてお

り，将来の年金給付の変化が与える影響は少ない

と考えられる。

最後の論点は，家族ケアの対象を育児以外の高

齢の親の介護などを含めるかという点である。日

本では介護休業制度取得中の所得保障制度として

は，雇用保険制度から介護休業給付は給付される

ものの，社会保険料負担については育児休業制度

とは異なり免除とはなっていない。海外における

年金制度上での取り扱いを比較すると，障害児を

養育している親への配慮規定を持つ国はあって

も，高齢の親の介護について明確に年金制度上で

の評価を行っているのはごく少数にすぎない（表

4参照）。ドイツでは，介護保険から介護により短

時間または不就労の家族介護者制度の年金保険料

負担を行っている。ただし，これらの施策は「自

宅で家族を介護することを促進」〔齋藤（2013），

p.19〕を目的としていることに注意が必要であ

る16)。

介護サービスの外部化や家族介護の現状は国に

よって大きく異なる。日本では，結婚年齢が上が

るとともに，子育てと家族介護のダブルケアの負

担が注目をされている〔内閣府（2016）〕。また，

障害児のケアは主として母親が担っていることや

年間10万人を超える人々が介護離職をしている状

況を考えると，日本において年金制度上の配慮を

子育て以外にも拡充すべきかという再検討が必要

である。こうした出産育児や家族介護も含めた家

族ケアの評価は重要な政策課題となろう。

Ⅵ 労働市場の非正規化と適用拡大の必要性

日本に限らず，多くの先進諸国において，労働

市場の非正規化が進んでいる。非正規労働者の公

的年金の未納・未加入，事業主の厚生年金の適用

逃れは大きな問題となっており，非正規労働者の

老後の低年金・無年金問題が懸念されている。加

えて，マクロ経済スライドが適用されると，基礎

年金の給付水準は大幅に低下し，老後の所得保障

としての役割はますます縮小することになる。

労働市場の非正規化に依存する社会では，社会

保険の防貧機能を強化しない限り，そのセーフ

ティネットからこぼれ落ちる人々を助ける手段

は，生活保護しかない。その強化策の1つが，社会

保険の適用拡大であり，もう1つが最低年金の導

入である。

16)詳細な制度設計は，齋藤（2013），Jankowski（2011）を参照されたい。
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表4 年金制度における障害児または家族介護への配慮

障害児または家族介護への配慮 家族介護のみ

日本 なし なし

カナダ

なし。ただし，理由を問わずに低所得期間を平均報酬の算定から除外できるGeneral Drop-Out

Provision（2014年以降，算定期間の最大17%（8年）まで除外可能）が利用可。子育て用のChild-

rearing provisionと併用可能。

なし

フランス RGAVTS（重度の障害児を養育している母親は２年間の年金クレジットを付与される） なし

ドイツ

長期ケアを必要としている子どもの養育のため就労できない介護者には，子どもが18歳に達する

までの期間，最大平均所得の最大50％までの年金クレジットを付与。ただし，介護者が最低25年間

以上の保険料拠出期間が必要。

あり

スウェーデン

病気または障害児のケアのために最低６年間就労できなかった両親には，特別の年金の加算が支

給される可能性がある。子どもが障害年金，障害手当または類似の給付を受給していることが条

件で，最低６年間，最大15年間が配慮される。親の年金受給額が満額以下であった場合には，加算

額もそれに対応して減額される。

なし

イギリス

介護手当受給者はClass１(被用者）の保険料記録付与。所得保障を受ける介護者の場合はClass3

（任意加入）の保険料記録付与。介護者が16歳以上で年金受給開始年齢未満かつ週20時間以上，病

気または障害のある家族をケアしている場合，Care’s Creditを付与。

あり

アメリカ なし。ただし，もっとも収入の高い35年間を平均所得の算定基礎に利用することで間接的に配慮。 なし

出所：表３と同じ。
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2012年の社会保障・税一体改革では，社会保険

の適用拡大の道筋が定められ，2016年10月より短

時間労働者にも社会保険の適用拡大が実施される

ことになっているが，適用対象者は限定されてい

る17)。それでも現在，第3号被保険者，第1号被保

険者になっている非正規労働者の多くを厚生年金

加入者に取り込むことで，貧困予備軍を減らす効

果が期待できる。さらに，平成26年年金財政検証

によれば，適用拡大の範囲を大幅に広げ，年金の

支え手を増やすことが，年金財政の改善にも2号

期間の長期化にも効果があるという。すでにEU

諸国では民間被用者年金と短時間労働者向け年金

の統合や被用者保険の加入要件や老齢年金の受給

資格年数の緩和が行われ，適用拡大は一つの改革

の流れにもなっている。ただ，日本と事情が異な

るのは複雑な加入要件は設定されておらず，保険

料賦課下限額は新たな基準の1つである年収106

万円よりも低い国が大半である。イギリスの一層

型年金やドイツの適用拡大などの欧州の改革は，

非正規労働者を被用者年金に取り込み，いわば適

用拡大と所得再分配機能の強化の両方を果たした

政策ともいえよう18)。

日本の社会保険の適用拡大は，第3号被保険者

層の縮小と非正規労働者の所得保障の拡充を図っ

たものと位置づけられるが，勤務先の従業先規模

による適用の分断，新たな106万円の壁による就

業調整など導入後の効果は不透明な部分が多い。

負担増を嫌う事業主からの反発は根強いが，長期

的な視点にたてば，防貧機能の強化の社会的便益

は大きく，社会保険の適用拡大のさらなる拡充が

急がれる。

もう1つの重要な視点が，最低年金の導入であ

る。OECD（2015）も指摘するように，今後，先進

国の多くで年金額の実質価値の低下が予想されて

いる。日本の公的年金には最低年金制度はなく，

マクロ経済スライドによって大幅に給付水準が低

下すれば，基礎年金が老後の所得保障として果た

す役割はますます小さくなる。加えて，医療保険

や介護保険の利用者負担は財政難を理由に一定の

水準の低所得者からも徴収する改正が行われてお

り，低所得者層の家計はさらに厳しいものとな

る。

現時点での女性の就労をとりまく配偶者控除，

配偶者手当などの見直しについては，各審議会，

研究会が個別に検討している状況にある。女性の

就労や所得保障，家族ケアのあり方の議論には，

税制や児童手当，介護保険等も考慮した制度横断

的な議論が不可欠である。複数の制度の改廃を想

定し，家計や労働市場に及ぼす効果を検証した議

論が開始されることが望まれる。

Ⅶ おわりに

年金制度が家族像や労働市場の変化にどのよう

に対応すべきであるかという問題意識から，家族

ケアへの対応と労働市場への非正規化への対応の

あり方を検討してきた。その結果，以下の点が明

らかとなった。

① 公的年金制度は，多くの国で男性稼得モデル

を前提として展開されてきたが，家族像や労働市

場の変容との齟齬が生じている。改革の動向とし

ては，個人単位化の導入や育児や介護などの家族

ケアを年金制度上で配慮する方向がみられる。

② 家族ケアに対する年金制度上の配慮の導入に

際しては，女性の就業インセンティブを阻害しな

い制度設計に配慮する必要がある。また，第3号

被保険者制度を含め，女性と年金制度に関する見

直しも必要である。

③ 労働市場の非正規化に対応した，社会保険の

セーフティネット機能の拡充策として，さらなる

社会保険の適用拡大と最低年金の導入の検討が必

要である。

17) 現行の所定労働時間週30時間以上から，以下の5要件をすべて満たす労働者とされている。①週20時間以上，②

月額賃金8.8万円以上〔年収106万円以上〕，③勤務期間1年以上見込み，④学生は適用除外，⑤従業員501人以上の

企業で，適用対象者は約25万人と推計されている。週20〜30時間で働く短時間労働者総数が400万人であるため，

実質的な新たな適用対象者は6.3％にすぎない。
18)両国の詳細な改革に関する邦文に，藤森（2015），福島（2015）がある。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2336



01-07_社会保障研究_特集（丸山）_SK.smd  Page 15 16/09/12 14:35  v2.20

社会的弱者の姿は社会経済の進展とともに変化

する。税制や社会保障制度も柔軟な対応が必要で

あり，制度横断的な改革が急がれる。
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New perspectives on women and pension system:

Coping with family care and extending social

insurance to part-time workers

Katsura MARUYAMA＊

Abstract

The purpose of this study is to analyze the pension system for women, with focusing on caregiver

credits and to expand the eligibility for social insurance in the context of future reforms to the Japanese public

pension system. The summary of the results is as follows:

1. The current pension system assumes that after retirement, wives rely on husbands for their

income and that wives over the pensionable age receive a derived pension proportional to their

husband’s pension benefit. Under the current system, the only compensation received by unpaid

caregivers is based on their marital status and their own employment status. Some countries

reformed the women’s pension system to provide for individuals who spend time out of the

workforce caring for dependent children and sick or elderly relatives.

2. As regards childcare credits, attention must be paid to avoid influencing women’ s labor

incentives, which is an implication relevant to Japan. It is also necessary to reform the entire

pension system, including the system of category-3 insured persons.

3. It is important to expand the eligibility for social insurance for workers with fixed-term

employment contracts and introduce a minimum pension for low-income households.

Keywords：category-3 insured persons, poverty rate, childcare credit, expand the eligibility for social

insurance
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Ⅰ 障害年金の現状と動向

本稿に与えられたテーマは，障害年金の課題と

展望である。その検討に入る前に，各種データに

基づいて，障害年金の現状と動向を確認しておき

たい1)。

1 障害年金の受給者数と給付総額

（1） 障害年金の受給者数

日本の障害年金の受給者数は，厚生労働省「平

成25年度 厚生年金保険・国民年金事業年報」によ

れば，2013年度末現在，厚生年金保険と基礎年金

（同一の年金種別）を併給している者の重複分を

控除した数値で見て，約200万人となっている（表

1）。このなかには，1985年改正前の旧法に基づく

障害年金の受給者なども含まれているが，そのほ

とんどが，国民年金から支給される障害基礎年金

の受給者（約173万人）か，厚生年金保険から支給

される障害厚生年金の受給者（約34万人）である。

とりわけ，障害基礎年金の受給者が多く，さらに，

その受給者のうち約148万人は基礎年金のみの受

給者となっている。この人数は障害年金受給者の

およそ4分の3に相当する。「事業年報」の「基礎の

み」の定義上，障害基礎年金と障害共済年金の併

給者，障害基礎年金と老齢厚生年金の併給者など

＊流通経済大学経済学部 准教授
1) 本稿では障害年金の制度解説は割愛している。実務面も含めて，詳細に記述されているものとして，精神障害

年金研究会（2013）が挙げられる。

障害年金の課題と展望 339

特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

障害年金の課題と展望

百瀬 優＊

抄 録

日本の障害年金は，精神障害や知的障害による受給者の増加に直面しているが，国際的に見れば，受

給者率も財政規模も大きい訳ではない。その一方で，現行制度は，障害認定の地域差，無年金障害者問

題，給付水準の低さ，加算制度の非効率性，防貧機能の低下，給付対象範囲の狭さ，就労する受給者に

対する取扱いの格差などの課題も抱えている。

こうした課題に加えて，障害者の所得や貧困の状況などから，障害年金の見直しに対する期待は大き

い。また，2004年改正で導入されたマクロ経済スライドにより，長期的に見れば，障害者の所得保障は

後退していくことも予想される。しかしながら，保険料水準固定方式により，障害年金そのものを充実

させることが難しくなっている。

キーワード：障害年金，年金改革，生活保護，障害者手当，障害者施策

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 339-353.
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が含まれることを考慮する必要はあるが，それで

も，旧法拠出制の受給者もあわせて，障害年金受

給者では，その多くが報酬比例部分を受け取って

いないことになる。老齢年金では，基礎のみの受

給者が少数派であることとは対照的である。

障害年金で基礎年金のみの受給者が多いことに

ついてはいくつかの理由が考えられる。ひとつ

は，老齢厚生年金と障害厚生年金の支給要件の違

いである。例えば，厚生年金保険の加入期間があ

る者が，失業を経験したり，自営業や厚生年金未

適用の非正規雇用に転職したり，早期退職をした

としても，老齢基礎年金の受給資格期間を満たせ

ば，老後に老齢厚生年金が支給される。それに対

して，厚生年金保険の加入期間がある者であって

も，初診日（障害の原因となった疾病・負傷につ

いて初めて診療を受けた日）が，失業中，転職後，

早期退職後となった場合，被保険者要件を満たさ

ないため，障害厚生年金は支給されない。

もうひとつは，第30条の4，附則第25該当（以

下，「30条の4」）の障害基礎年金受給者の存在であ

る。「30条の4」は，初診日に20歳未満であった障

害者に対する年金給付および旧障害福祉年金の受

給者であった者に対する年金給付であるため，同

一の年金種別では，基礎年金のみとなる。「30条

の4」の受給者数は，2013年度末現在，約100万人

であり，障害基礎年金受給者に占める割合は低下

傾向にあるが，現在でも6割弱となっている（障害

年金受給者全体に占める割合は約5割である）。

「30条の4」の割合が高い理由としては，（a）旧障

害福祉年金の受給者が現在でも少なくないこと，

（b）拠出要件が求められないので，無年金が生じ

にくいこと，（c）それ以外の障害基礎年金よりも

受給者1人当たりの受給期間が長いことなどが考

えられる。

（2） 受給者数の推移

障害年金受給者数の推移を見た場合，その数は

増加傾向にあり，2003年度末からの10年間で，国

民年金計で1.23倍（人数で340,635人増加），厚生

年金保険計で1.17倍（人数で56,506人増加）に

なっている。また，社会保険庁「昭和61年度 事業

年報」によれば，基礎年金が導入された直後の

1986年度末において，（旧法拠出制の受給者も含

めた）国民年金の障害年金の受給者数は約100万

人であり，2013年度末までの間に受給者数が1.8

倍になったことが分かる。国民年金の障害年金受

給者数が総人口に占める割合（受給者率）も，

1986年度末の0.83％から2013年度末の1.42％へと

増加している。

受給者増の要因については，百瀬（2014）が分

析をしている。その結果によれば，1980年代後半

から1990年代中盤にかけては，主として，（障害年

金を受給する確率が相対的に高い）中高年齢層の

増加などの人口構成の変化によって，障害年金の

受給者数や受給者率が増加していたのに対して，

その後の増加については別の要因によるところが

大きくなっている。特に，1990年代中盤以降，精

神の障害（精神障害＋知的障害）に基づく新規裁

定件数の増加とその後の受給期間の長期化が精神

の障害による受給権者数を増加させており，近年

は，その増加だけで，障害年金受給者数全体の増

加がほぼすべて説明できる。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2340

表1 制度別の障害年金受給者数（2013年度末現在）

単位：千人

厚生年金保険計 397

旧法厚生年金保険 49

新法厚生年金保険 343

（再掲）基礎あり 225

旧法船員保険 2

旧共済組合 4

（再掲）基礎あり 2

国民年金計 1,800

旧法拠出制 66

新法基礎年金 1,734

（再掲）基礎のみ 1,484

共済組合 39

合計 2,009

注1：合計は，厚生年金保険と基礎年金（同一の年金種別）を併給

している者の重複分を控除した数である。注2：「基礎あり」

は基礎年金（同一の年金種別）を併給している者の数であ

り，「基礎のみ」は同一の年金種別の厚生年金保険（旧共済組

合を除く）の受給権を持たない基礎年金受給者の数である。

出所：厚生労働省「平成25年度 厚生年金保険・国民年金事業年

報」より作成。
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（3） 障害年金の給付総額

受給者の増加に伴って障害年金の財政規模も拡

大している。国立社会保障・人口問題研究所「平

成25年度 社会保障費用統計」によれば，機能別社

会保障給付費の障害年金は1兆9,715億円（対国民

所得比0.54％）となっており，同データが利用可

能となった1994年度の1兆4,320億円（対国民所得

比0.39％）から一貫して増加している。内訳を見

た場合，厚生年金保険が3,011億円，国民年金が1

兆5,878億円となっており，給付総額で見ても国

民年金が障害年金の中心となっている。この約2

兆円という給付総額は，老齢年金の約45兆円，遺

族年金の約6.5兆円と比較すれば小さいものの，

失業者に対する現金給付総額を上回る規模になっ

ている。

ただし，障害年金給付費が社会保障給付費全体

に占める割合は，社会保障給付費全体の大幅な増

加により，この間に2.36％から1.78％に低下して

いる。また，この間の障害年金給付費の伸び率

は，遺族年金給付費の伸び率と同程度であり，そ

れが突出して増加している訳ではない。さらに，

国際的に見ても，障害年金の規模が大きくなって

いるとは言えない。むしろ，日本の障害年金受給

者数は，特に生産年齢期の受給者数が，人口比で

見た場合，欧米諸国に比べて極めて少ない。そし

て，日本の障害年金給付費総額は，対GDP比で見

ても，公的社会支出総額に占める割合で見ても，

その規模が小さいところに特徴がある〔百瀬

（2011），pp.204-205〕。このような受給者数や給付

費総額の違いは，日本だけ健康状態が特別に良い

ということでなければ，障害年金の給付対象者の

範囲や給付水準など，制度的な要因によるところ

が大きいと考えられる。

2 受給者（受給権者）実態

ここでは，受給者の実態について，厚生労働省

の実施する標本調査である「平成26年 年金制度

基礎調査（障害年金受給者実態調査）」（以下，「障

害年金受給者実態調査」）で確認していきたい。

（1） 受給者の特性

まず，受給者の性別構成割合は，障害基礎年金

のみの受給者（旧法拠出制の受給者も含む）では，

男女ともほぼ同じであるのに対して，障害厚生年

金の受給者（旧法厚生年金保険の受給者も含む）

では，男女間の雇用状況の差を反映して，男性が

7割，女性が3割と男性の割合が高くなっている。

ついで，受給者の等級別構成割合を見た場合，

障害基礎年金のみの受給者では，1級が42.3％，2

級が57.7％，障害厚生年金の受給者では，1級が

16.9％，2級が48.6％，3級が34.5％となっており，

いずれも2級の受給者が多くなっている。特に，

精神障害で2級が多くなっている。前回調査（平

成21年）と比較した場合，障害基礎年金のみの受

給者については，1級の受給者数が1万人減る一方
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表2 障害年金受給者の傷病名別構成割合 単位：％

傷病名

厚生年金・

国民年金計

厚生年金計 国民年金計

呼吸器系結核 0.1 0.2 0.1

腸・腹膜の結核 − − −

骨・関節の結核 0.1 0.0 0.1

その他の結核 0.0 0.0 −

梅毒 0.0 0.0 −

精神障害 31.0 35.4 29.9

脳血管疾患 8.1 14.3 6.6

視器の疾患・外傷 4.8 4.1 5.0

循環器系の疾患 2.2 6.5 1.1

じん肺症 0.0 0.1 −

脊柱の外傷 1.3 3.2 0.9

上肢の外傷 1.5 3.0 1.1

下肢の外傷 1.2 1.8 1.0

その他の外傷 0.9 1.6 0.8

耳の疾患・外傷 5.1 0.7 6.1

脊柱の疾患 1.9 1.4 2.0

関節の疾患 2.9 3.9 2.7

中枢神経系の疾患 5.9 3.5 6.5

呼吸器系の疾患 0.2 0.5 0.2

腎疾患 4.7 8.0 3.9

肝疾患 0.1 0.2 0.1

消化器系の疾患 0.2 0.5 0.1

血液及び造血器の疾患 0.2 0.1 0.2

糖尿病 1.5 4.9 0.7

新生物 1.1 3.4 0.5

その他 1.8 2.7 1.6

知的障害 23.2 − 29.0

出所：厚生労働省「平成26年 年金制度基礎調査（障害年金受給者

実態調査）」より作成。



01-09_社会保障研究_特集（百瀬）_SK.smd  Page 4 16/09/12 13:41  v2.20

で，2級の受給者が12万人増加し，障害厚生年金の

受給者では，1級が0.3万人増加，2級が2.3万人増

加，3級が0.9万人増加しており，近年の受給者増

はほとんどが2級で生じている。当然に，受給者

の構成割合においても，2級の占める割合が高

まっている。「事業年報」によれば，2013年度の障

害基礎年金の新規裁定受給者の7割以上が2級で認

定されており，今後もこの傾向が続くと思われ

る。

また，受給者の年齢構成は，図1のようになって

いる。障害基礎年金のみの受給者では，比較的若

い年齢層の受給者が少なくない。一方で，障害厚

生年金の受給者では，中高年齢層の受給者の割合

が高くなっている。また，諸外国の障害年金と比

較した場合，日本では，老後も障害年金を受給し

続けることができる点に特徴があり，それを反映

して，受給者全体で見た場合，その27.4％が65歳

以上の高齢者となっている。

最後に，受給者の傷病名別構成割合を確認した

い（表2）。受給者全体で見た場合，その半数以上

が，精神障害か知的障害の受給者となっている。

その他の傷病名のなかでは，障害厚生年金の受給

者の場合，脳血管疾患，腎疾患，循環器系の疾患，

障害基礎年金のみの受給者の場合，脳血管疾患，

中枢神経系の疾患，耳の疾患・外傷，視器の疾患・

外傷が比較的多い。

前回調査と比較した場合，精神障害や知的障害

の受給者が大きく増加しており，例えば，障害基

礎年金のみの受給者では，全体で11.2万人の受給

者増であるが，精神障害による受給者は7.2万人

増，知的障害による受給者は5.7万人増となって

いる。それ以外の傷病による受給者は減少ないし

は微増となっており，この間の受給者増は精神障

害・知的障害の受給者増によるものである。特

に，それぞれの2級の受給者の増加が顕著であり，

1級の受給者は精神障害では微減，知的障害でも

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2342

出所：厚生労働省「平成26年 年金制度基礎調査（障害年金受給者実態調査）」より引用。

図1 障害年金受給者の年齢階級別構成割合
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微増となっている。

（2） 永久認定・有期認定および支給停止の状

況

障害年金では，永久認定を受けている受給者と

有期認定（1年〜5年）を受けている受給者がいる。

その構成割合は，「障害年金受給者実態調査」では

分からないが，厚生労働省年金局・日本年金機構

「障害年金受給権者状況」において，それぞれの受

給権者数を確認することができる。

それによれば，国民年金の障害年金受給権者

（障害厚生年金の受給権を有する者を除く）では，

2011年度末現在，全体の58.5％が永久認定を受け

ている。永久認定を受けている者の割合は低下傾

向にあるが，それでも永久認定を受けている者の

方が多い。

ただし，永久認定の割合は，傷病名ごとにかな

り異なっており，腎疾患，肝疾患，消化器系の疾

患，血液・造血器の疾患，精神障害では3割を下回

る。受給権者の多い精神障害の場合，永久認定を

受けている者は23％であり，精神障害による受給

権者の増加によって，有期認定の受給権者が増加

していると考えられる。一方で，各種の外傷，眼

の疾患，耳の疾患，知的障害では，永久認定の割

合が高い。知的障害の受給権者の場合は，精神障

害の場合と異なり，84％が永久認定を受けてい

る。

また，国民年金の障害年金受給権者のデータに

は，（受給者のデータとは異なり，）障害の程度が

軽減したという理由により，全額支給停止を受け

ている者も含まれている。障害不該当あるいは3

級該当による支給停止者が受給権者に占める割合

は増加傾向にあるが，受給権者全体では1.6％と

なっている。支給停止を受けている者の割合も，

傷病名ごとに大きく異なるが，特に，循環器の疾

患，肝疾患，消化器系の疾患，血液・造血器の疾

患で高くなっている。一方で，受給権者の多い精

神障害や知的障害については，支給停止者の割合

はそれぞれ1.3％，0.2％となっている。

なお，厚生年金保険の障害年金受給権者では，

永久認定を受けている者の割合は国民年金の場合

よりも低く，30％である。特に精神障害による受

給権者については，永久認定を受けている者の割

合が4％であり，ほぼすべて有期認定となってい

る。また，厚生年金保険の場合，3級にも該当しな

い障害不該当で支給停止となるが，そのような理

由による支給停止を受けている者は，受給権者全

体の1.2％であり，実際に支給停止となっている

者の割合は小さい。ただし，受給権者自体が増加

しているため，実数は増えている。

（3） 受給者の平均年金月額と受給者世帯の年

間収入

受給者の平均年金月額は，障害厚生年金1級（基

礎含む）で15.3万円，2級（基礎含む）で11.6万円，

3級で5.6万円，障害基礎年金1級で8.1万円，2級で

6.5万円となっている。障害基礎年金では男女差

は存在しないが，障害厚生年金では，男女間の賃

金差を反映して，女性の年金額は男性の8割弱と

なっている。

障害年金は，受給者や受給者世帯にとって主要

な収入源となっており，障害年金受給者のいる世

帯の約3割において，世帯の主な収入源が障害年

金のみとなっている。残りの世帯もその多くが，

障害年金と家族の収入の組み合わせを世帯の主な

収入源としている。

ただし，特に障害基礎年金のみの受給者では，

年金額が低く，仕事による収入も十分に得られな

いことが多いため，受給者のいる世帯の年間収入

の中央値は174万円となっている。また，受給者

のいる世帯の27.6％で年間収入が100万円未満で

ある。障害厚生年金の場合でも，受給者のいる世

帯の年間収入の中央値は208万円であり，特に3級

では，受給者のいる世帯の21.8％が年間収入100

万円未満となっている。障害年金受給者であって

も，低所得の状態にあるものが少なくないことが

分かる。

Ⅱ 障害年金の課題

本節では，Ⅰで確認した現状と動向，百瀬

（2011）で整理した欧米諸国の事例，永野（2012）

障害年金の課題と展望 343
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などの先行研究を踏まえて，現行の障害年金の制

度面での主な課題について述べていく。今回は，

紙幅の関係から，障害認定の地域差以外の論点を

取り上げたい。

1 無年金障害者

日本の障害年金の課題として指摘されることが

多いのは，無年金障害者問題である。ここで言う

無年金障害者とは，一般に，障害要件を満たして

いるにもかかわらず，（過去に国民年金の任意加

入対象であった）学生等で任意加入していなかっ

たために障害年金を受給できない者や，（強制加

入対象である）20歳以上の国民年金被保険者で拠

出要件を満たせずに障害年金を受給できない者を

指している。特に，後者については，現在の保険

料納付状況を考えれば，今後ともその発生が避け

られない。なお，無年金障害者数については，推

計が極めて難しく，正確な把握をすることは不可

能であるが，2002年8月の「無年金障害者に対する

坂口試案」において，12万人という推計値が示さ

れている。

日本の障害年金は，拠出要件という点で欧米諸

国の障害年金と比較した場合，それが非常に緩や

かな点に特徴がある。障害年金の原則的な拠出要

件は，初診日の前日において，初診日の属する月

の前々月までの被保険者期間のうち，保険料納付

済期間と保険料免除期間（納付猶予期間を含む）

を合わせた期間が3分の2以上あること，となって

いる。しかし，特例措置によって，過去にいくら

保険料を滞納していても，初診日の属する月の

前々月までの1年間だけ滞納期間がなければ，障

害基礎年金は支給される。また，障害年金を受給

するために最低限必要な拠出年数という概念が存

在しないため，加入直後の保険事故にも対応して

いる。さらに，免除期間や学生納付特例期間しか

有しない者が障害の状態になった場合であって

も，保険料拠出者と全く同様の障害基礎年金が支

給される。そして，初診日に20歳未満であった者

には，保険料拠出が無くとも，第30条の4に基づく

障害基礎年金が支給される。この無拠出の障害基

礎年金は，（所得制限を有するが，その基準が緩や

かなため，）実態的には，通常の障害基礎年金と給

付面での違いはない。

その一方で，あるいは，そうであるがゆえに，

拠出要件を満たせなかった無年金障害者について

は，特別な救済策は用意されておらず2)，一般的な

公的扶助である生活保護の対象となる。しかし，

生活保護では，受給にスティグマが伴うだけでな

く，補足性の原理によって，親族による扶養が優

先されるため，受給のハードルが高く，無年金で

あっても，保護が受けられるとは限らない。その

意味で，障害年金を補完する機能は限定的となっ

ており，無年金障害者の多くは家族の経済的援助

を通じて生活している〔無年金障害者の会

（2005），p.17〕。現状では，障害年金と生活保護の

間に深刻な隙間が生じている可能性が高く，その

部分は家族による扶養で補われている。この状況

を放置することは家族の負担を重くするだけでな

く，本人の自立を妨げる恐れがある。

確かに，20歳以降の保険料滞納については，本

人の責任が全く無いとは言えない。しかし，若年

期の経済的理由や理解不足，雇用形態の多様化な

どを背景として滞納率が高くなっていること，障

害年金の場合は，短期間の未納でもほぼ一生に

渡って無年金になるケースがあることも考慮すれ

ば，（無年金障害者に障害年金を支給することは

望ましくないとしても，）保険料滞納をすべて本

人の責任として，無年金となった場合の救済を生

活保護に委ねることには問題もあるように思われ

る。

なお，欧米諸国を確認すれば，保険料を財源と

する障害年金は，拠出原則をより厳格に維持する

一方で，障害年金の内あるいは外に，障害者向け

の無拠出給付が設けられている。これらの無拠出

給付は，すべて税を財源とし，特定の無年金障害

者を対象とするのではなく，無年金や低年金の障

2) ただし，国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に基づく無年金障害者（国民年金の任意加入期間

に加入しなかったことにより無年金障害者となっていた学生や専業主婦等）については，特別障害給付金による

救済が図られている。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2344
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害者に一律に対応している。また，これらの給付

には，原則として，所得制限や資産要件が設けら

れているが，一般的な公的扶助とは異なり，障害

状態にあることを支給要件とする給付となってお

り，運営組織や扶養要件などの面でも区別が行な

われている。そして，障害者の場合，高齢者の場

合以上に，こうした給付の役割が大きくなってい

る。

2 障害年金の給付水準

現行の障害年金の課題として，給付水準も挙げ

られる。障害年金の給付水準の国際比較は極めて

難しいが，国際的に見ても，2級以上の障害厚生年

金は遜色のない水準にある一方で，障害基礎年金

のみの場合の水準は極めて低いと考えられる〔百

瀬（2011），p.206〕。日本では，障害基礎年金のみ

の受給者が圧倒的に多いため，給付水準を考える

場合は，障害基礎年金の水準が重要となる。この

障害基礎年金の水準は，新規裁定の多い2級の場

合で老齢基礎年金の満額と同額に決められてい

る。

老齢基礎年金の水準は，基礎年金創設時に，総

理府「全国消費実態調査」をもとに，当時の65歳

以上の高齢者の基礎的な消費支出（食料費，住居

費，光熱費，被服費）を賄うことが出来る水準と

して設定されている3)。また，この水準は，「現役

時代に自立した生活を営んで構築した生活基盤と

合わせて，一定の水準の自立した生活を可能とす

る考え方で設定されており，基礎年金だけで生活

保護の水準を上回らなければならないという考え

方はとっていない4)」とされている。

しかし，高齢者と障害者では基礎的な消費支出

が異なるだけでなく，障害者の場合，（特に発症年

齢が比較的若い精神の障害の受給者が増えている

ことからも，）現役時代に一定の生活基盤を構築

した者を前提とすることができない。障害年金受

給者においては，障害に伴う特別な出費が生じる

一方で，報酬比例部分の利用可能性が低く，貯蓄

などの資産形成を受給前に行うことも難しい。そ

れゆえ，以上のような考え方に基づいて設定され

た給付水準を障害基礎年金にも当てはめることが

適切であるとは言い切れない。この給付水準の問

題が，後述するように，他の年金受給者に比べて，

障害年金受給者において，生活保護を併給する者

の割合が高くなっていることの背景のひとつと考

えられる。さらに，今後は，マクロ経済スライド

による給付水準の低下の影響が障害基礎年金にも

及ぶことに注意する必要がある。

こうした理由から，障害基礎年金2級の水準を

老齢基礎年金から切り離し，それを引き上げるこ

とが望ましいと考えられるが，そうした取扱いへ

の変更は現実的には難しいであろう。また，障害

基礎年金2級の受給者と一口に言っても，その実

態は多様であり，報酬比例部分（や労災年金）も

同時受給している者，持ち家を保有している者，

一般就労をしている者，障害に伴う特別な経費が

ほとんどかからない者もおり，老齢ではなく障害

であるという理由だけで一律に給付額を上げるこ

との問題点も指摘できる。

それゆえ，障害と老齢の違いは，定型的な給付

を行う年金制度の枠内ではなく，年金制度の枠外

で，個別の事情に応じて補っていくことを検討す

る必要があるかもしれない。例えば，障害者向け

手当の見直し，年金受給者向け住宅手当や低年金

を補うような所得制限付きの無拠出給付の創設と

いった方向が考えられる。今後実施予定の障害年

金生活者支援給付金は，このような観点からその

意義を認めることができる。ただし，この給付金

は，低所得とは言えない障害年金受給者にも支給

が行われる可能性がある一方で，3級の障害厚生

年金受給者に対しては，低所得であっても支給さ

れないという特徴がある〔百瀬（2013），pp.50-

52〕。

3 障害年金の1級加算

日本の障害年金には加算制度があり，障害基礎

年金でも障害厚生年金でも1級の場合には25％の

加算がつく。欧米諸国では，このような加算を年

3) 国会会議録（衆議院 社会労働委員会 昭和59年12月6日）を参照。
4) 厚生労働省「公的年金制度に関する考え方（第2版）」を参照。
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金制度内に設けている国は少ない。加算制度は日

本の障害年金の特徴であるが，この加算のあり方

も課題のひとつと言える。

障害者は，所得の喪失だけでなく，障害に伴う

特別な出費の増加にも直面する。その内容は様々

であるが，特に大きなウェイトを占めるのは，医

療や介護のための出費であろう。その多くは，現

物（サービス）給付の形で公的に保障されている

が，自己負担の存在も含めて，すべてがそれで賄

われるわけではない。

こうした出費の増加に対応する所得保障制度が

障害者向け手当であり，日本では，国レベルの制

度として，特別障害者手当が存在する。ただし，

同手当は，おおむね身体障害者手帳1級・2級程度

の障害が重複している場合や最重度の知的障害や

精神障害がある場合など，在宅で著しい重度の障

害があり，日常生活において常時介護を要する者

だけを支給対象としている。さらに，本人のみな

らず扶養義務者等の所得による支給制限もある。

それゆえ，2013年度末現在の受給者数は12.1万

人，障害年金受給者の6％程度であり，その役割が

極めて限定的になっている。

一方で，障害年金の加算制度も，こうした出費

の増加に対応した給付と考えることができる。1

級の加算については，過去の『厚生白書』などに

おいて，介護加算という位置づけが与えられてお

り，近年は明確な説明がなされていないものの，

今日でもそのように理解することができる。受給

者全体に占める1級受給者の割合は年々低下して

いるが，現在でも，障害年金受給者の4割弱がこの

加算を受け取っており，その役割は大きい。

しかしながら，この加算は，年金制度上の障害

等級にもとづいて一律に行われており，各人が必

要とする介助費などの多寡を反映したものとは

なっていない。例えば，「障害年金受給者実態調

査」によって，受給者の障害等級と治療・療養・

介助にかかる月額費用の関係を見ると，次のよう

なことが分かる（図2）。
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出所：厚生労働省「平成26年 年金制度基礎調査（障害年金受給者実態調査）」より作成。

図2 障害年金受給者の障害等級別の治療・療養・介助にかかる月額費用
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まず，年金制度の障害等級上は同じであって

も，治療・療養・介助にかかる月額費用は受給者

間で大きく異なる。また，そのばらつき具合につ

いては，障害厚生年金1級の受給者において，出費

の多い者の割合が高くなる傾向があるものの，各

障害等級であまり大きな差が存在しない。1級の

受給者であっても，そうした負担がほとんどない

場合があり，2級や3級の受給者でもそうした費用

負担が重い場合がある。

障害に伴う特別の出費は，治療・療養・介助費

用に限らないが，その必要額は個人により大きく

異なるだけでなく，年金制度上の障害等級とその

費用の多寡は一致しておらず，1級の場合に一律

に25％を加算するのは問題が大きい。加算制度と

特別障害者手当の役割分担を整理し，年金制度外

の仕組みを拡充することで対応する方が適切であ

ると思われる。

4 障害年金と生活保護

障害年金と生活保護という論点では，障害年金

を受給しても最低限度の生活を営むことができ

ず，生活保護を同時に受給せざるを得ない併給者

の多さとその増加が課題と言える。

厚生労働省「平成25年度 被保護者調査」によれ

ば，2013年7月末日現在，障害年金も受給している

被保護者は約12.1万人であり，これは同年度末現

在の障害年金受給者の6.0％に相当する。同様の

数値が，老齢年金受給者では1.1％，遺族年金受給

者では0.6％であることと比べれば，その高さが

際立っている（表3）。なお，障害年金と生活保護

の併給者の年齢構成を見た場合，23.2％が65歳以

上の受給者であるが，障害年金受給者の年齢分布

と比較した場合，高齢障害者以外において併給者

の割合が若干多くなっている。相対的に就業率の

高い65歳未満の受給者であっても，障害年金で貧

困を防ぐことが難しくなっている。

また，10年前の同時受給は約7.2万件，障害年金

受給者に占める割合は4.2％であり，この間に調

査項目の変更があったため，その影響も若干受け

ているものの，同時受給が年々増加しており，障

害年金の防貧機能の低下傾向が見られる。今後，

マクロ経済スライドによって，障害年金の給付水

準が低下していくなかで，障害年金と生活保護の

併給はますます増加していくことが予想される。

そして，障害年金受給者が生活保護を併給した

場合，障害年金は全額収入認定され，保護費はそ

の分だけ減額される。同時受給の増加は，（受給

者にとっての）障害年金の意義が失われていくこ

とを意味する。障害年金の給付水準の引上げ，あ

るいは，障害者雇用の拡大や障害者向け手当の充

実などによって，こうした状況の増加を食い止め

る必要があると思われる。

このように，障害年金と生活保護の併給者が増

加する一方で，障害年金を受給できずに生活保護

を受給する障害者がそれ以上に増加していること

にも注意する必要がある。その理由として考えら

れることのひとつは，65歳以降に障害の状態に

至った被保護者の存在である。欧米諸国でも日本

でも，老齢年金支給開始年齢以降に障害の状態に

至った場合は，障害年金の給付対象とはならな

い。もうひとつは，いわゆる無年金障害者の存在

に加えて，障害の状態に至っていても，障害認定

の基準を満たせずに障害年金を受給できない被保

護者の存在である。
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表3 年金と生活保護の併給状況（2013年度）

年金受給者数（A)

単位：千人

年金受給有の被保護者数（B)

単位：人

年金生保併給率（B/ A）

単位：％

障害年金 2,009 120,505 6.0

老齢年金 39,270 426,067 1.1

遺族年金 6,615 38,746 0.6

注1：各年金の（A）は，厚生年金保険と同一の年金種別の基礎年金を併給している者の重複分を控除した場合の数

値である。注2：老齢年金の（B）は，通算老齢年金も含めた数値となっているため，老齢年金の（A）にも通

算老齢年金を含めている。

出典：（A）は厚生労働省「平成25年度 厚生年金保険・国民年金事業年報」に，（B）は厚生労働省「平成25年度 被

保護者調査」に基づく。
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欧米諸国と比較した場合，日本では，医学的な

機能障害の状態や日常生活能力の制限度合が重視

された障害認定となっている点に特徴がある。こ

のような障害認定のもとでは，その対象範囲が狭

くなり，稼得能力の減退を理由に所得保障を必要

とする障害者を包括しきれないという問題が生じ

うる。

実際に，「平成25年度 東京都福祉保健基礎調

査」によって，（調査対象者は東京都内居住者に限

定されるものの，）障害種類別と手帳の程度別に，

年金受給率を確認すれば，障害者手帳を所持して

いても年金を受給していない障害者が一定割合存

在することが分かる（表4）。特に，精神障害者や

軽度の知的障害者では年金を受給していない者が

多い。

傾向的には，障害の程度が軽度になるほど，年

金受給率が低下する一方で，就業率が増加する。

年金を受給していない障害者は仕事をしている者

であり，仕事をしていない障害者は年金を受給で

きているようにも見える。しかし，実際には，表

5で示すように，仕事をしている障害者でも年金

を受給している者がいる一方で，仕事をしていな

い障害者で，年金も受給していない者が少なくな

い。特に精神障害者では，仕事をしていない者で

あっても，年金受給率は50％に満たない。

障害年金を受給できず，就労収入もない場合

（あるいは，就労収入額が低い場合）は，家族に扶

養されるのでなければ，生活保護に至る可能性が

高い。生活保護を受給する障害者は，厚生労働省

「平成25年度 被保護者調査」によれば，2013年度

末現在，約36万人である。この人数は，過去10年

間で1.8倍（15年間で約2.7倍）になっており，併給

者の伸び以上に増加している。特に精神障害と高

齢の身体障害での被保護者の増加が著しく，それ

が全体の伸びを牽引している。なお，「被保護者

調査」では，障害者は「障害者加算5)を受けている

者または障害，知的障害等の心身上の障害のため

働くことができない者，もしくはそれと同等の状

態にある者」と定義されているが，「障害者加算を

受けていない精神病（精神障害）を主傷病とする

5) 障害者加算は，身体障害者手帳の3級以上（精神障害者保健福祉手帳の2級以上）あるいは障害年金の障害等級2

級以上で認定される。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2348

表4 障害種類別・手帳の程度別の年金・生活保護受給率および就業率（2013年度，

東京都）単位：％

手帳の程度 年金受給率 生活保護受給率 就業率 収入なし

精神障害者 1級 51.2 18.6 16.3（ 9.3） 16.3

2級 56.6 35.2 28.8（17.6） 6.7

3級 33.9 32.2 36.6（30.4） 11.5

知的障害者 1度 96.8 − 12.9（ − ） 3.2

2度 81.8 1.8 39.1（ 0.9） 4.9

3度 77.6 1.6 73.3（20.8） 3.8

4度 47.4 7.3 75.0（50.7） 6.5

身体障害者 1級 81.5 8.0 23.6（19.6） 2.6

2級 77.3 7.2 24.5（22.7） 3.1

3級 76.1 8.8 19.8（19.0） 3.7

4級 76.6 5.2 24.8（23.0） 3.8

5級 65.0 6.5 39.0（36.6） 3.3

6級 67.9 7.5 33.3（31.4） 2.5

注1：「年金受給率」（「生活保護受給率」）は，障害種類・手帳の程度別の有効回答数に占める年金・

恩給（生活保護）を受給している者の割合である。注2：「就業率」は，障害種類・手帳の程度別の有

効回答数に占める収入を伴う仕事をしている者の割合である。表中の数値には，福祉的就労をして

いる者も含めている。（ ）内の数値は，福祉的就労を除いた場合の就業率である。注3：「収入なし」

は，障害種類・手帳の程度別の有効回答数に占める年金・恩給，手当，生活保護を受けておらず，そ

の他の収入もなかった者の割合である。

出所：東京都福祉保健局総務部総務課『障害者の生活実態−東京都福祉保健基礎調査報告書（統計

編）−平成25年度』より作成。
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者」はそこに含まれていない。後者も含めて障害

者をカウントした場合，その数は約50万人に達す

る。また，「被保護者調査」では把握できない障害

者，例えば，障害者加算対象外となる身体障害や

知的障害のある者も含めれば，その数はさらに増

加することになるであろう。併給者の人数と比較

すれば，その多くは障害年金を受給できずに生活

保護を受け取っていると考えられる。

このように生活保護を受給する障害者が増加す

る一方で，障害の状態にあっても，障害年金，生

活保護ともに受け取っていないケースも存在す

る。表4の「収入なし」は，障害種類別と手帳程度

別に，年金・恩給，手当，生活保護を受けておら

ず，その他の収入もなかった者の割合を示してい

る。精神障害者や軽度の知的障害者を中心に，就

労が難しい場合であっても，年金の支給要件を満

たせず，同時に生活保護の受給もしておらず，家

族による援助のみで生活しなくてはならない者が

いることが分かる。また，知的障害者が主たる対

象となっている調査であるが，きょうされん「障

害のある人の地域生活実態調査」でも，回答者の

1割弱は，障害年金も生活保護も受給していない

ことが示されている。

障害年金が軽度の障害も含めてすべての障害を

対象とすることは現実的ではない。しかし，障害

年金を受給できずに生活保護に至る障害者が増え

ている実態やいずれの所得保障も受けられない障

害者が存在していることを踏まえれば，障害年金

の給付対象者の範囲が現在のままで良いのか，再

考の余地があると思われる。

5 障害年金と就労

障害年金と就労という論点において，欧米諸国

で課題とされていることは，年金給付が就労を阻

害するという側面である。障害年金の給付対象者

は，通常，身体的・精神的な機能障害を原因とし

て稼得能力（稼得活動に従事することによって所

得を獲得する能力）を喪失・減退した者となって

いる。そのため，原則として，機能障害を有して

いても，就労して十分な所得を稼げるのであれ

ば，年金給付の対象外となる。そのような場合，

申請時であれば申請が却下され，受給後であれば

給付が打ち切られる。あるいは，受給者の労働時

間や所得額によって，年金額が減額される。こう

した取扱いは，精神疾患に基づく申請者の増加な

どにより，給付対象者の認定が困難になっている

こととあいまって，障害者に対して，就労ができ

る場合であっても，あえて就労をせずに，現金給

付を受け取るという行動を促す可能性がある。

日本の状況はそれとはやや異なる。日本の障害

年金では，原則として，就労をして収入を得たと

しても，それをもって障害年金が直ちに支給停止

になったり，年金額が減額されたりすることはな

い。確かに，（受給者本人が拠出を行っていない）

第30条の4に基づく障害基礎年金には所得制限が

あるが，その基準は緩やかに設定されており，そ

れによる支給停止を受けている者は僅かである。

実際に，「障害年金受給者実態調査」によれば，

障害年金受給者の就業率は全年齢で27.6％となっ

ている。さらに，65歳未満に限定した場合，就業

率は35.1％であり，その数値は前回調査と比較し

て5％ポイント増加している。もちろん，就業し

ているといっても，福祉的就労や臨時・パートで

あることが多く，労働収入も少ない者が多い。特

に障害基礎年金のみの受給者では，就業者のうち

障害福祉サービス事業所等や地域活動支援セン

ター・小規模作業所で働く者が47.7％，臨時・

パート等で働く者が18.5％である。また，その半

数以上は仕事による年間収入が50万円未満であ

る。
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表5 障害種類別・仕事の有無別の年金受給率（2013

年度，東京都）単位：％

仕事の有無 年金受給率

精神障害者 仕事をしている 38.3

仕事をしていない 49.6

福祉的就労をしている 44.7

知的障害者 仕事をしている 43.9

仕事をしていない 72.2

福祉的就労をしている 76.4

身体障害者 仕事をしている 56.0

仕事をしていない 83.7

福祉的就労をしている 84.4

出典：表4に同じ。
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その一方で，障害年金を受給しながら一般就労

をしている者も少なくない。特に障害厚生年金の

受給者では，就業者の4割弱が常勤の会社員・公務

員等であり，就業者の1割弱は仕事による年間収

入が500万円以上である。年金月額が高い者で

あっても，高額の就労収入を受け取っている者が

おり，例えば，年金月額が18〜22万円の受給者で

あれば，年金を受給しながら就業している者のう

ち，3割強は就労収入500万円以上である。

障害年金を受給しながら就労をする者がいる一

方で，有期認定の場合，更新時の就労状況によっ

て，障害等級の変更が行われ，結果として，年金

額の減額や年金支給の打ち切りが行われることが

ある。障害年金では，障害基礎年金のみの受給者

が多くなっているが，その受給者の障害等級が2

級から3級になれば，障害年金が一切支給されな

くなることを意味する。このような支給停止の実

態については，全国レベルでははっきりしないと

ころがあることや受給権者全体で見た場合はその

割合が小さいことにも留意する必要があるが，近

年，特に精神障害の受給者において，こうした事

例が実数として増加しているとの指摘が見られ

る6)。

精神障害の受給者の中には，障害年金があるこ

とによって，自分に合った適度な就労ができてい

る者もおり，年金の支給が停止された場合，その

ことによって就業継続ができなくなることもあ

る。また，年金支給が打ち切られた場合，受給者

は大きく動揺し，症状が悪化するという事態も生

じ得る7)。にもかかわらず，打ち切りの可能性が

あるとすれば，有期認定の精神障害の受給者に対

して，就労を開始することや就労時間を増やすこ

とを強く阻害することになるであろう。

日本の障害年金では，受給者が働いた場合に，

どれだけ就労所得があっても，年金給付の減額な

しでそのまま全額支給されるケースがある一方

で，障害種別や認定期間によっては，就労を続け

ることによって，年金給付が全額支給停止されて

しまうケースがある。このような両極端な取扱い

は，受給者に及ぼす影響が大きいため，受給者が

就労した場合には，より緩やかに調整する方法を

導入する方が望ましいと思われる。例えば，障害

種別，認定期間を問わずに，受給者の就労所得と

障害年金の合計額が一定額を超えた場合，就労所

得に応じて，障害年金の一部を減額して，総所得

は必ず増えるようにすることなどが考えられる。

Ⅲ 障害年金の展望

今後の障害年金の展望を考える際には，その対

象者である障害者の現在の所得や貧困の状況を把

握し，それに基づいた見直しを進めるという視点

が重要であろう。しかしながら，障害者の所得や

貧困の状況を把握することは，データの制約があ

り，現時点では，極めて困難である。そうしたな

かで，山田他（2015）は，「障害や身体機能の低下

などで，手助けや見守りを必要とする者（要介助

障害者）」という，かなり限定された形ではある

が，その所得構成や貧困率を推計している。

分析結果では，（a）社会保障給付を考慮しても

要介助障害者本人の所得が極めて低いこと，（b）

要介助障害者の貧困リスクはそうでない人より2

倍高く，3割前後が相対的貧困にあること，（c）特

に50代以降の単身の要介助障害者の貧困率が高く

5割を超えること，（d）就労所得を中心とした本人

市場所得が相対的貧困を回避するための決定的要

因となる一方で，（e）本人就労所得がない場合，

同居による世帯員間の所得移転が行われたとして

も貧困率が高いままであることなどが示されてい

る。また，貧困率の国際比較はさらに難しいもの

の，OECD（2010）で推計されている欧米諸国の

障害者の貧困率と比較した場合，要介助障害者の

貧困率は先進国の中でも高い部類に入り，障害の

ない人との格差も大きくなっている。障害者にお

ける貧困の削減という観点から，就労支援策とあ

わせて，障害者の所得保障制度，とりわけ障害年

金の充実に対する期待は大きい。

その一方で，障害年金は公的年金の一給付と

6)東京新聞「障害基礎年金 支給停止や減額6割増 10〜13年度」（2015年1月5日付朝刊）を参照。
7) 精神障害を有する年金受給者と就労の関係については，青木（2015）によるアンケート調査も参照。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2350
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なっている以上，今後の障害年金の展望は，年金

改革の動向にも左右される。特に，2004年改正が

障害年金に及ぼす影響を無視することはできな

い。

2004年改正では，保険料水準固定方式とマクロ

経済スライドが導入され，将来の保険料水準を固

定したうえで，その収入の範囲内で給付水準を自

動的に調整する仕組みが取り入れられた。マクロ

経済スライドが発動されれば，被保険者の減少や

平均余命の伸びを勘案した調整率の分だけ，スラ

イド率が抑制され，給付水準は，実質的に低下し

ていくことになる。障害年金の給付設計は老齢年

金に準じるものとなっているため，少子高齢化を

背景とした給付水準の削減は，障害年金にも等し

く適用される。

しかしながら，障害年金では，受給者が公的年

金以外の資産形成を受給前に行うことが難しく，

また，受給者の多くは基礎年金部分しか受給して

いないため，マクロ経済スライドによる給付水準

の低下は障害年金受給者により深刻な影響を与え

る。また，障害年金の場合，老後の所得保障の充

実において大きな役割を担っている企業年金など

の私的年金で公的年金の縮小を補うことが難し

い。さらに，老齢年金のように，受給開始年齢の

繰下げの選択といった形で年金額を引き上げるこ

ともできない。

2004年改正の影響のもうひとつは，老齢，遺族，

障害の3種類の年金で一種のゼロサムゲームが生

じるということである。保険料率上限が固定さ

れ，その範囲内で年金給付を行う場合，3種類の年

金が年金財政的に区別されていない以上，障害年

金の給付水準の一律引上げや給付対象者の大幅な

拡大をすれば，そのしわ寄せが老齢年金や遺族年

金に及ぶことになる。他の条件を所与とした場

合，現時点での障害年金の充実は，将来世代の老

齢年金の所得代替率にマイナスに作用する。

このように，2004年改正によって，長期的に見

れば，障害者に対する所得保障が後退していく一

方で，この改正によって，障害年金を充実させる

ことが難しくなっている。

こうした年金改革の動向に加えて，障害と老齢

のリスクとしての性格の違いが大きくなっている

ことも踏まえれば，公的年金から障害年金を切り

離していくことも一つの案として考えられる。実

際に，老齢年金と障害年金を別制度で運営してい

る国も少なくない〔百瀬（2011），pp.213-215〕。た

だし，このような大幅な改革を実施することが極

めて難しいことも事実である。また，若い世代の

公的年金に対する信頼感の確保という点で，障害

年金が公的年金制度のなかにあることの意義をま

すます強調せざるを得なくなっている。

結論として，2004年改正のフレームワークを前

提とした場合，障害ゆえに実際に働くことが困難

になっている者（で拠出要件を満たしている者）

に対する障害年金のカバレッジを広げることが必

要であるとしても，本稿で指摘したような課題の

多くは，年金制度外の障害者向け手当，保健福祉

施策・雇用施策の充実などで対応するしかないと

いう状況にある。もちろん，諸外国に比べて，対

GDP比でも，対公的社会支出比でも小さくなって

いる障害関連の社会支出の規模を増やさない限

り，年金制度外での施策の財源を確保することも

容易ではない。

もし，現在の年金改革の動きの中で，障害年金

額が引き上げられる可能性があるとすれば，2014

年財政検証のオプション試算で提示された納付年

数の上限延長だけであろう。基礎年金給付算定の

時の納付年数の上限を現在の40年から45年に延長

し，納付年数が伸びた分に合わせて基礎年金が増

額する仕組みに変更するという案であるが，これ

を満額の変更という形にするのであれば，障害基

礎年金が増額されることになる。
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Disability Pension: Problems and Prospects

Yu MOMOSE＊

Abstract

The disability pension system in Japan has been facing the problem of an increasing number of

pensioners with psychiatric or intellectual disabilities, but neither the ratio of pensioners nor the fiscal scale is

so large from an international perspective. On the other hand, the current system has problems such as

regional differences in disability evaluation, the people with disabilities who cannot be pensioners, low benefit

levels, inefficiencies in the additional amount system, the decreased function of poverty prevention, the

narrow range of the benefit target people, and the discrepancies between responses to the pensioners who

enter the work-force.

There is a high expectation for reviewing the disability pension system due to the problems above as

well as the incomes and poverty conditions of people with disabilities. Also, by the macro-economic slide

formula adopted in the amendment in 2014, the income security of people with disabilities is expected to

recede in the long term. However, the premium level fixation method has made it difficult to develop the

disability pension itself.

Keywords：disability pension, pension reform, public assistance, disability allowance, disability policy
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Ⅰ はじめに

公的年金は，社会保障制度の中でも，所得保障

の中核を担う制度として発展してきた。ただし，

多くの国民が関心をもち，また多くの場合，政

策・制度のあり方が論じられるのは，老齢年金で

ある。公的年金は，老齢・障害・遺族という3つの

仕組みから成り立っているものの，遺族年金に焦

点が当たることはそれほど多くなかったと言え

る。しかし，遺族年金は，主たる生計維持者の死

亡後における遺族の生活保障に寄与し，これらの

者が貧困に陥るのを防ぐ役割を果たしてきた。

本稿では，遺族年金制度に焦点を当て，その歴

史的展開や概況，現行制度の仕組みを確認すると

ともに，遺族年金制度を取り巻く課題と展望につ

いて，若干の考察を行うものである。その際，遺

族年金をめぐっては法的紛争が少なくないことか

ら，主要な法律上の論点と裁判例の動向について

も適宜みておきたい。

以下では，2で，遺族年金の歴史的展開と現況を

確認した後，3で，支給要件を中心とした遺族年金

の仕組みを明らかにする。その際，配偶者要件と

生計維持要件をめぐる法律問題については節を改

めて検討を行う。次いで，4では，家族の多様化，

女性の就労促進など社会状況が大きく変化しつつ

ある現状を踏まえて，遺族年金のあるべき方向性

について，裁判例の動向も踏まえながら，支給要

＊早稲田大学法学学術院 教授

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2354

特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

遺族年金制度の課題と展望

菊池 馨実＊

抄 録

公的年金は，日本の社会保障制度の中でも，所得保障の中核を担う制度として発展してきた。なかで

も遺族年金は，主たる生計維持者の死亡後における遺族の生活保障に寄与し，これらの者が貧困に陥る

のを防ぐ役割を果たしてきた。本稿では，遺族年金の歴史的展開過程や現況，支給要件を中心とした仕

組みを概観するとともに，配偶者要件と生計維持要件をめぐる法的論点につき検討した。そのうえで，

遺族年金の支給要件に関する男女差をめぐる裁判例の動向を紹介しながら，変容する社会経済状況を前

提とした遺族年金のあり方について論じた。遺族年金のあり方が，婚姻法秩序や労働市場のあり方との

関係を抜きにしては論じられないことを踏まえながらも，「あるべき社会」に向けて最低限必要な制度

改革を怠ることのないよう，適時適切に政策論議を積み重ねていく必要がある。

キーワード：遺族年金，国民年金，厚生年金保険，生計維持要件，配偶者要件

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 354-369.
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件に係る男女差の問題を中心に論じることにした

い。

なお，本稿では，公的年金の中核である国民年

金法と厚生年金保険法を中心に検討することをあ

らかじめお断りしておく。

Ⅱ 遺族年金の歴史と概況

1 遺族年金の歴史

まず，日本の遺族年金の大まかな歴史的変遷

を，本稿の主たる考察対象である支給要件を中心

にみておきたい。

日本の公的年金は，創設当初から，老齢年金の

みならず障害・遺族年金をその一部として包含し

ていた。厚生年金保険の前身である労働者年金保

険法（1941〔昭和16〕年成立）においても，死亡

が，老齢，廃疾，脱退と並ぶ保険事故とされ，遺

族年金が，養老年金，廃疾年金及び廃疾手当金，

脱退手当金とともに保険給付の一部とされた。遺

族年金は，当初，養老年金を受けるに必要な資格

期間を満たしている者が死亡したときに，その遺

族（死亡者と死亡当時から同一戸籍内にあり，死

亡当時その者によって生計を維持されていた配偶

者，子，父母，孫，祖父母）に支給するものとさ

れ，支給期間10年の有期年金であった〔厚生省

（1988），p.559〕。名称を厚生年金保険法に改め，

職員や女子を適用対象とした1944（昭和19）年同

法改正では，支給期間を10年から終身年金に改め

るとともに，業務上の事由による死亡を中心に充

実が図られた（戦後，労働者災害補償保険法

〔1947（昭和22）年〕の実施までは，業務上外を問

わず，労働者年金保険ないし厚生年金保険の対象

とされていた。〔厚生省（1988），p.563〕）。戦後に

なると，給付の充実改善の観点から，1948（昭和

23）年改正により寡婦年金，鰥夫年金及び遺児年

金の新設などがなされた。

財政方式を完全積立方式から修正積立方式に変

更した1954（昭和29）年厚生年金保険法改正では，

従来の遺族年金，寡婦年金，鰥夫年金及び遺児年

金を遺族年金に統一し，（ア）老齢年金の受給資格

期間を満たしている者，（イ）6カ月以上在職して

いる被保険者，（ウ）1，2級の障害年金受給者等が

死亡した場合に支給することとした。また遺族年

金を受ける資格のある遺族の範囲を，（ア）被保険

者等の死亡当時その者によって生計を維持してい

た子（18歳未満若しくは「不具廃疾」のため労働

能力がないもの）と生計を同じくしている妻，

（イ）40歳以上の妻（55歳までは支給停止），（ウ）

18歳未満若しくは「不具廃疾」である子若しくは

孫，（エ）60歳以上の夫，父母，若しくは祖父母と

した〔厚生省（1988），p.871〕。

1959（昭和34）年に成立した国民年金法により，

いわゆる国民皆年金が実現した。同法では，拠出

制年金として，母子年金，遺児年金及び寡婦年金，

補完的，経過的な福祉年金として，母子福祉年金

が設けられた。このうち，拠出制の母子年金の支

給要件は，被保険者が夫と死別し，夫によって生

計を維持していた18歳未満の子（20歳未満の廃疾

の状態にある子を含む）の生計を維持する場合に

おいて，その者が所定の保険料納付要件を満たし

ていることとされた。また，拠出制の遺児年金

は，被保険者又はかつて被保険者であった者が死

亡した場合で，その者が死亡前に所定の保険料納

付要件を満たしているときに，その者によって生

計を維持していた18歳未満の子（20歳未満の廃疾

の状態にある子を含み，生計を同じくする父又は

母がいるときを除く）に支給することとし，拠出

制の寡婦年金は，被保険者又はかつて被保険者で

あった65歳未満の夫が死亡した場合で，その夫が

死亡前に老齢年金の支給要件を満たすに必要な保

険料を納付しているとき（その夫が障害年金の受

給権者であったことがあるときを除く）に，その

夫と10年以上婚姻関係を継続した妻に，60歳から

65歳までの間，支給することとした〔厚生省

（1988），pp.1396-1397）。

1961（昭和36）年同法改正では，配偶者のいな

い女子（祖母や姉など）が孫，弟妹と生計を同じ

くしている場合において，これらの者の生計を維

持していた者が死亡したときに，準母子年金を支

給することとするとともに，母子年金，準母子年

金及び遺児年金の受給資格期間である3年を短縮

し，1年間の保険料納付で支給できることとした
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〔厚生省（1988），p.1400〕。

1965（昭和40）年厚生年金保険法改正では，遺

族年金を受けることのできる妻についての年齢制

限及び妻に対する遺族年金の若年停止を廃止した

〔厚生省（1988），p.1412〕。

1966（昭和41）年国民年金法改正では，母子年

金，準母子年金及び遺児年金の拠出要件につい

て，被保険者期間が引き続いていなくても，（ア）

直近の基準月の前月までの被保険者期間が合算し

て3年以上あり，その期間のうち最近の3年間が保

険料納付済期間若しくは保険料免除期間で満たさ

れているか，（イ）又は直近の基準月の前月までの

被保険者期間が合算して1年以上あり，かつ，その

期間のうち最近の1年間が保険料納付済期間で満

たされていればよいこととした〔厚生省（1988），

p.1415〕。

1976（昭和51）年厚生年金保険法改正では，遺

族年金の寡婦加算制度の創設，通算遺族年金の創

設がなされ，同年国民年金法改正でも，遺族年金

の通算制度が創設された〔厚生省（1988），

pp.1840-1841〕。1980（昭和55）年国民年金法改正

では，母子年金，準母子年金の受給権者で，他制

度から遺族年金を受けることができない者に対し

て，母子加算及び準母子加算を設けることとした

〔厚生省（1988），p.1847〕。

1985（昭和60）年改正では，基礎年金制度の導

入に際し，遺族年金についても，1階部分が全国民

共通の基礎年金，2階部分が報酬比例年金という2

階建ての仕組みとなった。これに伴い，従来の国

民年金法における母子年金，準母子年金及び遺児

年金を遺族基礎年金に統合し，被保険者等が死亡

したときに，その者によって生計を維持していた

（ア）18歳未満の子と生計を同一にしている妻，

（イ）死亡した者の18歳未満の子に支給すること

とした（妻が遺族基礎年金を受給している間は，

子に対する遺族基礎年金は支給停止）。保険料納

付要件としては，死亡日前に，死亡した者につい

て，保険料納付済期間及び保険料免除期間が加入

期間の3分の2以上あるか，又は老齢基礎年金の受

給資格期間を満たしていることが必要であるとし

た。遺族厚生年金の支給要件についても，遺族基

礎年金の受給資格要件を満たしている厚生年金保

険の被保険者，又は老齢厚生年金の受給資格要件

を満たしている者等が死亡したときに，その者に

よって生計を維持されていた遺族に対して支給す

ることとし，遺族の範囲を，（ア）遺族基礎年金の

支給対象となる遺族（子のある妻，子）のほか，

（イ）子のない妻，（ウ）55歳以上の夫，父母，（エ）

18歳未満の孫，（オ）55歳以上の祖父母とした

（夫，父母，祖父母については60歳から支給。〔厚

生省（1988），pp.1864-1866〕。さらに中高齢寡婦

加算を創設し，夫の死亡時35歳以上であって，40

歳以上65歳未満で生計を同じくする子のない妻に

対し，遺族基礎年金の4分の3の額を遺族厚生年金

に加算することとした。

1994（平成6）年改正では，子等の年齢要件を改

善し，遺族基礎年金の支給要件等となる子等の範

囲を18歳に到達する年度の年度末までとするとと

もに，遺族厚生年金及び老齢厚生年金の受給権を

有する者について，遺族厚生年金の額の3分の2に

相当する額及び老齢厚生年金の額の2分の1に相当

する額を併給できるものとした。

2004（平成16）年改正では，若齢期の妻に対す

る遺族厚生年金を見直し，夫の死亡時に30歳未満

で子を養育しない妻等に対する遺族厚生年金につ

いて，5年間の有期給付とするとともに，中高齢寡

婦加算について，支給要件となる年齢を，夫死亡

時40歳以上に引き上げた。また遺族厚生年金と老

齢厚生年金の併給を見直し，自身の老齢厚生年金

を全額支給するとともに，改正前の制度の下で支

給される額を自分自身の老齢厚生年金の額と比較

して，後者の額が少額の場合，その差額を遺族厚

生年金として支給することとした。

2012（平成24）年改正では，遺族基礎年金の対

象者を父子家庭に拡大した。

2 遺族年金の概況

共済年金を含む公的年金に係る政府統計1)によ

1)国立社会保障・人口問題研究所（2016），pp.98-103。
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れば，2013（平成25）年度末現在，老齢年金（退

職年金）の受給権者数が新制度分67,552,606人，

旧制度分2,578,698人であるのに対し，遺族年金の

受給権者数は新制度分6,597,424人，旧制度分（通

算遺族を含む）746,044人，老齢年金（退職年金）

の年金総額が新制度分44,178,029百万円，旧制度

分（通算遺族を含む）3,189,046百万円であるのに

対し，遺族年金の年金総額は新制度分6,603,985百

万円，旧制度分（通算遺族を含む）739,278百万円

となっている。また受給権者1人当たり年金額は，

新制度分で老齢基礎年金年額663,366円，老齢厚

生年金（老齢相当）同1,740,509円であるのに対

し，遺族基礎年金同771,060円，遺族厚生年金同

996,104円となっている。

これらの数値から推察されるように，遺族年金

は，700万人以上（被扶養児童などを加えるとさら

に多くの被扶養家族）の生活保障に一定の役割を

果たしていることが伺える。

Ⅲ 遺族年金の仕組み

1 支給要件

（1） 遺族基礎年金

遺族基礎年金の支給要件としては，第1に，被保

険者又は被保険者であった者が，（a）被保険者の

死亡，（b）被保険者であった者で，日本国内に住

所を有し，かつ，60歳以上65歳未満である者の死

亡，（c）老齢基礎年金の受給権者の死亡，（d）保険

料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間

（任意加入し得るのにしなかった期間などの合算

対象期間〔カラ期間〕を含む）が25年に達した者

の死亡，のいずれかに該当することが必要であ

る。このうち（a）及び（b）の場合，死亡日の前日

において，死亡日の属する月の前々月までに被保

険者期間があり，かつ，その被保険者期間の3分の

2以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間で

満たされていることが必要である（国年37条）。

ただし，直近1年間に保険料納付済期間及び保険

料免除期間があれば特例的に3分の2以上との要件

は充足される（昭和60年改正法附則20条1項）。第

2に，遺族基礎年金を受けることができる配偶者

又は子は，被保険者又は被保険者であった者の配

偶者又は子であり，①被保険者又は被保険者で

あった者の死亡当時その者によって生計を維持し

（生計維持要件），かつ，②子については，18歳に

達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にある子

で，かつ，婚姻していないこと，③配偶者につい

ては，②に掲げた子と生計を同じくすることを要

する（同37条の2第1項）。子に対する遺族基礎年

金は，配偶者が受給権を取得するとき，原則とし

て支給停止され，生計を同じくするその子の父若

しくは母があるときも，その間，支給停止される

（同41条2項）。なお，ここにいう「配偶者」は，従

来，「妻」と規定されていたのを，2012（平成24）

年年金財政強化法により「配偶者」と改め，父子

家庭を対象に加えたものである。

このように遺族基礎年金は，国民年金の被保険

者等が死亡した場合に，その者によって生計を維

持されていた配偶者又は子に支給されるものであ

る。2012（平成24）年改正前は，「妻」を支給対象

にしていたことからも伺えるように，母子年金と

しての性格を有するものであった〔堀（2013），

p.475〕。

（2） 遺族厚生年金

遺族厚生年金の支給要件としては，第1に，被保

険者又は被保険者であった者が，（a）被保険者の

死亡，（b）被保険者であった者の，被保険者の資

格を喪失した後，被保険者であった間に初診日が

ある傷病により当該初診日から起算して5年経過

前の死亡，（c）障害等級の1級又は2級の障害の状

態にある障害厚生年金の受給権者の死亡，（d）老

齢厚生年金の受給権者又は保険料納付済期間と保

険料免除期間とを合算した期間（任意加入し得る

のにしなかった期間などの合算対象期間〔カラ期

間〕を含む）が25年に達した者の死亡，のいずれ

かに該当することが必要である（厚年58条1項。

（a）（b）（c）を短期要件の遺族厚生年金，（d）を長

期要件の遺族厚生年金という）。このうち（a）及

び（b）の場合，死亡日の前日において，死亡日の

属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間
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があり，かつ，その被保険者期間の3分の2以上が

保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされ

ていることが必要である（同項但書）。直近1年間

に保険料納付済期間及び保険料免除期間があれば

特例的に3分の2以上との要件を充足するのは，遺

族基礎年金と同様である。第2に，被保険者又は

被保険者であった者の配偶者，子，父母，孫又は

祖父母であって（父母，孫又は祖父母はそれぞれ

先順位の者がいる場合，遺族にあたらない〔同59

条2項〕。また妻が受給権を有する期間は，子に対

する年金は原則として支給停止される〔同66条1

項〕），被保険者又は被保険者であった者の死亡の

当時，その者によって生計を維持し（生計維持要

件），かつ，①夫，父母又は祖父母については，55

歳以上であること，②子又は孫については，18歳

に達する日以後の最初の3月31日までの間にある

子又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にある

子で，かつ，婚姻していないこと，を要する（同

59条1項）。夫，父母又は祖父母に対する遺族厚生

年金は，受給権者が60歳に達するまでの期間，そ

の支給を停止する（ただし，夫に対する遺族厚生

年金については，当該被保険者又は被保険者で

あった者の死亡について，夫が国民年金法による

遺族基礎年金の受給権を有するときは，この限り

でない。同65条の2）。先述したように，2004（平

成16）年改正により，被保険者等の死亡当時，妻

が30歳未満で18歳に達する日以後の最初の3月31

日までの間にある子又は20歳未満で1級又は2級の

障害の状態にある子のいない場合，5年の有期支

給となった。

このように遺族厚生年金は，厚生年金の被保険

者等が死亡した場合に，その者によって生計を維

持されていた遺族に対して支給されるものであ

る。基本的に定額である遺族基礎年金と異なり，

報酬比例であることから，従前生活保障の意味合

いをもつということができる〔堀（2013），

p.477〕。子のない妻にも支給される（ただし30歳

未満の場合，5年の有期支給）ほか，遺族の範囲は

遺族基礎年金よりも広いのに対し，子のある55歳

未満の配偶者は妻のみに支給され（夫には未支

給），55歳以上60歳に達するまでの夫などは支給

停止とされる点で，遺族基礎年金よりも狭い。

なお遺族厚生年金には，中高齢寡婦加算の制度

がある。すなわち（a）遺族厚生年金の受給権を取

得した当時40歳以上65歳未満である妻か，又は，

（b）40歳に達した当時18歳に達する日以後の最初

の3月31日までの間にある子又は20歳未満で1級又

は2級の障害の状態にある子と生計を同じくし65

歳未満である妻に対し，夫の被保険者期間が240

月（20年）あれば，遺族基礎年金額の4分の3に相

当する加算がなされる（厚年62条1項）。このよう

に，中高齢寡婦加算は，夫の死亡による遺族厚生

年金の受給権を取得した中高齢の妻や，40歳に達

した当時遺族基礎年金の受給権を有していた妻に

対し，行われる加算である（妻が遺族基礎年金の

受給権を有している間は支給停止される〔同65条

1項〕）。

（3） 寡婦年金

(3）と（4）は国民年金法で設けられている第1

号被保険者に対する独自の給付である。このうち

寡婦年金は，夫が国民年金から給付を受けずに死

亡し，かつ，夫の死亡による給付がなされない場

合，妻に支給される。支給要件は，①死亡日の前

日において，死亡日の属する月の前月までの第1

号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免

除期間とを合算した期間が25年以上ある夫の死

亡，②夫の死亡当時夫によって生計を維持し，か

つ，夫との婚姻関係（事実上のものを含む）が10

年以上継続した65歳未満の妻であること，③夫が

障害基礎年金の受給権者であったことがなく，又

は老齢基礎年金の支給を受けていなかったこと，

である（国年49条）。

このように寡婦年金は，国民年金第1号被保険

者である夫が死亡した場合に，その者によって生

計を維持されていた妻に対して支給されるもので

ある。遺族である妻の生活の保障という意味合い

をもつといえる。

（4） 死亡一時金

死亡一時金は，①死亡日の前日において死亡日

の属する月の前月までの第1号被保険者としての

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2358
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保険料納付済期間（及び保険料一部免除期間のう

ち保険料を免除されない分の期間）の月数が36月

（3年）以上である者が死亡した場合において，そ

の者に遺族があること，②死亡した者が老齢基礎

年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがない

こと（ただし，遺族基礎年金を受けることができ

る者がある場合を除く），を支給要件とする（同52

条の2第1項・2項）。死亡一時金を受けることがで

きる遺族の範囲及び順位は法定されており（同52

条の3第1項），未支給年金の場合と同一である。

このように死亡一時金は，第1号被保険者とし

ての被保険者期間が一定月数以上である者が死亡

した場合に，その者の遺族に対して支給される一

時金である。

2 配偶者要件

公的年金制度の目的は，「健全な国民生活の維

持及び向上に寄与すること」（国年1条），「労働者

及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与す

ること」（厚年1条）である。こうした観点からみ

た場合，遺族年金において，民法上の婚姻関係の

有無にかかわらず，主たる生計維持者と共同生活

を営んでいた家族に対する，主たる生計維持者死

亡後の生活保障の必要性は高いといえる。そこ

で，国民年金法及び厚生年金保険法では，「配偶

者」「夫」及び「妻」には，婚姻の届出をしていな

いが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

むものとされている（国年5条8項・厚年3条2項）。

ここにいう「届出をしていないが，事実上の婚姻

関係と同様の事情にある者」とは，社会通念上夫

婦の共同生活と認められる事実関係及びこのよう

な関係を成立させようとする当事者間の合意が存

在する場合の内縁関係上の当事者をいう2)。ただ

し，この点をめぐっては，従来より裁判上しばし

ば争われてきた。

第1に，いわゆる近親婚（民734条1項）にあたる

反倫理的な内縁関係にあるものを含むかという論

点がある。この点につき，最高裁判決には，夫の

連れ子と同棲し，3人の子をもうけた事案につき

配偶者性を否定した原審3)を是認し，「厚生年金保

険の被保険者である亡Aと直系姻族の関係にある

上告人は，仮に亡Aと内縁関係にあったとしても，

厚生年金保険法3条2項の規定にいう『婚姻の届出

をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者』には当たらない」と判示したものがあ

る4)。その後，叔父と姪という傍系血族3親等の内

縁関係の事案につき，最高裁の法廷意見は，社会

倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請を

理由として禁止される近親者間における内縁関係

は，「一般的に反倫理性，反公益性の大きい関係と

いうべきであ」り，「殊に，直系血族間，2親等の

傍系血族間の内縁関係は，我が国の現在の婚姻法

秩序又は社会通念を前提とする限り，反倫理性，

反公益性が極めて大きいと考えられるのであっ

て，いかにその当事者が社会通念上夫婦としての

共同生活を営んでいたとしても，法3条2項によっ

て保護される配偶者には当たらない」としながら

も，3親等の傍系血族間の内縁関係については，

「それが形成されるに至った経緯，周囲や地域社

会の受け止め方，共同生活期間の長短，子の有無，

夫婦生活の安定性等に照らし，反倫理性，反公益

性が婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要

がない程度に著しく低いと認められる場合には，

上記近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要

請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与す

るという法の目的を優先させるべき特段の事情が

あるものというべきである」とし，本件事案に照

らして特段の事情があるとして配偶者性を認める

判断を示した5)。3親等の傍系血族間の内縁関係に

ついてのみ，極めて限定的に認める判断枠組みと

2) 東京地判昭63・12・12行集30巻12号1498頁，東京地判平元・9・26訟月36巻6号1080頁（いずれも重婚的内縁関係

に係る事案）。高松高判平26・4・30判例集未登載（LEX/ DB文献番号25504013）は，重婚的内縁に係る事案ではな

く，「社会通念上，夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり，また，夫婦の共同生

活と認められる事実関係が存在すると認められる」として，配偶者性を認めた。
3) 東京高判昭59・7・19行集35巻7号956頁。
4) 最1判昭60・2・14訟月31巻9号2204頁。
5) 最1判平19・3・8民集61巻2号518頁。
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いえよう6)。

第2に，法律上の婚姻関係が解消されていない

状態で事実上の婚姻関係が存在する，いわゆる重

婚的内縁関係の事案についても数多くの裁判例が

ある。この点につき，リーディングケースとされ

る最高裁判決は，戸籍上の妻からの請求に係る事

案につき，「戸籍上届出のある配偶者であっても，

その婚姻関係が実体を失って形骸化し，かつ，そ

の状態が固定化して近い将来解消される見込みの

ないとき，すなわち，事実上の離婚状態にある場

合には，もはや右遺族給付を受けるべき配偶者に

該当しない」7)とする判断枠組みを示した。その

後，最高裁は，同旨の判断枠組みを前提として，

「このような事実関係の下では，Aと参加人（法律

上の妻…筆者注）の婚姻関係は実体を失って修復

の余地のないまでに形がい化していたものという

べきであり，他方，被上告人（事実上の妻…筆者

注）は，Aとの間で婚姻の届出をしていないが事

実上の婚姻関係と同様の事情にある者というべき

である」とし，事実上の婚姻関係にあった者から

の請求を認容している8)。このように，法律婚と

事実婚が重複している場合，後者の「配偶者」性

を判断するにあたっても，判例法理は第一義的に

前者の態様に着目し，法律婚の「配偶者」性判断

を優先していることが読み取れる9)。

このように，公的年金は，生活保障の必要性と

いう社会保障法固有の性格に着目し，支給対象者

に事実上の配偶者を含めているものの，近親婚の

禁止や法律婚主義など民法が規律する婚姻法秩序

の維持とまったく無関係ではあり得ず，あくまで

日本の法体系全体の中での法律解釈が求められる

点に留意する必要がある。したがって，事実婚に

同姓婚などが含まれるかという点についても，現

時点では消極的に解さざるを得ない。また遺族に

対する生活保障という目的からすれば，いわゆる

重婚的内縁関係における法律婚と事実婚につき，

「割合的解決（たとえば，事実上の婚姻関係が認め

られる期間に応じて年金を分割する）」といった

方策を採ることは，解釈論のみならず制度論とし

ても難しいと言わざるを得ない10)。

3 生計維持要件

遺族年金の支給要件として，被保険者又は被保

険者であった者の死亡の当時，その者によって生

計を維持していたことを要するという意味で，生

計維持要件を充足しなければならない。この要件

は，2つの観点から問題となる。

第1に，2で述べた重婚的内縁に係る裁判例で，

とりわけ生計関係が希薄な法律上の妻との関係

で，「生計維持関係」の存否が問題になることがあ

る11)。

第2に，こうした法的紛争の場面とは異なり，以

6)その後，平成19年最高裁判決の判断枠組みを用い，配偶者性を認めた事案として，さいたま地判平23・3・23判

例自治362号93頁。最近の事案では，厚生年金保険被保険者Aらの養子となる旨の養子縁組の届出をする一方で，

Aと内縁関係にあった原告の配偶者性を否定した東京高判平27・4・16判例集未登載（裁判所ウェブページ）があ

る。
7) 最1判昭58・4・14民集37巻3号270頁（農林漁業団体職員共済組合法）。
8) 最1判平17・4・21集民216号597頁（私立学校教職員共済法）。
9) 最近でも，重婚的内縁関係をめぐる裁判例は数多い。枚挙に暇がないが，直近では，大阪地判平27・10・2判例

集未登載（裁判所ウェブサイト），東京地判平27・5・15判例集未登載（LEX/ DB文献番号25530122），東京地判平

27・5・12判例集未登載（LEX/ DB文献番号25530193），東京地判平27・4・9判例集未登載（LED/ DB文献番号

25525886），大阪高判平26・11・27判例集未登載（裁判所ウェブサイト），東京地判平26・7・25判例集未登載

（LEX/ DB文献番号25520714），東京地判平26・3・13判例集未登載（LEX/ DB文献番号25518277），大阪高判平26・

11・27判例集未登載（裁判所ウェブサイト）など。
10)二重に満額の年金を支給するとの制度論についても，婚姻法秩序の観点からも，また年金財政の観点からも困

難であろう。
11)配偶者要件の判断を行わず，もっぱら生計維持要件の有無を判断し，これを否定した最近の裁判例として，前

掲・東京地判平27・5・15（注9），東京地判平27・3・17判例集未登載（LEX/ DB文献番号25525346），東京高判平

26・3・13訟月61巻3号609頁，東京地判平25・6・27判例集未登載（LEX/ DB文献番号25513239）など。東京地判平

27・2・24判例集未登載（裁判所ウェブサイト）では，孫の生計維持要件の充足が否定された。
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下述べるように，主として制度論の場面で，生計

維持要件が問題となっている。

遺族年金が，主たる生計維持者の死亡による遺

族への生活保障の必要性に着目して設けられた仕

組みであることからすれば，生活保障の必要性が

低い者に対してまで給付する理由は希薄であると

いうことができる12)。こうした観点から，通達に

より，前年の収入が年額850万円以上又は前年の

所得が同655.5万円以上である場合，原則として

生計維持認定の対象から外す扱いとされ13)，裁判

例もこうした基準を適法と解してきた14)。しか

し，この基準が高すぎるのではないかが，問題と

なっている〔社会保障審議会年金部会（2014b），

p.5〕。

生計維持要件は，保険事故発生時に受給権が発

生するかを判断するための要件（権利発生要件）

であり，受給権が発生しなかった場合は，たとえ

その後収入が下がっても，支給停止の解除と異な

り，支給が開始されることがない性質のものであ

るとされ，政府説明によれば，こうした法的性格

から，通常の所得制限による支給停止と同様の考

え方は採ることができず，社会通念上著しく高額

の収入があるもの，すなわち通常の所得分類の最

高位に該当する者ということで被用者年金の上限

10％にあたる年収を基準として採用したとされて

いる〔社会保障審議会年金部会（2014b），p.5〕。な

お現在の収入金額850万円という基準は，1994（平

成6）年改正において，厚生年金の報酬月額の上位

約10％にあたる者の変動に合わせて，600万円か

ら850万円以上へと引き上げられたものである。

この点につき，従来の社会保障審議会年金部会

における議論として，2003（平成15）年の意見書

「年金制度改正に関する意見」では，「生計維持要

件の850万円については，高すぎるとの指摘が

あった」としながらも，「この要件は，死亡時点に

おいて判断するものであり，将来の収入を見通す

ことは困難であることから，広く受給権が発生す

るよう設定されているものであることも考慮して

検討していくべきである。なお，基準以上の収入

が見込まれ受給権が発生しなかった遺族は，その

後予測できない収入の変化があった場合でも遺族

年金の支給を受けることができないことについて

も，併せて検討すべきである」〔社会保障審議会年

金部会（2003）〕と述べ，改正に対し消極的であ

る。2015（平成27）年に出された「社会保障審議

会年金部会における議論の整理」では，「遺族年金

制度の在り方について」という項目を立てている

ものの，この論点については言及されていない

〔社会保障審議会年金部会（2015），pp.23-24）。

生計維持要件が権利発生要件であることからす

れば，遺族にある程度の収入があっても，生計維

持関係の存在を認めるのは合理的である。ただ

し，子の扶養に対する配慮（扶養子を含めた従前

生活の一定水準の確保）は必要と思われるもの

12) 東京高判平15・10・23訟月50巻5号1613頁は，法59条が生計維持要件を規定する理由は，上記遺族のうち被保険

者等により生計を維持していた者でない者については，被保険者等の死亡によっても遺族厚生年金により生活保

障を与える必要性が低いと考えられるところにあると解される」とする。
13)「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」（平成23年3月23日年発0323第1号）。こうした基準に

該当しないが，定年退職等の事情により近い将来（おおむね5年以内）収入が年額850万円未満又は所得が年額

655.5万円未満となると認められる場合も，要件を満たすものとされている。
14)前掲・東京高判平15・10・23（注12）（収入金額の基準が600万円であった時期の事案）。前掲・東京地判平27・

2・24（注11）は，夫婦間の経済的依存関係は密接であり，かつそれが長期にわたり継続すると考えられる以上，

被保険者等の死亡当時において，被保険者とその配偶者である支給対象者が生計同一関係にあり，かつ支給対象

者が高額の年収（850万円以上）を将来にわたって得ると認められないときには，一方の収入がなくなれば他方の

生計維持に支障を来すことになるであろうから，かかる事情の存在をもって生計維持関係の存在を推定すること

には合理性がある」と判示した。なお同判決では，共働き夫婦の場合，夫の収入が少なく，事実上妻が夫を扶養し

ていても，生計維持関係が認められ，妻に遺族厚生年金が支給されるのに対して，祖母と孫の間においては，祖母

が孫の衣食住といった生活の根幹に関わる費用を負担し，扶養していた事実を立証しなければ生計維持要件を充

足すると認められないのは，平等原則に反する旨の原告の主張に対し，「夫婦間と祖母と孫との間では生活維持に

関わる義務の程度が異なるから，夫婦間と祖母と孫との間では，生計維持要件充足性の判断に際し，要求される

立証の程度が異なるのは合理的な差異であり，平等原則に反するものとはいえない」とする。
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の，遺された配偶者が自らの収入で自身の平均的

水準の生活を賄えるのであれば，併せて遺族年金

を支給し続ける必要性は高くないと言わざるを得

ない。一定期間経過後の遺族の所得水準低下のリ

スクは，当該遺族自身の生活保障リスクとして独

自に対応すべきであろう。遺族年金に，拠出と給

付の直接的なけん連性が認められず15)，拠出に基

づく給付という意味での権利性が相対的に希薄で

あることからすればなおさら，子の扶養に対する

配慮は別として，850万円という現行制度の基準

は，相当程度（例えば，厚生年金の報酬月額の中

位程度）まで引き下げるべきではないかと思われ

る。

Ⅳ 社会の変容と遺族年金

1 支給要件における男女差

Ⅲ-1でみたように，遺族年金の支給要件には，

男女（夫と妻）の間で差異が存在する。この点は，

遺族年金が，とりわけ高度経済成長期以降，いわ

ゆる男性片働き（専業主婦）世帯をモデルとし，

主たる生計維持者である夫亡き後の妻などの生活

保障を目指してきたことを端的に物語るものであ

る。しかし，世帯の多様化，女性の就労促進など

により，共働き世帯が多数を占めるようになって

きた中で，改めて社会実態に合わせた仕組みへの

見直しを検討する必要がある。

こうした男女差が，憲法14条1項にいう「法の下

の平等」に反し違憲であるとして，裁判所で争わ

れた2事件4判決がある。以下，事案の概要と判旨

の紹介を行っておきたい。

（1） 遺族基礎年金支給停止処分取消請求事件

〔事案の概要〕

本件は，国民年金の被保険者であった亡A（母）

の子であるXが，厚生労働大臣から，国民年金法

41条2項（2012〔平成24〕年改正前）に基づき遺族

基礎年金の支給停止処分を受けたことに対し，遺

族基礎年金の支給に係る同法の規定が，母子家庭

と比べて父子家庭を不当に差別するものであって

憲法14条1項の定める平等原則に反するとして，

国（Y）を被告として，本件支給停止処分の取消を

求めた事案である。

〔判旨〕

a東京地判平25・3・26判例集未登載（LEX/ DB文

献番号25511386）

①「国民年金制度は，憲法25条2項が規定する理念

に基づき，老齢，障害又は死亡によって国民生活

の安定が損なわれることを国民の共同連帯によっ

て防止し，もって健全な国民生活の維持及び向上

に寄与することを目的とし（国民年金法1条），こ

の目的を達成するため，国民の老齢，障害又は死

亡に関して必要な給付（老齢基礎年金，障害基礎

年金，遺族基礎年金等）を行うものであるところ，

憲法25条の趣旨に応えて具体的にどのような立法

措置を講ずるかの選択決定は，立法府の広い裁量

に委ねられており，それが著しく合理性を欠き明

らかに裁量権の範囲の逸脱，濫用とみざるを得な

いような場合を除き，裁判所が審理判断するのに

適しない事柄であるということができるものの，

同条の趣旨に応えて制定された法令において受給

権者の範囲，支給要件等につき何ら合理的理由の

ない不当な差別的取扱いをするときは別に憲法14

条違反の問題が生じると解される（最高裁昭和51

年（行ツ）第30号同57年7月7日大法廷判決・民集

36巻7号1235頁，最高裁平成17年（行ツ）第246号

同19年9月28日第二小法廷判決・民集61巻6号2345

頁参照）。」

②「妻に対する遺族基礎年金は，主な生計維持者

である夫を失って生計の途を失い，かつ，未成年

の子を養育しているため就労することが困難であ

ることを根拠に支給されるものであるところ，父

子家庭に遺族基礎年金が支給されないのは，母子

家庭と比べて父子家庭は一般に所得が高く，しか

も男性は女性と比べて一般に雇用機会・雇用条件

が恵まれている場合が多いことを考慮したからで

あり，このような点を踏まえて，母子家庭とは異

15) 最3判平12・11・14民集54巻9号2683頁。
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なり一般的に稼得能力の大幅な損失が生じない父

子家庭を遺族基礎年金の支給対象から除外したこ

とには合理的な理由があると認められる。そし

て，父子家庭にも遺族基礎年金を支給することと

した場合には，新たに受給権を有する者に対する

遺族基礎年金の給付費用は，他の被保険者が拠出

した保険料や国庫負担によって賄われることにな

るところ，このような国民年金事業の財政及び国

の財政事情に密接に関連する事項の決定について

は，立法府に広範な裁量があるというべきである

し，生存権の保障は，生活保護法による生活扶助

等を含め，憲法25条を具体化するための種々の施

策によって総合的に実現されていくものであるか

ら，父子家庭に遺族基礎年金が支給されないこと

により当然に当該父子家庭の父及び子が過酷な状

況に置かれるともいえない。

そうすると，国民年金法が被保険者である又は

被保険者であった父が死亡した場合における死亡

者によって生計を維持されていた妻と子に対して

のみ遺族基礎年金を支給することとしていること

は，合理的理由のない不当な差別的取扱いである

ということはできず，憲法14条1項に違反するも

のとはいえない。」

b東京高判平25・10・2判例集未登載

控訴審である東京高裁も，基本的に原判決をそ

のまま引用して，Xの控訴を棄却した。その際，

裁判所は，控訴審でのXの主張に応えて，以下の

ように判示した。

①「我が国においては，従前，雇用機会，雇用条

件，就労収入等について男女間に根強い格差があ

り，父親が稼働して生計を支え，母親が育児，家

事労働に従事する家族形態の世帯がなお相当数存

在することは，顕著な社会的事実である。……父

子家庭の数は母子家庭の約6分の1であり，父子家

庭の父は常用雇用，事業主の割合が高いのに対

し，母子家庭の母は臨時・パートの割合が高く，

父子家庭の平均年収は母子家庭の2倍近く，就労

収入でみれば母子家庭は父子家庭の半額以下であ

る。したがって，母子家庭と比べて父子家庭は一

般に所得が相当高く，男性は女性に比べて雇用機

会・雇用条件が恵まれていること，父親の収入で

一家を支える世帯が相当数存在することは，本件

各支給停止処分がされた当時においてもなお認め

られた社会的事実であるということができる。」

「上記のような事実を踏まえてみれば，父子家

庭と母子家庭とを比較して，遺族基礎年金の支給

を行うべき必要性は，一般に母子家庭がより大き

いとみることができる。そうすると，母子家庭で

あるか否かを遺族基礎年金の支給対象の基準とす

ることも，国民年金制度において，限りのある給

付を，必要とする対象者に行うという見地からみ

て，合理性を欠くとはいえない。もっとも，父子

家庭の所得が統計的，一般的に母子家庭に比し高

いといっても，個別的には所得の低い父子家庭も

存在することはXらの指摘するとおりである。し

かし，原判決の説示するとおり，経済的に生活に

困窮する場合には生活保護等による補助を受ける

ことができるのであるから，個別的に上記のよう

な事例があり得るからといって，社会保険制度と

しての遺族基礎年金について，一般的な父子家庭

と母子家庭の間の差異を基に，その支給基準を設

けることが不合理であるとはいえない。また，こ

のような基準を設けることは，前記のとおり母子

家庭と父子家庭の経済的な格差を踏まえて，被保

険者の死亡に伴い生活保障を要する遺族に必要な

給付を行うことを目的としているのであって，男

女の社会的役割の相違を助長し固定化することを

目的とするものとは認められない。したがって，

このような基準を定めることが，法の下の平等に

反し，立法府の裁量権の逸脱又は濫用に当たると

までは認められない。」

（2） 遺族補償年金等不支給決定処分取消請求

事件

〔事案の概要〕

本件は，地方公務員であった亡Aの公務災害に

基づく死亡について，Aの夫であるXが，処分行政

庁B（地方公務員災害補償基金大阪府支部長）に

対し，地方公務員災害補償法（地公災法）に基づ

き，遺族補償年金等の請求をしたところ，同法32

条1項但書1号及び同法附則7条の2第2項の定める
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年金の受給要件（夫については職員の死亡の当時

55歳以上であること）を充たさないなどとして，

いずれも不支給とする処分を受けたため，配偶者

のうち夫についてのみ年齢要件を定めた地公災法

等の規定が，法の下の平等を定めた憲法14条1項

に違反するとして，Y（地方公務員災害補償基金）

に対し，不支給処分の取消を求めた事案である。

〔判旨〕

a大阪地判平25・11・25判時2216号122頁

①「憲法14条1項は，法の下の平等を定めており，

この規定は，事柄の性質に応じた合理的な根拠に

基づくものでない限り，法的な差別的取り扱いを

禁止する趣旨のものである（最高裁昭和39年5月

27日大法廷判決・民集18巻4号676頁，同昭和48年

4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等）。」

「地方公務員災害補償制度は，……一種の損害

賠償制度の性格を有しており，純然たる社会保障

制度とは一線を画するものであることは否定でき

ない。」「ただ，同時に，……遺族補償年金制度に

はYらが主張するように社会保障的性質をも有す

ることは否定できない。」

そのような性質を有する遺族補償年金制度につ

き具体的にどのような立法措置を講じるかの選択

決定は，上記制度の性格を踏まえた立法府の合理

的な裁量に委ねられており，本件区別が立法府に

与えられた上記のような裁量権を考慮しても，そ

のような区別をすることに合理的な根拠が認めら

れない場合には，当該区別は，合理的な理由のな

い差別として，憲法14条1項に違反するものと解

するのが相当である。」

②「地公災法の立法当時，遺族補償年金の受給権

者の範囲を画するに当たって採用された本件区別

は，女性が男性と同様に就業することが相当困難

であるため一般的な家庭モデルが専業主婦世帯で

あった立法当時には，一定の合理性を有していた

といえるものの，女性の社会進出が進み，男性と

比べれば依然不利な状況にあるとはいうものの，

相当の就業の機会を得ることができるようになっ

た結果，専業主婦世帯の数と共働き世帯の数が逆

転し，共働き世帯が一般的な家庭モデルとなって

いる今日においては，配偶者の性別において受給

権の有無を分けるような差別的取扱いはもはや立

法目的との間に合理的関連性を有しないというべ

きであり，Xのその余の主張について判断するま

でもなく，遺族補償年金の第一順位の受給権者で

ある配偶者のうち，夫についてのみ60歳以上（当

分の間55歳以上）との本件年齢要件を定める地公

災法32条1項ただし書及び同法附則7条の2第2項の

規定は，憲法14条1項に違反する不合理な差別的

取扱いとして違憲・無効であるといわざるを得な

い。」

b大阪高判平27・6・19判時2280号21頁

①「地公災法の定める遺族補償年金は，職員の死

亡により扶養者を失った遺族の被扶養利益の喪失

を填補し，遺族の生活を保護することを目的とす

るものであり，基本的に社会保障制度の性格を有

するものというべきである。それは，基本的に憲

法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保

障制度の一環であるといえる。」「憲法25条の規定

の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を

講じるかの選択決定は，立法府の広い裁量にゆだ

ねられており，それが著しく合理性を欠き明らか

に裁量の逸脱・濫用とみざるを得ないような場合

を除き，裁判所が審査判断するのに適しない事柄

であるといわなければならない。もっとも，同条

の趣旨にこたえて制定された法令において受給権

者の範囲，支給要件等につき何ら合理的理由のな

い不当な差別的取扱いをするときは別に憲法14条

1項違反の問題を生じ得るというべきである（最

高裁昭和57年判決，最高裁昭和60（行ツ）第92号

平成元年3月2日第1小法廷判決・裁判集民事156号

271頁，最高裁平成17年（行ツ）第246号同19年9月

28日第2小法廷判決・民集61巻6号2345頁参照）。」

②「今日において，ⅰ）女性（特に，配偶者を有

する者（妻））は，男性に比べて労働力率が相当低

いこと，ⅱ）女性は，雇用者数に占める非正規雇

用の割合が50パーセントを超えており，その割合

は男性における非正規雇用の割合の3倍近いこと，

ⅲ）男女間の賃金格差が大きく，女性の賃金額は

男性のそれの概ね6割以下にすぎず，女性は，男性
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と比べて賃金が著しく低いこと，ⅳ）専業主婦世

帯数は，従前から減少し続け，共働き世帯数より

下回っているものの，なお787万世帯（平成22年当

時）存在するところ，平成22年国勢調査に基づき

20歳から59歳までの年齢階層につき家事のみして

いる妻（専業主婦）と家事のみしている夫（専業

主夫）の人数を比較すると，家事のみしている妻

の人数は，家事のみしている夫の人数の100倍を

大きく超えているのであり，専業主婦の世帯数よ

りはるかに多いことが認められ，これらに照らせ

ば，夫が死亡した場合，専業主婦世帯において夫

が死亡した場合はもちろんのこと，共働き世帯に

おいて夫が死亡した場合においても，妻が独力で

生計を維持することができなくなる可能性は高い

というべきである。これに対し，妻が死亡した場

合に，夫が独力で生計を維持することができなく

なる可能性は，上記の妻が独力で生計を維持する

ことができなくなる可能性と比較して著しく低い

というべきである。

これらの事情からすれば，今日の社会情勢の下

においても，妻については，年齢を問わずに『一

般に独力で生計を維持することが困難である』と

認めて，遺族補償年金を受給できるものとする

が，夫については，年齢を問わずに『一般に独力

で生計を維持することが困難である』とは認めら

れないとして，『一般に独力で生計を維持するこ

とが困難である』と認められる一定の年齢に該当

する場合に遺族補償年金を受給できるものとする

旨の遺族補償年金の受給要件に係る区別を設けた

本件区別は，合理性を欠くということはできな

い。」

（3） 若干の整理

本稿は，規定の合憲性についての法解釈論の展

開ではなく，遺族年金の制度論的検討を目的とす

るため，規定の合憲性判断に踏み込んだ検討は行

わず，判決に係る若干の整理を行うにとどめてお

きたい16)。

支給要件の男女差が，憲法14条1項の定める法

の下の平等に反するか否かを判断するにあたって

は，裁判所が定立した違憲審査基準が極めて重要

な意味を有する。この点につき，（1）a判決，（1）

b判決，（2）b判決は，障害福祉年金と児童扶養手

当の併給調整の合憲性が争われた堀木訴訟最高裁

大法廷判決（最大判昭57・7・7）や，障害福祉年

金の支給に係る国籍条項の合憲性が争われた塩見

訴訟最高裁判決（最1判平元・3・2），学生障害無

年金訴訟最高裁判決（最2判平19.9.28）を引用し，

憲法25条に基づく社会保障立法に係る広範な立法

裁量を認めた。これに対し，（2）a判決は，地方公

務員災害補償法の遺族補償年金の支給要件に係る

事案であり，（2）a①にみられるように，業務上

（公務上）の災害補償制度に係る責任保険的な性

格に由来する損害賠償的側面に着目して，堀木訴

訟最高裁大法廷判決が示した判断枠組みを採用せ

ず，いわゆる待命処分事件最高裁判決（最大判昭

39・5・27），尊属殺規定違憲判決（最大判昭48・

4・4）を引用しながら，より厳しい審査基準を採

用したものとみられる。

そのうえで，各判決は，「何ら合理的な理由のな

い不当な差別的取扱い」にあたるか否か（（1）a判

決，（1）b判決，（2）b判決），「区別をすることに合

理的な根拠が認められない」か否か（（2）a判決）

につき，それぞれ種々の要素を勘案しながら判断

を行っている（（1）a②，（1）b①，（2）a②，（2）

b②）。（2）a②において，他の判決と異なり，共働

き世帯が一般的な家庭モデルとなっている点に着

目し，配偶者の性別による受給権の差異と立法目

的との合理的関連性を否定している点が注目され

るものの，こうした点への着目自体，上記のよう

に，より厳しい違憲審査基準を採用したことに由

来しているとみる余地がある。

（1）の事案は，結論的には合憲とされたものの，

争点となった遺族基礎年金に係る支給要件の男女

差については，2012（平成24）年年金財政強化法

により，従来，「妻」と規定されていたのを，「配

偶者」と改めたことにより解消されたことは先述

の通りである。

16)（2）事件の解釈論的検討については，本号の社会保障判例研究（江口隆裕執筆）を参照されたい。
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（2）の事案は，地裁と高裁で結論を異にし，最

高裁判所の判断が待たれている。（ⅱ）b判決のよ

うに，遺族補償年金の社会保障的側面に着目した

場合，同様の年齢要件は遺族厚生年金にも存在す

るため，その合憲性に係る最高裁の判断は，遺族

厚生年金の支給要件のあり方にも影響を及ぼすこ

ととなり得る。ただし，上述の2012（平成24）年

改正にみられるように，規定の合憲性如何と規定

改正に係る政策判断は，必ずしも連動すべき必然

性はなく，次に述べるように，必要に応じて積極

的に法改正を行っていくことが望ましいと考えら

れる。

2 女性の就業と遺族年金

遺族年金の支給要件に係る男女差は，A.Ⅳ-1

（2）の事案でも同様に争われた，夫にのみ年齢要

件が課される（子のある55歳未満の配偶者は妻に

のみ支給され，55歳以上60歳に達するまでの夫は

原則として支給停止される）遺族厚生年金のほ

か，B.子のない妻にのみ支給される遺族厚生年

金，C.中高齢寡婦加算，D.寡婦年金にも存在する。

実は，男女差を解消すべきという立場を基本的に

は支持するとしても，どのように解消すべきかに

ついては，唯一の回答が導き出されるわけではな

く，総合的な判断が必要である17)。

ひとつの解決策としては，現状，女性（妻）の

みが対象となっている保障をすべて男性（夫）に

も及ぼすことが考えられないではない。A.遺族厚

生年金に係る夫の年齢要件を外し，B.子のない夫

にも遺族厚生年金を支給し，C.中高齢寡夫加算を

設け，D.寡夫年金を設けるというものである。こ

れに対しては，財源の確保の必要性という問題が

生じ得る。ただし，より重要なのは，そうした女

性（妻）への保障をすべて男性（夫）にも及ぼす

ことが，家族や社会・経済の変容といった近時の

遺族年金制度をめぐる状況変化と相容れない側面

を有するということである。すなわち，男女共同

参画やワーク・ライフ・バランスの理念の下，将

来的には男女を問わず仕事をもち家事・育児責任

を負う社会が目指されるべきであるとすれば，主

たる生計維持者である配偶者を失った生存配偶者

の高齢期に至るまでの主たる生活手段を遺族年金

に求め続けることは，必ずしも適切とは思われな

い。

そうすると，もうひとつの解決策として，現在，

女性（妻）に対してのみ行われている保障を廃止

していく方向性が考えられる。2004（平成16）年

改正により，30歳未満で子のない妻に対し，5年の

有期支給としたのも，こうした方向での改正と位

置付けることができる。ただし，こうした改正を

行うためには，女性（妻）の雇用・就労環境の整

備・充実が，前提条件として確保されている必要

がある。こうした環境整備が十分整っていないに

もかかわらず給付を廃止することは，これらの対

象者の貧困・生活困窮状態を悪化させることにな

りかねない。

したがって，制度改革のあるべき方向性として

は，現時点での労働市場などの動向も踏まえなが

ら，個別かつ慎重に判断していく必要がある。こ

の点で，2012（平成24）年年金財政強化法により，

遺族基礎年金の支給対象に父子家庭が加えられた

ことがひとつの基準となり得る。すなわち，一方

で，子が独り立ちするまでの扶養に関連する親子

年金的な性格をもつ給付については，男性（夫）

配偶者にも拡大することに合理性が認められる。

遺族年金制度の歴史を振り返ってみれば，遺児年

金が存在したことも，親のニーズとは独立した子

ども固有の所得保障ニーズに対応した仕組みを遺

族年金において積極的に評価する一要素となり得

よう。他方で，もっぱら生存配偶者の生活保障を

目的とした給付については，労働市場の動向をみ

ながら，随時有期化していくことが考えられる。

主たる生計維持者の死亡という大きな環境変化が

あった以上，生活の建て直しのための一定期間

17)社会保障審議会年金部会（2015，pp.23-24）では，共働きが一般化することを前提とした場合の遺族年金制度の

在り方につき，おそらく私見と同様の問題認識に立ちつつも，「遺族年金制度は，時間をかけて基本的な考え方の

整理から行っていくのが良いのではないかとの認識を共有した」とするにとどまり，問題解決をいわば先送りし

た形となった。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2366
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（たとえば5年間），生活を支えるための給付を行

うことは合理的であるものの，それ以後について

は，生計の糧を自ら獲得していくことが本来的に

求められると考えられるからである。遺族年金が

自らの保険料に基づく給付ではない（拠出と給付

の直接的なけん連性がない）ことも，高齢期に至

るまでの遺族年金の必要性を規範的に基礎付ける

にあたって消極的に評価する事情となり得る。

こうした観点から，少なくとも18歳に達する日

以後の最初の3月31日までの間にある子などを扶

養する男性（夫）に対する遺族厚生年金の支給は

認められて然るべきである一方，労働市場や女性

の就業の動向などを見極めながら，子のない妻へ

の有期支給の拡大（さしあたり30歳代まで）など

が検討されるべきであるように思われる18)。

なお前述したように，前年の収入が年額850万

円以上である場合，原則として生計維持認定の扱

いから外すとの扱いについても，子の扶養に対す

る一定の配慮は必要であるとしても，相当程度引

き下げる必要がある。

Ⅴ むすびにかえて

伝統的な理解によれば，社会保障は，困窮の原

因となるべき一定の社会的事故ないし要保障事由

の発生に際しての所得の保障ないし経済保障と捉

えられてきた〔菊池（2014），p.89〕。その後，身

体・健康を法益とする医療保障や，生活上のハン

ディキャップに対する社会福祉・介護サービスな

どの保障も，社会保障の一環として捉えられるに

至った。このように，社会保障の歴史的展開過程

にあっては，経済社会の進展に伴い，社会に存在

するさまざまなニーズのうち，公的対応が必要で

あると社会的合意が図られるに至ったものが随時

制度化されてきた。

こうした社会保障の性格に着目して，笠木は，

「社会に現存するニーズに対して給付を行うこと

が社会保障の目的であり，そのニーズを発生させ

る原因の解決は少なくともその一義的な目的では

ないという考え方がありえ」ると指摘する〔笠木

2015），p.137〕。さらに，この指摘は社会保障法の

アイデンティティにかかわる重要な問題提起であ

るとし，社会保障法は<現実>を前提に，そこにお

ける必要に対応するものなのか（「現実反映モデ

ル」），それとも，<あるべき社会>を想定し，それ

に向けて社会を変革していくものなのか（「規範

的変容モデル」）と問いかけられてもいる〔山本

（2015），p.131〕。

本稿でみてきたように，遺族年金で女性受給者

に有利な扱いがなされてきたのは，男性片働き

（専業主婦）世帯が，高度経済成長期以降の日本社

会において一般的な形態となったからにほかなら

ない。こうした制度創設の前提となった社会状況

（立法事実）が，現在でも一定程度妥当する以

上19)，伝統的な「現実反映モデル」からすれば，依

然として従来の制度を存続させることに合理性が

認められよう。そして，こうした立場からすれ

ば，性中立的な社会保障制度への変革に先立ち，

男女を問わず平等な働き方を，まずは雇用・労働

法制の変革を通じて実現すべきという帰結ともな

り得る。

他方，定型的な社会保障の仕組みを温存するこ

とは，そこで想定されているパターン以外の生活

様式を選択する人びとに対して，経済的な不利益

をもたらす。この不利益は，結婚・出産育児・退

職・再就職といった一連のライフサイクルを通じ

て積み重なることで，個々人の生き方への（間接

的ではあるが決して小さくない）制約となり得

る。したがって，長期的には，特定の家族形態や

雇用形態による不合理な不利益を生じさせない制

度の構築が目指されるべきであろう。

とはいえ，本稿でみたように，労働市場改革が

進展し，女性を取り巻く雇用・労働環境の改善が

大幅に進んだとしても，遺された子のニーズをど

18) 40歳代以降については，中高齢寡婦加算のあり方を含め，労働市場や女性の就業の動向をより慎重に見極めな

がら，適切な改正時期を判断する必要があるように思われる。
19)今でも夫婦世帯の半数以上が第2号被保険者の夫と第3号被保険者の妻の組み合わせである〔社会保障審議会年

金部会（2014a），p.35〕。

遺族年金制度の課題と展望 367
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う考えるべきかなど，遺族に対する固有の給付の

必要性が当然になくなるわけではない。その意味

で，「男女の雇用の格差の解消が進み，高齢期は自

分自身の年金で暮らすことが基本となれば，将来

は遺族年金は不要となる」〔社会保障審議会年金

部会（2003）〕との見方は，遺族年金制度の全体像

を必ずしも十分踏まえていないように思われる。

遺族年金のあり方が，婚姻法秩序や労働市場の

あり方との関係を抜きにして論じられないことを

踏まえながらも，「あるべき社会」に向けて最低限

必要な制度改革を怠ることのないよう，適時適切

に政策論議を積み重ねていく必要がある。
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Current Status and Issues of Survivor’s Pension
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Abstract

Public Pension has been developed as the core of income security programs in Japan. Among three

benefits, Old-Age Pension, Disability Pension and Survivor’s Pension, Survivor’s Pension has contributed to

maintain the survivors’standard of living and prevent them to sink into poverty. In this article I summarized

historical development, current situation and structure of Survivor’s Pension. By focusing on subsistence

requirement and spouse requirement, the relevance between marriage law and pension law has been clarified.

Then the validity of difference between the sexes in payment requirements has been examined. Necessary

reform should not be hesitated to realize gender equality.

Keywords：Survivor’s Pension, National Pension, Employee’s Pension Insurance, Subsistence Requirement,

Spouse Requirement
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Ⅰ はじめに

いわゆる社会手当は，法の定める所定の支給事

由を満たす場合に支給されるものであり，事前の

拠出を前提とせず，また，基本的に資力調査を伴

わない定型的な給付である1)。わが国の社会保障

制度の中では，児童手当，児童扶養手当，特別児

童手当などが該当する。社会手当は，わが国で

は，その歴史も比較的浅く，占める地位も大きく

はなかった2)。しかし，近年は，子ども・子育て支

援法の制定により，子ども・子育て支援給付が，

＊国立社会保障・人口問題研究所 社会保障応用分析研究部第3室長
1) 社会手当は，社会保障法学では，「法の定める所定の支給事由が満たされる場合に，厳密な資力調査を必要とせ

ず，また，拠出を前提としない定型的な給付を行う」制度（西村健一郎（2003）『社会保障法』有斐閣，p.425），

「財源を公費または事業主負担に求める（本人拠出を前提としない）一方で，厳格な資産調査を行わず所定の要件

を充たす場合に定型的給付を行う制度」（菊池馨実（2014）『社会保障法』有斐閣，p.187）などと定義される。後

述のように本稿では，前者の定義に依っている。
2) その要因として，各企業が賃金体系のなかに労働者の扶養にかかる配偶者及び子について，配偶者手当とともに

家族手当，扶養手当を設ける例が多いことが挙げられている〔前掲注1）西村（2003）p.426〕，〔菊池（2010）p.172〕。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2370

特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

社会手当の意義と課題
――児童手当制度及び児童扶養手当制度からの示唆――

黒田 有志弥＊

抄 録

本稿では，いわゆる社会手当制度のうち，児童手当及び児童扶養手当に焦点をあて，それらの制度の

歴史的変遷や併給調整などを含む他の社会保障給付との関係について明らかにし，社会保険とも公的扶

助とも異なる社会手当の意義，機能について検討した上で，その今日的な課題について論じる。児童手

当と児童扶養手当は，制度の趣旨は共通する部分があるものの，前者は普遍的な給付を指向する（子ど

も手当がその最たる例である）が，後者はひとり親の世帯を対象とし，かつ所得制限を設けているなど，

比較的具体的な所得保障のニーズを前提とした制度である。他方で，より普遍的な制度であればあるほ

ど，個別の具体的なニーズからは乖離すること，社会保険のように拠出との牽連性などが存在しないこ

となどから，財政的な制約の影響を受けやすくなる。社会手当は，マイナンバー制度等により個人ある

いは世帯の所得をより正確に把握することができるようになることで，所得保障施策としての重要な一

翼を担いうるが，今後何を目的としてどのような制度設計を行うかについて検討する上でも，このよう

な社会手当の性質を考慮する必要があろう。

キーワード：社会手当，児童手当，児童扶養手当

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 370-381.
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児童手当を含む形で子どものための現金給付と子

どものための教育・保育給付と構成されたり，（未

だ実施されていないが）年金生活者支援給付金支

給法による新たな給付制度が創設されるなど，社

会手当（あるいはそれに類似する制度）の意義も

大きくなりつつある3)。

そこで，本稿では，主として，児童手当及び児

童扶養手当に焦点をあて，それらの制度の歴史的

変遷や併給調整などを含む他の社会保障給付との

関係について明らかにし，社会保険とも公的扶助

とも異なる社会手当の意義，機能について検討し

た上で，その今日的な課題について論じる。

Ⅱ 社会手当の意義

1 社会手当の定義

前述のように，社会手当は，一般的には，法律

に定める所定の要件を満たす場合に，定型的な給

付を行うものである。社会保険との違いは，保険

料等の拠出を前提としないこと，公的扶助（生活

保護）との違いは，資産調査がないことである。

また，自立支援給付のようにサービス給付を目的

とした金銭給付でない点で，社会福祉サービス給

付とも異なる。しかし，社会手当の目的及び機能

としては，例えば児童手当や児童扶養手当なら

ば，育児等による支出の増大あるいは所得の喪失

に対する保障であるという面で，ある特定の事由

による所得の喪失あるいは喪失の可能性がある場

合に給付される社会保険や公的扶助の金銭給付と

共通する。

わが国において，典型的な社会手当として挙げ

られるのは，児童手当，児童扶養手当，特別児童

扶養手当である。本稿では社会手当について，さ

しあたり拠出を受給の要件とせず，法律の定める

所定の要件を満たす場合に定型的に行われる社会

保障給付と定義する。ただ，社会手当をこのよう

に定義すると，現行の制度の中では無拠出の障害

基礎年金等も社会手当含まれることになる。ま

た，現在わが国の制度には存在しないが，いわゆ

るベーシックインカムも社会手当に含まれる余地

がある。しかし，社会保障法学における従来の制

度的体系論においては，社会保険法，公的扶助法，

社会福祉サービス法，社会手当法と区分し，社会

手当法は児童手当関係法（児童手当法，児童扶養

手当法等）を言うことが通常である4)。また，本稿

の目的として，社会手当という法政策上の手法が

今後の社会保障制度においてどのような意義を有

するかを明らかにすることにあるから，その典型

例であり，社会手当の中では比較的歴史のある児

童手当関係法をもって社会手当と呼称することと

する。

2 社会手当の特徴

社会手当の特徴としては，以下を挙げることが

できる。まず，社会手当は，基本的に租税を財源

とする。しかしながら，このことは政策上必ずし

も拠出が存在しないことを意味しない。つまり，

社会手当の財源を何に求めるかは政策的な選択の

問題であり5)，ある社会手当の受給者となる可能

性のある集団からの拠出を財源としたり，あるい

は，ある社会手当の政策目的に対して社会的責任

を有する主体に拠出を求めるという制度設計もあ

りうる。例えば，わが国の児童手当も事業主に拠

出を求めている。この点について，とりわけ社会

手当の受給者となる可能性のある集団から拠出を

求めるという制度設計をした場合，その制度は，

社会保険に類似する。しかし，この場合でも社会

保険との相違は依然として存在する。すなわち，

先に社会手当を定義したように，拠出をしたとい

う事実が受給の要件となっていないという点であ

る。ただ，わが国における社会手当制度において

は，その受給者あるいは受給者になりうる集団に

当該社会手当制度のための拠出を求めるものはな

いので，社会保険と明らかに異なる制度として把

3) 前掲注1）菊池（2014）p.201。
4) わが国では，社会手当は有子の家庭を対象とした手当が中心的であることから，社会保障法の体系上，社会手当

を児童手当関連法として整理されることもある〔岩村正彦（2001）『社会保障法Ⅰ』弘文堂，p.17〕。
5) 児童手当につき〔山田（2001）p.287〕参照。

社会手当の意義と課題――児童手当制度及び児童扶養手当制度からの示唆―― 371
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握できる。その結果，社会手当を受給する権利と

いう意味では，社会保険における受給権と比較し

て脆弱である。もちろん，法律によって受給要件

及び受給内容が設定されている限りにおいては，

その要件を満たす限り，社会手当の給付を受ける

権利は発生する。しかしながら，ある時点で法律

に規定されている給付内容が，将来にわたって保

障されるかという点においては，社会保険とは異

なる。社会手当は，政策目的として，あるいは，

財政上の制約などから支給の要件を変更したり，

給付内容を変更することがよく行われる。例え

ば，支給額の変更等により，ある受給者の受給額

が減額されたとしても，法的にはほぼ問題となら

ないと考えられる。これに対して，社会保険の場

合は，事前の拠出に対する対価の性格があること

から，支給額の変更には経過措置が置かれるなど

より慎重な対応が求められる6)。

社会手当のもう1つの特徴は，その社会手当に

よって保障しようとする事由が，社会保険，公的

扶助，社会福祉サービスの制度と比較して，それ

ほど具体的なものではない点である。逆に，国民

が直面する生活上のリスクの内容が比較的明確で

あり，それに対して保障すべき内容も明らかで，

かつその保障を行うことが政策的に必要であるな

らば，それは社会手当以外の社会保障制度として

設計される。

その結果，立法府あるいは行政府がどのような

社会手当制度を設けるか，設けるとして，どのよ

うな内容の制度にするかは，立法府あるいは行政

府の広範な裁量に委ねられる。社会手当以外の社

会保障制度の内容についてもそもそも立法府ある

いは行政府の裁量に委ねられていることに鑑みれ

ば7)，社会手当に関して言えば，ほぼフリーハンド

に制度設計が可能である。それゆえ，社会手当

は，当然ながら政策目的を達成するための手段と

して設計されるのであるが，その給付内容は財政

制約を受けやすく，また，政争の具となることも

ある。

ただし，これらの社会手当の特徴は，制度に

よって当然ながら濃淡があり，制度の目的と制度

設計のあり方によって，制度としての安定性も異

なる。そこで以下では，代表的な社会手当である

児童手当（子ども手当を含む）と児童扶養手当に

ついて，その制度の変遷を概観しそれぞれの特徴

を明らかにする。

Ⅲ 児童手当

1 沿革

（1） 児童手当制度の創設8)と展開

わが国では，各企業が賃金体系の中に労働者の

扶養にかかる配偶者及び子について，配偶者手当

とともに家族手当，扶養手当を設ける例が多いこ

ともあって，社会保障制度として児童手当が創設

されたのは1972年という比較的遅い時期であっ

た。

制度創設当時の児童手当の目的は，「家庭にお

ける生活の安定」と「次代の社会をになう児童の

健全な育成及び資質の向上」であるが，これは，

児童手当審議会の答申に従ったものであり，それ

以外の目的として人口政策，賃金政策，雇用政策

等に資することをねらいとするものではないとさ

れていた9)。この児童手当の目的である「家庭に

おける生活の安定」と「次代の社会をになう児童

の健全な育成及び資質の向上」は，所得保障の面

と児童福祉の面から説明されている。当時わが国

6) 法的には，社会保険の場合は，立法府あるいは行政府の裁量がより制約されると言える。ただし，例えば，社会

保険における金銭給付の支給額の減額について，どのような場合に立法府あるいは行政府の裁量権の逸脱・濫用

と認められるかは必ずしも明らかではなく，近年の最高裁の判断が，支給内容そのものよりは，支給内容の変更

に至った過程に対する司法統制を重視する傾向にあることを考慮すれば，事実上は社会保険と社会手当でそれほ

ど大きな違いが生じるわけではない。
7) 立法府の裁量につき最判昭和57年7月7日民集36巻7号1235頁（堀木訴訟），行政府の裁量につき最判平成24年2月

28日民集66巻3号1240頁等（生活保護の老齢加算廃止にかかる事例）参照。
8) 児童手当の創設の経緯についての詳細は，坂元（1962）参照。
9)坂元（1962）p.54。
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においては，社会保障制度の各部門のうち，児童

の養育に伴う家計支出の増大に対処する部門のみ

が取り残されており，また，児童養育費が家計の

大きな負担になっているという現状に鑑み，児童

手当制度の早急な創設が望まれていたこと，さら

に，児童の養育に伴う支出面をカバーすること

で，同時に，関連する他の諸施策が踏まえる基盤

を固める役割を果たすこととなり，わが国の社会

保障制度の総合的な効果をも高めると期待され

た。

児童福祉の面については，次代を担う児童の育

成の基盤は，家庭であり，児童福祉の観点から，

児童の育成の場である家庭により保護，尊重され

なければならないものであるとともに，家庭にお

ける児童の育成について，国や社会も，親ともど

もに育成の責務を分かち合うことが望まれるとさ

れた。

養育に関する要件は，「義務教育終了前の児童

を含む3人以上の児童」を養育していることで

あった。当時の児童の養育の実態からみて，一般

にその養育費負担が重く，児童福祉の観点からも

配慮すべきであるとみられる養育者を対象とする

という考え方から定められたものであり，人口政

策的な見地に立つものではないとされた。支給額

は，義務教育終了前の第3子以降の児童1人当たり

月3,000円であった。

1978年，79年，81年には，低所得者のみに加算

を設け，低所得者の手当額を，それぞれ6,000円，

6,500円，7,000円に引き上げた。この低所得者加

算は，江口（2011）によれば，福祉的発想に基づ

く施策であるとされる。その理由として，そもそ

も当時の児童手当の水準が最低生活費＋に設定

されていたとすれば加算は不要なはずであり，他

方，手当の水準が最低生活費に近いものになって

いたとすれば，加算の必要性は認められるもの

の，児童手当自体が防貧ではなく救貧的施策に変

質していたことになるという10)。

その後，1984年，中央児童福祉審議会から意見

具申が出され，そこでは，児童手当が第3子以降を

対象としていると多子防貧対策的に受け止められ

がちであるとの反省に立ち，高齢者の社会的扶養

（年金制度）を支える児童の扶養を社会的に支援

するためには，第1子，少なくとも第2子からを支

給対象とすべきであるとされた。しかし同時に財

政上の制約等を勘案すると現行財源の枠内で対応

せざるをえないため，支給期間の短縮等による

「給付の重点化」を行うこととされた。これを受

け，1985年に児童手当法が一部改正され，支給対

象を第2子以降に拡大し，給付期間を義務教育終

了前に縮小した。また，低所得者加算を廃止し，

手当額を第2子2,500円，第3子以降5,000円に引き

下げることなどを内容とする改正が行われた。こ

の改正では，多子による貧困の防止という観点か

らの脱却を目指したものであるが，結局は，財源

の制約から第2子までの拡充に留まっただけでな

く，給付の重点化という手法を容認することに

なった。

その後，1989年には「1.57ショック」と呼ばれ

る出生率の著しい低下がみられ，少子化対策の必

要性が社会的に認識されるようになった。それに

もかかわらず，1990年には，給付の重点化路線に

基づき支給対象を第1子に拡大しつつ支給期間を3

歳未満に短縮すること，他方，手当額を第1子及び

第2子5,000円，第3子以降1万円に引き上げること

などを内容とする改正が行われた。

これらの改正に際しては第1子への支給拡大の

理由として，高齢者の扶養は年金制度によって社

会化されているので，年金をはじめとする社会保

障制度を支える児童も社会的に扶養する必要があ

るとする考え方がとられている。この社会的な扶

養という考え方は，生産力確保説と同じ発想に立

つものの，後者は，将来の労働力の確保という社

会全体の効用に着目するのに対し，前者は，社会

保障制度の枠内の世代間扶養に視野を限定してい

る点に違いがある11)。

その後，少子化対策への取組が本格化し，児童

手当の拡充等の少子化対策の推進と所得課税の諸

控除の整理が合意された。これを受け，新エンゼ

10)江口（2011）p.112。
11)江口（2011）p.113。
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ルプランが策定され，翌年には，児童手当の支給

期間を3歳から義務教育就学前までに延長する改

正が行われた。その際，財源には，16歳未満の扶

養親族に係る扶養控除の加算措置の廃止により生

じた税収を充てるとされた。税制を見直して給付

財源を確保するという政策手法はこのときに初め

て用いられた。

これらの努力にもかかわらず，少子化の進行に

は歯止めがかからなかったので，2003年12月に

は，少子化社会対策基本法及び次世代育成支援対

策推進法が成立する。自民公明保守の連立与党

は，2003年度の税制改革における配偶者特別控除

の廃止等による増収分を，児童手当の支給対象年

齢の見直し等の少子化対策に充てることで合意

し，翌年，支給期間を義務教育就学前から小学校

3年修了前まで延長する改正が行われた。

さらに，2006年には，支給期間の小学校6年修了

前までの延長と手当の支給率をおおむね90％まで

引き上げるための所得制限の緩和が行われた。こ

れは三位一体の改革の一環として行われたため，

児童手当の公費部分にかかる国と地方の負担割合

を2：1から1：2に逆転させて，地方の負担割合を

引き上げ，その財源は，国庫補助金の見直し，税

源移譲等の三位一体改革全体の中で賄うこととさ

れた。2005年には，死亡数が出生数を上回る人口

減少が現実のものとなり，合計特殊出生率は1.26

と過去最低を更新した。このため，2007年には，

3歳未満の児童について乳幼児加算が設けられ，

手当額が1万円に引き上げられた。

（2） 子ども手当から再び児童手当へ12)

2009年に民主党に政権交代し，2010年，次代の

社会を担う子どもの育ちを支援するため，「平成

22年度における子ども手当の支給に関する法律」

が単年度法として施行され，児童手当に替わり子

ども手当制度が創設された。これにより，中学校

修了までの児童を対象に，月1万3,000円の子ども

手当が支給され，それまでの児童手当における所

得制限は撤廃されることとなった。

2011年度以降の子ども手当については，同法附

則において，「政府は，平成23年度以降の子育て支

援に係る全般的な施策の拡充について検討を加

え，その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする」と規定した（2条2項）。民主党は，当初

2011年度以降は，月額2万6,000円に増額するとし

ていたが，3歳未満児の支給額を2万円とする「平

成23年度における子ども手当の支給等に関する法

律案」が国会に提出された。しかし，同法案には

自民党のみならず公明党も反対しており，審議が

進まず，その後，東日本大震災が起きたこともあ

り，さらに国会審議の継続が難しくなった。その

ような中で提出されたのが，「国民生活等の混乱

を回避するための平成22年度における子ども手当

の支給に関する法律の一部を改正する法律案」で

ある。これは「つなぎ法案」とも呼ばれ，暫定的

に2011年9月まで子ども手当の支給を延長させる

というものであった。他方，平成23年度子ども手

当法案は撤回された。

2011年8月，同年10月以降の子ども手当のあり

方について，民主党・自民党・公明党間で協議さ

れ，3党合意が締結された。これに基づき，「平成

23年度における子ども手当の支給等に関する特別

措置法」が施行された。同法は，「現下の子ども及

び子育て家庭をめぐる状況に鑑み，平成24年度か

らの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に

円滑に移行できるよう」，2011年度の子ども手当

の支給等について必要な事項を定めた。これによ

り，2012年3月まで子ども手当が継続されること

となった。3歳未満児及び小学校修了までの第3子

以降は月額1万5,000円，それ以外は中学校修了ま

で月額1万円の手当を支給するとされた。

2012年3月15日，民主党・自民党・公明党の3党

合意が結ばれ，これを受けて，修正案が提出され，

2012年3月30日，「児童手当法の一部を改正する法

律」が成立し，翌16日公布された。同法は，従来

の児童手当制度の目的を維持しつつ，「父母その

他の保護者が子育てについての第一義的責任を有

するという基本的認識の下」に，児童の健やかな

12)以下は橋爪（2014）に依拠している。詳細については同論文参照。
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成長を支援するものとされた（1条）。支給額は，

平成23年度特措法の水準を維持しつつ，夫婦及び

児童2人の世帯で960万円を基準とする所得制限を

設けた。ただし，当分の間は，制限額以上の所得

の者に対しても，特例給付として児童1人当たり

一律月額5,000円を支給するとされた。

2 社会手当としての児童手当

児童手当について，どのような制度設計を行う

か，例えば拠出制の制度とするか，あるいは非拠

出制の制度とするか，受給に所得制限を設けるか

否か等は政策的選択の問題とされる13)。

山田（2001）によれば，まず，前提として，社

会保障制度は，通常の生活を脅かす事由が生じた

場合，あるいは生じる可能性がある場合に，事前

あるいは事後的に金銭またはサービスを提供する

制度である。通常の生活を脅かす要因としては，

収入の喪失，減少などの外的な要因と，児童の扶

養による家計負担の発生といった支出の増大など

の内的要因とに区分できる。育児や家族の介護と

いった生活を脅かす内的要因は，その事由の発生

が基本的に私的な生活の領域内で起こることや，

その対応が家計の処理によりある程度解決可能な

ため，社会保障制度の対象とは認められにくい。

しかし，他方で，次代を担う児童の育成は，その

成果を社会全体が享受するのであるから，社会性

も有する。また，育児や介護による過重な家計へ

の負担は，放置すれば，生活危険や生活不能へと

つながりうる。このため，これらの生活を脅かす

要因が，社会保障の対象となる事故としても把握

される。この2つの異なる性質から，育児を要保

障事故ととらえた場合，それによりもたらされる

支出を定型的に塡補する給付形式に帰着する。定

型的な給付は，私生活上の選択に比較的介入しな

い方法だからである。

児童手当の支給対象を第1子以降とするか，第2

子以降の児童にするかは，児童手当の目的に関わ

る問題であるが，第1子以降を支給対象とする場

合，その児童手当の性質は，あらゆる児童の扶養

を社会的に支援するという性格が強くなる。第2

子以降の児童からを支給対象とする場合，そこに

はあらゆる児童の扶養を社会的に支援するという

目的ではなく，特定の人口政策を誘導するための

手段や，多子家庭の支援策としての性格が強くな

る。例えば，児童手当の支給対象を第n子以降と

した場合，n人以上の児童を扶養する者をそうで

ない者より優遇することになり，そのことは一定

の政策遂行の誘導を意味する。

児童手当の支給期間は，出生時から義務教育修

了までの期間である場合が多い。これは，労働可

能年齢との関係で説明されている（なお制度発足

時については坂元（1962）p.68参照）。

所得要件は一般的には当該給付が低所得者に必

要が高く，低所得者に限定して給付した方が効果

がある場合に設定される。したがって所得要件を

課した場合は，低所得者対策としての意味を有す

る。児童手当に所得要件を課すことは，手当が普

遍的に児童の扶養を社会的に支援するという意味

が後退し，低所得者層への所得保障という意味を

強調することになる。

支給額は，児童にかかる養育費の全額をカバー

するものではない。児童手当は全面的な生活保障

の制度ではない。出生が基本的には私的領域に生

じるものである以上，かかる費用の全額を保障す

ることは適切ではない。

Ⅳ 児童扶養手当

1 沿革14)

児童扶養手当は，無拠出制の母子福祉年金の補

完的制度として1961年に創設された。1959年に制

定された国民年金法は，死別母子世帯に対する拠

出制の母子年金及び準母子年金を設けていたが，

その拠出の要件を満たせず，受給できない者を対

象に無拠出制の母子福祉年金を用意していた。こ

の母子福祉年金を補完する制度として，児童扶養

手当は創設されたのである。その趣旨は，生別の

母子世帯に対し，母子福祉年金の支給対象である

13)山田（2001）286頁。
14) 児童扶養手当の沿革については，坂本（1987）参照。
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死別母子世帯と同様の所得保障を行うことであ

る。国民年金法の枠内で生別の母子世帯に対する

給付を用意しなかったのは，生別が保険事故にな

じまないと考えられたからである。児童扶養手当

には，母子福祉年金と同様，所得制限が設けられ

ていた。

1985年の国民年金法の改正まで，児童扶養手当

の支給額，所得制限，費用負担などは，母子福祉

年金と同じであった。しかし，1985年の国民年金

法の改正により，母子年金，母子福祉年金，準母

子福祉年金が廃止され，遺族基礎年金として支給

されるようになると，従来の母子年金等から遺族

基礎年金が大幅に増額されたのに対し，児童扶養

手当は年金制度から切り離され，独自の制度とし

て展開することになった。児童扶養手当は，年金

のように所得の減少や生活の悪化に対して給付が

なされるものではなく，父が不在の世帯の経済状

況に着目して児童の養育の費用を保障する制度と

なったのである。すなわち児童扶養手当は，1985

年の改正により，母子福祉年金の補完的制度とし

ての性格はなくなり，所得の減少や生活の悪化に

対して給付されるという性格は失った15)16)。

さらに，2002年の児童扶養手当法の改正では，

受給期間による児童扶養手当の減額，所得限度額

の変更，所得範囲の見直しがなされた。それまで

は児童扶養手当は，所得に応じて全額支給と一部

支給の2段階制であったが，改正後の一部支給は

一律の手当額ではなく，所得税非課税額の130万

円以下の受給者に対する全額支給とそれ以外の一

部支給に2分して，一部支給は所得が増えるごと

に10円単位で定められ，手当額が逓減し，就労収

入が増えれば世帯の所得が増加するように改正さ

れた。配偶者及び扶養義務者がいる場合には，そ

の所得が所得限度額以上であれば手当は支給され

ない。

この所得限度額の計算においては，母親の所得

から控除されていた寡婦控除と寡婦特別控除が参

入されなくなった。母親が非監護者から受け取っ

た養育費は，母親の所得額に参入されていたが，

児童本人が受けた養育費の8割も参入されること

になった。非監護母子世帯等の母の所得限度額か

ら寡婦控除，特定控除を除外し，児童本人の養育

費の8割を所得に参入することは，事実上の所得

制限の強化であるとされる17)。

また，1985年の児童扶養手当法改正では見送ら

れていた児童扶養手当受給期間の制限と減額措置

が規定された。児童扶養手当支給開始の月から5

年または離婚等の支給要件に該当するに至った月

の初日から7年のいずれかの早い方が経過したと

き，その時点での手当額が最大5割まで減額する

改正が行われた18)。

さらに，児童扶養手当の減額対象者を受給資格

者やその親族の障害・疾病等により就業が困難な

事情がないにもかかわらず，就業意欲が見られな

い者に限定することによって実質的に減額を凍結

する政令改正が行われた。あくまで凍結であって

制度自体は存続しているために受給者は「5年等

経過者一部支給停止」の適用除外を申請しなけれ

ばならず，対象となる受給者は，「一部支給停止適

用除外事由届出書」及び事由を証明する書類を，

15)坂本（1987）p.14。
16) この点に関連して，最判平成14年1月31日民集56巻1号246頁では，児童扶養手当法（平成22年法律40号による改

正前のもの4条1項5号の委任により定められた児童扶養手当法施行令（平成10年政令224号による改正前のもの）1

条の2第3号が支給対象児童として「母が婚姻（・・・）によらないで懐胎した児童（父から認知された児童を除

く。）」と規定していたことによる処分が違法と判断されたが，1985年の改正により，母子福祉年金の補完的制度

としての性格は消滅しており，「所得の減少や生活の悪化に対して給付」されるという性格を失っている〔中野妙

子（2002）「認知された婚姻外懐胎児童に対する児童扶養手当不支給」，『ジュリスト』，1230号，p.127〕ことから

すると上記最高裁の立場は妥当と考えられている〔高田清恵（2016）「婚姻によらないで懐胎した児童の父による

認知と児童扶養手当」，岩村正彦編『社会保障判例百選 第5版〔No.227〕』，有斐閣，p.201〕。
17)林（2012）p.187。
18) これにより，2002年8月分から児童扶養手当の減額が始まり，46％の母子家庭の児童扶養手当が減額されたとさ

れる。改正法施行後の2008年4月に手当支給後5年が経過したとして手当が削減されるのは，2007年3月時点での

受給世帯95万5844世帯の約3割に相当する約30万世帯であった〔林（2012）p.188〕。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2376
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児童扶養手当受給開始から5年を経過するまでに

市町村に提出する義務があり，受給から5年経過

以降の現況届提出時に，あわせて届出書及びその

証明書類を毎年提出しなければならないこととさ

れた。この手続を怠った場合及び適用事由に該当

しなくなった場合には，5年経過後の手当が最大

で半額まで減額されることとなった。

また，受給資格者が正当な理由なく求職活動，

その他，自立のための活動をしなかった場合に

は，児童扶養手当の全部または一部を支給しない

こととし，就労や自立を促進する規定が設けられ

ている。

2 現行制度

児童扶養手当は，父または母と生計を同じくし

ていない児童を育成する家庭の生活の安定と自立

の促進のために支給される（児童扶養手当法1

条）。平成22年法律40号による改正前の児童扶養

手当法では，支給対象となる児童は，①父母の婚

姻の解消，②父の死亡，③父の障害，④父の生死

不明，⑤「その他全各号に準ずる状態にある児童

で政令で定めるもの」のいずれかであったが，現

在は父子家庭にも支給される。

児童扶養手当の月額（平成28年度）は，子ども

が1人の場合，42,330円の全部支給，または，一定

以上の所得がある者については，その所得に応じ

て42,320円〜9,990円の一部支給がなされる。こ

れについては，従来から物価スライド制が採られ

ている19)。

子ども 2人目の加算額は，全部支給の場合

10,000円，一定以上の所得がある者については，

その所得に応じて9,990円〜5,000円の一部支給が

なされる。子ども3人目以降の加算額（1人につ

き）は，同様に全部支給が6,000円，一部支給が

5,990円〜3,000円である。ひとり親世帯は，子育

てと生計を1人で担わなければならず，生活上の

さまざまな困難を抱えていること，特に子どもが

2人以上いるひとり親世帯は，より経済的に厳し

い状況にあるため，平成28年8月から，第2子の加

算額と第3子以降の加算額が増額されている。ま

た，子どもが2人以上の場合の加算額にも，平成29

年4月から物価スライドが導入されることとなっ

ている。

このように，児童扶養手当の支給額は，第2子あ

るいは第3子以降は加算という形式が取られてい

る。これは児童手当とは対照的である。前述のと

おり，児童扶養手当の目的は救貧施策であるか

ら，第2子以降を単に加算とするのは，貧困の子ど

もを増やさないという政策的な意図がある。これ

は受給に所得制限が存在することとも整合的な制

度設計である。

また，児童扶養手当は社会保障給付との併給調

整が行われる。併給調整は，同じ目的を有する2

つ以上の社会保障給付を受けられる場合に，1つ

または複数の社会保障給付の支給を一部または全

部停止する仕組みである。

児童扶養手当の併給調整は，国民年金法や厚生

年金保険法などによる老齢年金，遺族年金，障害

年金，労働者災害補償保険法による労災年金など

の公的年金，労働基準法による遺族補償などの公

的年金等との調整である。従来はこの併給調整

は，公的年金保険を受給していれば，児童扶養手

当の支給が停止されるというものであった。しか

し，これには特に被用者年金等との併給調整の場

面で，問題があったため，法改正がなされた20)。

この改正により，現在は，公的年金等を受給して

いても，その額が児童扶養手当の額より低い場合

には，差額分の手当が受給できる。

Ⅴ 社会手当としての児童手当と児童扶養手当

1 児童手当と児童扶養手当の相違

わが国で社会手当の中核をなす児童手当と児童

扶養手当をみても，社会手当の範疇に含まれる制

度の中で大きな違いがあることが分かる。ここで

あらためて児童手当と児童扶養手当の違いを確認

19)物価スライドの仕組みは年金制度のそれとほぼ同様である。平成11年から平成13年にかけて物価が下落したに

もかかわらず，特例法で額を据え置いていたが（特例水準），平成24年の改正で平成25年度から平成27年度の3年

間で特例水準を解消することとされたことも年金額の改定の仕組みと平仄を合わせている。

社会手当の意義と課題――児童手当制度及び児童扶養手当制度からの示唆―― 377
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しておく。

まず，支給対象となる児童であるが，児童手当

は，児童を有する親等であるのに対し，児童扶養

手当は，ひとり親世帯の親等である。もともと，

児童手当は，義務教育修了前の児童を含む3人以

上の児童を養育する親等に対し，3人目以降の児

童数に応じて支給するとされていたが，その後の

制度の変更によって，現在では，若干の所得制限

はあるものの，児童を養育する多くの親等に支給

されている。これに対し，児童扶養手当は，制度

の沿革の影響が大きいものの，当初は母子世帯，

近年，父子世帯にも適用範囲が拡大し，ひとり親

世帯全般を対象とすることになったという点で，

児童手当と児童扶養手当は，制度発足以降，一貫

して対象は異なっている。これは，それぞれの制

度の目的に起因するものである。簡潔に述べれ

ば，児童手当は児童の養育にかかる費用の援助，

児童扶養手当はひとり親世帯で児童を養育するた

めの所得がない者に対する所得保障という性格が

強い。

この目的の違いは，支給対象や支給額にも現れ

ている。すなわち，現行の児童手当制度は，所得

制限は比較的緩く，また，第1子，第2子よりも第

3子の場合に手厚い給付がなされている。支給額

については，定額であり，物価スライド等もない。

これは，児童手当は，普遍性を指向し，社会的扶

養の目的に重点が置かれていることを意味する。

ただ，普遍性を指向することで，児童の養育を援

助するという目的ではあるが，厳密な養育費の

ニーズに対応したものではない。

他方，児童扶養手当は，所得が低く養育のため

の支出が十分に支出できないひとり親世帯を対象

とする所得保障の給付であるから，比較的厳格な

所得制限が設けられているが，支給額は，児童手

当よりも高く養育費を勘案して設定され，物価ス

ライドも存在する。ただ，第2子以降については，

加算がされるのみである。

このような児童手当と児童扶養手当の違いは，

制度改正においても現れる。すなわち，先に見た

ように，児童手当は，支給額の改定について財政

的な制約の影響が大きく，また，子ども手当の創

設と児童手当の復活の時の状況のように，時の政

治状況の影響も受ける。他方で，児童扶養手当に

ついては，児童手当ほど財政的な制約や政治状況

の影響は大きくないが，他方で，男女の異なる取

扱いの是非や，受給者の自立に関する考え方など

の社会的コンセンサスなどから，制度の変更がな

されてきたと評価することができ，支給額の決定

の仕組みやその額について大きな変動はないが，

所得要件や受給者の就労に向けた活動の義務な

20) この法改正は，行政苦情救済推進会議の意見を踏まえた総務省行政評価局長による厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長及び厚生労働省年金局長宛の「遺族年金と児童扶養手当の併給制限の見直しについて（通知）」（総評相

第43号平成24年2月28日）を契機によってなされた。それによると，以下の指摘がなされている

厚生年金の被保険者であった母が亡くなったことにより，父子家庭となった「父」に対する遺族年金（遺族基礎

年金及び遺族厚生年金）は，遺族基礎年金については支給対象者に該当しないため支給されず（国民年金法（昭和

34年法律第141号）第37条），遺族厚生年金については，「被保険者又は被保険者であつた者の配偶者，子，父母，

孫又は祖父母であつて，被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持したもの」を

支給対象とし（厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第59条第1項），「夫，父母又は祖父母については，55歳以

上であること」を支給要件としている（同項第1号）ため，年齢により支給されない場合がある。

また，父子家庭の「子」に対する遺族年金は，遺族基礎年金については，生計を同じくする父があるときは，国

民年金法第41条第2項の規定により支給が停止されるが，遺族厚生年金には同様の規定がないため，遺族厚生年金

のみが支給される。

このように，父子家庭においては，子の遺族厚生年金のみが支給され，その年金支給額は，児童扶養手当の支給

額に比べて少ない場合がある。一方，改正前の児童扶養手当は，「父又は母と生計を同じくしていない児童が育成

される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため，当該児童について児童扶養手当を支給し，もつて児童の

福祉の増進を図ることを目的」（児童扶養手当法第1条）として，父又は母が死亡した場合などに支給されるが（第

4条第1項），年金制度を補完するため立案された制度であることから，支給されない場合として，「父又は母の死

亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし，その全額につきその支給が停止されて

いるときを除く。」（同条第2項第2号）と規定されており，公的年金との併給が制限されている。その結果，児童扶

養手当額より低い公的年金の支給しか受けられない父子家庭が生じることとなる。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2378
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ど，主に支給要件について制度改正がなされてい

る。

また，理論的には，私的な扶養義務との関係も

児童手当と児童扶養手当では異なる。民法では，

父母の子に対する扶養の義務があるので（民法

877条），児童の養育に係る全ての費用を社会で賄

うことは，民法上の扶養義務との関係で問題とな

る。児童手当は，養育に係る費用を社会が一部負

担するという制度であるが，どの程度の支給額が

妥当であるか等について私的な扶養義務と関連さ

せた議論はそれほどなく，さまざまな理由付けが

あるものの，結局のところ，その財源の問題が支

給額を左右する。

他方，児童扶養手当は，制度としては明確に養

育にかかる費用が欠如している世帯を対象にし，

ある程度その必要性に応じた給付額の設定がなさ

れている。離婚し親権を持たない父または母で

あっても子に対する扶養義務は解除されないこと

との関係では，離婚後の父母等から子に支払われ

る養育費もひとり親の所得としてみなされる。時

代の変遷とともに，制度の趣旨は変わった点があ

るものの，私的な扶養義務との関係も比較的明ら

かとなっている。

2 社会手当の性格

以上の児童手当と児童扶養手当の対比から，社

会保障制度としての社会手当についてまとめる。

社会手当は，支給対象及び内容について普遍性

を指向すればするほど，実際のニーズと乖離し，

その結果，財政制約の影響を受けやすく，また，

場合によっては政治の影響によって大きく制度が

変更される余地がある。このこと自体は，必ずし

も妥当ではないとは言えない。しかしながら，制

度の安定性という面を考慮すれば，受給者にとっ

ては，制度の頻繁な変更は，受給への期待に反す

ることであり望ましくない。

逆に，支給対象及び内容について個別のニーズ

に即した制度設計を行う場合，当該給付はその個

別のニーズが実際に存在し，社会保障制度によっ

て保障すべきものである限り，その給付制度は比

較的頑健なものとなる。しかしながら，個別の

ニーズに即した給付であればあるほど，社会手当

という方式で行う意義は薄れるものの，他の社会

保障制度を補完するという役割では重要である。

したがって，結局のところ，社会保障制度にお

ける社会手当の独自の意義は，給付の普遍性にあ

ると考える。しかしながら，上に述べたように，

普遍的な給付を行う制度は，制度の安定性，すな

わち，その給付をしなければならないニーズをあ

る程度具体的に示すことが必要である。この点か

らすれば，児童手当は，その給付額によって，実

際の養育費用のどの程度を賄うべきかを明確にす

べきであろう。

Ⅵ おわりに

冒頭で述べたように，社会手当は，わが国では，

その歴史も比較的浅く，占める地位も大きくはな

かったが，近年は，社会手当あるいはそれに類似

する制度の意義も大きくなりつつある。

また，社会手当は，マイナンバー制度等により

個人あるいは世帯の所得をより正確に把握するこ

とができるようになることで，所得保障施策とし

ての重要な一翼を担いうるが，今後何を目的とし

てどのような制度設計を行うかについて検討する

上でも，本稿で述べたような社会手当の性質を考

慮する必要があろう。この点については今後の課

題としたい。
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Significance and issue of social allowances:

Implications from the child allowance system

and child-rearing allowance system

Ashiya KURODA＊

Abstract

In this paper, it focused on the child allowance and child-rearing allowance, clarified the relationship

between them and other social security benefits, including the historical transition of the system, and

considered significance and function of social allowance.

Although child allowance and child-rearing allowance, on the purpose of the systems, have

common parts, the former is directed to universal benefits, and the latter is directed to a household of one

person parent, provided with the income limit, which is a system that assumes the needs of a relatively

specific income security.

Since social allowance has no relationship between contributions and benefit exists, if social

allowance is more universal system, it has a tendency to deviate from the individual specific needs, and the

impact of financial constraints to social allowance becomes susceptible.

By making it possible to more accurately grasp the individual or household income by My Number

System, social allowance can play an important role as an income security measures, but to design social

allowance in social security system in the future, it is needed to consider the nature of such social allowances.

Keywords：social allowance, child allowance, child-rearing allowance
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Ⅰ 公私年金の役割分担と年金政策

現在，高齢退職期の所得保障のあり方を公私役

割分担の視点から再考することが重要な論点に

なっている。2004年に100年安心の年金改革が実

施され，公的年金の給付・負担構造は，給付率固

定型から保険料水準固定型へと舵を切った。2017

年に厚生年金の保険料率を18.3％に固定して積み

立てていくことから，「疑似積立方式」への移行に

も例えられる。こうした措置により，少子高齢化

による扶養負担率・年金成熟度に応じて急上昇す

る保険料の高騰は抑えられ，現在の若年就労世代

や将来世代の負担増に歯止めが掛けられた。技術

的には，マクロ経済スライドを導入して，長寿化

と労働力人口の減少に合わせて，徐々に給付水準

を切り下げていくことになる。

本来，公的年金をはじめとした社会保険には，

社会的なリスクに対処して，国民生活の安定を図

る目的がある。もちろんリスクに対処する市場機

構を活用することは可能であるものの，市場には

富の偏在や情報の非対称性などの失敗の要因があ

る。こうした市場の失敗を補正することに，国・

政府の役割が認められ，そのために保険者として

＊関西大学政策創造学部 教授

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2382

特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

年金における公私ミックス論
――私的年金政策の評価を中心として――

石田 成則＊

抄 録

年金における公私ミックスの望ましい方向性を，年金政策（年金規制と税制）の視点から考察した。

まず，私的年金（企業年金・個人年金保険等）に関する年金政策，年金規制や税制の歴史的経緯を説明

した。続いて，現在の年金政策をいくつかの政策基準に基づいて評価し，その評価軸を，①受給権保護

の程度，②規制・税制の明示的・暗黙の費用，そして③年金プラン設計上のイノベーションの創発，こ

の3点とした。併せて，私的年金が所得移転の仕組みであることに着目して効率性と公平性のトレー

ド・オフ，加入従業員や母体企業の選択性と政策介入による強制化・義務化のトレード・オフについて

言及し，その解決策を模索した。結論として，一国財政と母体企業の財務逼迫の中では，年金規制を合

理化，効率化することを通じて，年金プラン設計上のイノベーションを誘発して，企業年金の魅力を高

めていくべきことを提言した。

キーワード：確定給付型年金・確定拠出型年金プラン，租税支出，年金規制，自動加入，マッチング拠

出

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 382-398.
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の機能を果たすことになる。公的年金には，縦

（所得階層間）と横（生涯間）の所得移転・再分配

によって，所得平準化・安定化から消費水準を高

める有効需要創出策としての側面がある。これが

一国経済のパイ拡大に寄与するのであれば，無理

のない就労時点の負担によって，ある程度の給付

水準が期待できることになる。しかしながら，現

在は逆循環が生じているともいえる1)。

また市場の失敗への対処やその補正に加えて，

老後資金準備に向けて積極的に政策誘導する目的

もある。具体的には税制優遇措置を講じて，私的

年金を普及促進することであるが，これには同時

に各種の規制が伴われる。ただ，企業年金，職場

の年金プラン，財形年金貯蓄そして個人年金保険

の振興では，所得移転を通じた金融市場の活性化

や人的資本の効率的蓄積面で企業価値の向上も期

待できる。そのために，こうした年金政策は，稼

得収入と資産収入の両面から消費を押し上げるこ

とができる2)。

さて，社会保険の改革は，国・地方自治体，企

業・事業主そして個人・家族の間でのリスク分担

の切り口を変更するものである。とくに，所得保

障では，長寿リスク，インフレリスク，投資運用

リスクなどを，公私年金で，もしくは企業と個人

で分担することがポイントになる。年金受給権を

保証するための規制などの見直しもリスク分担に

影響する。

年金の公私ミックス論を述べるうえでも，私的

年金政策を再考することは不可避である。企業年

金への公的関与が強まることは，受給権保護を確

実に強化する一方，その性格を変えることにな

る。企業年金の画一化，強制化，義務化が最たる

ものであり，それは企業年金の普遍性を強めるも

のである。また，公的年金と同等のポータビリ

ティ確保や終身年金化についても妥当する。これ

により公的年金の補完から代替へと変化する可能

性も秘める。一方で，公的関与の強まることが，

母体企業の人事戦略・財務戦略と反する危険性も

あり，企業独自の保障提供の効果を薄め負担感の

みが募ることもある。そこで，双方の観点から過

去の私的年金政策を振り返り，併せてその評価を

試みる。

私的年金政策の役割については，大きく安定政

策，公正政策そして成長政策が挙げられる。まず

社会的規制の一般理論によれば，安定政策は市

場・構造規制と取引・行為規制，別には事前的規

制（予防的規制）と事後的規制（保護的規制）に

区分することができる。後者の分類に従えば，事

前的規制（予防的規制）は，対象となる年金基金

と金融機関の健全性や安定性に関する基準を設

け，それを継続的にモニタリングすることで，付

随するリスクを抑制し，財務健全性を維持させる

ものである。また，財務健全性を維持するために

責任準備金の積立状況や年金資産の運用を規制し

ている。これはさらに，数量的な基準値をもって

判定する量的規制と監督者・規制者が裁量的に運

用内容などを判断する質的規制に分けられる場合

もある。このように，事前的規制は主に，年金資

産の保全から受給権の保護を目的とするものであ

る。これに対して，事後的規制は主に，母体企業

や年金基金の破綻・倒産時点でも受給権を保護す

る措置である。

公正政策は，取引当事者間の利害を調整し，両

者の権利を尊重しながら，交渉上の地歩を極力，

公平，平等に保つ目的をもつ。一般の取引規制で

あれば，市場の失敗の原因となる情報の非対称性

や交渉上の格差を是正して，消費者・加入者の権

利を擁護し，もって取引の適正を保持することで

ある。私的年金についてはまず，掛金・年金保険

料率の算定基礎やその根拠，剰余金の分配基準を

明確にすることで，加入者間で不公平，不平等が

生じないようにチェックすることである。年金数

1) わが国の賦課式年金でも一定の積立金を有して，一国の民間資本形成に活用している。国債保有による一国の

インフラ整備資金や企業の設備投資資金などの確保のためにも，こうした資本形成を欠くことはできない。人口

構成の高齢化現象下で家計貯蓄率は低下傾向にあり，これを補うことも課題となる。
2) ただし，適格退職年金の廃止以降，税制優遇措置を受けることがない企業群が増えることは，公平性の観点か

ら，こうした措置の廃止や縮小の可能性もあると指摘される。坂本（2011），p.52を参照のこと。

年金における公私ミックス論――私的年金政策の評価を中心として―― 383
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理人制度により年金数理を公正に保つことが重要

になる。また，掛金・年金保険料算定や分配基準

について説明責任を果たすことができるように，

根拠となる情報の開示を要請することも公正政策

に含まれる。

国や政府は，私的年金に対して成長政策とし

て，各種の私的年金の加入促進により国民生活と

事業活動の安定を図っている。個別の母体企業，

年金基金そして金融機関に対して，その健全育成

のために，法律上および行政上の措置を講じてい

る。また，所得税と住民税における控除と法人税

上の損金算入などを認めることで，租税支出を活

用し個別経済主体の私的年金加入を促進してい

る。これらは，老後の所得保障に向けた政策誘導

を確実に達成する方策でもあり，公的年金と同様

に，パターナリズム（父権主義）が政策介入する

論拠とされる。

このように政府の老後所得保障に関する役割，

広義の年金政策は，社会保険の保険者となりそれ

を管理，運営することにとどまらない。公的年金

だけでなく，企業年金や個人年金保険などの私的

年金について，税制による誘導と取引費用の軽減

策を通じて，その普及促進策を講じることも国・

政府の役割になる。加えて，民間の年金市場を適

切に育成し，その運営を監督して年金受給権を保

護することも重要になってくる。年金市場とそこ

でのプレイヤーに対する規制を通じてはじめて，

市場は適正に機能することになる。そこで政府

は，私的年金の経済効果を踏まえて，また年金事

業・年金市場の安定的維持に配慮しながら，公私

年金ミックスの全体像を描く責務がある（図1に

公私年金の関係を纏めている）。

以上のように，私的年金に対する政策介入や公

的関与の根拠は整理されるものの，これらの目的

や目標はときに，相反する場合がある。とくに，

私的年金であっても所得配分・移転のひとつの仕

組みであることから，老後所得保障の効率的な実

現と，所得階層が異なる加入者間の公平性がト

レード・オフに立つことが多い。また，加入従業

員や母体企業の選択性と，政策介入による画一化

は背反することになる。こうしたことから，利害

対立を調整しながら，望ましい規制・税制体系を

構築しなければならない。そのためには明確な価

値基準と詳細なデータに基づく効果分析を欠くこ

とはできない。また，選択性の制約による反作

用・副作用を上手く制御して，企業組織内の誘因

体系と整合的に仕組む工夫もいる。こうした反作

用・副作用の多くは取引費用を割高なものとし，

その効率的な達成を阻むことになる。こうした点

について，その特徴が異なる確定給付型（DB）プ

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2384

•　公的責任
•　賦課式年金

•　企業責任
•　積立式年金

•　税制優遇
•　個人貯蓄プ
　 ラン

•　個人責任
•　拠出型プラン

　DC　DC
プランプラン

個人退職個人退職
  プラン  プラン

公的年金公的年金
　DB　DB
プランプラン

出所：筆者作成

図1 公私年金の分類要素と特徴
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ラン（厚生年金基金と確定給付企業年金等）と確

定拠出型（DC）プラン（企業型・個人型確定拠出

年金）に分けて論述する。そして，私的年金政策

の評価軸を，受給権保護の強化度合いと規制・税

制の明示的・暗黙の費用，そして年金市場の育成

や新たな年金プランの創発程度として考察を進め

ていく。

Ⅱ 私的年金政策の変遷

1 企業年金の過去と現在

企業年金の盛衰は，母体企業である企業の業

績，積立金・年金資産の運用環境，そして年金規

制，税制，会計基準によって影響を受ける。日本

経済が失われた10年，15年といわれるなかで，バ

ブル経済と少子高齢化の影響を受けて財政赤字が

拡大し，有効な景気浮揚策・打開策が打てず，企

業は不況の波を被り業績は低迷を続けた。また，

デフレ下の低金利と株価低迷で，運用環境は悪化

の一途を辿ったともいえる。さらに円高とグロー

バル競争の激化が追い打ちをかける形で，企業の

人件費削減へ強い圧力が働き続けた。経費縮減と

人件費の抑制が長期的な趨勢となり，退職給付を

はじめとした福利厚生も多いに打撃を受けた。ま

た，会計基準は厳格化し，退職給付制度や各種の

福利厚生制度運営の透明性や説明責任を強める方

向に作用した。結果的に，こうした制度実態を白

日の下に曝し，株主の判断や制度運営の適正化に

寄与した部分はあったものの，確定給付型の年金

プランを中心に制度変更や廃止の誘因となったこ

とは否めない。

同時に環境変化に合わせて，21世紀初頭に確定

拠出年金が制度導入され，税制優遇措置を通じて

その普及促進が図られることとなった。これは厚

生年金の不足分を補うために自助努力を喚起する

措置であり，運用リスクを自らとって，自らの老

後保障を実現することになる。近時になって，対

象が公務員や専業主婦層に広げられたことは広範

囲の国民に自己責任を求めるものであり，また企

業型だけでなく個人型にまでマッチング拠出の仕

組みを適用することは，企業側にも応分の負担を

要請することになる。このようにして，公私年金

ミックスの変化は，国中心の責任体制から，事業

主・母体企業と個人・従業員・被用者との責任分

担体制への移行を意味する。

わが国では戦前から退職一時金（退職慰労金）

の慣行があり，その負担平準化として年金化が指

向された経緯がある。1962（昭和37）年には適格

退職年金が，1966（昭和41）年には厚生年金基金

が創設されている。後者について，公的年金との

給付・負担面での調整が期待され，給付は原則，

終身化された。これにより団塊世代の大量退職か

ら，成熟度が急上昇し，多くの基金で財政状況の

悪化をもたらす一因となった。積立方式である企

業年金と，賦課方式に傾斜しつつあった厚生年金

との調整は困難であり，公的給付の代行に伴う免

除保険料率の設定などから，基金間で有利不利が

生じるなどの問題も顕在化した。本来であれば，

年金基金側は免除料率部分と自社の積立年金資産

を合わせて，運用のスケールメリットを享受でき

るはずであったが，バブルの崩壊はこうした利点

を問題点に変えてしまった。また，総合型基金を

中心にしてガバナンス問題も深刻化し，受託者責

任にもとる運用行動を取る基金も散見される事態

に至った。こうしたいくつかの要因から，厚生年

金基金は大幅な見直しが断行され，受給権保証が

不十分であった適格退職年金の制度終了と相まっ

て，企業年金制度の再編が進行した。現在では，

確定給付型の年金プランとしては，確定給付企業

年金が中心となっている。

さて，母体企業が企業年金を導入するのは，確

定給付型の年金プランと確定拠出型の年金プラン

で多少相違があるものの，いくつかの理由があ

る。その導入目的は，従業員行動を上手く制御し

て，企業価値増大の一助とすることにある。事業

主は，企業年金の導入によって，時間的視野が長

く，時間管理の優れた従業員の獲得を重視して，

就社以前に自己選抜を迫ることによって優良な従

業員を採用する。長期勤続を見込んで人的投資を

活発化して労働生産性を高め，優良な従業員集団

を形成する。退職間際になっても後ろ足で砂を掛

けることがないように，一時金ではなく，会社の
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存続を前提に一定期間，年金を支給する。さらに

は，企業年金があることによって，そこで働く賃

金（留保賃金）を引き下げることができるので，

短期的にも人件費を削減できる。また，企業年金

の場合には公的年金と違って，制度設計にかなり

の柔軟性があるので，それぞれに工夫を凝らすこ

とによって，その機能を高めていくことができる

特徴がある。

2 DBプランの規制・税制の推移

わが国の厚生年金基金制度は，厚生年金の代行

部分と企業独自の上乗せ部分を合わせた手厚い給

付が特徴である。こうした給付は，企業が年金資

産の外部保全のために設立する基金によって行わ

れる。代行部分は，厚生年金の一部をこの基金が

請け負って，国に代わって支給するものであり，

代行給付とも称される。このため，本来国に支払

うべき年金保険料の一部が免除され，基金に留ま

ることになる。企業は免除された保険料と上乗せ

部分の掛金を一緒に運用することができ，より多

くの運用収益を稼ぐことができる。その特徴とし

て，以下のことが指摘されてきた。1）企業規模に

かかわらず，代行部分と企業独自の上乗せ部分を

合わせた手厚い，終身が原則の年金給付，2）両者

の積立金を糾合することで，年金資産運用にス

ケールメリットを利かすテコ効果の発生，3）職域

保険として，取引費用の軽減を可能とし，税制優

遇措置とともに実質収益率を高めること，4）総合

型も含めて企業規模の大小にかかわらず企業年金

の普及に貢献，5）マーケット・インパクト・コス

トの回避，すなわち，多元的な資金管理により，

資金規模が巨大なことから生じるリスクとコスト

を回避するメリットの存在などである3)。

同時に，年金通算制度にも特徴がある。厚生年

金基金連合会（現在の企業年金連合会）は，その

創設当初から，この代行給付について中途退職者

の記録管理および年金支給を一元的に行ってき

た。加入従業員が離転職などの理由から，基金か

ら離脱する場合には，脱退一時金が支給される。

また，その金額を老後所得保障の原資とするため

に，厚生年金基金連合会に移管させ，年金化して

支給している。加えて，基金の解散時にも残余財

産分を年金化できるメリットがあった。なお，新

設された確定給付企業年金においても，基金加入

の履歴があればこうした年金化事業のメリットが

受けられる。

受給権保護の一環として，また事後的規制のひ

とつとして，支払保証制度も存在している。それ

は，1989（平成元）年4月より，厚生年金基金連合

会のもとで基金間の共済事業として実施されたも

のである。支払保証の対象である保険事故は，

「やむをえない解散」である困窮終了に限定され

る。母体企業·設立事業所の倒産以外，さまざま

な理由により基金が破綻することがある。そうし

た個々の事由を支払保証事業運営委員会が審議

し，支払保証の対象とするか否かを決める。その

際には，母体企業と基金の状況や設立形態に応じ

た事情を勘案する。このように，解散認可基準に

加えて，支払保証の適用事由にも厳格な基準が設

けられている。一方で，特定の基金に対しては，

解散時に不足する積立金の一括拠出を要請するこ

ともできる。そのために，母体企業·事業主によ

るモラル·ハザードの回避と受給権保護の微妙な

バランスをとっていると考えられる。

こうした特徴から，他の制度にもまして，公的

介入や事前的規制の程度が強くなる。その年金受

給権は，基金による年金資産の外部保全と決算情

報に基づく財政検証によって担保されていた。財

政検証では，まず年金資産と負債を適正に評価す

ることになるが，年金負債の評価方法には「継続

基準」と「非継続基準」がある。いずれの基準で

も，数理的に算出された年金債務に積立金が見合

3) 石田（2013），p.121。代行制度は創設当初からいくつの困難を抱えていた。代行部分にかかる給付については，

個別企業の自己責任とされ，その分厚生年金保険料から免除されてきた。その部分が免除保険料であり，その後，

以前の一律料率から個別料率に移行した。代行給付に実際にかかる代行保険料率と，免除保険料率の大小によっ

て，基金設立に有利不利が生じることはよく知られていた。免除保険料率の上で有利であることは，代行メリッ

トと称され，基金普及の起爆剤であったが，個別料率に移行後はそうしたメリットは存在していない。
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うことを確認する。積立不足の場合には，それを

解消することが求められる。継続基準では年金数

理と経理を結合したバランスシートにおいて，給

付現価と掛金収入現価の差額として責任準備金を

認識し，それと保有する積立金·年金資産とを比

較対比する。その上で，責任準備金が積立金を上

回る程度が，許容繰越不足金を超えているケース

では財政再計算を直ちに行い，速やかに掛金の引

上げを行う必要がある。許容繰越不足金の大きさ

は，掛金収入現価や責任準備金の一定比率とされ

ており，基金の財政規模に応じて定められてい

た。

これに対して非継続基準では，将来的な掛金収

入を想定することなく，加入者全体の過去期間に

見合った給付水準の積立金保有を要請する。その

基準となる積立水準（最低積立基準額）は，支給

開始時点での最低保全給付を予定利率で割引いた

金額であった。この予定利率（割引率）には，20

年国債の直近5年平均値が用いられていた。1997

（平成9）年に導入された基準により，たとえ将来

の掛金収入で過去の積立不足を補う部分が大きく

ても，一定条件下で許容された。また，積立金が

最低積立基準額を下回るケースでも，その回復計

画は弾力的なものであった4)。こうした弾力的な

措置は，環境変化に伴う一時的な救済措置である

よりも，基金の実情を勘案した柔軟な対応と考え

られる。

バブル崩壊後の運用環境の悪化は，多くの基金

財政を追い詰め，代行給付の存在自体がリスクと

なっていた。そこで代行部分の支払い義務を国に

返上し，上乗せ部分のみの企業年金への転換が確

定給付企業年金法により認められた。いわゆる，

代行返上措置である。主に大企業が設立した単独

型基金は，早目に代行部分を厚生年金本体に返上

して，上乗せ部分だけの身軽な制度に移行して

いった。これに対して，中小の同業種が集う総合

型基金では，代行返上が進まず，約半数が代行給

付に見合う積立金がない代行割れ状況に陥ってい

た。そこで2005年に，特例的な時限措置として，

基金の積立金が解散時点の代行給付を賄う債務に

満たなくとも解散を容認し，不足分の分割納入を

可能とするなどの救済策がとられ，現在に至って

いる。厚生年金基金制度の改廃について，総合型

基金に属する中小企業の善後策を確定しながら，

指定基金の財務状況見通しを踏まえた解散命令な

どの果断な措置もとられている5)。

確定給付企業年金は，役割の縮小が検討されて

いる厚生年金基金を継承するDBプランである。

そのため，受給権保護のための方策は厚生年金基

金と大差はない。一定の基準を設けた財政検証以

外にも受託者責任の明確化や情報開示規定などが

制度的な担保とされている。年金受給権と関連し

て，積立期間中の給付減額についても詳細な規定

がある。給付減額の手続き自体に，加入従業員と

退職受給者に分けて，労使合意をはじめとした同

意が必要とされ，その要件も決められている。給

付減額時には，その理由如何にかかわらず一時金

清算が可能なので当該金額にも取り決めがある。

それは最低積立基準額相当の金額になり，通常，

選択一時金額を上回っており，事業主・母体企業

に不利に，加入従業員に有利な規定となってい

る。

3 DCプランの規制・税制の推移

わが国の確定拠出年金（DCプラン）は，21世紀

初めに企業型と個人型がそれぞれ導入され，規制

も整備されるなどして現在に至っている。それに

伴って，加入者数，規約件数，そして年金資産額

ともに順調に推移している。企業型の加入者数は

約580万人（4月末現在），個人型の加入者数は約26

4) それには，「積立比率に応じて必要な掛金を設定する方法」と「積立水準の回復計画を作成する方法」があった。
5) 厚生年金基金の財務監視・健全化支援および解散誘導策の推移（アリーウォーニングの仕組み）には，「指定基

金制度」（連続する3事業年度の決算において，年金資産が非継続基準による最低責任準備金の9割を割り込む基

金，もしくは，直前の決算においてその割合が8割を割り込んでいる基金が対象）と「解散手続きの柔軟化」が

あった。くわえて，特例解散制度として，基金解散時の返還額（代行給付に相当する費用）そのもの，およびその

分割納付に特例が設けられた。その後さらに，2011（平成23）年から5年間の新特例解散制度が設けられ，現在に

至っている。
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万人（同）となっている。ただし近年，やや伸び

が鈍化しており，規制や税制について再度の見直

しの余地がある。また，個人型の加入者数は母集

団に対して1％にも満たない状況である。

米国では，2006年の年金保護法によって制度化

された「自動加入」以降，株価の低迷期にあって

も，加入者のさらなる拡大がみられた。同法律に

より，デフォルト商品が拡充され，また運営管理

機関による投資助言業務も一定条件下で容認され

た。さらに，非課税限度枠の段階的引上げ措置に

より，年金資産の積み上げに有利な条件が整えら

れた。とくに，事業主による当初からの拠出率や

デフォルト商品の設定に対して，州規制によって

は受託者責任を問われかねなかったが，2006年の

セイフ・ハーバー・ルールによりこうした懸念は

取り除かれた。それによりとくに若年層と低所得

階層で加入率が飛躍的に上昇し，平均でみれば拠

出率も伸びることとなった。また「一定の条件

下」の投資助言の容認や，デフォルト商品も含め

た標準投資プランの設定も，新たな階層への普及

にかなり寄与したと思われる。投資助言業務は証

券会社・生命保険会社そして投信会社に解禁され

ている。こうした米国の動向は，確定拠出型プラ

ンの標準化から，将来的には義務化や強制化まで

至る可能性もある。いずれにしても，こうした措

置が若年層と低所得階層への制度浸透を通じて，

公私年金を含めた所得代替率を引き上げた点は，

わが国でも参考にできる6)。とくにわが国でも，

適切な情報提供に基づいたデフォルト運用商品

（ライフ・サイクル・ファンドなど）の導入は大き

な課題である。

マッチング拠出の導入などの制度改革には一定

の効果が期待されているものの，現在までは，制

度の使い勝手の悪さから加入者数の著しい増加が

見込めず，また努力義務である継続投資教育の手

間からその導入に二の足を踏む中小企業も多い。

またこうした仕組みが導入される場合でも，それ

は必ずしも加入者側の意向ではないので，こうし

た意向をどのように反映させるかに課題が残る。

確かに，「投資教育」を目的とした年金セミナー

などの費用対効果にも疑問が投げ掛けられてお

り，掛金率引上げや保守的な運用商品選択を変え

るまでには至らないとする意見も多い。しかし，

加入従業員の属性や意識レベルにより運用格差が

生じていることも事実である。また，平均的にみ

ても安全資産への偏向は顕著で，現在の想定金利

（2％程度）を下回る危険性も高い。こうしたこと

から，事業主には，加入者にこうしたリスクを認

識させ，自らの「投資ポリシー」に則った運用商

品選択を促す責務があるといえる。その前提とし

て，個別加入者に自らの運用状況に関心を持たせ

る工夫が必要になってくる。

現在の確定拠出年金，他のDCプランの制度改

革は，ライフサイクルなどの外部環境変化への対

応，中小企業への普及促進，そしてその運用体制

の改善の観点から検討されている。これまで，個

人型確定拠出年金は，自営業者中心であったが，

今後は専業主婦や公務員に対象が広げられる。第

3号被保険者である専業主婦へ対象を広げること

は，一時的な離転職時にも継続的な運用が可能な

メリットがある。公務員については，被用者年金

の一元化で，実質的に給付減額になりそれを補完

する意味がある。また，創設・運営費用が安価な

簡易型確定拠出年金の導入は，中小企業への普及

促進に欠くことはできない7)。個人型確定拠出年

金であっても，事業主拠出（マッチング拠出）が

期待できるのであれば，老後資金準備に大いに寄

与する。最後の運用環境の改善では，デフォルト

6) 石田（2011），pp.7-8。
7)企業年金制度改革では，平成26年4月以降，厚生年金基金の制度新設は認められていない。また，一定の給付保

全措置を講じたうえで，総合型基金などで解散を容易にするとともに，強制的な解散命令の発動も実行される。

こうしたことから，中小企業への対応が不可避になる。簡易型確定拠出年金は，平成27年「確定拠出年金法等の

一部を改正する法律案」によるもので，従業員100人以下の企業を対象に，その創設手続きを簡素化するととも

に，それらを金融機関に業務委託できるものである。さらに，中小企業に特化した運営費用が安価なDBプランの

創設，集団設立などのスケールメリットを生かすことができる制度設計，そしてリスク共有型のDB・DCプランの

新設なども検討されている。
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商品など画一的な運用商品の導入も検討されてい

る。こうした措置や新商品の導入は，中小企業従

業員への普及に一役買い，税制優遇措置のある年

金プランの普遍性と公平性を高めることになる。

また掛金拠出についても，その非課税限度枠が

拡充され，現在は企業型で他の企業年金がある場

合は月額27,500円，無い場合には55,000円，個人

型（第2号）については23,000円まで引き上げられ

ている。自営業者などを対象とした個人型確定拠

出年金（第1号）のみ当初から68,000円で据え置か

れている。拠出形態についても従来は月単位での

み認められ，繰り越しができなかったものが，年

単位での拠出限度枠の活用ができるなど，弾力的

な拠出が可能となっている。

確定拠出年金は，産業構造の変化による労働市

場の流動化に対応したものであったことから，年

金通算や携行性もその特徴となっている。事実，

現在では，転職時の移籍企業で，確定拠出年金に

も確定給付企業年金にもその資産移管が認められ

ている。とくに，先の改正案で，個人型・企業型

ともに，転職先に確定給付年金がある場合に，資

産移管が認められたことは大きい。ただ中小企業

の従業員にも広く門戸を開くのであれば，退職一

時金や中小企業退職金共済からの積立資産受入れ

についての措置をとるべきである。

一方，老後資金準備の観点から，中途引出しな

どには厳しい制限が掛けられている。確定拠出年

金法第28条および第33条では，脱退一時金の受給

要件として，通算の加入・拠出期間が3年以下であ

ること，もしくは積立資産額が30万円以下で，継

続拠出ができない場合に限定されている。60歳未

満の中途引出しも，高度障害と死亡時に限定され

ている8)。中途引出しの要件については，自然災

害時や火急・緊急の医療費なども要件に加えて対

応すべきであろう。さらに利便性を高めるために

は，教育費や住宅改修費など老後資金準備を代替

する目的については中途引出しの要件に加える

か，もしくは，こうした目的に限定した融資制度

を創設するなどの対策を要している。とくに，正

社員世帯であっても年功的に賃金（率）が上昇し，

無理なく住宅費・教育費を負担できる割合は減少

しているのである。

さて，確定拠出年金は公的年金を補って，公私

年金で一定の所得代替率を確保する目的を持つ。

具体的には，創設当初の厚生労働省の資料によれ

ば，望ましい公私年金の給付水準は従前（退職前）

所得の6割と定められていた。私的年金である企

業年金の目標水準は，この金額と厚生年金の標準

年金額との差額になる。この水準であれば，退職

世帯の平均的な消費支出額をほぼ賄うことができ

る。こうした理念のもと，公私年金の調整の意味

合いもあった厚生年金基金をモデルとして，その

上乗せ部分に相当する金額に見合う月額保険料

を，非課税限度枠として設定した。そのため，限

度一杯の掛金を拠出することで，目標とする公私

年金の給付水準を達成できるのである。こうした

上乗せ部分は，厚生年金基金が厚生年金の一部を

代替している代行部分の一定割合と定められてい

るが，この割合（倍率）は昭和63年改正の2.7から

平成16年改正の3.23まで引き上げられており，企

業年金部分の割合は増加している。こうした仕組

みを通じて，減少する公的年金に対して，私的年

金である企業年金が量的に代替する役割が高まっ

ている。

ただしこうした仕組みにより，一定の加入期間

を前提として非課税限度枠を決める平均的なやり

方では，加入期間の長短や加入時期により過不足

も生じうる。また本来，厚生年金自体に各所得階

層に対して所得代替機能があるにもかかわらず，

非課税限度枠ではこの点も考慮されていない。非

課税限度枠の拡充は，高所得者層の過度の優遇で

あることが指摘されるものの，社会保険である限

り応能原則だけでなく応益的な要素もあり，こう

した所得代替機能に政策的妥当性が認められる。

こうしたことから，個別ニーズに柔軟に対応する

視点だけでなく，政策目標の達成の観点からも，

非課税限度枠を所得の一定割合とすることや生涯

非課税限度枠を設けることが適切である。

8) ただし，この点についても，専業主婦などが継続加入できず，少額の運用指図者として不利益を被っていたもの

の，個人型への加入の道が開かれたことで，こうした問題は解消されている。

年金における公私ミックス論――私的年金政策の評価を中心として―― 389



01-06_社会保障研究_特集（石田）_SK.smd  Page 9 16/09/12 13:11  v2.20

また，他の税制面にも改善の余地がある。厚生

年金基金は公的年金に準じて，事業主・母体企業

の拠出は損金算入され，加入従業員の拠出は社会

保険料控除の適用を受けている。積立金の運用時

に特別法人税が課されるものの，現在は凍結され

ている。給付時も公的年金等控除の存在から，実

質的に課税されないケースが多い。他の企業年

金，確定給付企業年金，確定拠出年金も同様に，

課税は給付時まで繰り延べられ，この繰延べ利子

に相当する部分だけに運用時に特別法人税が課さ

れ，給付時点でも同様の控除が受けられる。それ

は，こうした企業年金が押し並べて，個人的な老

後資金準備と経済全体の民間資本形成に寄与する

からである。こうしたことから，種別ごとにリス

クの相違する面があるとしても，確定拠出年金の

従業員拠出について小規模企業共済等掛金控除に

準じた控除ではなく，社会保険料控除を適用する

ことも検討すべきである。

とくに，昨今は，若年者だけでなく中高年者で

も非正規従業員は増加している。こうした状況の

変化もあって，個人型確定拠出年金への小規模事

業主によるマッチング拠出が検討されている。自

営業者と同様に，非正規従業員として働く層に

は，公と私の年金が両輪となって老後資金準備が

できることが望ましい。こうした企業年金の役割

変化にも，社会保険料控除の適用根拠がある。

既に先の確定拠出年金の改正において，企業型

については，マッチング拠出（これは加入従業員

による追加拠出）は認められており，規約件数

ベースで約3割がこれを実施している。ただし，

まだ規制の網が掛けられており，十分な仕組みと

なっていない。具体的には，事業主掛金以下で，

なおかつ労使双方の拠出合計を非課税限度枠内に

収めることが規定されている。そのために，従来

から拠出限度枠スレスレであった中高年層で強い

制約条件となって，導入が進んでいない現状があ

る。こうした実態を直視しながら，非課税限度枠

の仕組み自体を見直すことが求められている。ま

た，こうした自らの拠出部分について，中途引出

しや借入の担保と出来ないことには違和感もあ

る。マッチング拠出導入に合わせて，こうした仕

組みも再検討すべきである。

Ⅲ 年金政策の理論的考察

1 年金規制の評価基準について

年金規制には，企業年金を健全に普及させ発展

させるために，関連する市場や組織を適正に管

理・監督する役割がある。また，年金基金の財務

健全性と受託者責任の状況を監視して，年金受給

権を保護する目的もある。母体企業の破綻や制度

終了に備えた（再）保険・共済も，広義には年金

規制のひとつであろう。また，企業年金のあり方

は，老後資金準備に向けた税制との関連性も強

く，両者の調和ないし整合性も重要である。

こうした年金規制が，母体企業の行動や選択に

トレード・オフを持ち込むことはよく知られてい

る。企業年金は，母体企業にとり財務戦略の一環

でも，人事・報酬戦略の一翼でもある。このとき，

理論上は，長期勤続者や貢献度の高い一部従業員

を優遇することも可能であり，こうした措置が有

意にその効果を高めることになる。母体企業が適

用範囲や加入・受給資格要件などを任意に決める

ことで，従業員グループ間で有利・不利の生じる

ところとなる。これに対して，差別待遇の禁止に

抵触するとして，過度の優遇措置は年金規制で抑

止されることが通例である。

母体企業の裁量範囲が比較的広い米国にあって

も，1974年のエリサ法では長期勤続者の優遇を抑

える受給権ルールが規定されている。同時に，82

年の税負担の公正と財政責任に関する法律におい

てトップ・ヘビー・ルールに代表される非差別

ルールが定められ，同一年金プラン内での過度の

差別や優遇が禁止されてきた。逆に，差別的とさ

れたプランに対しては，給付規定などに縛りが掛

けられてきた。こうした非差別ルールは，役職や

報酬などで特定されるグループに対して，その参

加割合や一時点の給付総額の割合に上限を課すも

のである。また，ストックとしての資産額が一定

割合を超える場合には，それ以外の従業員に対し

て追加拠出することを求め，ペナルティーを課す

こともある。これらの規定は，明らかに母体企業

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2390
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の裁量的行動を拘束し，ときに掣肘するものであ

る。

こうした年金規制には，それを運用するための

明示的な費用に加えて，個別経済主体の行動変化

に伴う副作用にも似た暗黙の費用も生じる。たと

えば，トップ・ヘビー・ルールにより，企業年金

の効果が縮減し，年金プラン自体の変更や改廃が

起こるのである。年金規制の実施にあたっては，

その明示的費用とともに，派生的な暗黙の費用，

効果縮減・効率性の低下による機会費用（社会的

損失）の発生も考慮しなければならない。このよ

うな非差別ルールの問題に対処して，機会費用の

発生を抑えるために，この規制を全面的に撤廃す

ることは非現実的である。役職者や高報酬者を過

度に優遇することは社会通念上の問題だけでな

く，租税支出の観点からも容認されない。ただ

し，中小企業にとりこうした規制が制度導入の阻

害要因として作用しているのであれば，その弾力

的運用も求められるところである9)。

一方，「自動加入」の仕組みは，2006年の年金保

護法によって，年金プランの主流となったDCプ

ランに対して規定されたものである。「自動加入」

を選択したプランでは，オプトイン方式からオプ

トアウト方式に変更して，非加入の強い意思表示

をした従業員以外は自動的に年金プランに加入さ

せる。こうした措置により加入範囲が拡大するこ

とを見越して，デフォルト商品も拡充され，運営

管理機関による投資助言業務も一定条件下で容認

された。さらに，非課税限度枠の段階的引上げ措

置により，年金資産の積み上げに有利な条件が整

えられた10)。

ただし，自動加入制度の導入が，加入従業員に

有利に働いている証拠は今のところない。この制

度は，DCプラン加入が任意である米国で，若年従

業員や低所得者の加入を促進する措置であると同

時に，事業主・母体企業には非差別ルールをクリ

アーして優秀な従業員に多く報いるために必要な

制度である11)。その効果を確認したいくつかの実

証論文では，自動加入制度を導入している企業で

は，そうでない企業よりも，マッチング拠出率が

低位に抑えられることや，その上限金額も統計的

に有意に低いことを発見している。事業主・母体

企業は，自動加入によるマッチング拠出の費用負

担増に対して，独自に防衛策を張り，費用調整を

図っていることになる。こうした状況は，事業主

側ですべての従業員を対象としたDCプランが，

必ずしも労働生産性効果を有するものでなく，そ

の効果を低く見積もっていることの証左でもあ

る。ただ，こうした状況が企業規模や産業種別で

異なることも事実であり，事業主側の財務負担能

力と人的資本の高度蓄積に対するニーズによって

その評価が異なることになる。

わが国では，上乗せ賃金との選択以外は実質的

に強制加入になっている。そのためにかえって従

業員の意向が反映されない可能性もある。企業年

金が企業規模や業種ごとの異なるニーズに対応す

る度合いに応じて，労使の評価とその社会的価値

は異なることになる。企業年金に多様な選択肢を

用意することと，ニーズのマッチングを図ること

も，年金政策にとって大事になってくる。また，

米国ほど選択性の程度は高くないものの，年金規

制に対する母体企業内の誘因体系，作用と反作用

などを組み込んだ政策をとることも大切になる。

いずれにせよ，年金規制によってリスクの適切な

分担を促す一方で，それに伴う資源配分の歪みに

よる費用を最小化する発想が重要である。

2 租税支出をどう評価するのか？

ここでは，私的年金普及の政策誘導として，租

税支出を取り上げたい。租税支出の方法，やり方

9) 石田（2011），p.8。
10) VanDerhei（2014），pp.1-16。
11) なお，「自動加入」の制度化に合わせて，差別禁止テストの免除により，非差別ルールも緩和されている。加入

資格がある従業員全員に対して，拠出率の下限（3％）と上限（10％）を定め，またマッチング拠出にも一定の要

件が課されるものの，非差別ルールはよりクリアしやすいものとなった。これにより，若年層や低所得階層の多

くに，一定程度の退職資産準備を可能とし，優遇税制の享受を担保したのである。
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にもいろいろあり，たとえば租税特別措置により

所得税の課税対象から外すことや特定対象・特定

の経済活動への税率を軽減すること，さらには税

額控除を行うことが含まれる12)。こうした租税支

出の把握方法は主に歳入減少法であり，租税支出

を行ったことによる税収の減少程度を示すにとど

まっている。これを所得階層別にみると，租税支

出は高所得者層に向かっていることが多い。一方

には，歳入増加法もあり，当該税支出措置による

納税者の行動や意識が変化する態様まで考慮し

て，その効果を把握する方法である13)。こうした

租税支出のテコ効果を考慮すれば，すべての所得

階層に便益が及ぶことも想定される。租税支出に

よる税収減少面だけでなく，その効果も踏まえ

て，歳入減少と歳出増加のバランスを評価する必

要がある。

一般的にこうした租税支出には，直接支出の増

加から財政規模が膨張することを抑止しながら，

迅速に政策重点項目に対して手当てできる利点が

指摘されている。反面，包括所得税体系からの乖

離を招き租税体系を歪めることや，恣意的に特定

経済活動を選択し，その結果，特定階層に恩恵が

及ぶ問題点が指弾されてきた。こうした政策は，

必然的に所得移転をともなうからである。老後所

得保障手段である私的年金（職場の企業年金・年

金プランと個人年金保険等）についても，各国で

租税支出を通じた優遇措置がとられている。私的

年金への任意加入も公的年金と同様に，将来を見

越した経済行為であり，将来的な不確実性に対処

するものである。公的年金にパターナリズムが指

摘されるのと同じく，何らかの政策誘導措置を要

している。

確かに，こうした租税措置が高所得者優遇に偏

ることがないように，加入資格要件や中途引出制

限を課すことは公平性の観点から重要である。し

かし一方，そのこと自体が市場拡大や制度普及の

抑止要因となるとしたら元も子もない。拠出限度

額については，その繰越しを可能とすることや支

払いの柔軟性を高め一時払込みを認めることは，

その普及促進につながるであろう。また，わが国

の確定拠出年金や財形年金貯蓄では，災害や疾病

などのやむを得ない理由以外，中途引出しには厳

格な制限がある。こうした規制を緩め，教育費や

住宅取得・改修費などの限定した使途については

引出しを容認することが望ましい。また，専業主

婦層や公務員にも個人型確定拠出年金への加入が

認められるので，退職後の所得保障のために個人

勘定の器を用意して，個人年金保険や財形年金貯

蓄などと合算して拠出上限金額を決める方策もと

りうる14)。職域や働き方に関わらず優遇措置が利

用できるので，その公平性（機会平等）や普遍性

から，租税支出を活用することに妥当性がでてく

る。

母体企業は，繰延べ報酬である退職金や企業年

金に，優秀な人材の確保や人材の引留めの役割を

期待しているとともに，他の企業福祉，従業員へ

の福利厚生と同様に，節税効果を見込んで，これ

らを採用し賃金・給与と組み合わせて報酬パッ

ケージとして提供している。逆にいえば，税制優

遇措置による節税効果によって，母体企業の行動

が影響を受けることになり，その影響を見定める

ことも必要になる。企業年金については，生産性

が高いと想定される実年従業員に対して多額の年

金拠出を行えば，その分損金算入による節税効果

12)企業年金と個人年金の税制上の扱いは細かな点で異なっている。わが国では，厚生年金基金については事業主

拠出の損金算入と，従業員拠出の社会保険料控除が認められている。運用益に対して特別法人税が課され，年金

給付時には雑所得として課税される。（保険型の）個人年金では，5万円を限度とした保険料控除が受けられると

ともに，運用益には課税されず，年金給付時には保険料相当分が相殺され雑所得として課税されることになる。

両者ともに拠出段階での（一部）非課税措置がとられるのは，貯蓄促進の目的があり，また運用段階での（一部）

課税免除は運用利回りを高める役割を果たすからである。ただし，（保険型の）個人年金に有利な税制であって

も，米英と比較すると拠出限度額などの面で見劣りするために，それが十分普及しない要因となっている。
13)租税支出と同額の便益を得るために，どの程度の支出が必要かを算出する方法（支出等価法）もある。石田

（2013），p.8を参照のこと。
14)坂本（2011），p.55。なお，同じ箇所で，高所得者層が税の抜け道としてこうした制度を活用することは，納税

者番号・共通番号の導入によって，ある程度抑制できるとしている。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2392
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も大きくなる。同時に高い賃金率の従業員を有す

る規模の大きい企業でこうした節約効果が大きく

なるために，規模の大きい企業ほど繰延べ報酬と

の組み合わせを選好する抜け目ない行動をとるこ

とになる。たとえば，すべての報酬が現金給与で

支払われるケースと，給与とフリンジ・ベネ

フィット（fringe benefit）のためのコストで組み

合わされているケースでは，生涯の報酬が同一で

も後者のケースで税引後所得が高くなるので，そ

の差額分は国庫からの補助金と捉えることが可能

である。企業年金の加入従業員の属性に何らかの

偏りがあれば，こうした補助金は公平性の観点か

ら問題視される。

そこで，平均的に賃金・給与が高い大企業ほど

節税効果の恩恵を受け，租税支出の便益を享受し

ているか否かを確認する必要がある。こうした状

況が明白になれば，租税支出は逆再分配の要素を

孕むだけでなく，資本集約的な産業や業種に対し

て多くの恩恵を与え，人材集約的なサービス産業

に不利に作用してしまう。そこで，租税支出の所

得分配と資源配分上の影響を考えるために，厚生

労働省「就労条件基本調査」平成23年度版を活用

して，現状を確認したところ，業種によって規模

格差の影響がまちまちなことが理解された15)。と

くに，福利厚生制度全体の賃金・給与に対する割

合についてこのことが妥当する。退職給付に限定

すると，規模間格差はやや強く見て取れる一方

で，サービス産業では逆転現象も生じている。そ

のため，必ずしも租税支出のもつ公平上の問題点

は指摘できない。より詳細なデータを活用して，

この問題を掘り下げる必要がある。

Ⅳ 公私年金の今後と年金政策のあり方

1 年金改革の企業年金への影響

年金の公私ミックスを考えるうえで，公的年金

改革が企業年金に与える影響を考察することも重

要な論点になる。こうした影響は，加入従業員と

事業主・母体企業の年金改革への反応や，それに

伴う行動変化によって具体化する。とくに今後

は，公的年金の持続可能性を目標にした改革が一

段と加速化すると思われる。これまでも，給付水

準を適正化するために，度重なる制度改正が実施

されてきた。その具体策は，満額年金の受給資格

要件の厳格化などの給付算定基礎の変更，スライ

ド方式やスライド改定率の変更，そして長寿化と

人口減に対応したマクロ経済スライドの導入など

である。さらに，支給開始年齢の引き上げも企図

されている。一方，負担の強化策としては，保険

料率の引上げ，保険料負担上限の引上げ，保険料

の徴収ベースの拡大策などがとられてきた。両者

にかかわるものとして，給付・負担構造の給付率

固定型から保険料率（保険料水準）固定型への移

行や，控除枠の縮小などの給付課税ベースの引上

げなどが実施されてきた。そこで以下では，被用

者年金の改革による，母体企業やその加入従業員

を通じた影響を考察対象とする。

年金改革に伴う負担増大は，労使折半原則の下

では母体企業の人件費負担の高騰につながる。人

件費の高騰は，必ずしも賃金率の伸縮性が高くな

い現状では，新卒採用の抑制や退職促進，そして

非正規雇用の拡大に結び付きやすい。また，他の

人件費項目である福利厚生費や教育・訓練費の圧

縮も起こりうる。そして何より，より簡素でより

事務費負担が軽い企業年金・年金プランを求める

ことになる。もちろん，こうした反応は，企業規

模や業種によっても異なると思われるものの，中

小企業やサービス産業において負担感が募ること

は間違いない。

母体企業だけでなく，加入従業員の行動にも変

化をもたらす。公的年金の負担増と給付の適正化

の同時進行は，企業年金の需要に対して相反する

反応を生むことは明白である。このために，加入

従業員ニーズがどのように変化し，それが母体企

業の選択にどのように反映されるかは不透明な点

が多い。また，公私年金がともに退職資金準備手

段であり，異なる時点の意思決定を伴うことから

問題は複雑化する。そのため，こうした意思決定

15) 石田（2014），pp.15-18を参照のこと。
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に関連する（加入）従業員属性をみながら，その

影響を考えることになる。平均値でものを考える

ことができずに，その属性の多様性や広がりを前

提とすることになる。

加入従業員の意思決定を掘り下げて考えると，

個別性や多様性の程度は極めて高い。退職後の資

金準備としても，単に生活費だけでなく，住宅関

連費や医療・介護費への備えも不可避である。住

宅ローンや教育ローンの返済に加えて，子孫への

教育費，冠婚葬祭費，そして自己研鑽のための投

資などさまざまである。雇用形態からライフスタ

イルの多様化と世帯構成の個別化により，加入従

業員とその家族の就労期と退職期に及ぶニーズは

拡散し，私的年金にはそれに的確に応えた制度設

計が望まれる。

また，加入従業員の退職期への資金移転，貯蓄

行動は，時間的視野（時間選好率）によって相違

が生じてくる。事実，貯蓄行動の相違の1/ 3から

半分程度は，時間的視野（時間選好率）によって，

説明できるとの考え方が一般的である。こうした

異質性は，企業年金のタイプや賃金と企業年金の

組み合わせに対しても異なる選好を生む。従業員

属性を理解せず，一律の対応をすることは，需給

のミスマッチを生み，加入従業員の厚生水準を引

き下げてしまう。こうした異質性に対処して，カ

フェテリア・プランのような選択制を導入するこ

とには費用が掛かるだけでなく，適切な情報提供

がなされないと合理的な選択は難しくなる。そし

て，たとえば，時間的視野が長い老後資金準備に

関心が高い従業員が，年金プランへの多額の拠出

と低賃金（率）を選好したとしても，それが叶え

られず，税制優遇による高い収益率の年金プラン

を選択できないことは厚生上の損失を招いてしま

う。

母体企業としても，こうした従業員を引き付け

ることがメリットになるとすれば，それができな

ければ人的資本上の逸失利益になる。そこで，母

体企業がこうした人材を引き付ける自由な制度設

計の年金プランが導入できれば，こうした損失を

抑えることができる。その可能性は労働市場での

自己選抜機能に依存するものの，一定の工夫をし

たうえで需給のミスマッチを解消する意義は高い

と思われる。従業員の就労意欲へのマイナス効果

は労働生産性の低下や実年での離職行動の誘発に

より，かなり大きいと想定される。

こうした状況に対処するには，母体企業の事業

主は自社の企業年金・年金プランについて，キメ

細かい情報提供を心掛け，情報不足から生じる

（加入）従業員の行動の歪みを是正することが肝

要になる。この点，行政側でも法令により努力義

務として善処を求めるか，もしくは不十分な情報

開示には罰則規定を課すこともありえる。もちろ

ん，中小企業での費用負担を考えて，業界毎にそ

れをサポートする体制を構築することも必要にな

る。

こうした方策が困難であれば，低所得者層に対

する年金給付の低減に併せて，選別的に税制優遇

枠を活用する発想があってもいい。そのために

は，若年時の流動性制約を回避するための生涯を

通算した非課税枠が有用である。こうすること

で，所得階層や時間的視野にかかわらず，すべて

の従業員は高い年金拠出と低い賃金（率）の組み

合わせを選択することが合理的になる。こうした

特例的な優遇枠により，租税支出は膨らむことに

なるものの，すべての従業員が画一化された企業

年金を評価することになり，加入従業員全体の生

産性向上から企業収益にプラスの効果を持つ。そ

の分は法人税の増収につながることになる。

このようにして，公的年金の給付水準が切り下

げられることに応じて，税制優遇枠を拡大して，

所得階層に関係なく企業年金に高い価値が付与さ

れることになれば，私的年金の補完機能は飛躍的

に高まることになる。母体企業を所得移転セク

ターとして，その誘因体系も加味して上手く活用

することが，年金の公私ミックスの鍵となる16)。

それでは，確定拠出年金・DCプランの非課税限

16) なお，米国には公私年金の給付調整方式として，「相殺法」「超過法」そして両者の「統合法」がある。相殺法で

は，DBプランないしDCプランの予想給付額から公的年金の一定割合が控除される。超過法では，年金給付が課

税上限枠を超える部分には高い所得代替率を，それ以下の部分には低い所得代替率を適用するものである。両者
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度枠拡充はどのような経済効果を有するのであろ

うか。わが国ではこれに類する先行研究がないた

め，主に米国の先行研究を参考にする17)。米国で

はわが国よりもかなり高額な課税上限（主に401

（K）プランを対象，年間35,000ドルもしくは年収

の25％）となっている。これは公的年金（社会保

障年金）がベンドポイント制で低所得者層にかな

り手厚いことにもよる。その米国でも，富裕層や

賃金率が急上昇する高年齢従業員は，こうした非

課税上限枠によって拠出の制約を受けている。逆

に，低・中所得者層では，住宅や教育ローンもあ

り流動性制約に直面し，必ずしも十分な拠出がで

きる状況にない。いわば，非課税上限枠を使い切

れていない層が一定存在している。すべての所得

階層でこうした上限枠を使い切っている場合，一

定の年金資産収益率のもとでの試算では，年収に

応じて2％から10％までの生涯消費の押上げ効果

を認めている。今後，DCプランの非課税枠を考

えるには，その資産形成や消費の押上げ効果を解

明する必要がある。そのうえで，タックス・イロ

―ジョンとの見合いで，その水準を決めることが

妥当になる。

2 今後の公私ミックスの考え方

企業年金に対する規制は，税制上の優遇措置に

対応している側面もある。私的年金の成長政策の

一環としてこうした措置が取られるとしても，そ

の枠の大小によって，公私ミックスのあるべき姿

が規定されることになる。確かに，公正政策や安

定政策は，受給権の保護のために必要不可欠であ

るものの，その実施方法は必ずしも事前的規制の

形態をとらなくてもよい。こうした規制を極力緩

和して，事後的な規制で対処することもできる。

逆にいえば，事前的規制により政策誘導をするこ

とは，また税制上の優遇度合いを高めていくこと

は，それだけ企業年金の公的色彩を強め，そして

公私一体となった退職後所得保障の方向に突き進

むことになる。

ただし，こうした方向性は，受給権の保護を強

化するだけでなく，パターナリズムの観点から中

小企業の従業員や低所得者層への企業年金の普及

を促すことから派生するものである。そのため，

公的年金を低所得者層に厚くして，税財源などで

基礎的生活を保障する場合にはこうした発想はい

らない。公的年金が社会保険方式をとり，国だけ

でなく労使がリスクを分担し責任を分かち合って

いるからこそ，こうした考え方が生まれてくる。

公私年金ともにこうしたリスク分担の発想で運営

していく限り，欧米諸国と比較しても，公的規

制・年金税制の公平性と効率性のバランス確保は

一層難しくなる。政府には，全ての所得階層に普

遍的に公私ミックスのあるべき姿を示す，難しい

作業が残される。

こうした観点から考えるに，年金という枠組み

を外して，同じ加入者・従業員拠出であれば，老

後資金準備として同等に優遇して良いのではない

か。時間的視野や貯蓄性向が異なる個人や家計で

は，またライフコースの多様化にあっては，制度

的な制約が強い仕組みでは属性に合わせた準備に

は無理がある。一方で，団体加入や企業ごとの契

約に取引費用の軽減効果があるので，個人型確定

拠出年金についても管理運営主体により強い権限

を付与して，金融機関などとの交渉権を任せるべ

きである。また，私的年金は社会連帯を基礎とす

る公的年金と峻別すべきとは考えるが，掛金拠出

については社会保険料控除を適用することも妥当

である。

このとき，最大の問題点は，中小企業の加入者

（その一端は事業主）や低所得者層にも無理なく

負担できるリスク分担型の年金プランをどう設計

するかである。年金給付の算定方式を事前に決め

る従来型の確定給付型プランでは，給付水準に見

の合計金額によって公私の合計年金給付額が決定される。最後の統合法では，公私年金を統合して，それによっ

てすべての所得階層に同程度の所得代替率を確保することを目指すものである。この場合には，公的年金給付の

切り下げに応じて，課税上限金額を引き上げて私的年金額が高まることを期待する。わが国の公私ミックスの基

本的な考え方に近い。
17) Gale et al.（2004），p.4。
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合う年金積立金の保有は事業主側の責任であり，

また運用その他で生じる欠損は事業主側のリスク

である。これに対して拠出額を先決する確定拠出

型プランでは，その運用は加入者の自己責任とな

る。それぞれの運用に関するリスクを共有して分

散することが，両者を折衷したCBプランなどの

新しい仕組みとなる。

具体的事例としては，予定される運用利回り，

予定利率の未達リスクを労使で共有するやり方で

ある。まず，予定利率よりも低い指標を決め，そ

の指標となる運用利回りの達成についてのみ事業

主が責任を負い，その水準を超えて予定利率に達

成しない部分は加入者側のリスクとするものであ

る。こうした指標連動型プランは，確定給付企業

年金創設当初から認められている。こうした曖昧

な方式ではなく，元本保証については事業主が責

任を負い，それ以上の水準で予定利率に達成しな

い場合は従業員にリスクを負わせる方法もある。

今年度の政府税制改正大綱で検討されたフロア・

オフセット方式ないし業績連動方式であれば，最

低限の水準は保証されることで，老後の資産形成

目標も立てやすくなる18)。資産運用としての旨味

は無くなるものの，公的年金の給付水準が継続的

に切下げられていく場合には，貴重な安全資産確

保に繋がる。ただ，こうしたリスク共有はその指

標や保証水準の設定次第で合理的に仕組むことが

できるものの，制度設計が複雑化すると中小企業

などから敬遠される憾みがある点は注意が必要で

ある。

今後の政策的な対応の中心となる中小企業に対

しては，課税繰延べ資産としての有利性，業界団

体などを通じた団体型・合同型プランによる事務

手数料などの軽減について的確に情報提供すると

ともに，他社との差別化を図り求める人材ニーズ

にマッチした年金プランの提供を促すように政策

的に誘導すべきである。その意味で，投資教育も

含めて的確な情報提供の必要性はますます高ま

る。こうした形態での政策介入が，企業年金の社

会的な価値を高めるものと考える。

国も事業主・母体企業も，ますます財政制約が

強まっていく中では，年金規制を合理化，効率化

することを通じて，年金プラン設計上のイノベー

ションを誘発して，企業年金の魅力を高めていく

ことも有益である。そして企業年金を戦略的に活

用する発想を持つことは，老後所得保障の充実と

ともに，母体企業の財務にも一国の財政にも寄与

することになる。
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Ⅰ はじめに

高齢者の貧困率は長期的に低下してきている

が，生活保護を受給する高齢者の割合は増加して

いる。一方，生活保護制度では，被保護人員の3割

を占める70歳以上高齢者に対する老齢加算を2004

年度と2005年度に段階的に引き下げ，2006年度に

廃止した。

本稿の目的は2つある。一つは，高齢者の貧困

率が低下する中，なぜ生活保護を受給する高齢者

世帯の割合が1990年代半ば以降増えたのか，その

背景となった貧困の構造変化を明らかにすること

である。もう一つは，その生活保護制度で行われ

た高齢者に対する近年の改正，すなわち老齢加算

廃止が70歳以上の生活保護受給者の消費に与えた

影響を明らかにすることである。

主要な発見事実を先取りしていえば3点挙げら

れる。第一に，1990年代半ばから2000年代半ばま

での高齢者の貧困率の微減は，世帯内での私的扶

養機能が期待できない「単身」，「夫婦のみ」の貧

困率の低下を，相対的に他の世帯類型と比較して

貧困率の高い「単身」，「夫婦のみ」の世帯構成の

比重高まりによる貧困率の上昇要因が相殺するこ

とで生じていた。第二に「配偶者なしの子との同

居」の世帯構成における比重高まりも，高齢者の

＊1慶應義塾大学経済学部 教授
＊2関西学院大学総合政策学部 准教授

高齢者の貧困の構造変化と老齢加算廃止による消費への影響 399

特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

高齢者の貧困の構造変化と老齢加算廃止による消費への影響

山田 篤裕＊1，四方 理人＊2

抄 録

本稿は高齢者の貧困と生活保護制度改革に関し3点を明らかにした。第一に，1990年代半ばから2000

年代半ばまでの高齢者の貧困率の微減は，「単身」，「夫婦のみ」の貧困率の低下を，相対的に他の世帯類

型と比較して貧困率の高い「単身」，「夫婦のみ」の世帯構成比重の高まりによる貧困率の上昇要因が相

殺することで生じていた。第二に「配偶者なしの子との同居」の世帯構成における比重高まりも，高齢

者の貧困率の上昇要因となっていた。第三に老齢加算廃止は，65−69歳と比較して相対的に高い支出水

準であった70歳以上の食料支出の減少以外に，被服及び履物，教養・娯楽費，その他の消費支出を減少

させた。支出費を減少させた具体的品目で相対的に大きいのは，こづかい（使途不明金），野菜・海藻，

調理食品，新聞，その他の交際費であった。光熱・水道，交通・通信，冠婚葬祭費などへの支出減少に

ついては確認できなかった。

キーワード：高齢者，貧困，生活保護，老齢加算

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 399-417.
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貧困率の上昇要因となっていた。高齢者から子へ

の方向での，世帯内私的扶養機能を担っている可

能性もある世帯類型の増加は，新たな高齢者の貧

困リスク増大要因として懸念される。第三に70歳

以上の生活扶助額の2割に相当する老齢加算廃止

は，65−69歳と比較して相対的に高い支出水準で

あった食料に対する支出減以外に，被服及び履

物，教養・娯楽費，その他の消費支出を減少させ

る影響があった。支出費を減少させた具体的品目

で相対的に大きかったのは，こづかい（使途不明

金），野菜・海藻，調理食品，新聞，その他の交際

費であった。光熱・水道，交通・通信，冠婚葬祭

費などへの統計的に有意な支出減少は確認できな

かった。

本稿の構成は以下の通りである。次節では総務

省「全国消費実態調査」に基づき，高齢者の貧困

率が低下する中，なぜ生活保護を受給する高齢者

世帯の割合が1990年代半ば以降増えたのか，その

背景となった貧困の構造変化を明らかにする。III

節では厚生労働省「社会保障生計調査」に基づき，

老齢加算廃止の影響が，70歳以上の生活保護受給

者の消費に与えた影響を明らかにする。結びにか

え，IV節では本稿の発見事実と残された課題につ

いて述べる。

Ⅱ 高齢者の貧困の構造変化

1 高齢者の貧困率の微減と被保護世帯率の上

昇

表1は，高齢者の相対的貧困率を，日本を含めた

9カ国について示している。相対的貧困率は，世

帯に働く規模の経済性（すなわち世帯員数）を調

整した等価可処分所得の中央値の50％を相対的貧

困線とし，その基準未満の人口割合を示したもの

である。

2000年代半ばの日本の高齢者の貧困率は，比較

対象国の中で相対的に高い水準にあり，アメリカ

と同様20％を超える。76歳以上，女性，単身世帯

で貧困率が高い傾向は，比較対象国と同様の特徴

だが，日本の場合，とくに単身高齢者の貧困率が

約50％と相対的に高い。

1990年代半ばから2000年代半ばにかけ日本の高

齢者の貧困率は1％ポイント低下した。同期間に

貧困率が低下した比較対象国より低下幅は小さい

が，それでも日本の高齢者の貧困率はわずかなが

ら低下した。

しかし，高齢者の生活保護受給については，少

し状況が異なる。図1は，生活保護世帯に占める

高齢者世帯の割合（％），高齢者世帯の保護率

（‰：千分率），総世帯の保護率（‰：千分率）で

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2400

表1 高齢者の相対的貧困率の国際比較（％）

高齢者の貧困率

全 人 口 の

貧困率

(全年齢)

65歳以上全体 年齢 性別 世帯類型

2000年代

半ば

1990年代半ば

からの変化

(％ポイント)

66-75歳 76歳以上 男性 女性 単身 夫婦のみ

フランス 8.8 -3.0 7.2 10.6 6.6 10.4 16.2 4.1 7.1

ドイツ 8.5 -2.0 6.5 11.1 5.1 10.8 15.0 4.7 11.0

イタリア 12.8 -2.3 11.2 15.2 8.1 16.1 25.0 9.4 11.4

日本 22.0 -1.0 19.4 25.4 18.4 24.8 47.7 16.6 14.9

韓国 45.1 .. 43.3 49.8 41.8 47.2 76.6 40.8 14.6

ノルウェー 9.1 -6.8 3.8 14.6 3.5 13.1 20.0 1.2 6.8

スウェーデン 6.2 2.6 3.4 9.8 4.2 7.7 13.0 1.1 5.3

イギリス 10.3 -2.1 8.5 12.6 7.4 12.6 17.5 6.7 8.3

アメリカ 23.6 2.9 20.0 27.4 18.5 26.8 41.3 17.3 17.1

OECD平均(30カ国) 13.5 -0.2 11.7 16.1 11.1 15.2 25.0 9.5 10.6

出所：OECD(2008)、OECD(2011)に基づき筆者作成。
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ある。1980年代後半から1990年代にかけて，高齢

者世帯の保護率（高齢者世帯に占める生活保護世

帯の割合）は低下しているにもかかわらず，生活

保護世帯に占める高齢者の割合は上昇している。

これは，人口の高齢化と高齢者世帯の保護率だけ

ではなく，総世帯の保護率も低下したことによ

る。

そして，1990年代後半以降は，生活保護世帯の

高齢者割合だけではなく，高齢者世帯の保護率も

上昇している。表1でみたように高齢者の相対的

貧困率は若干の低下傾向にある

にも関わらず，高齢者世帯の保

護率が上昇した背景として，主

に2つの可能性を指摘できる1)。

第一は，小塩・浦川（2008）

も指摘するように，日本では相

対的貧困線が低下していること

である。1997年と比較し，2005

年の日本の相対的貧困線は11％

低下している〔小塩・浦川

（2008），p.281〕。つまり低い相

対的貧困線で貧困率を測定すれ

ば，貧困率は低下したようにみ

える。実際，1997年の相対的貧

困線に固定すると，高齢者の相

対的貧困率は2005年では4％ポ

イント上昇していたことが示さ

れている〔小塩・浦川（2008），

p.281〕。第二に，世帯構成の変

化により，世帯内での私的扶養

機能が衰退し，生活保護制度が

利用されるようになった可能性

である。

2 高齢者の貧困率の要因分解に関する先行研

究

世帯構成変化が，高齢者の貧困率に与えた影響

に関する主な研究として，阿部（2006）と橘木・

浦川（2008）が挙げられる2)。阿部（2006）は，

1984年から2002年の厚生労働省「所得再分配調

査」の個票データを用い，①年齢構成，②世帯構

成，③市場所得の貧困，④税・社会保障による貧

困削減の4要素のうち3つを固定し，残る1要素の

1) ほかに2008年9月のリーマンショック以降の経済状況への対応の一環としての生活保護制度の実質的な運用変

化も考えられる。この点に関し鈴木・周（2012）は，2009年3月以降の厚生労働省の各通達により，以前は生活保

護申請が難しかった稼働年齢層が含まれる「その他世帯」に対する生活保護制度の運用が相対的に「緩和」された

と指摘している〔周・鈴木（2012），p.214〕。しかし，こうした「緩和」は高齢者よりも稼働年齢層に対し主な影

響があったと推察される。
2)そのほかに，吉岡（2014）は，「国民生活基礎調査」の公表データから，貧困率の推計を行い，世帯人員数，世

帯構造について各年の貧困率に対する寄与率を算出し，全体の貧困率に対する高齢者世帯の寄与度が低下してい

ることを示している。

高齢者の貧困の構造変化と老齢加算廃止による消費への影響 401
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注：「高齢者世帯」の定義について、2004年までは、「男65歳以上、女60歳以上の者のみで

構成されている世帯若しくは、これらに18歳未満の者が加わった世帯」であったが、

2005年から「男女ともに65歳以上の者のみで構成されている世帯若しくは、これらに

18歳未満の者が加わった世帯」と変更されている。

出所：国立社会保障・人口問題研究所「『生活保護』に関する公的統計データー覧」http:/ /

www.ipss.go.jp/ s-info/ j/ seiho/ seiho.asp（2016年6月25日最終確認）より筆者作成。

図1 高齢者世帯の保護率と生活保護世帯に占める割合
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み変化させた場合の高齢者の貧困率をシミュレー

ションした。その結果，1987−1993年の貧困率上

昇に最も寄与したのが④税・社会保障の効果，次

に寄与したのは②世帯構成の変化であった。そし

て1993−2002年は貧困率に変化はないが，その背

景には，②世帯構成の変化と③市場所得の貧困と

いう貧困率上昇要因3)と，④税・社会保障による貧

困率低下要因とが拮抗していたことを示した4)。

世帯構成の変化として，単身と高齢者のみ世帯割

合の上昇と非高齢者と同居する高齢者割合の低下

を指摘している。市場所得での貧困率の上昇と合

わせ世帯内での私的扶養が困難な高齢者が増加し

ていることがみてとれる。

橘木・浦川（2006）は，同じく「所得再分配調

査」を用い，1995−2001年にかけて貧困世帯に占

める高齢者世帯の割合が上昇したことを示した。

さらに同期間に人口全体の貧困レベルに対する単

身世帯（高齢者世帯除く）の寄与率が大きかった

ことを指摘している〔橘木・浦川（2006），pp.84-

85〕。

以上の研究では，世帯構成の変化も貧困率に影

響を与えたことが示されている。しかし，こうし

た推計の解釈には留意も必要である。第一に「所

得再分配調査」では調査区ごとの回収率に基づく

ウェイト補正が行われていない。そのため回収率

に偏りがあった場合，母集団の世帯構成との間に

乖離が生じ，それを世帯構成変化として含んでし

まう可能性がある。第二に，世帯内での私的扶養

機能を考慮するにあたり，同居している子どもの

配偶関係は重要だが，これまでの貧困率の要因分

解を行った研究では「配偶者なしの子と同居」と

「有配偶の子と同居」を識別していない5)。

そこで本節では，世帯構成比のウェイト補正に

も留意した上，同居子の有配偶関係を考慮した世

帯類型を用い，世帯構成比の変化が1990年代半ば

から2000年代半ばまでの高齢者の相対的貧困率に

与えた影響を分析する。

3 データ及び分析枠組み

データは総務省統計局「全国消費実態調査」の

個票を用いた6)。「全国消費実態調査」は，2カ月な

いし3カ月の家計簿記入が必要となるため，回答

者の負担が相対的に重く，回答拒否によるサンプ

ルの偏りが生じる。そこで同調査では代替世帯の

補充だけでなく，同じ調査年次の「労働力調査」

における，地域，世帯員数，年齢，性別分布と一

致するようウェイト補正を行っている7)。しかし，

このウェイト補正は1994年以前には行われておら

ず，1999年，2004年では単身世帯のみ補正，2009

年からは2人以上世帯でも補正されるようになっ

3) 所得格差の文脈ではあるが，市場所得の一つである就労所得は高齢者の所得格差要因として大きく（高齢者の

所得格差の4〜5割を説明），この就労所得はさらに高齢者の就労所得と同居子の就労所得の2つに分けられる。こ

れら2つの就労所得が高齢者の所得格差に与える影響はほぼ半々である。ただし1987−2002年に市場所得の所得

格差拡大への寄与は両就労所得とも減少した〔Yamada (2010), pp.41-42〕。この背景には，高齢者の就業率と子ど

もとの同居率が同時期低下していたことが挙げられる。つまり，子どもとの同居も高齢者の市場所得の変化には

重要な要素となっている。
4)この点は小塩・浦川（2008）でも確認されている。厚生労働省「国民生活基礎調査」を用いた彼らの研究におい

ても，1997−2003年にかけ，高齢者の当初所得でみた貧困率と可処分所得でみた貧困率の差は6％ポイントほど拡

大した。これは税・社会移転による貧困率削減効果が同時期に増大したことを意味する。
5)同居子の状況により分類することは重要と考えられる。高齢者の貧困率の国際比較を行った，Murozumi and

Shikata (2008）は，アジア圏である日本と台湾の高齢者は，アメリカや西欧諸国と比べ，子どもとの同居比率が高

く，また，有配偶の子どもと同居するより，無配偶の子どもと同居している場合に貧困率が高くなることを明ら

かにしている。また別の分類として，同居子の職業（正規雇用，非正規雇用，無職）で同居子を分類した山田

（2010）では，非正規雇用の同居子や，無職の同居子の存在が，高齢者の貧困リスクを顕著に増加させることを報

告している〔山田（2010），pp.119-121〕。
6)本節の分析は，「所得・消費・資産・主観的データを用いた貧困基準の総合的研究」（JSPS科研費JP26380372，主

任研究者：駒村康平）の一環として行われた，統計法第33条に基づく調査票情報の利用結果に基づく。調査票情

報はすべて匿名化処理されている。
7)総務省統計局「平成16年全国消費実態調査 用語の解説 付録7 調査世帯の選定方法と結果の推定式」http:

/ / www.stat.go.jp/ data/ zensho/ 2004/ pdf/ h16_fu07.pdf（2016年6月25日最終確認）

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2402
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た。

以下の分析では，1994年，1999年，2004年の

データについても，2009年と同様の方法でウェイ

ト補正して貧困率の変化に対する世帯構成比の変

化の影響について推計する。具体的な補正方法と

して，単身世帯については地域別（6区分），男女

別，年齢別（35歳未満，35〜59歳，60歳以上の3区

分）の世帯割合が各年の「労働力調査」と一致す

るようウェイト補正を行う。同じく，2人以上世

帯についても地域別（9区分），世帯員数（4区分）

の世帯割合が各年の「労働力調査」と一致するよ

うにウェイト補正を行う。

可処分所得は，「全国消費実態調査」の年収・貯

蓄等調査票の個票データを利用し，勤労収入，自

営収入，公的年金，企業年金・私的年金，利子・

配当金，家賃・地代，その他の年間収入を合計し，

そこから税・社会保険料を控除した年間所得であ

る8)。さらに，この可処分所得を世帯人員数の平

方根で除した等価可処分所得を分析には用いてい

る。

高齢者の世帯類型は，配偶関係と子との同居形

態から「単身」「夫婦のみ」「配偶者なしの子と同

居」「有配偶の子と同居」「その他」に区分した。

こうして定義された世帯類型を用い，1994−

2009年の相対的貧困率の変化を各世帯類型のシェ

アの変化と貧困率の変化とに寄与度分解を行う。

具体的には，貧困率を a，各類型別貧困率を a，

各類型のシェア lとそれぞれ定義する。すると

貧困率は各世帯類型の加重平均，すなわち

a=∑  al

と表すことができる。ここで，二時点間の貧困率

の変化分（Δa）は，類型ごとの貧困率の変化分

（Δa）と各類型の比率の変化分（Δl）に，それぞ

れの類型の時点間平均（l）とそれぞれの貧困率

の時点間の平均（a）でウェイト付けしたものに

分解可能である。すなわち，

Δa=∑  Δal+Δla

と表すことができる。ここで，Δalは，各類型の

貧困率の変化分による寄与度，Δlaは各類型の

シェアの変化による寄与度として解釈できる9)。

4 高齢者の世帯類型の構成変化と各類型の貧

困率の推移

65−74歳と75歳以上に分け，高齢者の世帯類型

の構成変化を示したのが，図2である。65−74歳

については，「単身」の割合の変化は小さいが，

「夫婦のみ」と「配偶者なしの子と同居」の割合が

1994年から2009年にかけて上昇し，その間，「有配

偶の子と同居」の割合が25％から7％と大きく低

下した。そして75歳以上については，1994年時点

では6割が「有配偶の子と同居」であったが，2009

年には3割まで低下している。その一方，「単身」，

「夫婦のみ」と「配偶者なしの子と同居」の割合が

それぞれ上昇した。

高齢者の世帯類型別の相対的貧困率を示したの

が図3である。65−74歳，75歳以上とも，貧困率は

「単身」で最も高く，「有配偶の子と同居」で最も

低い。そして1994年から2009年にかけ，「単身」と

「夫婦のみ」の貧困率は大幅に低下した。また

1994年から2009年にかけ，65−74歳，75歳以上と

8)なお，公的年金以外の児童手当や失業給付および生活保護給付等の社会保障給付は，年収・貯蓄等調査票に明示

された項目はなく，「その他の年間収入」に含まれていると考えられる。ここで，全国消費実態調査では年間収入

についての税と社会保険料が把握されていないため，可処分所得の算出のため田中・四方（2012）による税・社会

保険料モデルの推計を用いた。この税・社会保険料モデルには，所得税，住民税，各種社会保険料（国民年金・厚

生年金，国民健康保険，協会けんぽ，後期高齢者医療制度，雇用保険，介護保険）をすべて個別に推計している。

さらに各種控除および社会保険料の減免制度についても反映したマイクロシミュレーションモデルを構築してい

る。なお国民年金保険料納付の申請免除制度については，利用可能な所得水準にある対象者は，すべて免除申請

を行い，保険料軽減を受けているものと仮定する。また，自営収入においてもすべての所得が捕捉されているも

のとしている。
9)先行研究では，貧困率の変化分ではなく各時点の貧困率についての寄与度分解が行われていた。

高齢者の貧困の構造変化と老齢加算廃止による消費への影響 403
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も，4％ポイント程度しか貧困率は低下しなかっ

たが，「単身」の貧困率は，65−74歳で10％ポイン

ト，75歳以上では25％ポイント以上低下した。同

様に，「夫婦のみ」の貧困率も1994年から2009年に

かけ，65−74歳で5％ポイント，75歳以上で12％ポ

イント低下した。

以上のように，特に75歳以上の「単身」と「夫

婦のみ」で大幅の貧困率が低下したにもかかわら

ず，高齢者全体で数％程度の貧困率の低下にとど

まった理由として，貧困率低下と同時に世帯類型

の構成比が変化したことが考えられる。すなわ

ち，他の世帯類型より貧困率の低い「有配偶の子

と同居」の割合が大きく低下したが，「単身」と

「夫婦のみ」といった貧困率の高い世帯類型の割

合が上昇したことで，高齢者の貧困率全体として

は大きな変化がなかったと考えられる。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2404
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出所：総務省「全国消費実態調査（1994−2009年）」に基づき筆者推計。

図2 高齢者の世帯類型の構成変化（1994−2009年）
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出所：総務省「全国消費実態調査（1994−2009年）」に基づき筆者推計。

図3 高齢者の世帯類型別相対的貧困率の推移（1994−2009年）
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5 高齢者の貧困率の寄与度分解

このことを定量的に示すため，1994−2009年の

相対的貧困率の変化を高齢者に占める各世帯類型

のシェアの変化と貧困率の変化とに寄与度分解を

行った結果を図4に示している。世帯類型ごとに，

灰色のボックスがシェア変化による寄与度を示

し，黒色のボックスが世帯類型内の貧困率の変化

による寄与度を示す。各世帯類型の寄与度の合計

は，1994年から2009年にかけての貧困率の変化分

に等しい。そのため，図において％ポイントで表

記される各寄与度は，そのまま各要素が何％ポイ

ント貧困率を変化させているのかを示している。

まず，65−74歳については，「夫婦のみ」と「配

偶者なしの子と同居」のシェアの上昇が全体の貧

困率上昇に寄与しているものの，「単身」と「夫婦

のみ」における貧困率低下が全体の貧困率を低下

させた。

75歳以上も「単身」と「夫婦のみ」における貧

困率低下は全体の貧困率低下に寄与してはいるも

のの，同時に，それらの世帯類型はもともと他の

世帯類型より貧困率が高く（図3参照），そのシェ

アが上昇したことで，全体の貧困率の低下幅を縮

小させた。

「単身」と「夫婦のみ」の割合の上昇あるいは

「有配偶の子と同居」の割合の低下は，世帯内での

私的扶養機能の低下を意味する。表1および図1で

みたように，高齢者の相対的貧困率の低下幅は小

さく，高齢者世帯の被保護率は上昇していた。そ

の理由として，「単身」と「夫婦のみ」の高齢者の

相対的貧困率は低下したものの，もともと他の世

帯類型より貧困率が高いため，そのシェア拡大

は，貧困率の上昇要因となっていた。同時に「単

身」と「夫婦のみ」の高齢者の増加は，世帯内で

の私的扶養機能に頼れない高齢貧困者を増加させ

る。高齢者世帯の被保護率上昇は，こうした世帯

内での私的扶養機能の低下が背景にあるものと推

察される。

図2でみたように，65−74歳の高齢者で「有配偶

の子と同居」する割合は，趨勢的に低下している

ものの，すでにかなり低い水準に達しており，将

来の「有配偶の子と同居」割合の変化が高齢者の

貧困率の上昇要因とはなりにくいであろう。一方

高齢者の貧困の構造変化と老齢加算廃止による消費への影響 405
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出所：総務省「全国消費実態調査（1994−2009年）」に基づき筆者推計。

図4 高齢者の相対的貧困率の寄与度分解（1994−2009年）
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で，「未婚の子と同居」が大幅に増加しており，し

かも65−74歳ではこの類型の貧困率は上昇傾向に

ある。相対的に経済力の弱い親子同士による同居

が今後貧困率を上昇させる可能性もある10)。

加えて，給付乗率（2階部分）の引き下げ，デフ

レ下における物価スライド適用により，新規裁定

者の老齢年金給付額はすでに近年低下してきてい

る〔社会保障審議会年金数理部会（2015），pp.70-

75〕。マクロ経済スライドによる所得代替率の引

き下げもあり，公的年金による貧困率削減効果は

将来的に大幅に低下することが予想される。

Ⅲ 老齢加算廃止による消費への影響

1 老齢加算の導入と廃止

前節でも指摘したように，世帯類型の変化や老

齢年金受給額の低下により，長期的に高齢者の所

得保障制度としての生活保護制度の重要性は今後

さらに増大していくことが予想される。しかし高

齢者世帯に占める被保護世帯率が上昇する中，老

齢加算廃止という大きな制度変更が近年行われ

た。

老齢加算は老齢福祉年金制度の発足に伴い1960

年に創設された。この老齢加算には，やがて「特

別需要」を満たす役割が期待されるようになる。

具体的には，1980年の中央社会福祉審議会生活保

護専門分科会中間的取りまとめでは，①老齢者は

咀嚼力が弱いため，他の年齢層に比し消化吸収が

よく良質な食品が必要，②肉体的条件から暖房

費，被服費，保健衛生費等に特別な配慮が必要，

③近隣，知人，親戚等への訪問や墓参などの社会

的費用が他の年齢層に比し余分に必要〔生活保護

制度の在り方に関する専門委員会（2003a），

p.16〕，という3つの必要を特別需要として想定し

ていた。また1983年の中央社会福祉審議会意見具

申では，老齢加算が「加齢に伴う精神的又は身体

的機能の低下…に対応する食費，光熱費，保健衛

生費，社会的費用…などの加算対象経費」を満た

しているとの認識が示された〔社会保障審議会福

祉部会（2003a），p.16〕。

しかし，社会保障審議会福祉部会に設けられた

「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」に

よる中間とりまとめ（2003年12月16日）を受け，

老齢加算は廃止に至る。中間とりまとめでは廃止

の方向性を打ち出す根拠として「単身無職の一般

低所得高齢者世帯11)の消費支出額について70歳以

上の者と60歳〜69歳の者との間で比較すると，前

者の消費支出額の方が少ない」ことを指摘し，「し

たがって，消費支出額全体でみた場合には，70歳

以上の高齢者について，現行の老齢加算に相当す

るだけの特別な需要があるとは認められないた

め，加算そのものについては廃止の方向で見直す

べき」と結論付けている〔社会保障審議会福祉部

会（2003b）〕。

この取りまとめを受け，老齢加算は，2004年度，

2005年度と段階的に引き下げられ，2006年4月に

全廃された。なお同時期の2005年度には65歳以上

を対象とした老年者控除の廃止や公的年金等控除

の縮小が行われ，高齢者を対象とした税制優遇措

置も見直されていた。

2 老齢加算額の大きさと影響を受けた被保護

高齢者の割合

廃止された老齢加算額の相対的な大きさを示し

たのが表2である。表2では，高齢単身世帯と夫婦

世帯の生活扶助額について，老齢加算の適用を受

ける70歳と，その直前の69歳（夫婦世帯の場合は

二人とも同年齢）とを比較している。なお実際の

受給額は，認定された収入があれば，それと相

殺・減額されるため，この生活扶助額を一律に受

10)長期的には，現在未婚の子として親と同居する者が高齢期を迎える頃，「単身」割合が大きく上昇する。独自の

シミュレーションに基づき，稲垣（2013）は2100年までの高齢者の同居状況と，生活扶助基準でみた高齢者の貧困

率についての将来見通しを示している。そこでは，2010年まで割合が上昇し続けていた「夫婦のみ」は今後減少

に転じ，「単身」の割合が2070年あたりまで伸び続けることが示され，その結果，生活扶助基準でみた高齢者の貧

困率が2009年の15.3％から2050年には28.6％まで上昇すると予測されている。
11)「単身無職の一般低所得高齢者世帯」とは「単身無職世帯の中でみた所得の低い方20％（第Ⅰ所得5分位）」を意

味する。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2406
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給している訳ではない。

老齢加算額は70歳の単身・夫婦世帯のいずれに

とっても，生活扶助額の相当部分を占めていた。

老齢加算の段階的廃止前の2003年度で，単身世帯

の生活扶助額（1級地1）を比較すると，69歳で8万

928円（上段a列），70歳ではその1.18倍（上段d/ a）

の額となる9万5138円（上段d列）である。70歳の

単身世帯にとって老齢加算額は生活扶助額の19％

（上段g/ d）に相当する。夫婦世帯では69歳では12

万2081円（下段a列），70歳では同じくその1.23倍

（下段d/ a）の額となる15万501円（下段d列）であ

る。70歳の夫婦世帯にとって老齢加算額は生活扶

助額の24％（下段g/ d）に相当する。

老齢加算の段階的引き下げの最終年度であった

2005年度には，すでに生活扶助額は単身・夫婦世

帯とも69歳と70歳の間で等しくなっており，単

身・夫婦世帯とも70歳の老齢加算を加えた生活扶

助額は69歳の生活扶助額の1.00倍（上下段d/ a）に

なっていた。これは，年齢階級別の食費・被服費

等の個人単位の経費と位置付けられる第1類費の

額が70歳以上では2005年度時点の老齢加算額と同

額分低くなっていたからである。そのため，老齢

加算が完全に廃止された2006年度時点では，70歳

の生活扶助額は69歳の生活扶助額より単身世帯で

5％，夫婦世帯で6％低くなった（上下段g/ d）。

さらに生活保護受給者の多くは高齢者であり，

老齢加算廃止の影響が及ぶ範囲も大きかった。図

5は被保護人員の構成比を60歳未満，60−64歳，65

−69歳，70歳以上の4年齢階級別に1980〜2011年

まで示している。

60歳以上の被保護人員の比率は同期間中，増大

傾向にあり，1980年代初めは3割程度であったが，

2000年代半ばには5割を超えた。さらに60歳以上

の中，70歳以上の比率は大きく，老齢加算の段階

的廃止が開始された2004年は26％と，全被保護人

員の4分の1を占めていた。

3 先行研究およびデータ・分析枠組

こうした相対的に大きな給付削減は，70歳以上

がいる被保護高齢者世帯の消費にどのような影響

を与えたのだろうか。関連する先行研究として，

定額給付金や地域振興券のような一時的給付や児

童手当の総受取額の変化が消費支出に与えた影響

あるいは特定品目の消費支出に対する影響を検証

した研究〔宇南山（2011），坂本（2010），内閣府

政策統括官（2012），両角（2009），Hsieh et al.

（2010）〕や，公的年金が隔月給付されることを利

用し，高齢者の月次の消費変動を検証した研究

高齢者の貧困の構造変化と老齢加算廃止による消費への影響 407

表2 生活扶助額および老齢加算額（1級地1，月額）

69歳単身 70歳単身

d/ a g/ d
生活扶助 第1類 第2類 生活扶助 第1類 第2類 老齢加算

a

= b + c
b c

d

= e + f + g
e f g

2003年度 80,928 36,120 44,808 95,138 32,400 44,808 17,930 1.18 0.19

2004年度 80,818 36,100 44,718 86,728 32,340 44,718 9,670 1.07 0.11

2005年度 80,818 36,100 44,718 80,818 32,340 44,718 3,760 1.00 0.05

2006年度 80,818 36,100 44,718 77,058 32,340 44,718 0 0.95 0.00

69歳 + 69歳夫婦 70歳 ＋ 70歳夫婦

d/ a g/ d
生活扶助 第1類 第2類 生活扶助 第1類 第2類 老齢加算

a

= b + c
b c

d

= e + f + g
e f g

2003年度 122,081 72,240 49,841 150,501 64,800 49,841 35,860 1.23 0.24

2004年度 121,937 72,200 49,737 133,757 64,680 49,737 19,340 1.10 0.14

2005年度 121,937 72,200 49,737 121,937 64,680 49,737 7,520 1.00 0.06

2006年度 121,937 72,200 49,737 114,417 64,680 49,737 0 0.94 0.00

注：第2類は冬季加算(VI区額×5/ 12)を含む。

出所：生活保護手帳編集委員会編『生活保護手帳』（中央法規出版）各年度版より筆者作成。
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〔Stephens and Unayama（2011）〕などが存在する。

しかし老齢加算廃止が，どのように被保護高齢

者世帯の消費に影響を与えたか実証した定量的研

究は筆者が知る限りほとんど存在していない。新

潟市の70歳以上の被保護単身世帯（約30名）の面

接調査を行った小澤（2012）が，各品目中，食費，

光熱費，被服費を節約した世帯が多いことを報告

しているのみである。

そこで本節では被保護高齢者世帯において，老

齢加算が給付される70歳以上の世帯員数によっ

て，老齢加算廃止前の2003年度から，段階的に引

き下げられている2004年度，2005年度，そして老

齢加算廃止後の2006年度にかけてどのように消費

支出が変動したか実証的に明らかにする。ここで

被保護高齢者世帯とは「65歳以上の者だけで構成

されている世帯か，またはこれらの者に18歳未満

の者が加わった世帯」を指す12)。

老齢加算廃止による被保護高齢者世帯の消費支

出への影響は，世帯に含まれる70歳以上の世帯員

数の情報を利用し，以下の推計式により求められ

る。

Ci=α＋β1・N70i＋β2・year
＋β3・(N70i × year)＋γ・Zi＋εi

ここでCiは被保護高齢者世帯iの消費支出額，
yearは年度ダミー（老齢加算廃止前の2003年度基

準），N70iは世帯iの70歳以上の世帯員数（＝老齢

12)この定義は2005年度以降の高齢者世帯の定義であり，2004年度まで，高齢者世帯の定義は「男65歳以上，女60歳

以上の者だけで構成されている世帯か，またはこれらの者に18歳未満の者が加わった世帯」と定義されていた。

そのため本節の分析では2005年度以降の定義で統一した。また，高齢者世帯には，障害者世帯（世帯主が障害者

加算を受けているか，障害，知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯）や傷病者世帯（世帯主が入

院しているか在宅患者加算を受けている世帯，または世帯主が傷病のため働けない者である世帯）を含まない。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2408
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出所：厚生労働省社会・援護局「被保護者全国一斉調査結果報告書」各年版より筆者作成。

図5 被保護人員の年齢構成（全被保護人員＝100％）
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加算の対象者数），Ziは世帯iの属性（世帯主性別，
世帯主年齢，世帯員数，級地，薪炭区分）を表す

変数ベクトルである。εは誤差項を示す。もし交

差項（N70i × year）の係数β3が負で統計的に有
意であるならば，老齢加算の段階的引き下げ・廃

止により，老齢加算が満額支給されていた2003年

度と比較し，消費支出額を相対的に減少させたと

解釈できる13)。

データは厚生労働省「社会保障生計調査」（2003

−2006年度）の個票14)を用いた。「社会保障生計調

査（以下，文中では「生計調査」，図表中では「生

計」と略す）」は被保護世帯を対象としており，調

査内容は被保護世帯の最低生活費，就労状況，所

得構成，世帯属性，消費・支出（家計簿）など多

岐にわたり，被保護世帯の生活構造が月次で詳細

に把握可能である。年度単位の調査であるが，年

度内においては同一世帯を対象に各項目が月次で

繰り返し調査され，同一世帯（クラスター）の各

月の観測値は独立ではない。そのため，OLS推計

に基づく係数の有意性検定にはクラスター頑健な

標準誤差を用いた15)。推計に使用した各変数の記

述統計量は，本稿末の附表に示した。

4 一般世帯と被保護高齢者世帯の消費の相違

まず70歳前後においてどのように各費目の消費

支出額は異なるのか確認する。表3は総務省「全

国消費実態調査（2004年）」（以下，文中では「全

消調査」，図表中では「全消」と略す）と，老齢加

算廃止前・廃止後にあたる2003年度と2006年度の

生計調査の無職・単身世帯の各費目の消費支出額

を65−69歳と70−74歳の2つの年齢階級について

示している。

全消調査で65−69歳と70−74歳で，ほぼ支出額

が同じ（差が5％未満）であるのは，食料，光熱・

水道，被服及び履物，保健医療（保健医療サービ

スを除く。以下同）である。70−74歳の方で支出

額が1割低いのは，家具・家事用品，交通・通信

（自動車等関係費を除く。以下同），教養娯楽と

なっている。一方，70−74歳の方で支出額が1割

高いのは，その他の消費支出である。その他の消

13) 推計式には，これらの変数以外に各月の消費変動を統御するため月ダミー，調査開始からの月数が長くなるほ

ど，家計簿の記録が正確になる傾向を統御するため調査開始からの月数（調査月数）を加えている。
14)本節の分析は，厚生労働科学研究費補助金事業「新しい行動様式の変化等の分析・把握を目的とした縦断調査

の利用方法の開発と厚生労働行政に対する提言に関する研究（H24−政策−一般−006，研究代表者：駒村康平）」

の一環として行われた，統計法第33条に基づく調査票情報の利用結果に基づく。調査票情報はすべて匿名化処理

されている。
15) 推計にはStata 13.0を用いた。

高齢者の貧困の構造変化と老齢加算廃止による消費への影響 409

表3 一般世帯と被保護世帯における70歳前後の費目別消費支出（月額平均，円）の相違

全消（2004年，無職・単身） 生計（2003年，無職・単身） 生計（2006年，無職・単身）

65−69歳 70−74歳
b/ a

65−69歳 70−74歳
d/ c

65−69歳 70−74歳
f/ e

a b c d e f

食料 33,776 33,861 1.00 29,826 33,085 1.11 30,392 30,261 1.00

光熱・水道 10,198 10,432 1.02 8,135 8,590 1.06 9,994 9,649 0.97

家具・家事用品 5,539 4,893 0.88 3,575 4,822 1.35 4,305 3,341 0.78

被服及び履物 7,562 7,430 0.98 2,843 2,703 0.95 3,043 2,207 0.73

保健医療 3,381 3,384 1.00 1,990 2,739 1.38 1,383 1,426 1.03

交通・通信 10,495 9,761 0.93 5,894 6,317 1.07 5,423 5,865 1.08

教養娯楽 23,349 21,277 0.91 4,248 7,112 1.67 4,080 4,639 1.14

その他の消費支出 38,841 41,628 1.07 9,472 8,317 0.88 8,769 9,810 1.12

N（全消）/観測値数（生計） 503 549 239 404 544 588

注：「交通・通信」は「自動車等関係費」を除く。「保健医療」は「保健医療サービス」を除く。生計調査の「d/ c」および「f/ e」の列の網

掛けは、5%水準でcとdあるいはeとfの差が統計的に有意であることを表す。全消調査については公表統計に基づくため、差を検定して

いない。消費支出月額は全消調査が10・11月の２カ月平均であるのに対し、生計調査は１年間の平均である。

出所：総務省「全国消費実態調査（平成16年）」高齢者世帯編（報告書掲載表）第27表および厚生労働省「社会保障生計調査(2003年度、

2006年度）」に基づく筆者推計。
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費支出には，理美容品等，たばこ，冠婚葬祭費，

交際費が含まれる。

同様に老齢加算廃止前の2003年の生計調査で，

5％水準で統計的に有意な差があるのは，食料，家

具・家事用品，保健医療，教養娯楽である。統計

的に有意な差がある費目はいずれも70−74歳の消

費支出額の方が，65−69歳と比較して高く，最大

の支出費目である食料で1割，家具・家事用品と保

健医療で4割，教養娯楽では7割も高い。

老齢加算廃止後の2006年の生計調査では，5％

水準で統計的に有意な差があるのは，家具・家事

用品と被服及び履物のみである。2費目とも70−

74歳の支出額の方が，65−69歳と比較して低く，

家具・家事用品で2割，被服及び履物で3割低い。

この老齢加算廃止前に65−69歳と70−74歳の間で

統計的に有意な支出額の差があった，食料，保健

医療，教養娯楽は，老齢加算廃止後は統計的に有

意な差がない。

以上をまとめると，被保護高齢者世帯（単身・

無職）の費目別消費支出は，老齢加算廃止後，食

料，保健医療，教養娯楽費が下がり，一般高齢者

世帯（単身・無職）と同様に65−69歳と70−74歳

の差がなくなった。さらに老齢加算廃止後，70−

74歳の家具・家事用品と被服及び履物に対する支

出額は，65−69歳よりも低い水準となった。一般

高齢者世帯（単身・無職）では65−69歳と70−74

歳の被服及び履物に対する支出額はほぼ同じなの

で，これらの費目については傾向を異にする。

5 被保護高齢者世帯における老齢加算廃止に

よる消費への影響

生活保護制度には8種類の扶助がある。たとえ

ば家賃は住宅扶助，保健医療サービスは医療扶助

というように，生活扶助以外の扶助により給付さ

れる。そのため，生活扶助の一部である老齢加算

廃止の影響をみるには，家賃や保健医療サービス

などを除き，生活扶助に相当する支出に焦点を当

てる必要がある。生活扶助相当支出をより具体的

な品目として示したのが表4である。

Ⅲ節3項で示した推計式に基づき，世帯主の性

別，世帯主年齢，世帯員数，調査開始後の月数（調

査月数），月，級地，薪炭区分等を統御した上，老

齢加算廃止による生活扶助相当支出額総額および

各支出項目への影響をみたのが表5である。交差

項（網掛け部分）である「70歳以上世帯員数×各

年度ダミー」の係数（千円単位）が有意に負であ

れば，老齢加算廃止前（2003年度）の70歳以上世

帯員がいる世帯と比較し，生活扶助相当支出ある

いは各支出項目を減少させたことになる。

生活扶助相当支出額は，2004年度で6千円，2005

年度で1万円，2006年度で6千円，2003年度時点の

70歳以上世帯員がいる世帯と比較して統計的に有

意に低い（ただし2004年度については10％水準で

有意）。つまり老齢加算の段階的引き下げおよび

廃止は，70歳以上世帯員がいない被保護高齢者世

帯と比較し，相対的に高かった70歳以上世帯員の

いる被保護高齢者世帯の生活扶助相当支出額を減

少させる効果があったことを確認できた。

どの費目で消費額を減らしたのか確認したのが

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2410

表4 費目と品目（生活扶助相当支出）

費目 品目

食料 穀類, 魚介類, 肉類, 乳卵類, 野菜・海藻, 果物, 油脂・調味料, 菓子類, 調理食品, 飲料, 酒類, 外食（除：学校給食）

光熱・水道 電気代, ガス代, 灯油, 石炭・その他の光熱費, 水道料

家具・家事用品 エアコン, 電子レンジ, その他の家庭用耐久財, 室内装飾品, 寝具類, 家事雑貨, 家事用消耗品, その他の家事サービス

被服及び履物 和服, 洋服（除：学生服）, シャツ・セーター類, 下着類, 生地・糸類, 他の被服, 履物類, 被服関連サービス

保健医療 医薬品, 健康保持用摂取品, 健康医療用具・器具（除：保健医療サービス）

交通・通信 交通費（除:通学定期代, 通勤定期代）, 自転車関係費, 郵便・運送料, 固定電話通信料, 移動電話通信料, 通信機器

教養娯楽
PC・AV機器,他の教養娯楽用耐久財,文房具（除：学習用文房具）,スポーツ用品,他の教養娯楽用品,新聞,書籍・他

の印刷物, 月謝類, 他の教養娯楽サービス

その他の消費支出
理美容用品等,その他の身の回り用品,たばこ,その他の雑費,冠婚葬祭費,こづかい,職域負担費（除：労働組合費）,

地域負担費, その他の交際費（除：贈与金）

出所：筆者作成。
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推計式2〜9である。2004〜2006年度とも，70歳以

上世帯員がいない被保護高齢者世帯と比較し，支

出額が相対的に高かった食料では統計的に有意に

4千円減少した（2式）。また，2005年度では被服及

び履物が1千円（ただし10％水準で有意）減少し

（5式），その他の消費支出も4千円減少した（9式）。

2006年度では教養娯楽が1千円減少した（8式）。

一方，老齢加算廃止による，光熱・水道，家具・

高齢者の貧困の構造変化と老齢加算廃止による消費への影響 411

表5 費目別支出額の規定要因（被保護高齢者世帯，月額，千円単位）

(1) (2) (3) (4) (5)

被説明変数
生活扶助

相当支出
食料

光熱・

水道

家具・

家事用品

被服及び

履物

説明変数

70歳以上世帯員数 8.47 *** 5.36 *** 0.24 0.22 0.52

70歳以上世帯員数×2004年度ダミー -5.77 * -3.86 ** -0.40 -0.58 -0.44

70歳以上世帯員数×2005年度ダミー -9.63 *** -3.70 ** -0.11 -0.19 -0.97 *

70歳以上世帯員数×2006年度ダミー -6.44 ** -3.72 ** -0.36 -0.46 -0.67

2004年度ダミー 4.09 4.28 * 0.31 -0.25 0.03

2005年度ダミー 9.02 *** 2.64 0.70 -0.74 0.93

2006年度ダミー 5.57 * 2.20 1.48 ** 0.20 -0.12

世帯主女性 -3.32 ** -3.61 *** 0.27 0.80 ** 0.60 **

世帯主年齢 4.56 -1.24 0.36 1.22 ** 0.56

世帯主年齢2乗 -0.03 0.01 0.00 -0.01 ** 0.00

世帯員数 29.54 *** 13.40 *** 4.55 *** 2.90 *** 1.59 ***

調査月数 0.92 *** 0.52 *** 0.09 * 0.05 0.03

定数項 -123.29 63.49 -9.72 -44.76 ** -17.60

R-sq 0.332 0.359 0.245 0.034 0.058

観測値数 9,457 9,457 9,457 9,457 9,457

観測客体数 965 965 965 965 965

(6) (7) (8) (9)

被説明変数 保健医療
交通・

通信
教養娯楽 その他

説明変数

70歳以上世帯員数 0.30 -0.06 0.61 1.55

70歳以上世帯員数×2004年度ダミー 0.19 0.31 -0.74 -1.05

70歳以上世帯員数×2005年度ダミー -0.30 0.20 -0.54 -3.92 ***

70歳以上世帯員数×2006年度ダミー 0.27 0.29 -1.39 ** -0.30

2004年度ダミー -0.47 -0.08 0.03 0.80

2005年度ダミー -0.68 -0.29 0.76 4.07 **

2006年度ダミー -0.83 * -0.59 0.05 1.57

世帯主女性 0.02 -0.98 ** -0.89 ** 0.66

世帯主年齢 -0.09 0.39 2.07 *** 0.83

世帯主年齢2乗 0.00 0.00 -0.01 *** -0.01

世帯員数 0.89 ** 0.53 -0.17 5.55 ***

調査月数 0.07 ** -0.07 0.05 0.22 **

定数項 4.58 -3.52 -72.58 *** -23.05

R-sq 0.027 0.026 0.068 0.073

観測値数 9,457 9,457 9,457 9,457

観測客体数 965 965 965 965

注：OLS推計に基づく結果。被保護高齢者世帯の定義は「65歳以上の者だけで構成されている世帯か、またはこれらの者に18歳未満の者

が加わった世帯」である。消費額は千円単位。***、**、*は各々1、5、10％水準で統計的に有意であることを表す（クラスター頑健な

標準誤差に基づく）。他の説明変数として、月ダミー、級地ダミー、薪炭区分ダミーを用いている。費目・品目の対応は表4を参照のこ

と。

出所：厚生労働省「社会保障生計調査（2003-2006年度）」に基づく筆者推計。
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家事用品，保健医療，交通・通信への支出額減少

は確認できない（3，4，6，7式）。

以上のように，老齢加算廃止の影響は，主に食

料，被服及び履物，教養娯楽，その他の消費支出

の4つの費目への支出減少として表れたことを確

認した。これら4費目を構成する，どの品目で支

出額を減少させたのか明らかにするため，4費目

を構成するすべての品目（表4参照）について，同

様の推計式で老齢加算廃止の影響を分析した。推

計結果で統計的に有意であった品目およびその例

示は表6の通りである（統計的に有意である品目

について表4では下線を引いている）。

統計的に有意であった品目について表5と同様

に推計した結果を示したのが表7である。食料の

具体的品目としては，野菜・海藻が2004年度，

2006年度で月額1千円減少している（2a式。ただ

し2006年度は10％水準で有意）。また2005年度は

調理食品が1千円減少している（2b式。ただし

10％水準で有意）。被服及び履物の具体的品目と

しては洋服，生地・糸類，他の被服等があるが，

いずれも1千円未満の減少である（5a〜5c式）。

教養娯楽については，新聞と書籍・他の印刷物

と合わせ，2006年度で1千円減少している（8a, 8b

式）。またその他の消費支出についてはこづかい

（すなわち使途不明金）は，2005年度と2006年度で

2千円と大きく減少している（9b式）。その他の交

際費も2004〜2006年の各年度とも500円減少して

いる（9c式。ただし2006年度は10％水準で有意）。

一方，それ以外の食料，被服及び履物，教養娯

楽，その他の消費支出を構成する各品目（表4参

照）については，統計的に有意な結果が得られな

かった。たとえば，食料では穀類，魚介類，肉類，

乳卵類，被服及び履物ではシャツ・セーター類や

下着類，教養娯楽では教養娯楽用耐久財，その他

の消費支出では理美容品等や冠婚葬祭費は，いず

れも統計的に有意な結果は得られず，これら各品

目で老齢加算廃止により支出額が減少したことは

確認できなかった。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2412

表6 品目の例示

品目 例示（概要）

野菜・海藻
生鮮野菜,乾物・海藻,大豆加工品（除：みそ，しょう油等調味料及び大豆の煮物，つくだ煮）,他の野菜・

海藻加工品（こんにゃく, 梅干し, 野菜の漬物, 昆布の佃煮等）

調理食品

主食的調理食品（弁当，おにぎり，調理パン等），他の調理用品（うなぎの蒲焼，サラダ，コロッケ，カツ

レツ，餃子，焼売，ハンバーグ，焼き鳥，冷凍調理食品,そうざい材料セット，瓶詰・缶詰，レトルトパウ

チ等），

飲料
乳製品，薬用品以外の飲み物(含：素材となる茶の葉や顆粒・粉末等)でアルコール分１％未満のもの（含：

缶・瓶・パック・ペットボトル入り飲料）

洋服 和服・学生服以外の被服（除：シャツ・セーター類，下着類）

生地・糸類
原則として被服用の材料（含：ボタン，スナップ，ファスナー,含：手芸用であっても洋裁や和裁に一般的

に用いられるもの）

他の被服等 帽子，ネクタイ，靴下などの被服類。

文房具
筆記・絵画用具，他の紙製品（画用紙，原稿用紙，ルーズリーフ，折り紙・千代紙，私製ハガキ，アルバム，

手帳等），他の文房具（印鑑，スタンプ，バインダー等）

新聞 日刊新聞（含：一部買）

書籍・他の印刷物
雑誌・週刊誌，書籍（含：古本），他の印刷物（プログラム，カレンダー，楽譜 教養講座テキス，各種新

聞，テレビガイド，旅行案内，問題集，プロマイド，ポスター，クックカード等）

その他の雑費 信仰・祭祀費，寄付金，各種登録料，各種手数料，各種証明書代等

こづかい こづかいのうち使途が不明なもの

その他の交際費
贈与金（餞別，香典，祝儀等の一般社会の慣行による自発的現金支出）以外の交際費（来客用の飲食物品費，

親睦会費，互助会費，慶弔会費等）

出所：筆者作成。
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表7 品目別支出額の規定要因（被保護高齢者世帯，月額，千円単位）

(2a) (2b) (2c) (5a) (5b) (5c)

被説明変数
野菜・

海藻
調理食品 飲料 洋服

生地・

糸類

他の

被服等

説明変数

70歳以上世帯員数 1.46 *** 1.26 ** 0.04 0.17 0.04 0.13

70歳以上世帯員数×2004年度ダミー -1.33 ** -0.74 -0.32 -0.13 -0.04 * -0.04

70歳以上世帯員数×2005年度ダミー -0.84 -1.20 * -0.41 * -0.43 ** -0.05 -0.19 **

70歳以上世帯員数×2006年度ダミー -1.07 * -0.69 -0.29 -0.28 -0.05 * -0.16 **

2004年度ダミー 1.44 * 0.59 0.43 0.09 0.03 0.02

2005年度ダミー 0.74 0.87 0.30 0.69 *** 0.20 0.23 **

2006年度ダミー 0.85 0.55 -0.02 0.31 0.04 0.09

世帯主女性 0.88 *** -1.15 ** -0.50 ** 0.11 0.07 *** 0.02

世帯主年齢 -1.03 0.53 0.45 * 0.22 -0.02 0.06

世帯主年齢2乗 0.01 0.00 0.00 * 0.00 0.00 0.00

世帯員数 3.21 *** 0.99 ** 0.12 0.42 *** 0.07 ** 0.15 ***

調査月数 0.16 *** -0.04 0.04 * 0.01 0.00 0.01 ***

定数項 40.08 -16.17 -15.33 -7.78 0.89 -2.25

R-sq 0.145 0.105 0.042 0.023 0.012 0.020

観測値数 9,457 9,457 9,457 9,457 9,457 9,457

観測客体数 965 965 965 965 965 965

(8a) (8b) (8c) (9a) (9b) (9c)

被説明変数 文房具 新聞

書 籍 ・

他 の 印

刷物

そ の 他

の雑費
こづかい

その他

の交際費

説明変数

70歳以上世帯員数 0.01 0.41 * 0.31 ** -0.08 1.54 ** 0.30

70歳以上世帯員数×2004年度ダミー -0.05 * -0.03 -0.06 -0.16 -0.87 -0.53 *

70歳以上世帯員数×2005年度ダミー -0.01 -0.35 -0.19 -1.28 -1.51 ** -0.49 **

70歳以上世帯員数×2006年度ダミー -0.04 * -0.59 ** -0.38 *** 0.56 * -1.83 *** -0.47 *

2004年度ダミー 0.06 -0.14 -0.02 0.36 0.71 0.24

2005年度ダミー 0.00 0.14 0.04 3.41 ** 1.24 *** -0.24

2006年度ダミー 0.01 0.51 * 0.15 0.98 *** 1.27 *** 0.58 **

世帯主女性 -0.04 -0.68 *** 0.06 0.71 *** 0.06 0.18

世帯主年齢 0.11 *** 0.22 0.14 0.12 -0.18 0.56 ***

世帯主年齢2乗 0.00 *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ***

世帯員数 -0.05 * -0.19 -0.03 0.96 ** 1.41 *** 0.40 **

調査月数 0.00 0.02 0.01 0.05 0.07 *** 0.01

定数項 -3.79 *** -6.69 -4.72 -4.96 3.10 -21.09 ***

R-sq 0.016 0.066 0.033 0.096 0.089 0.024

観測値数 9,457 9,457 9,457 9,457 9,457 9,457

観測客体数 965 965 965 965 965 965

注：OLS推計に基づく結果。被保護高齢者世帯の定義は「65歳以上の者だけで構成されている世帯か、またはこれらの者に18歳未満の者

が加わった世帯」である。消費額は千円単位。***、**、*は各々1、5、10％水準で統計的に有意であることを表す（クラスター頑健な

標準誤差に基づく）。他の説明変数として、月ダミー、級地ダミー、薪炭区分ダミーを用いている。品目の例示については表6を参照の

こと。

出所：厚生労働省「社会保障生計調査(2003-2006年度）」に基づく筆者推計。
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Ⅳ 結びにかえて

以上の分析結果における主要な発見事実をまと

めると3点挙げられる。第一に，1990年代半ばか

ら2000年代半ばまでの高齢者の貧困率の微減は，

世帯内での私的扶養機能が期待できない「単身」，

「夫婦のみ」の貧困率の低下を，相対的に他の世帯

類型と比較して貧困率の高い「単身」，「夫婦のみ」

の世帯構成比重の高まりによる貧困率の上昇要因

が相殺することにより生じていた。第二に「配偶

者なしの子との同居」の世帯構成比重の高まり

も，高齢者の貧困率の上昇要因となっていた。高

齢者から子への方向で世帯内私的扶養機能を担っ

ている可能性もある世帯類型の増加は，新たな高

齢者の貧困リスク増大要因として懸念される。第

三に70歳以上の生活扶助額の2割に相当する老齢

加算廃止は，65−69歳と比較して相対的に高い支

出水準であった食料に対する支出の減少以外に，

被服及び履物，教養・娯楽費，その他の消費支出

を減少させる影響もあった。具体的品目で相対的

に大きい支出減少は，こづかい（使途不明金），野

菜・海藻，調理食品，新聞，その他の交際費であっ

た。光熱・水道，交通・通信，冠婚葬祭費などへ

の統計的に有意な支出減少は確認できなかった。

以上を踏まえ，本稿の結びにかえ，残された課

題について述べる。すでに稲垣（2013）は，世帯

構成の変化や老齢年金受給額の低下により，生活

扶助基準を下回る高齢者の貧困は将来的に増大

し，2060年頃のピーク時には2割を超えると予測

している。さらに，稲垣（2015）は，短時間労働

者1200万人への被用者年金の適用拡大を進めるこ

とで，マクロ経済スライドによる年金給付水準引

き下げ期間を短縮し，予測されるピーク時の全高

齢者の貧困率を4分の3に低下させることが可能で

あることも示している。これは現役世代と高齢世

代間の財政的対立を招かない重要な提案の一つと

考えられる。

しかし，仮にこうした効果的な施策が導入され

たとしても，被保護高齢者世帯数は増大するた

め，公的年金による所得保障水準，生活保護によ

る所得保障水準，そして本来在るべき最低生活保

障について議論は続けられるであろう。老齢加算

廃止について検討した「生活保護制度の在り方に

関する専門委員会」による中間とりまとめ（2003

年12月16日）でも，ただし書きとして「高齢者世

帯の社会生活に必要な費用に配慮して，生活保護

基準の体系の中で高齢者世帯の最低生活水準が維

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2414

付表 記述統計量

Mean [Std. Err.]

被説明変数

生活扶助相当支出 79.61 [31.8 ]

食料 37.07 [16.7 ]

光熱・水道 10.66 [6.90 ]

家具・家事用品 4.83 [8.90 ]

被服及び履物 3.22 [5.16 ]

保健医療 2.28 [4.66 ]

交通・通信 5.99 [6.63 ]

教養娯楽 5.37 [6.47 ]

その他の消費支出 10.73 [12.7 ]

野菜・海草 6.57 [4.45 ]

調理食品 5.40 [5.42 ]

飲料 2.37 [2.52 ]

洋服 0.84 [2.70 ]

生地・糸類 0.09 [0.91 ]

他の被服等 0.35 [1.16 ]

文房具 0.16 [0.60 ]

新聞 2.05 [2.25 ]

書籍・他の印刷物 0.40 [1.17 ]

その他の雑費 2.10 [7.61 ]

こづかい 0.78 [3.45 ]

その他の交際費 0.69 [3.16 ]

説明変数

70歳以上世帯員数 0.99 [0.65 ]

70歳以上世帯員数×2004年度ダミー 0.23 [0.55 ]

70歳以上世帯員数×2005年度ダミー 0.23 [0.52 ]

70歳以上世帯員数×2006年度ダミー 0.34 [0.59 ]

2004年度ダミー 0.20 [0.40 ]

2005年度ダミー 0.25 [0.43 ]

2006年度ダミー 0.35 [0.48 ]

世帯主女性 0.49 [0.50 ]

世帯主年齢 73.63 [5.47 ]

世帯員数 1.37 [0.49 ]

調査月数 11.31 [1.86 ]

観測値数 9,457

観測客体数 965

注：被説明変数は月額・千円単位。費目・品目の対応および品目

の例示については表4および表6参照。

出所：厚生労働省「社会保障生計調査(2003-2006年度）」に基づく

筆者推計。
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持されるよう引き続き検討する必要」について指

摘している〔社会保障審議会福祉部会（2003b）〕。

本稿では老齢加算廃止前後における70歳以上世

帯員がいる被保護高齢者世帯の消費支出への影響

については分析したが，そうした議論まで尽くせ

ていない。そのような議論をするには，「何を最

低生活保障の定義とし，何をそれに含めるべき

か」という一般市民の生活実感に依拠した別の基

準との比較を併用することが必要である16)。

被保護高齢者世帯率の上昇は，本来，公的年金

制度の側で解決すべき問題であるが，その解決の

道筋がまだ明確に見えない以上，最低生活費に関

する研究蓄積が，財政的理由に基づく制度見直し

議論に対する，ひとつの砦となろう。
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Structural Change in Old-Age Poverty and the Decrease

in Expenditures Due to the Abolishment

of the Old Age Supplement for Public Assistance

Atsuhiro YAMADA＊1 and Masato SHIKATA＊2

Abstract

This study examines two research questions: (1)Why did the beneficiary rate of public assistance

increase among older households since the mid-1990s despite a small decrease in the poverty rate? and (2)

How did the abolishment of the Old Age Supplement for Public Assistance (Rōrei-kasan), which is equivalent

to a 20％benefit cut, limit its beneficiaries’expenditures?

First, a decrease in the poverty among old-age (single and couple) households is countered by an

increased share of these two household types. These households have higher poverty rates compared with

other types of old-age households and are unlikely to receive any intra-household transfers. Therefore, they

relied on public assistance between the mid-1990s and mid-2000s. Consequently, the overall poverty rate of

old-age households decreased slightly, yielding a net increase in the beneficiary rate of public assistance.

Second, the share of old-age households living with their single adult children increased during the

same period, thereby increasing the poverty rate.

Third, the abolishment of the Old Age Supplement for Public Assistance decreased the expenditures

of beneficiaries aged 70 and over on food (which is large compared with that of those aged 65-69); clothing and

footwear; culture and recreation; and other consumption expenditures. The reduction in expenditures is

prominent in the following areas: pocket money (of which, detailed uses are unknown); vegetables and

seaweeds; cooked food; newspapers; and other social expenses. We did not observe statistically significant

decrease in expenditures on fuel, light and water charges; transportation and communications; and ceremonial

occasions.

Keywords：Old-age households, Poverty, Public Assistance, Old Age Supplement
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Ⅰ はじめに

本稿の目的は，若年層の労働市場での状態なら

びに生活に目を向け，若年層への各種の支援策に

ついての課題を明らかにすることである。この目

的のために，第一に，わが国の若年層の労働市場

での状態，特に失業・不安定就業状態を各種の既

存データから明らかにする。加えて，諸外国の若

年層の失業・不安定就業の状態も見ることとした

い。第二に，若年層が陥りやすいワーキングプア

について，筆者が推計・推定した種々のデータか

ら，その特徴を明らかにする。そして第三に，若

年層に対する支援策（就労支援，所得保障）の現

状に触れ，最後に若年層に対する支援策の課題に

ついて述べることとする。

Ⅱ 若年層の失業・不安定就業・貧困の現状

1 わが国の若年層の失業・不安定就業

本節では，労働市場上での若年層の現状を見て

おくこととしたい。若年層は他の年齢層と比較し

て，非常に脆弱な立場に置かれていることがわか

る。図1には，『労働力調査 基本集計結果』の長

＊阪南大学経済学部 准教授

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2418

特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

若年層の失業・不安定就業・貧困と

その支援策の課題についての一考察

村上 雅俊＊

抄 録

本稿では，若年層の労働市場での状態ならびに生活状態についての現状を明らかにし，若年層に対す

る各種支援政策の課題を明らかにする。この目的のために本稿では第一に，若年層の労働市場での状態

を，特に不安定就業問題としてのワーキングプア問題という視角から，各種のデータを用いて考察す

る。そして第二に，特に若年層のワーキングプアの実態を記述的・計量的に明らかにする。これらを踏

まえて第三に，若年層に対する各種の支援策の現状を概観し，それらの課題について述べることとす

る。

以下の諸点が若年層に対する各種の支援策の課題であることを指摘した。それは第一に支援策の効

果を評価できる情報の把握と公開である。第二は，現在の支援策と所得保障，税制，労働市場政策（最

低賃金等）の適切な組み合わせである。そして第三に，選別的ではなく普遍的な支援策を実施すること

である。

キーワード：若年層，不安定・不完全就業，貧困，ワーキングプア，政策

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 418-430.
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期時系列データから作成した，年齢階級別の完全

失業率の推移を示している。

最近の雇用状況の改善によって，全体的に完全

失業率は低下の傾向にあるが，15〜24歳と25〜34

歳の若年層の完全失業率，特に15歳〜24歳のそれ

は，どの時期においても他の年齢層と比較して高

いことがわかる。2003年にピークを迎えた15歳

〜24歳の完全失業率は年平均で10.1％となってい

る。図1から，若年層は失業に陥りやすい層であ

ることが確認できる。

一方で，若年就業者の現状はどのようになって

いるのだろうか。働き方について，近年問題に

なっているのが非正規雇用者の増大である。よっ

てここでは，若年層の非正規雇用とその内容につ

いて見ることとする。

『平成24年就業構造基本調査』から，非正規雇用

者全体に占めるパート，アルバイト，労働者派遣

事業所の派遣社員，契約社員，嘱託，その他の構

成比を図2に示した。また，『労働力調査（詳細結

果）』から，2000年〜2015年で年齢別の非正規雇用

率がどう推移したかを図3に示している。なお，

在学中の被調査者は除いている1)。

図2，図3から明らかなとおり，非正規雇用率は，

男女で大きな差がある。男性についてみてみる

と，15〜24歳の非正規雇用率は高齢層を除く他の

年齢層と比較して高く2割5分弱（24.9％）となっ

ており，その後の年齢階級で非正規雇用率が下落

し，定年退職前後で大きく跳ね上がっていること

がわかる。また，2005年をピークに若年層の非正

規雇用率は25％前後を維持したままであり，それ

が大幅に下落することはなかった2)。女性につい

てはおおむね非正規雇用率が高い。若年層におい

ても35％を上回っている。非正規雇用の内訳とし

ては，若年層ほどアルバイトの割合が大きく，そ

れが次第にパートや契約社員に取って代わってい

ることがわかる。若年層においては，非正規雇用

率が高く，その内訳としてパート・アルバイトと

いった不安定な雇用に加えて，契約社員（雇用期

間の定めのある者）の占める割合が大きいことも

特徴であるといえる。

1)『就業構造基本調査』の雇用形態は，勤め先での呼称をもとに分類がなされている。総務省統計局ホームペー

ジ，平成24年就業構造基本調査の概要，結果等 用語の解説を参照。http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/

index2.htm
2) なお，15〜24歳について在学中のものを含んだ場合の非正規雇用率は，男性で38.1％（2000年8月），44.7％（2005

年10〜12月平均），46.2％（2010年10〜12月平均），46.7％（2015年10〜12月平均）となっている。女性では43.9％

（2000年8月），53.6％（2005年10〜12月平均），49.4％（2010年10〜12月平均），56.2％（2015年10〜12月平均）となっ

ている。『労働力調査』長期時系列表9より引用。
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図1 年齢階級別の完全失業率の推移
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2 諸外国の若年層の失業・不安定就業

ここでは，上記に示した内容が諸外国でも見ら

れるのかどうかを確認しておくこととしたい。

OECD（2013）が若年層のためのアクションプラ

ンを発表することからもわかるとおり，諸外国に

おいても若年層の失業・不安定就業問題は重要な

政策イシューとなっている。OECD（2013）では，

なぜ若年層のための行動が必要なのかを次のよう

に端的に述べている。すなわち，「若年層の失業

と不完全雇用<underemployment>の急激な増加

は，OECD諸国ならびに新興国の多くの若年層の

学校から仕事への良好な移行を妨げる，長期的な

構造的障壁を作ることとなっている」3)ことが問

題なのである。また，OECD（2013）には，いくつ

かの指標が提示されており，それらを確認するだ

けでも，各国の若年層の厳しい現状を見ることが

できる。例えば，図4は，諸外国の若年層の2013年

4月の失業率を示している。OECD（2013）による

と，15〜24歳の失業率は25歳以上の年齢層の失業

率の約2.5倍の水準にあるとされる。諸外国にお

いても若年層の労働市場での状況は厳しいことが

わかる。

以上のような，若年層が直面する雇用状況の厳

しさ，ひいては失業・不安定就業問題の帰結とし

3) OECD（2013），Summary of the Action Plan, より引用。
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図2 雇用形態別非正規雇用者
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（出所）『労働力調査（詳細結果）』長期時系列データより筆者作成

図3 非正規雇用率の推移
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て生じるのが，若年層の低所得・貧困問題である。

特に不安定な就業による低賃金・低所得が若年層

の生活を不安定なものにする。生活保護受給世帯

のうち「その他の世帯」が近年大きく増加してい

ることがわかっている4)が，それらの世帯は厳し

い審査（ミーンズテスト，稼働能力とその活用の

意思・場所の有無の確認等）を経て給付を得るに

至っている。その背後にあるのは大量の若年貧困

層の存在である。図5はOECD.Statホームページ

に掲載されている日本の年齢別の相対的貧困率

（2009年）をグラフ化したものである5)。図5に示

すとおり，若年層の貧困率は高齢層を除く他の年

齢層と比較して高い水準にある。

以下では，過去に筆者が推計した日本のワーキ

ングプアの規模，ならびに推定したワーキングプ

アの規定因から，特に若年層に対象を絞って述べ

ることとする。

3 若年層のワーキングプア問題

ここでは，第一に，筆者が岩井浩と共同で2002

年の『就業構造基本調査』秘匿処理済みミクロ

データ6)から推計した日本のワーキングプアの規

模と構成を示し，特に若年層についてどのような

4)例えば，大倉（2012），p.23，総務省行政評価局（2014），p.18，国立社会保障・人口問題研究所（2016），第269

表を参照。
5) 貧困線は一人あたり所得の中央値の50％であり，所得は可処分所得（税引き後，社会移転後）となっている。
6) 一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センターで提供している『就業構造基本調査』（1992・1997・

2002年）の秘匿処理済ミクロデータによる「日本のワーキング・プアの推計」（申請者：岩井浩，共同利用者：村

上雅俊）の成果をもとにしている。詳細は，村上・岩井（2010）を参照。
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（出所）OECD.Stat, Income Distribution and Poverty: by countryデータより作成

図5 日本の年齢別の相対的貧困率
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特徴があるかを見ることとする7)。そして第二に，

同調査の匿名データを用いて推定したワーキング

プアを規定する要因8)について，若年層を中心に

述べることとする。

表1には，2002年のワーキングプアの年齢別の

規模とその構成，ワーキングプア率を示してい

る。この推計は，ワーキングプアの定義を「通常

（3ヶ月以上）労働市場で活動したが世帯所得が生

活保護基準額を下回る個人（労働市場での活動が

主なものを対象とするため，学生を除く）」とした

ものである。図6に示す最低生活水準を各世帯に

当てはめ，世帯所得がそれを下回る場合に当該世

帯を貧困世帯とする。加えて，貧困世帯に属し，

通常（3ヶ月以上）有業であるか，あるいは，通常

（3ヶ月以上）無業であるが仕事を探している個人

をワーキングプアに分類した結果となる。

表1より，若年層のワーキングプアは，15〜24歳

で6.2％，実数で28万人強となっていることがわ

かる。男女別ではほぼ同数であり，それぞれ14万

人強となっている。ちなみに，他の年（1992年・

1997年）と2002年の推計結果を比較すると，年齢

別のワーキングプア率が急激に上昇したのが若年

層（15〜24歳）男性であり，1992年の2.4％が1997

年には3.4％となり，2002年には6.2％となった。

なお，他の項目を見ると，学歴では低学歴が，従

業上の地位では臨時・日雇などの不安定就業が，

雇用形態ではパート・アルバイトの非正規雇用が

ワーキングプアに陥る確率を高める要素となって

いることがわかる。

前節で見たように，若年層は他の年齢層と比較

して失業率が高く，また，高齢層を除く他の年齢

層と比較して非正規雇用率が高い水準にある。表

1の記述的な分析に加えて，若年層であることが

ワーキングプアに陥る確率にどの程度寄与するの

かを表2のロジスティック回帰分析の結果から見

ておくこととしたい。なお，表1と同様に2002年

の結果のみを示している。また，本稿のワーキン

グプアの定義上，推定モデルを二つ作成してい

る。すなわち，無業者を含む推定モデル（モデル

1）と有業者のみを対象とする推定モデル（モデル

2）である。

表2にある年齢別のオッズ比（リファレンスは

35〜44歳）を見ると，若年層のそれが1を上回り，

他の年齢層と比較しても数値が大きい。また，こ

こまで見てきたように，若年層は失業率が高く，

非正規雇用率も高齢層を除く他の年齢層と比較し

て高いという部分に注目して表2を見ると，無業

であることはワーキングプアに陥る確率を高め，

7) 最新の『就業構造基本調査』匿名データは，オーダーメード集計であれば，2012年データまで利用可能である

が，匿名データの利用の場合は，1992年〜2002年データが利用可能である。なぜ2002年までのデータしか利用で

きないのか理解に苦しむ。独立行政法人統計センターホームページ（http://www.nstac.go.jp/services/anonymity.

html）参照。
8) 本稿で示す統計表は，統計法に基づいて，独立行政法人統計センターから「就業構造基本調査」（総務省，平成

4年，平成9年，平成14年）に関する匿名データの提供（代表申請者：仙田徹志，共同利用者：村上雅俊）を受け，

独自に作成・加工したものである。本研究は京都大学大学院農学研究科寄附講座「農林水産統計デジタルデータ

アーカイブ講座」の支援を受けて行ったものである。詳細は村上（2015）を参照。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2422

第一類 第二類
生活扶助

＋

住宅扶助

＋

教育扶助

個人年齢階級別
　　12区分

　　世帯人数別
(冬期加算を含めない )

  地域により額が異なる
が，一律に 13000円とし
　　　　　た。

小学生・中学生
　　　の
児童数×金額

＝ 基準額母子世帯であり，18歳
未満の児童について加
算

70歳以上であ
　れば加算

老齢加算

＋

母子加算

（注1）生活扶助第一類の基準額のうち，15〜17歳と18歳〜19歳の基準額については，両基準額を平均した。（データにあ

る年齢が15〜19歳でカテゴリ化されているため）

（注2）母子加算については，18歳未満（15歳以上）の子どもの数を特定することが困難であるため，年齢（15〜19歳）

×［続柄が子ども］を含めることとした。

（注3）いずれも1級地−1の金額を用いて算定した。

（出所）村上・岩井（2010），p.14，図-1より引用

図6 最低生活基準の算定方法
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非正規雇用に就くこと，あるいは，不安定な就業

状態であることもまたワーキングプアに陥る確率

を有意に高めていることがわかる。

このような，労働市場上で脆弱な立場にある若

年層へどのような支援策が実施され，また，それ

らを上記の分析結果に照らし合わせた場合の課題

は何か，次節ではこの点について考察することと

する。
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一
部
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正
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表2 推定結果

2002年分析結果（無業者を含むモデル，モデル1）

オッズ比
標準

誤差

オッズ比の

95％信頼区間

下限 上限

＜個人の状態＞

性別（リファレンス：男性） 1.480*** 0.017 1.448 1.514

有業・無業（リファレンス：有業） 2.337*** 0.040 2.261 2.416

年齢（リファレンス：35-44歳）

15〜24歳 1.457*** 0.034 1.392 1.525

25〜34歳 1.153*** 0.021 1.113 1.194

45〜54歳 0.941** 0.017 0.908 0.975

55〜64歳 1.051* 0.021 1.011 1.093

65歳以上 1.656*** 0.037 1.586 1.730

学歴（リファレンス：高校・旧制中卒）

小・中学卒 1.919*** 0.026 1.869 1.970

高専・短大卒 0.608*** 0.011 0.587 0.630

大学・大学院卒 0.373*** 0.008 0.358 0.389

＜世帯の状態＞

世帯形態（リファレンス：その他の世帯）

母子世帯 19.016*** 0.836 17.445 20.727

父子世帯 3.324*** 0.389 2.642 4.181

有業親族世帯人員÷世帯人員 0.176*** 0.004 0.167 0.185

15歳未満人員数÷世帯人員 0.800*** 0.028 0.747 0.857

定数 0.216*** 0.005 0.206 0.226

Number of obs = 426,118

LR chi2(14) = 34644.32

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -122043.8

Pseudo R2 = 0.1243

（注1） * for p<.05, ** for p<.01, and *** for p<.001

2002年分析結果（有業者のみを対象とするモデル，モデル2）

オッズ比
標準

誤差

オッズ比の

95％信頼区間

下限 上限

＜個人の状態＞

性別（リファレンス：男性） 1.324*** 0.020 1.284 1.365

年齢（リファレンス：35-44歳）

15〜24歳 1.540*** 0.043 1.459 1.626

25〜34歳 1.222*** 0.025 1.174 1.273

45〜54歳 0.911*** 0.019 0.874 0.949

55〜64歳 0.941* 0.022 0.899 0.985

65歳以上 1.110*** 0.029 1.055 1.168

学歴（リファレンス：高校・旧制中卒）

小・中学卒 1.579*** 0.025 1.532 1.628

高専・短大卒 0.677*** 0.014 0.651 0.705

大学・大学院卒 0.482*** 0.012 0.459 0.506

従業上の地位（リファレンス：常雇）

臨時雇 1.037 0.024 0.991 1.084

日雇 1.171*** 0.042 1.092 1.257

会社・団体等の役員（民間の役員） 0.521*** 0.022 0.479 0.566

自営業主で雇人あり 1.847*** 0.063 1.728 1.974

自営業主で雇人なし 3.276*** 0.075 3.133 3.426

自家営業の手伝い（家族従業者） 1.953*** 0.054 1.850 2.061

家庭で内職 2.389*** 0.182 2.057 2.775

雇用形態（リファレンス：正規の職員）

パート 2.619*** 0.061 2.502 2.741

アルバイト 3.797*** 0.115 3.579 4.029

労働者派遣事業所の派遣社員 2.491*** 0.159 2.197 2.823

契約社員・嘱託 2.387*** 0.079 2.237 2.548

その他 3.043*** 0.138 2.785 3.326

従業員規模（リファレンス：300人以上（官公庁含む）

1〜19人 2.634*** 0.055 2.529 2.743

20〜299人 1.945*** 0.038 1.871 2.022

週間労働時間（リファレンス：35〜42時間）

15時間未満 1.217*** 0.040 1.142 1.298

15-19時間 1.008 0.038 0.936 1.084

20-21時間 1.160*** 0.041 1.083 1.243

22-29時間 1.024 0.027 0.971 1.079

30-34時間 1.209*** 0.031 1.150 1.271

43-45時間 0.923** 0.023 0.879 0.969

46-48時間 1.019 0.022 0.976 1.063

49-59時間 0.996 0.021 0.956 1.038

60時間以上 1.194*** 0.027 1.142 1.249

＜世帯の状態＞

世帯形態（リファレンス：その他の世帯）

母子世帯 21.035*** 0.997 19.169 23.083

父子世帯 3.550*** 0.455 2.761 4.563

有業親族世帯人員÷世帯人員 0.278*** 0.008 0.262 0.295

15歳未満人員数÷世帯人員 1.199*** 0.050 1.105 1.302

定数 0.052*** 0.002 0.048 0.055

Number of obs = 391,950

LR chi2(36) = 30900.09

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -96402.467

Pseudo R2 = 0.1381

（注1） * for p<.05, ** for p<.01, and *** for p<.001

（出所）村上（2015），p.20，表4より引用。



01-03_社会保障研究_特集（村上）_SK.smd  Page 8 16/09/12 13:38  v2.20

Ⅲ 若年層への支援策

1 若年層に対する就労支援の現状

若年のワーキングプア層そのものをターゲット

とした政策は日本にはない。しかしながら，困難

な状況にある若年層が職に就き自活するための施

策が講じられている。日本においては若年者雇用

対策が実施されており，主な内容としては公共職

業安定所における職業相談や若年者のためのワン

ストップサービスセンターにおける求職サービ

ス，キャリア形成促進助成金などがあげられる。

また，若年層への日本政府の対応については

OECD(2009）においても詳細に論じられてい

る9)。

検索エンジンで「若年層，就労支援」をキー

ワードに検索すると厚生労働省のホームページが

ヒットする。「就職活動を続ける若者の皆様へ」，

「新卒者・既卒者の皆様へ」，「ハローワークにおけ

る支援」，「ジョブカフェにおける支援」，そして

「平成28年3月から若者雇用促進法に基づく職場情

報の提供制度が始まりました」といった項目が掲

げられている10)。また，若者に関する調査研究と

して，各種の報告書が提示されている11)。実際の

若年層への就労支援策の効果とその課題を見たも

のとして，例えば，労働政策研究・研修機構

（2014）がある。そこでは，若者を採用する側の企

業が，採用奨励金制度のみならず「採用後の教育

訓練を支援する制度と組み合わせて活用する」12)

といった企業側への提言があり，一方で，採用さ

れる側の若年層に対しては「長期的プロセスを包

括した支援制度」が必要だと提言し，また「職業

訓練を受け容れた企業に教育訓練のノウハウを提

供する「ジョブ・カード制度を活用した雇用型訓

練」がこの目的に肉薄している」とも述べてい

る13)。ただし，調査対象が限定されていることな

どが限界として残ることも示されている。

若年層に対する就労支援策の効果をとらえた統

計がない。例えば，『ジョブカフェ利用状況等調

査』が厚生労働省，経済産業省により平成20年度

に実施されてはいるが，それ以降のものはない。

全国に配置されているジョブカフェの日々の業務

から得られる情報を数値情報として集約し，支援

策の効果を定量的に示すことは可能であると考え

る。このようなことすらなされていない。

2 若年層に対する所得保障の現状

前節において，若年層はワーキングプアに陥る

確率が高いということを示した。ここでは，先の

若年層に対する就労支援という「防貧策」に加え

て「救貧策」である所得保障について見ることと

したい。若年層が失業状態になれば，雇用保険か

ら手当が支給されることになる。基本手当の所定

給付日数は他の年齢層と比較して制限的であり，

手当の上限額も若年層はそれ以外の年齢層と比較

して低い水準にある。また，パートタイム労働者

については一定の基準を満たさない限り，雇用保

険に加入することはできない。

貧困状態にある者に対して実施される策，最後

の砦として，生活保護制度がある。2005年に生活

保護制度に就労支援を組み合わせた事業が展開さ

れるようになった。

2010年度までは「生活保護受給者等就労支援事

業」，続いて2011〜2012年度まで「福祉から就労」

支援事業となり，2013年度から「生活保護者等自

立促進事業」が実施されている。当初は「就労能

9)日本政府による若年者雇用対策の詳細は，厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/index.html）を参照。
10)厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/index.

html）より引用。
11) 若者の包括的な自立支援方策に関する検討会（2005），インターンシップ推進のための調査研究委員会（2005）

など主に2005年から2006年にかけて多くの報告書が提示されたようである。他にも労働政策研究・研修機構が実

施した各種調査，レポートが提示されている。
12) 労働政策研究・研修機構（2014）p.191より引用。
13)同上，p.191より引用。

若年層の失業・不安定就業・貧困とその支援策の課題についての一考察 425
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表3 若年層に対する諸外国の政策

アメリカ イギリス ドイツ フランス

（1）若者に対す
る義務付け

【若者向けニューディール】 【労働機会提供（1ユーロジョブ）】

（2）教育・訓練
の機会の提
供

【ジョブ・コア（Job Corps：宿泊型
若年者集団教育訓練）】
・開始年月

1964年
・管理運営主体

連邦労働省のジョブ・コアの
本部（National Job Corps office）
6か所の地区管理支部（region

office）
全米122か所のジョブコアセ

ンター
・対象及び適用用件

16歳〜24歳までの経済的に不
利な立場にある青少年
・具体的内容

参加者は，原則として寮に宿
泊し，社会的生活を営む上での
基本的なしつけから，読み書
き，算数などの基礎的な学習及
び職業訓練を受ける。
参加費は基本的に無料。さら

に，毎月小遣いが支給される。
参加期間は原則として最長2

年間。
研修中に高校卒業あるいは

GED（高校卒業者と同様の素養
を身につけていることの証明証
書）の資格を取得可能。

【若者向けニューディール】
・開始年月

1998年に全国導入
・管理運営主体

ジョブセンタープラス
・対象及び適用用件

16歳〜24歳までの若年者で，
6か月以上失業状態にあり，求
職者給付を受給しているすべて
の者。
・具体的内容

参加者にはパーソナル・アド
バイザーが付けられる。参加を
拒否した者は，求職者給付の受
給資格を失う。
プログラムは次の順に進めら
れる。
①ゲートウェイ

就職相談と集中的な求職支援
サービス（最長4か月）

②オプション
ゲートウェイ期間中に仕事を
見つけられなかった者が以下の
いずれかのプログラムに強制参
加
（ア）地方公共団体等での就労
（イ）公的環境保護事業での就

労
（ウ）フルタイムの教育や訓練

の受講
（エ）自営業開始準備
③フォロースルー

①及び②の段階で就職できな
かった者が参加。助言等の就職
活動支援を受けることができる
（26週間）。

【職業準備年（BVJ)】
個人的・家庭の経済的・社会
的理由によって義務教育を諦め
た，又は授業についていけない
者で，職業訓練を受ける（職業
養成訓練生になる）機会を得ら
れない者を対象にした制度であ
る。
フルタイムの職業教育を行

う。生徒はBVJを行うことで職
業学校における修学義務を果た
したものと認められ，ハウプト
シューレの卒業単位にも充当で
きる。

【職業基礎学習年(BGJ)】
職業学校におけるプログラ

ム。①1年間のフルタイム授業
か，②1年間のパートタイムの
授業（同時にパートタイムでの
事業所における職業訓練）であ
る。
対象となるのは，主にハウプ
トシューレの修了を予定してい
る若年者（職業教育義務があ
る）で，職業養成訓練生として
の雇用の場を見つけられなかっ
た者。
その者が職業養成訓練生に
なった場合に事業主の許で行っ
たであろう職業養成訓練を国が
提供する。

【雇用支援契約（CAE)】
・開始年月
2005年5月1日
・管理運営主体
雇用庁（ANPE)
・対象及び適用用件
長期的な失業で就職が困難な者
・具体的内容

長期失業者等の社会参入の難
しい者を一時的に公共部門（地
方自治体の組織，公的サービス
提供法人など非営利団体）で雇
用することを通じて社会の参加
を支援。雇用主が国と結ぶ契約
には，職業訓練を行うことを入
れることが強く推奨されてい
る。

【熟練契約（Contrat de

professionalisation)】
・開始年月

2004年11月1日
・管理運営主体

地方が主導的役割
・対象及び適用用件

16〜25歳の若者及び26歳以上
の求職者
・具体的内容

対象者は事業主との間で雇用
契約を締結。被用者となった者
は，職業訓練機関又は職業訓練
を行う企業と訓練協定を結び，
職業訓練を受けながら，社会で
通用する資格取得や就職・再就
職を可能とする。

（3）就職などに
関する相談
支援

【WIA若年プログラム（WIA Youth

Formula-Funded Grant Program）】
・開始年月
1998年
・管理運営主体

連邦労働省（U.S. Department

of Labor/ DOL）が資金提供し，
各州政府が実施。
・対象及び適用用件

14歳〜21歳の就職困難者。
・具体的内容

公共職業安定所であるワンス
トップ（キャリア）センター
（One-Stop[Career]Center)と提
携した地方公共団体で実施され
る，14〜21歳の就職困難者の
ニーズに沿った各種の就職や進
学のための支援に対して給付金
を提供するプログラム。

【若者向けニューディール】

【コネクションズ・サービス】
・開始年月

2001年4月
・管理運営主体

教育技能省などの省庁，学校
や企業やNPO法人など，様々な
機関の連携により運営。
・対象及び適用用件

13歳〜19歳までのイングラン
ド在住のすべての若年者
・具体的内容

パーソナル・アドバイザー
が，学校において情報提供・ガ
イダンスを行うほか，義務教育
終了後も若者に接触し，支援を
行う。
早期からの総合的サポートシ
ステムであり，教育，職業選択，
差別，健康問題，住宅，ドラッ
グやアルコール，家族関係等若
者の全ての問題に対して支援を
行う。
このほか，電話・電子メール
等により若者からの相談を受け
付けるコネクションズ・ダイレ
クト等が行われている。

【職業相談・紹介サービス向上の
取り組み】

25歳未満の若年者に，①職を
与える（紹介する），②職業養成
訓練の機会を与える，③就労等
の機会を与えるべく，公共職業
紹介機関において，（若年）求職
者一人一人にオーダーメードの
指導・助言を与えることを重視
する観点から，ケースマネー
ジャー式の職業指導体制整備の
導入が図られた。現在は若年者
75人に1人のケースワーカーを
配置することとされている。

【TRACEプログラム】
・開始年月

1998年7月
・管理運営主体

各自治体

・対象及び適用用件
学位や職業資格を得ないまま
に学業を終えた若者等，最も就
職が困難な若年者
・具体的内容

同一の相談員が，社会的参入
の道筋を立て，求職活動と職業
訓練に関してアドバイスする。
具体的には，①職業能力診断，
社会参入支援，②職業訓練研
修，③就労の経験，④雇用支援
措置のアクセス，⑤単発的金銭
支援。⑥医療及び住居へのアク
セスなど。

※ このほか，低水準資格しか持
たない若年者を対象とした「社
会生活参入契約（CIVIS）」，失業
者等を対象とした「ニュース
タート」及び「雇用復帰支援計
画（PARE）」がある。また，地
域 ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー
（Missions Locales)及び受入・情
報・指導センター（PAIO)では，
社会生活・職業生活への参入に
向けた個別指導などが行われて
いる。

（出所）厚生労働省（2006）より引用，一部修正。
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力を有し，就労意欲が高く，就労阻害要因がなく，

就労支援を行うことにより，自立の可能性が見込

める」者が対象となっていたが，現在はそれらの

層に生活保護の相談・申請段階にある者も含まれ

るようになっている。現在は全福祉事務所で実施

されており，平成26年度の実績は，支援対象者

82,681人のうち就職者数が52,510人である。支援

対象者が年度を追うごとに増加している。

生活保護受給者等就労支援事業について全国調

査を行い，その課題を明らかにした貴重な研究と

して，芝田（2007）がある。芝田（2007）では，

若年層（30歳未満）の自立支援対象者は全対象者

の13％を占めることが示されている。また，生活

保護から自立できた者は就職者全体の16.8％にと

どまるとされ14)，大きな効果は得られていなかっ

たことが示されている。なお，現在の生活保護者

等自立促進事業の効果を測る数値情報は非常に乏

しく，支援対象者のうち若年層はどの程度か，ど

のような就職先なのか，そしてその後どうなった

のかといった情報さえない状況である。前項で述

べたように，全国の福祉事務所あるいはハロー

ワークの業務から得られる情報を集約し，支援策

の効果を定量的に示すことは可能であると考え

る15)。

14)芝田（2007），p.63，p.65を参照。
15)例えば，厚生労働統計の整備に関する検討会の資料・議事録を見ると，業務記録を活かす方向の議論がなされ

ているようではある。

若年層の失業・不安定就業・貧困とその支援策の課題についての一考察 427

表4 ワーキングプアに対する各国の対応

ワーキングプアに対する政策 政策の内容・目的

イギリス

・国定最低賃金

・週当たり16時間未満労働の人々に対する所得補助 ：貧困リスクにあるグループを対象に，就業者の所得，労働

時間，貯蓄水準，総世帯所得などの要素から資格を判断。

・勤労税額控除（Working Tax Credit） ：ワーキングプアに陥るリスクのある人々の所得を引き上

げるため（雇用者だけでなく自営業者も利用できる）

・子ども税額控除（Child Tax Credit） ：扶養児童のいる個人へ適用される。（雇用者だけでなく自

営業者も利用できる）

ドイツ

・失業給付Ⅰ，失業給付Ⅱ，スタートアップ支援金，統合政

策給付(integration benefits）

・児童扶養インフラ，育児休暇手当，

・初任給（starting income）への税率低減，税控除， ：ワーキングプアに対す政策は，労働市場，教育，家族，税

制度，社会福祉給付といった多様な分野の中で考案され

ている。

・月140ユーロを上限とする追加的な家族手当 ：失業給付Ⅱを受け取れないが相対的に世帯所得が低い親

に対して。上限3年間

・低所得世帯に対する公的住宅手当 ：低所得世帯に対して権利が与えられる。

フランス

・The tax credit Employment allowance（Prime Pour l’Emploi,

PPE）

：低賃金および／または社会的所得(social income)を得る

人々に，仕事に復職させそして雇用に留まらせるための

金銭的なインセンティブ

・社会的移転（児童給付，住宅給付，失業および障害給付，

所得補償システム）

：低所得世帯に支払われる再分配システム

・The Active Solidarity Income (Revenu de Solidarité Active,

RSA）

：雇用とのより良い統合(better integration)により貧困を削

減する。

スウェーデン

・最低賃金 ：多くの低賃金リスクに関する合意をもとに取り決められ

る

・失業保険

（ワーキングプア問題は実質的に失業問題であるという考え

方による）

：一時的な失業の期間を補償し，パートタイムのみで働いた

人々に対してもフルタイム賃金の価値まで補償する。

2008年1月から，パートタイム就業者は，それまで最大300

日だった失業給付の期間が最大75日に。（ワーキングプア

のリスクを増大させるであろう）

（出所）European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions(2010），p.34 Annex 2より一部を抜粋し引用。
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3 諸外国の若年層に対する支援策

表3にあるように，諸外国における若年層に対

する政策は，就労が困難な状況にある者に対する

職業訓練，就職の相談・斡旋などを主な内容とし

ている。政府が若年層にできるだけスムーズに労

働市場へ参入・復帰させることを企図しているこ

とがわかる。この他にも，若年層に対して最低賃

金を一時的に減額し雇用機会を拡大するなどの施

策や雇用主への金銭的支援といった施策が講じら

れている。

OECD(2010）やOECD(2012）は，2008年9月に

起きたリーマンショック後の若年層の状況および

若年層に対する政策の変化を考察している。

OECD(2010）によると，2009年から2010年に，多

くの国が「経済危機への対応として，最も就業能

力の乏しい若者にとって有効であるように評価

し，少なくとも監視してきた既存のプログラムに

対して助成を増やすことを決定した」ことが述べ

られている16)。加えて，OECD(2012）では，若年

層の学校から仕事への移行についての分析がなさ

れており，若年層の雇用の促進を妨げることのな

い適切な労働市場政策が必要であることを提言し

ている。

加えて，若年層が陥りやすいワーキングプアに

ついて各国の支援策を見ておきたい。各国（イギ

リス，ドイツ，フランス，スウェーデン）の支援

策の概要を表4に示している。表4から明らかなよ

うに，就労促進に加え各種の補助的な給付，税の

控除がなされていることがわかる。

Ⅳ むすびにかえて−若年層に対する支援策の

課題

以上，本稿では，若年層の置かれている現状と

して，失業率が高く，不安定就業者の比率も他の

年齢層と比較して高く，またワーキングプアに陥

る確率の高い層であることを示した。加えて，若

年層に対する就労支援，所得保障の現状も見てき

た。以下で，若年層に対する支援策の今後の課題

を述べることでむすびとしたい。

若年層に対する支援策の課題として第一に挙げ

られるべきは，支援策の効果を確実にとらえるこ

とであるといえる。様々な形で支援を行うのでは

あるが，それがどの程度の効果を持つのかについ

て，十分な情報がない。あるいは，あるとしても

それをデータとして公表する基盤が整っていな

い。『平成27年度子供・若者白書』によれば，「社

会全体で子ども・若者育成支援のための取組が適

切に推進されるようにするためには，子供や若者

の実態や意識を把握し，広く国民の間で事実認識

を共有することが重要である」17)ことが指摘され

ている。また，同書には，過去の，子ども・若者

を対象とした調査の概要が示されている。確かに

子ども・若者の意識を捉えることは重要である。

しかしながらそこには，支援策の実対象者を調

査・捕捉したものは掲載されていない。前述のと

おり，福祉事務所，ハローワーク，ジョブカフェ

で業務上知り得る情報を，業務統計として公表す

ることは十分に可能であり，それは今後のより良

い支援事業を展開するための基礎情報となる。

支援策の課題の第二は，現在の支援策が職業紹

介と職業訓練といった狭い部分しかカバーできて

いないという点であろう。ワーキングプアとなる

確率が高い若年層への所得保障，税制，労働市場

政策（最低賃金等）の適切な組み合わせ（right

mix）まで議論されていないようである。これら

の適切な組み合わせ，その議論もまた，支援策の

事後評価に関する情報なくしては実施不可能であ

る。

課題の第三として挙げられるべきは，支援策が

いわゆる選別的な支援策になっているという点で

ある。生活保護受給者については給付と就労支援

が用意されるが，生活保護を受給していない大量

の若年貧困者にどういった支援・保障を実施する

かが考えられなければならない。
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A Study on Unemployment, Underemployment,

Poverty among Youth and their Assistance
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Abstract

The purpose of this paper is to clarify the problems in assistance measures for youth. For the sake of

tackling this issue, first, the status of youth in labor market is highlighted using a wide variety of pre-existing

data. Second, the descriptive and quantitative analysis of the working poor in youth is presented. Third, the

various types of assistance measures for youth are outlined. Then, what remains to be done for applicable

assistance measures are described.

The followings are significant challenges in assistance measures for youth. First, it is clarified that

the necessity of the data to evaluate the effect of assistance measures for youth. Second, it is clarified that the

necessity of right mix between assistance measures and the other policy, e.g., income security, taxation and

minimum wage. Third, it is clarified that the importance of broader assistance measures in the field of assisting

the large number of the invisible poor. In conclusion, the most important thing is to prepare statistics for policy

assessment.
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Ⅰ はじめに

2012年8月29日に成立した「高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律の一部を改正する法律」に

おいては，高年齢者の雇用確保措置を充実させる

べく，継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み

の廃止，継続雇用制度の対象者を雇用する企業の

範囲の拡大などを柱とする改正が行われた。特

に，「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み

の廃止」により，従来可能であった，希望者全員

を対象としない制度が廃止された。このような制

度の改正は，厚生年金の支給開始年齢の引き上げ

と密接な関係がある。すなわち，厚生年金の支給

開始年齢が引き上げられたことにより，従来の制

度のままでは，60歳定年以降に継続雇用を希望し

ても雇用が継続されず，年金支給開始年齢にも到

達していないことから，無収入になってしまう個

人が発生するという問題があった。この問題に対

応するために，高年齢者が少なくとも年金受給開

始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる

環境の整備が図られた。

＊国立社会保障・人口問題研究所 社会保障基礎理論研究部第1室長
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特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

雇用延長による競合の可能性と年金財政の

マクロ計量モデルによる分析

佐藤 格＊

抄 録

雇用延長が若年者と高年齢者との間での代替を発生させるのかどうかという問題について，先行研究

を概観した上で，現状の確認を行った。また労働需給を考慮したマクロ計量モデルを構築し，高年齢者

の労働力率が上昇した状況において，雇用の代替が起こるケースと起こらないケースを想定した上で分

析を行った。シミュレーションは2015年から2040年までの期間で行い，60〜64歳の労働力率が20％上昇

した場合，実質GDPは基準ケース（60〜64歳の労働力率は2014年と同様の男性77.6％，女性48.7％とし

たケース）よりも1％強拡大し，雇用者報酬も1.3％〜1.5％程度上昇するという結果が得られた。また厚

生年金の給付額は1％弱の増加，保険料負担は2.5％程度の増加となった。一方でこのような労働力率の

上昇に対して，15〜24歳の就業者数が10％低下すると，GDPや雇用者報酬はほぼ雇用延長前と同等の水

準に戻ってしまうという結果が得られた。したがって，雇用延長は少子高齢化の進む日本経済において

重要であることは明らかであるが，雇用延長により代替が発生しないかどうかという点には注意するこ

とが必要である。

キーワード：雇用延長，労働需給，マクロ計量モデル，年金財政

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 431-445.
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法改正の目的の通り，無収入になる個人を発生

させないために，雇用延長の措置を図ることは重

要である。また少子高齢化が進展する状況下にお

いては，年金財政はさらに厳しい状況に置かれる

ことになることも確実である。したがって，その

ような状況を改善するための方法としての支給開

始年齢の引き上げと，それに対応する形での雇用

延長は不可欠である。しかし一方で，高齢者と若

年者の間で競合が発生し，雇用の代替が発生して

いるのではないかという議論も存在する。そこで

本稿においては，先行研究を整理することで代替

について確認し，競合が発生する場合と発生しな

い場合におけるマクロ経済と年金財政の動向につ

いてのシミュレーションを行う。その際，マクロ

経済の動向を反映する形で労働需給の見通しを示

すとともに，雇用延長が労働需給を通じてマクロ

経済や年金財政にもたらす影響についても分析を

行っていることが本稿の特徴である。

本稿の構成は以下の通りである。次の第II節に

おいては先行研究の概観を行う。第III節では，そ

れらを踏まえてモデルを構築し，2040年度までの

推移を示す。第IV節はいくつかのケースを設定し

たシミュレーションであり，最後の第V節で結論

を述べてまとめとする。

Ⅱ 先行研究

若年層と高年齢層との間に代替関係があるかど

うかという点については，既にさまざまな研究が

なされている。たとえば川口（2006）では，若年

労働者と高齢労働者を雇用する企業が2期間の利

潤最大化問題を解くことを想定し，中高年労働者

を多く抱える企業ほど，価格ショックに対して若

年新規採用の抑制により対応していることを示し

た。さらに実証分析では，45歳から59歳までの中

高年の正規従業員を多く抱える企業において新規

新卒採用が抑制されるという因果関係が頑健に存

在するという結果を得ている。また太田（2012）

は『雇用動向調査』を用いて，「改正高年齢者雇用

安定法」の導入前後の効果を念頭に分析してい

る。この結果，2005年以前においては，産業レベ

ルでは継続雇用の進展と若年採用の低下の関係は

明確ではなかったこと，2006年以降，男性の継続

雇用が進展すると若年採用が停滞したこと，若年

採用では男性より女性のほうが大きな影響を受け

たことが明らかにされた。また業種で見ると，高

齢者と若年者が比較的競合する建設業において高

齢者と若年者の代替性が高いこと，女性のパート

タイム労働者を活用している飲食店・宿泊業にお

いて，短時間就業を希望する高齢者との間に競合

関係が生じやすいことが示された。太田（2009）

は，企業の行動を最適な労働者構成が存在する場

合の利潤最大化原理から説明している。実証分析

においては，若年の少ない産業では若年の雇用成

長率が高く，中高年の多い産業では中高年の雇用

成長率が低いという結果を得ており，企業は過剰

な労働者タイプを減少させ，不足した労働者タイ

プを補強するという行動をとっているとしてい

る。原（2005）は公表データと企業個票データの

両方を用いて，新規学卒労働市場について分析し

ている。この結果，企業の新卒採用を減少させる

要因として，企業の中高年齢化や労働組合の存在

を挙げている。また企業の採用行動の規定要因と

して，企業の業務特性と新卒採用者の基礎能力を

挙げている。野呂・大竹（2006）は労働者の年齢

グループ間における不完全代替性を仮定した分析

を行っている。不完全な代替の可能性を表現する

CES型の関数を想定した実証分析の結果，年齢グ

ループ間の代替は不完全であるとし，このような

結果が得られた要因として，若年層・中間層・高

年齢層といった大きな年齢グループの間での代替

性が不完全であることを挙げている。

理論分析・実証分析のほかにも，この問題につ

いては企業に対するヒアリングも行われている。

たとえば今後の高年齢者雇用に関する研究会

（2011）は高年齢者雇用に関する現状を把握する

中で代替の問題を取り上げている。企業に対する

ヒアリングからは，高年齢者と若年者では労働力

の質が異なるなど，両者の代替に対して否定的な

意見があったとしている。また海外の事例とし

て，ドイツやフランスで行われた高年齢者の早期

引退促進政策は若年者の失業解消にはならず，

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2432
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却って社会的コストを増大させたとしている。

以上見てきたように，雇用の代替についてはさ

まざまな検討がなされているが，代替が存在する

とする結果もあれば，存在しないとする結果もあ

り，結論は明らかではない。その中で代替が発生

した場合の影響をマクロ的に捉えることを目的と

したものとして，佐藤（2015）がある。佐藤

（2015）は本稿と同様の問題意識から，雇用の代替

についてはパラメータで与えた上で，若年労働の

代替がない場合とある場合について世代重複モデ

ルにより検討している。代替も一種の世代間の対

立として捉えられるが，仮に代替により若年層に

失業が発生するとしても，たとえば70歳など，雇

用がさらに延長されれば，生涯での所得は雇用延

長が図られる前よりも大きくなる可能性があるこ

とを示している。

Ⅲ モデル分析

本節では，一国経済を分析の対象とし，代替の

有無とその影響を確認する。もちろん先行研究に

見られるように，代替が発生しやすい産業，発生

しにくい産業が存在し，また雇用形態も正規で

あったり非正規であったりと，さまざまな状況が

存在すると考えられる。言うまでもなく，そう

いった詳細な分析は重要であるが，国の施策とし

て雇用延長が図られている以上，一般的に代替が

発生したときの影響について分析しておく必要が

あるだろう。本稿はこのような観点から，まずは

雇用延長により労働供給量が増加したことの効果

を見た上で，雇用延長が代替を発生させないケー

ス，発生させるケースで，それぞれどのような影

響があるのかということについて，マクロ計量モ

デルを用いて分析することとする。

年金財政との関係を考えると，雇用延長により

高齢者が雇用者となれば，厚生年金の被保険者と

して保険料の拠出を行うことになる。したがっ

て，少なくとも短期的には，雇用延長は厚生年金

の収支を好転させる方向に働くことが考えられ

る。しかし雇用延長される個人の賃金が高い水準

にあれば，長期的には給付の増大が収支を悪化さ

せる可能性もある。本稿では賃金を年齢階級別に

推定しているため，この点についてもある程度分

析が可能になると考えられる。もちろん，年齢階

級を分けたとしても，その階級の中でも賃金の分

布はあり，雇用延長を希望する個人には偏りがあ

るかもしれない。また，今回シミュレーションを

行うような期間では，雇用延長がもたらす影響を

分析するには不十分かもしれない。しかし限られ

た範囲ではあるが，さまざまな変化の可能性につ

いて，分析を試みることとしたい。

さらに本来であれば，代替についても，就業で

きるか失業するかというだけではなく，雇用形態

が正規か非正規かといったことについても検討す

る余地があると考えられる。ただしこの点につい

ては，いくつかの問題点があるため本稿では取り

扱わないものとする。たとえば独立行政法人労働

政策研究・研修機構（2016）では労働力率を推定

する際の説明変数の1つに短時間雇用者比率を用

いており，短時間雇用者の増加は雇用機会の増加

につながるため，労働力率を上げる要因として捉

えている。この説明自体は説得的なものである

が，正規と非正規を分けて分析する際には，この

説明変数のおき方では分析の目標を達成すること

ができない。また需要側の要因を考えた場合も，

正規と非正規で賃金に差があるとすれば，モデル

上は生産性の差として捉える必要があるだろう。

ただし独立行政法人労働政策研究・研修機構

（2010）が指摘するように，生産性の向上が非正規

社員の賃金に反映されていない状況も存在する。

したがって，モデルの中で正規と非正規の違いを

組み込むことには困難があると考えられる。他方

年金制度との関係を考えれば，短時間労働者への

厚生年金の適用拡大も開始されることを考えれ

ば，本稿のような分析においては，正規と非正規

を区別することの重要性はそれほど高くないかも

しれない。いずれにしても，本稿においては正規

と非正規は区別することなく，雇用延長で若年者

の雇用が代替されるとすれば，それは失業という

形で表現されるものとする。
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1 モデルの概要

本稿においては佐藤（2011）を基本とした供給

型のマクロ計量モデルを構築し，分析を行ってい

る。ただし，本稿では労働需給を検討し，若年層

と高齢者層との間での代替関係についても分析の

対象とするため，ベースとなる佐藤（2011）の労

働関係の定式化についてかなり手を加えているこ

とに特徴がある。特に労働需給の検討に際して

は，独立行政法人労働政策研究・研修機構（2016）

のモデルを参考に，これまで佐藤（2011）などで

は外生的に扱っていた労働需要についても内生化

し，さらに賃金上昇率は労働需要と労働供給から

決定されるように変更している。また労働需要の

決定要因の1つとしてGDPを想定しているが，一

国全体を記述するマクロ計量モデルの利点を生か

し，モデル内で内生的に決定されるGDPを労働需

要の説明変数として用いていることも大きな特徴

である。

推定にあたっては2014年度国民経済計算（2005

年基準・93SNA）をベースに，賃金構造基本調査・

一般職業紹介状況（職業安定業務統計）・毎月勤労

統計調査・労働力調査・事業年報などのデータを

用いている。また推定期間は原則として1994年度

から2014年度までであり，推計結果をもとに，

2015年度から2040年度までのシミュレーションを

行っている。

マクロ経済ブロックでは供給面からのアプロー

チを採用している。生産関数はコブ・ダグラス型

を想定し，資本と労働を投入して生産を行うとし

ている。投資は家計と企業の貯蓄をもとに行われ

ると想定し，投資から形成される資本ストック

が，労働投入とともに生産に用いられる。後述す

るように，賃金水準は労働需給から決定される

が，その賃金をもとに雇用者報酬が決定される。

また企業の営業余剰については実質GDPから決

定される。財政面では所得税・法人税・消費税な

どの租税が課されることを想定し，それぞれ雇用

者報酬や企業の営業余剰，家計最終消費支出など

を説明変数として税収を求めている。

労働ブロックについては，独立行政法人労働政

策研究・研修機構（2016）を参考にしている。た

だし，本稿の最終的な目的は雇用延長がもたらす

代替関係の有無と，そのマクロ経済への影響を分

析することにある。したがって，目的の相違や推

計期間等の違いによる当てはまりの状況を考慮

し，さまざまな形で定式化の変更も行っている。

労働需要は限界生産力原理をもとに就業者数を

推定している。すなわち，実質GDP，賃金水準，

労働時間指数を説明変数として推計を行ってい

る。ただし推計式のあてはまりを考慮し，式の変

形を行っている。また先行研究では産業別での推

計が行われているが，本稿ではその区別はなされ

ていない。本稿の目的は，一国経済の中で，制度

改正に伴う若年層と高齢者層との間での雇用の代

替の有無を見ることにある。太田（2012）が業種

による代替の程度の違いを指摘しているように，

代替の見られる産業と代替の見られない産業があ

ることを考慮すれば，産業別の区分をするほうが

望ましいのは事実である。しかしながら，一国経

済を捉え，分析するにあたっては，産業別の区分

まで行うとモデルが複雑になりすぎるという問題

点がある。したがって本稿では，全産業の労働需

要をまとめて取り扱っている。

労働供給を表す労働力率については，先行研究

とは異なり外生としている。本稿においては高齢

者の雇用延長がもたらす影響を分析することを目

的としているため，特に高齢者の労働力率につい

ては，より直接的な形で変化を想定し，その影響

を見ようとしていることが理由である。

労働需要と労働供給をつなぐ変数として，賃金

上昇率を推計している。その際若年労働者の労働

需給を見ることを目的としていること，また説明

変数である有効求人倍率も年齢別の値が公表され

ていることから，年齢別の賃金上昇率を推計して

いることに特徴がある。年齢階級別有効求人倍率

を説明変数として，年齢階級別の賃金上昇率を求

めている。また有効求人倍率は就業者数を労働力

人口で除算した労働力需要倍率の関数としてい

る。高年齢者の雇用が義務付けられる中で，仮に

代替が発生しているとすれば，それは企業が若年

者に対する需要を変化させていると考えることが

できる。独立行政法人労働政策研究・研修機構

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2434
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（2016）は労働力の需給を調整する際のパラメー

タとして賃金上昇率を用いており，本稿もその枠

組みを踏襲している。したがって，企業が若年者

に対する需要を変化させたとすれば，その影響は

若年者の賃金上昇率に反映されるものと考えるこ

とができる。したがって，賃金については年齢ご

とに区別している。

労働需要は実質GDPに依存して決定される一

方で，企業の労働需要量が生産関数を通じて実質

GDPの水準を決定しており，また各年齢階級の賃

金水準が雇用者報酬の総額を決定するという形

で，マクロ経済ブロックと労働ブロックの接続が

図られている。

社会保障ブロックは公的年金制度を中心に記述

している。厚生年金と国民年金を想定し，それぞ

れ1人あたりの拠出額・給付額等を推計した上で，

各制度の加入者数や保険料率，加入月数等の情報

をもとに，制度全体での収入と支出を計算してい

る。なお，1人あたりの額の計算などにあたって

は各制度の事業年報のデータを用いているが，最

終的な集計の際には，国民経済計算のデータに対

応するように推計を行っている。また厚生年金・

国民年金の両制度は基礎年金拠出金を拠出してい

る。これらの制度の記述については保険数理モデ

ルのほうが適しているといえるが，労働需給・マ

クロ経済の動向・年金制度の将来推計について一

括して行うことのできるものとして，マクロ計量

モデルを用いた分析を行っている。

なお，1人あたりの値を求める際に必要となる

標準報酬などの額については，マクロ経済ブロッ

クで計算される雇用者報酬のデータが用いられる

一方，集計された社会保障給付・社会保障負担の

額は家計の可処分所得の計算に使用されるという

形で，マクロ経済ブロックと社会保障ブロックと

の接続が図られている。

2 基準ケースの結果

本稿においては，基準ケースとシミュレーショ

ンの各ケースでは，労働力率や就業者数が変化す

ることを想定している。すなわち，雇用延長に従

い高年齢者の労働力率が上昇する状況や，雇用延

長により発生する代替が若年者の就業者数を減少

させる状況を想定する。

まずは基準ケースとして，「高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律の一部を改正する法律」の

影響を想定していないケースを想定してみよう。

実際には既に雇用延長が開始されていることか

ら，基準ケースにも現実との乖離は生じてしま

う。しかし雇用延長の効果を明らかにするため

に，あえて最初に雇用延長の影響を想定しない

ケースを採用した。

雇用延長がない状態を想定すれば，当然雇用延

長に伴う若年者と高年齢者との代替も発生しな

い。すなわち，後述するシミュレーションの各

ケースにおいて雇用延長による高年齢者の労働供

給の増加を示す変数である労働力率については，

シミュレーション開始の前年である2014年の値を

維持すると想定している。このとき，60〜64歳の

労働力率は，男性で77.6％，女性で48.7％である。

また代替の発生するケースにおいては就業者数に

ついて外生的に変更を加えているが，基準ケース

では企業の労働需要量として実質GDPや賃金の

水準に依存して決定される就業者数を用いてシ

ミュレーションを行う。

（1） マクロ経済の見通し

基準ケースにおいては，実質GDPは毎期1％強

の上昇を続ける。2014年度における実質GDPの

値は524.6兆円となっているが，2025年度あたり

までは1.2％程度の上昇率となる。その後2035年

度くらいまでは多少成長率が上昇し1.4％程度の

成長となったあとは1.1％程度の成長率に落ち着

くと計算される。最終的に，2040年度には実質

GDPは744.8兆円になると計算される。また名目

GDPの値は，GDPデフレータが毎期1％ずつ上昇

していることを受けて，毎期2〜2.5％程度の成長

を続ける。2040年度における名目GDPの値は

900.1兆円になると計算される。

（2） 労働需給の見通し

労働需給の見通しについては，労働力人口と賃

金の推移で確認しよう。

雇用延長による競合の可能性と年金財政のマクロ計量モデルによる分析 435
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① 労働力人口の推移

まずは前提として，労働力人口がどのように推

移しているのかということについて確認しよう。

繰り返しになるが，仮に労働需要が一定であれ

ば，労働力人口の減少は，労働供給が過少になる

という状況をもたらすため，高齢者の雇用延長は

労働力不足を解消する効果をもつと考えられる。

グラフの中で，2014年までが実績値，2015年以

降がシミュレーションにより求められた値であ

る。労働力人口は人口減少の影響を受けて低下を

続ける。特に15〜24歳，25〜59歳の労働力人口が

大きく減少しているため，60歳以上の労働力人口

が増加しても，全体としての労働力人口の水準は

維持できず，低下傾向を示している。本稿のモデ

ルにおいては，原則として各年齢階級において労

働力率は2014年の値を維持するものと想定してい

る。したがって，この労働力人口の低下は人口の

減少によるものであると考えられる。労働力人口

が低下しているのであれば，雇用延長で高齢者が

労働供給を継続しても代替は発生しない，あるい

は一部企業で代替が発生しても，経済全体では相

殺される可能性がある。

② 賃金の推移

前述の通り労働力率は外生であるが，企業の労

働需要を示す就業者数は内生的に決定されてお

り，需給の調整は賃金を通じて行われる。ここで

の賃金は，独立行政法人労働政策研究・研修機構

（2016）と同様に，『賃金構造基本統計調査』の「き

まって支給する現金給与額」のデータを用いてい

る。また本稿のモデルにおいては，賃金は年齢階

級別・性別に決定される。したがって，賃金上昇

率も性別・年齢階級別に計算されている。

男性では，50〜54歳の賃金が極端な上昇を示し

ているが，ほかは主に若年層で賃金が上昇し，高

年齢層ではほぼ横ばいか多少の低下傾向を示す。

相対的に人数の少ないことを反映して，若年層に

おいて賃金が上昇していると考えられる。女性で

は，いずれの年齢階級においても上昇傾向を示

す。ただし，60〜64歳，65歳以上といった高年齢

層では，上昇率はわずかなものにとどまってお

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2436
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り，やはり相対的に人数の少ない年齢階層のほう

が賃金が高くなっていることがわかる。

（3） 社会保障の見通し

社会保障部門では特に公的年金を取り上げ，そ

の推移を見てみよう。厚生年金の給付・負担につ

いては，本稿のモデルから得られる値と財政検証

の値とは，次第に大きなずれが生じてしまう。こ

れは，想定している賃金上昇率の水準が財政検証

の値とは大きく異なるためであると考えられる。

たとえば財政検証によれば，厚生年金の保険料収

入は2014年から2040年の間に約2.5倍になってい

るが，賃金上昇率の低さから，本稿のモデルでは，

保険料収入は約1.3倍にしかならない。ただし本

稿のモデルにおいて賃金は労働需要と労働供給を

バランスさせる重要な変数であり，これを財政検

証に合わせてしまうとモデル全体に影響が及んで

しまう。したがって，本稿においてはモデルから

得られた賃金をもとに社会保障部門の推移を示

し，これを基準としてシミュレーション結果を示

すこととする1)。

厚生年金の保険料負担については，前述の通り

2014年度から2040年度までの間に，約1.3倍の33.7

兆円になると計算される。また厚生年金の給付に

ついては，2014年度の23.1兆円から，2040年度に

は33.3兆円になると計算されている。高齢化の影

響を受け，保険料負担よりも年金給付のほうが急

速に増加しており，今後の年金財政が悪化するこ

とが予想される。

Ⅳ シミュレーションのケース設定と結果

1 シミュレーションのケース設定

ここまでの結果を踏まえて，いくつかのケース

1)年金財政の推移を見るには，収支の項目をすべて含んだ積立金の水準で比較することも可能であるが，年金制

度は保険料収入と年金給付のみで構成されているわけではなく，国庫負担等さまざまな項目が存在し，場合に

よってはそれらの項目が政策の効果を相殺してしまう可能性もある。したがって，これらの変数の動きに大きく

左右されないために，本稿では保険料収入と年金給付を比較することで，雇用延長の効果を分析している。
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を想定したシミュレーションを行おう。雇用延長

については，60〜64歳，あるいは65歳以上も含む

年齢において，労働力率が上昇した状況を想定す

る。また一部代替するケースとは，高齢者が雇用

延長により継続して労働供給を行う場合に，若年

層の一部が失業し，労働供給を行わなくなるケー

スを想定している。もちろん，失業だけではな

く，非正規雇用という形で職を得ているケースも

あるだろう。しかしモデル上で正規・非正規を区

別して分析することが難しいことから，今回はそ

の区別を行っていない。またモデルにおいては，

雇用延長を労働力率の上昇という形で表現してい

る。

まずは雇用延長の効果として，シミュレーショ

ン開始時点の2015年において，60歳〜64歳の労働

力率が増加したケースを想定する。さらには，わ

が国における高齢化の状況を考慮し，さらなる雇

用延長措置により，65歳以上の労働力率について

も増加したケースの分析を行う。また代替の発生

するケースでは15歳〜24歳の就業者数が従前より

低下するケースを想定する。なお，就業者数は企

業の行動により決定される労働需要として定式化

しているが，継続雇用制度により雇用延長措置を

受けている労働者は，需要側の要因で決定される

就業者数に追加されるものとする。これは次のよ

うな理由による。「高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律の一部を改正する法律」においては，

継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止

している。したがって，需要側の要因で規定され

た就業者数の中に雇用延長により就業者となった

者が含まれると，他の年齢階級の労働者が就業者

ではなくなってしまう，すなわち代替されるよう

な状況が発生してしまう。したがって，代替を想

定しないようなケースを分析するにあたっては，

継続雇用制度により雇用延長措置を受けている労

働者は，需要側の要因とは別の理由で就業者数に

追加されるものと理解する必要があると考えられ

る。

これらの設定のもとで，次のようにシミュレー

ションのケースを設定している。

雇用延長による競合の可能性と年金財政のマクロ計量モデルによる分析 439
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（1） ケース1a：「高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律の一部を改正する法律」にしたがい，

65歳までの雇用延長が実施されるケースであ

る。このとき60〜64歳の労働力率が2015年に

従前の1.2倍となり，それ以降はその水準が維

持されるものと想定する。また，このケース

では代替は発生しないものとする。

（2） ケース1b：さらに雇用延長が進み，70歳まで

の雇用延長が実施されたと想定したケースで

ある。制度改正は段階的に行われるため，仮

に雇用延長が70歳まで行われるようになった

としても，それはかなり先のことになるだろ

う。ただし本稿では，雇用延長の効果をでき

るだけ長期的に見るため，ケース1と同様に

2015年から70歳まで雇用延長がなされたと想

定してシミュレーションを行う。また雇用延

長による労働供給の増加についても，ケース1

と同様に労働力率を1.2倍にすることで表現す

る。また，ケース1aと同様に，雇用延長が若年

層の雇用を代替することはないものと想定す

る。

（3） ケース2a：65歳までの雇用延長が実施され，

60〜64歳の労働力率が，2015年に従前の1.2倍

となるという想定である。ケース1aとの違い

は，代替の発生を想定していることである。

具体的には15〜24歳の就業者数が10％減少す

ると想定している。

（4） ケース2b：70歳までの雇用延長と，15〜24歳

の就業者数の10％の減少を想定している。

2 結果

シミュレーションの結果についてケースごとに

まとめると，次のようになる。

（1） ケース1a

ケース1aでは，実質GDPで比較すると，基準

ケースよりも1％強大きな値になっており，2040

年度には753.8兆円程度になる。雇用者報酬は

GDPよりもわずかに大きく，1.3％〜1.5％程度基

準ケースを上回る。代替が発生しないために就業

者数は雇用延長の分だけ増加し，それが実質GDP

や雇用者報酬にも反映されることとなる。

労働供給量の増加が雇用者報酬にもたらす効果

は3つあると予想される。1つは賃金の減少であ

る。供給の増加は価格を低下させる要因であり，

本稿のモデルにおいても労働力需要倍率，有効求

人倍率を通じて賃金の低下をもたらすものと考え

られる。2つ目は，実質GDPの増加が労働需要を

増加させ，賃金を上昇させる効果である。本稿の

モデルにおいて，労働需要は実質GDPの水準にも

依存して決定される。すなわち実質GDPが増加

すれば，労働需要もそれに伴い増加することにな

る。したがって，1番目に挙げた賃金減少の効果

は，ここで相殺される可能性がある。3つ目の効

果は，労働者数の増加がもたらす雇用者報酬総額

の増加である。雇用者報酬は賃金の水準と労働者

数を説明変数として推計されている。したがっ

て，労働供給量が増加したときにどの効果がより

強く現れるかは一般的には明らかではない。本稿

の分析の結果，雇用者報酬は増加しており，2番目

あるいは3番目の効果が強く現れた結果であると

いえるだろう。

厚生年金の給付をみると，給付額は基準ケース

よりも1％弱大きくなる程度にとどまる。1人当た

り厚生年金給付額の推計にあたり，説明変数とし

て雇用者報酬を用いているため，前述の雇用者報

酬の増加が給付総額にも影響を与えているといえ

るだろう。厚生年金の保険料負担は，平均して基

準ケースよりも2.5％程度増加している。賃金水

準と保険料率，被保険者数により決定されるが，

このケースでは，保険料率はいずれのケースでも

不変であり，賃金は就業者数の増加に伴いわずか

ながら低下しているため，主に被保険者数の増加

により保険料負担が増加していると考えられる。

（2） ケース1b

ケース1bにおいては，実質GDPはケース1aより

もさらに大きな値となり，平均して3％程度基準

ケースを上回る。その結果，2040年度には，実質

GDPの値は768.7兆円に達する。高齢者の労働供

給が増加することによるプラスの効果は無視し得

ない大きさであるといえるだろう。雇用者報酬を

見ても，各年ともに基準ケースよりも2〜3％大き

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2440
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な値となっている。ただし当初は基準ケースより

も3％以上大きかったのに対して，次第にその差

は縮小し，2040年度には2.3％ほどの差となって

いる。

厚生年金の給付は基準ケースを1.5％程度上回

る値で推移する。ケース1aと同様に，雇用者報酬

の増加が給付も引き上げていると考えられる。ま

た厚生年金の保険料負担は基準ケースよりも5％

程度高い値になる。雇用者報酬がすべてのケース

の中で最も高くなっていたことを反映し，保険料

負担も増加していると考えられる。

（3） ケース2a

ケース2aでは代替が発生している状況を想定し

ている。すなわち15〜24歳の世代の一部が，高齢

者が継続雇用となったことにより就業者とはなら

なかったという状況である。ここでは「一部」と

して，基準ケースで就業していた15〜24歳のうち

の10％が就業者とはならなかった状況を想定す

る。このとき実質GDPは，基準ケースをわずかに

上回る程度の値にまで低下してしまう。また雇用

者報酬を見ても，基準ケースを1％も上回らない

状況であり，高齢者の雇用延長がほぼ完全に若年

雇用を代替してしまったケースと捉えることがで

きる。かなり強い代替を仮定しているが，このよ

うなケースでは，当然のことながらGDPや雇用者

報酬はほぼ元の水準に戻ってしまう。

厚生年金の給付は，基準ケースと比較して

0.5％程度の上昇にとどまる。これは雇用者報酬

がほとんど増加しないことの影響を受けていると

考えられる。すなわち，代替が発生してしまうよ

うな状況であれば，高齢者に対する年金給付も代

替がない場合と比べて抑制されてしまい，雇用延

長措置の効果が相殺されてしまう可能性がある。

また厚生年金の保険料負担も，基準ケースと比較

して1.5％程度の増加にとどまる。多少の増加が

見られるのは，60歳〜64歳の賃金が，15〜24歳の

賃金と比較して相対的に高いことによるものと考

えられる。また，代替が発生すると，若年層が就

業者とならないことから厚生年金の被保険者とも

ならず，長期的には厚生年金の保険料負担はさら

に低下すると予想される。

雇用延長による競合の可能性と年金財政のマクロ計量モデルによる分析 441
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（4） ケース2b

ケース2bにおいても，ケース2aと同様に基準

ケースで就業していた15〜24歳のうちの10％が就

業者とはならなかった状況を想定しているが，60

歳〜64歳だけでなく，65歳以上の高齢者の一部も

就業を継続するため，就業者の総数はケース2aよ

りも大きくなる。したがって，実質GDPの水準も

基準ケースよりも大きな値となり，平均して同年

の基準ケースの値を2.5％ほど上回ることになる。

雇用者報酬にしても，実質GDPと比較すると多少

下がるものの，同年の基準ケースを2％程度上回

る値を示している。

厚生年金の給付を見ると，基準ケースよりも

1％強の増加を示している。ケース1bよりは低い

ものの，十分な雇用延長が代替を凌駕し，雇用者

報酬や年金給付額を増加させていることがわか

る。また保険料負担は基準ケースよりも毎期4％

程度大きな値をとっている。代替が発生している

ことにより若年層による負担は減少するものの，

雇用者報酬の増加などが負担の減少を完全に相殺

していることがわかる。

Ⅴ おわりに

本稿では雇用延長が若年労働者と高年齢の労働

者との間で競合を発生させるかという点を考慮し

つつ，競合が発生する場合と発生しない場合にお

けるマクロ経済と年金財政の動向についてのシ

ミュレーションを行った。分析にはマクロ計量モ

デルを用いて，マクロ経済の動向を反映する形で

労働需給の見通しを示し，同時に雇用延長が労働

需給を通じてマクロ経済や年金財政にもたらす影

響についても分析を行った。本稿の分析により得

られた結果は次の通りである。第1に，代替が発

生しなければ，実質GDPの上昇や雇用者報酬の増

加，年金保険料収入・年金給付の増加が実現する。

雇用者報酬については一般的には効果が不定であ

るが，本稿のモデルでは，雇用者数の増加などプ

ラスの要素が強いため，雇用者報酬の増加につな

がっている。したがって，労働力人口の減少への

雇用延長による競合の可能性と年金財政のマクロ計量モデルによる分析 443
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対応としての雇用延長は有効な手段であり，2012

年の法改正は不可欠なものであったと考えられ

る。第2に，代替が発生すれば，実質GDPや雇用

者報酬を引き下げるだけでなく，年金保険料収入

や年金給付についても，雇用者報酬の額や被保険

者の数の減少を通じて悪影響を及ぼす。たとえば

本稿の設定であれば，雇用延長により60歳〜64歳

の労働力率が20％増加したとしても，15歳〜24歳

の就業者数が10％減少すれば，雇用延長の効果は

ほぼ相殺されてしまう。もちろんこれらの値が頑

健なものであるかどうかは改めて検討する必要が

あり，またモデルにおいて具体的な対策を示すこ

とは困難ではあるが，若年層と高齢者層で代替の

発生しない形での雇用延長のあり方を検討するこ

とが重要であるといえる。

最後に本稿に残された課題について挙げておき

たい。第1に，年金制度に関してさらなる精緻化

を図ることが必要である。特に在職老齢年金制度

の影響など，高齢者の所得の状況を，所得分布も

含めて捉える必要があるだろう。また雇用の代替

として，15〜24歳の失業が発生している状況を想

定しているが，これらの失業した個人が将来的に

就業者になるのか，あるいは失業した状況が続く

のかなど，比較的長い期間を想定する中で個人の

行動を分析することは，年金制度の将来像を考え

る上でも不可欠である。データの制約などもある

が，これらは今後の検討課題としたい。
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Whether the continued employment system of older people

creates the substitution effect between young and old labor:

An analysis by the macro econometric model

Itaru SATO＊

Abstract

In this study, we make the macro econometric model for making clear the substitution effect

between young and old labor. In previous studies does not entirely say whether the implementing continued

employment system of older people makes, the less young employment or the mass elderly employment in

Japan. In such circumstances, we calculate real Gross Domestic Products, compensation of employees, labor

force, benefit and contribution of Employees’ Pension Insurance from 2015 to 2040.

On behalf of comparison, we make a standard case simulation which uses the ratio of labor force age

60 to 64 in 2014; male 77.6percent and female 48.7 percent. When we raise the labor participation rate of 60 to

64 years old by 20％，the real GDP enlarged a little over 1％than a standard case, and a result that 1.3％ -

around 1.5％rose to the compensation of employees. In addition, as to the amount of the benefit of the

Employees’ Pension Insurance, a little less than 1％of the increase, contribution would become around 2.5％of

the increase. On the other hand, if the 10％of the employed workers from 15 to 24 years old decreases, the

effect of increase in the labor participation rate of 60 to 64 years old nearby would cancel.

Keywords：continued employment system of older people, labor supply and demand, macro-econometric

model, pension finance
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Ⅰ はじめに

周知の通り，非正規雇用者といっても多様であ

り，所得を軸に考えれば高所得の者もいれば低所

得の者もいる。また，勤続年数を軸に考えれば長

年に渡って非正規雇用で就労する者もいれば，正

規雇用化する者もいる1)。例えば，“いったんは非

正規社員から正規社員に移行したことある人のう

ち，現在（2008年10月〜12月に実施した「働くこ

とと学ぶことについての調査」）も正規社員に留

まる人は7割強に過ぎず，非正規社員が2割，自営

や家業が1割となる。非正規社員から正規社員へ

と移行できても，その後に再び非正規社員に移行

する人が少なくなく，移行後に正規社員として継

続的に働き続けることになるとは限らないことを

示している〔佐藤ほか（2010）p.5〕” という労働政

策研究・研修機構（JILPT）のレポートもある。す

なわち，佐藤ほか（2010）では，近年では「ずっ

と正社員」である者の割合が減り，「ずっと非正規

社員」と「非正規→正社員」という者の割合が増

えていることを明らかにしている。

＊国立社会保障・人口問題研究所 社会保障基礎理論研究部第4室長
1)「日本再興戦略」改訂2015（平成27年6月30日閣議決定）では，非正規社員を正社員に転換することを加速させて

いくことが盛り込まれたことを踏まえ，非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善等の雇用対策を総合的に推進

するために平成27年9月24日，厚生労働大臣を本部長とする「正社員転換・待遇改善実現本部」を設置している。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2446

特集：所得保障と2025年；ここ四半世紀の社会・経済の変化と少子高齢化の影響の考察

現行社会保障制度に基づく非正規労働者の老後生計費問題：

予備的考察

山本 克也＊

抄 録

本稿では現行の社会保障制度の下で，非正規雇用者の老後生計費を試算し，非正規雇用者の将来の困

窮の程度を示した。方法は単純で，試算年金所得マイナス試算基礎的消費支出を作成し，これが赤字か

黒字かで評価する。試算の結果，平均的な基礎年金を受け取ることができれば，おおむね基礎的消費支

出は賄うことができることが分かった。その意味で，基礎年金はその役割は果たしていることになる。

ただし，免除や未納は禁物で，試算によれば，少なくとも400カ月以上の加入が必要である。

また，本稿における試算では医療・介護リスクを十分に検討していないので，この備えは必要となる。

厚労省の「国民健康・栄養調査 平成26年」によると，低所得者が気をつけなければならないこととし

て，野菜類や肉類の摂取量を多くする，禁煙，健診の受診，口腔ケアをあげている。特に本稿で考察し

た若年の非正規雇用には時間があるので，医療・介護リスクは最小にすることが望まれる。

キーワード：非正規雇用，老後生計費，基礎年金，基礎的消費支出

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 446-460.
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象徴的なのは厚生労働省（以下，厚労省）の労働

経済の分析2)における，“格差拡大の早期化が続き，

25〜29歳層の中位数部分でみられた分布の頂点の

鋭角部分も1973年から77年生まれの世代からはみ

られなくなり，非正規雇用の増加によって，学校

を卒業し，社会に出る最初の段階で大きな格差が

生じる就業状態が生まれている” という記述で，

今までのように，中高齢期になって，はじめて非

正規化するということへの対策に加えて，ずっと

非正規という者の対策が必要になってきている。

本稿では現行の社会保障制度の下で，非正規雇

用者の老後生計費を試算し，非正規雇用者の将来

の困窮の程度を示す。方法は単純で，試算年金所

得 マイナス 試算基礎的消費支出を作成し，こ

れが赤字か黒字かで評価する。非正規雇用者に対

する厚生年金への適用拡大は進められてはいる

が，一方で国際競争との兼ね合いで労務費用の高

騰は避ける必要もあるだろう。そうなると，現行

の年金制度下では非正規雇用者の年金は基礎年金

を中心に考えざるを得ないことになる。

基礎年金が基礎的消費支出を支える存在である

ことが明記されたのは，「・・公的年金は老後の所

得保障の柱であり，老後の生活のたしかな支えと

ならなければならない。しかし，公的年金は老後

の生活の全部を支えるものではない。（中略）働

ける間の稼動収入はもちろんのこと，老後に備え

た個人の貯蓄や私的年金，資産収入，それから親

族扶養もまた老後の生活を支える重要な手段であ

る。しかも基礎年金は公的年金の全部ではなく，

一階部分の年金であり，サラリーマンのみならず

自営業者にも共通する年金である。〔吉原

（1987），pp.44-45〕」とあるように，まさに基礎年

金の導入時である。言い換えれば，基礎的消費支

出も支えられないような基礎年金の給付水準には

意味がないことになる。その意味でも，基礎年金

の水準が現在の非正規雇用者の将来の基礎的消費

額を賄えるかをチェックすることには意義がある

ものと思われる。

本稿の構成は以下のとおりである。まず，Ⅱ．

で先行する研究を概観し，Ⅲ．で最近の非正規雇

用の動きについて若干触れ，Ⅳ．で分析の方法を

示し，Ⅴ．で結果の報告，Ⅵ．のおわりでまとめ

と考察を加える。

Ⅱ 先行する研究

非正規雇用者の老後生計費問題を取り扱う研究

は，管見の限りほとんどない。社会保障と非正規

雇用者を巡る研究は，基本的に国民年金の保険料

未納・未加入問題の原因を探ること（因果推定）

に割かれ，一部を除いて非正規雇用者の生活自体

にはあまり関心が払われて来なかったように思わ

れる。駒村・山田（2007）の図表2には，少なくと

も2005年までのこうした “因果推定” 研究の経緯

が掲載されている（その後の研究はデータソース

をインターネット調査に求めるだけで，結果に大

きな影響はない）。

もっとも，高齢者家計自体の分析には，岩田

（1989）が有名であるが，他にも膨大な研究が存在

する。例えば，高山・有田（1992a，1992b）が「全

国消費実態調査（以下，全消）」の個票データを用

いた研究で高齢者家計の潤沢な年金資産を示し，

また，税・社会保険料の優遇措置から，70〜80年

代に架けて蔓延した “高齢者かわいそう論” に一

石を投じた。同様に，総務省統計局も2004年の全

消を用いた「世帯類型別にみた家計」で，豊かな

高齢世帯像を示している（夫60歳以上の夫婦のみ

世帯が，他の世帯に比べて教養娯楽サービスや交

際費などが多いという結果）。しかし，近年では，

有森（2007）や山田（2012）のように，単身・高

齢・女性をはじめとして貧困高齢者の存在を示唆

する研究もある。また，伊藤（2011）では厚生労

働省の「国民生活基礎調査」，総務省統計局の「全

国消費実態調査」，「家計調査」を用い，伊藤

（1990）によって示された，いわば“古典的”な収支

項目分類を用いて「要介護認定者のいる世帯」の

家計構造を分析している。

こうした“古典的”な家計構造分析を一歩進めた

2) 厚生労働省（2011）『労働経済の分析 平成23年版』，第3節 勤労者生活の課題勤労者生活の課題3，p.251
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試算としては，最近では，まず，是枝（2012）が

消費税率引上げを含む最新の税・社会保障の改正

の効果を，現在時点（2011年）と2016年時点で比

較する試算を実施した。「75歳以上夫婦世帯」，

「75歳以上単身女性世帯」等の5類型の世帯を想定

し，平均的な収入等を仮定して分析で，高齢世帯

に限ると，物価スライド特例水準の減少と介護保

険料の増加が，消費税率引上げに次ぐ可処分所得

減少の要因であるとしている。また，山本（2013）

では，夫婦世帯，男女別単身世帯，遺族世帯（女

性）別に世帯主の年齢が65〜69歳，75〜79歳の2種

類の年齢階層に分けて試算している。厚労省「財

政検証プログラム」を利用し，消費支出等も推計

し，試算医療・介護費用を年金等の資産で賄える

か否かの検討を実施している。結果として，夫が

妻を介護する場合，夫が有業者であるならば，就

労継続の観点から妻に施設介護サービスを受給さ

せた方が良いという結果になっている。

山本（2013）を発展させた山本（2014）では，

各種公的データを利用して世帯主（配偶者の年齢

も同じと仮定）の年齢が65〜69歳，70〜74歳，75

歳以上で，現役時代に被用者年金制度に加入歴の

ある夫婦世帯，単身の男・女世帯と遺族世帯の家

計を再現し，年金額と雇用者所得の動態（要介護

により離職する）に着目して2025年までの高齢者

家計の試算を試みている。試算に際して，1）基本

ケース，2）単純に離職した場合，3）要介護者が

出現し離職した場合・離職しなかった場合の消費

支出への影響を試算し，要介護者が出現し，かつ，

離職した場合の消費支出への影響が最も大きいこ

とを見いだしている。また，夫婦共に要介護状態

になった場合，消費支出を約半減させる必要があ

る可能性を示している。山本（2014）では，単身

世帯も分析しており，単身・女性・高齢者の貧困

は伝えられていたが，男性の単身高齢者も各ケー

スで単身女性と同程度に貧困に陥る可能性が示さ

れている（単身と言っても，遺族：夫に先立たれ

た妻の場合は，遺族年金が非課税なので，各ケー

スでそれほど大きな影響を受けない）。

一方，“量”としての非正規雇用者に対してのア

プローチは，例えば厚生労働白書を見ると，非正

規雇用者の問題を時系列分析あるいは二時点間の

比較といった方法によって現状把握に努めること

に力点が置かれている。これは，社会保険制度

（言い換えれば，企業負担重視型の社会保障制度）

を重視している政府・厚労省の立場からすれば仕

方がないことである。また，JILPTの研究グルー

プでは，同じくJILPTが2〜3年おきに出す「労働

力需給の推計」の2013年版を基に，非正規雇用者

の将来試算を行っている。これによると，労働受

給を考慮に入れ，かつ，このプロジェクトが2014

年2月に実施したアンケート調査結果データの集

計分析結果から，今後の正社員数は160万人強と

かなりの増加となり，非正規割合は34.6％に低下

すると試算されている〔浅尾裕ほか，2015〕。

こうした中，非正規雇用者の老後生計費問題を

直接に検討しているのが辻（2008）と藤本（2009）

である。辻（2008）では，就職氷河期（高等学校

卒の場合1975年頃〜1985年頃に生まれた者，大卒

の場合なら1970年頃〜1980年頃に生まれた者）の

世代の働き方と社会保険，国民年金・国民健康保

険等の組み合わせにより，男女別×8種類のタイ

プに労働者を分類し，余命と最低生計費を勘案し

た上で老後生活保護リスクを計算している（出て

きた数値は，やや刺激的で，およそ77万人が生活

保護になり約17兆から19兆円の費用が必要という

ものであった）。

また，藤本（2009）の非正規雇用の年金モデル

は，厚労省の報告する「平成21年度の年金額につ

いて3)」のモデル年金給付額から厚生年金保険の

失権確率を利用して年金額を調整し，非正規雇用

者の年金額を算出している。そして，総務省統計

局の「全国消費実態調査 平成16年版」の夫婦世

帯・単身世帯の消費支出と比較し，年金額（収入）

を増やすための制度変更を検討している。藤本

（2009）では，モデル非正規雇用世帯（単身男性4)）

3) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/nenkin01/21.html （2016年7月1日最終確認）
4) 藤本（2009）では，男子・女子という言葉使いであったが，ここでは男性・女性と改めている。計算は夫婦世帯

と単身女性世帯も実施している。
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の老後所得を非正規雇用者（男性）の平均的収入

合計，平均的失業確率，平均的就業期間中の厚生

年金保険の加入割合・就業期間中の公的年金の未

加入割合を使用して，厚生年金保険のモデル給付

額（報酬比例年金：93,399円，基礎年金：65,008

円）との比例計算により算出している。


非正規男性の

20歳〜59歳までの

収入合計（賞与込み）×1−失業確率(男性)

36万円×12×40

× 
就業期間中の

厚生年金加入割合×10万576円

+
40×1−失業確率(男性)

40

× 
1−就業期間中の

公的年金加入割合×6万6,008円 式1

この比例計算をする理由は，後に政策変更のシ

ミュレーションを実施するための仕掛けである

が，この仕掛が式1の中に多分に曖昧さを導く原

因となっている（後述）。

Ⅲ 非正規雇用の現状

非正規雇用者の老後生計費問題が社会問題化す

るか否かは，その絶対量によるものと考えられ

る。総務省統計局（2015）によれば，いわゆる「不

本意型」非正規雇用者とも呼ばれる『正規の職

員・従業員の仕事がないから非正規雇用の職に就

いた者』の割合は，非正規雇用者の18.1％（331万

人，2014年の数値）に過ぎない（うち，転職を希

望する者は159万人；48％である）。言い換えれ

ば，時間の都合のつけやすさや家計の補助を得る

こと等を理由として非正規雇用を選択している者

が多いという印象を与えている。こうした印象

現行社会保障制度に基づく非正規労働者の老後生計費問題：予備的考察 449
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は，非正規雇用者の内訳からみて女性のパート・

アルバイトが多いこと，すなわち，こうした女性

の多くが国民年金の3号被保険者を暗示させると

いう効果を持っている（厚生労働省の平成23年版

「労働経済の分析」と対称的である）。しかし，実

際の3号被保険者のトレンドは減少傾向にあると

言って良い。図1に3号被保険者の年齢階級別人数

を当該年齢階級別人口で除した割合の推移を示し

ている。これを見ると，その傾向は50歳以上とそ

れ未満で大きく分かれる。特に，晩婚化や共働き

でないと生活できない25-29歳，30-34歳，そして

34-39歳といった年齢階級では，3号被保険者の割

合が急速に低下していることが見て取れよう。こ

うして見ると，いわゆる専業主婦のパート労働が

非正規雇用の代表という時代は過ぎようとしてい

るのかも知れない。すなわち，女性の場合，専業

主婦という一種の身分保障をされてからパートに

出るということではなく，単身でパートあるいは

アルバイト的労働をせざるを得ない場合が増えて

いる可能性が考えられよう。

また，厚労省の労働経済の分析5)によれば正規

雇用化の人数については若干の増減はあるもの

の，好景気に支えられた正規雇用の需要の増大等

の影響もあり，2011年10〜12月期において77万人

であった転換者数は，2014年10〜12期には92万人

まで増加し，足下の2015年1〜3月期には77万人と

なった。年平均の推移をみると2012年は78.5万

人，2013年は81.5万人，2014年は87.5万人となっ

ており，正規雇用化への動きは強くなっていると

みられる。なお，「非正規雇用から転換した正規

雇用労働者」と，「正規雇用から転換した非正規雇

用労働者」の数を比べてみると，55歳以上で「正

5) 厚生労働省（2015）『労働経済の分析 平成27年版』第1章 労働経済の推移と特徴第2節 雇用，失業等の動向,

p.29。
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規雇用から転換した非正規雇用労働者」の数が多

いことから，総数でみれば，「非正規雇用から転換

した正規雇用労働者」の数の方が「正規雇用から

転換した非正規雇用労働者」の数よりも少なく

なっている。一方，年齢階級別でみると，2011年

10〜12月期から2015年1〜3月期まで一貫して，

15〜24歳層において，「非正規雇用から転換した

正規雇用労働者」の数が，「正規雇用から転換した

非正規雇用労働者の数」を上回っており，若年世

代での正規雇用化が進んでいることが分かる。

Ⅳ 分析の方法

非正規雇用者（本稿では就労期間の多くを非正

規就労する者を指す）の年金を試算するのは難し

い。仮に，全就労期間が非正規であれば，基礎年

金のみの受給になるので至極単純であるが，厚生

年金の加入歴は1ヶ月でもあれば基礎年金に報酬

比例部分が付く（基礎年金の受給権の獲得が条件

だが）。現行制度では，保険料納付済期間と保険

料免除期間とを合算した期間が25年以上で基礎年

金の受給権は獲得出来る（2012年8月10日に成立

した公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の

強化等のための国民年金法等の一部を改正する法

律で年金の受給資格期間を現在の25年から10年に

短縮するとなったが，消費税の引き上げが条件と

なっているために，現行法だと少なくとも2019年

10月までは最低加入期間は25年のままである）。

では一体，公的年金への保険料支払い可能期間

に，正規雇用された期間と非正規雇用であった期

間がどれぐらいの割合で，かつ，その期間の報酬

はいくらであったかという公的統計は存在するの

か。厚労省の発行する『厚生年金保険・国民年金

事業年報』は，それぞれの被保険者および受給者

情報が掲載されているのみで，国民年金と厚生年

金の両方の加入歴を示すデータはひとつも存在し

ない。例えば，縦軸に厚生年金の加入月数，横軸

に国民年金の加入月数という表を新規裁定者につ

いて標準報酬毎に示してもらえば，年金の試算は

もっと精度が上がることになる。

しかし，ここでは実行できることを模索し，基

本的には藤本（2009）の考え方を踏襲する。藤本

（2009）では，モデル非正規雇用世帯（単身男性）

の老後所得を非正規雇用者（男性）の平均的収入

合計，平均的失業確率，平均的就業期間中の厚生

年金保険の加入割合・就業期間中の公的年金の未

加入割合を使用して，厚生年金保険のモデル給付

額（報酬比例年金：93,399円，基礎年金：65,008

円）との比例計算により算出している。式1を見

ればわかりやすいが，第1項が報酬比例部分を表

し，第2項が基礎年金部分を表す。現行の社会保

障制度では，社会保険適用事業所において20歳未

満で正規の就労を開始しない限り，まず，第1号被

保険者になる。それから，社会保険適用事業所に

おいて20歳以上で正規の就労を開始すると第2号

被保険者に変わる。式1では，例えばずっと非正

規雇用であった者については，就業期間中の厚生

年金加入割合がゼロとして表現できることにな

る。

藤本（2009）の問題点は，藤本（2009）自体で

も指摘されていることだが，正規雇用者の失業と

非正規雇用者の失業を区別できていないことが挙

げられる。式1の第1項は報酬比例部分の計算の

｛1―失業確率｝という項の失業確率が，データと

して性別では取れるのだが，非正規・正規の区別

では取れない。したがって，やや過剰になってい

るということがある（それでも，失業確率の分母

には労働力人口から正規雇用者を差し引くなど，

接近は試みられている）。これに関しては，さら

に，正規雇用と非正規雇用の失業率を分けて考え

るべきか否かは議論があるだろう。昔のように，

非正規雇用は雇用の調整弁の一つとは考えにくく

なりつつあるからである。総務省統計局の労働力

調査年報6)によると，非正規雇用者はおよそ4割に

まだ拡大し，特に若年男性の拡大は大きいとされ

ている。そうすると，非正規の安易な首切りは企

業自体の生産活動に重大な影響を及ぼす可能性が

高くなっていると思われる。藤本（2009）のモデ

6) 総務省統計局『平成27年 労働力調査年報』I基本集計p.9 http://www.stat.go.jp/data/roudou/report/2015/pdf/

summary1.pdf （2016年7月11日最終確認）
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ルの特徴は，失業確率と就業期間中の厚生年金加

入割合をシミュレーションの政策変数として，共

に年金額の増額（モデル年金の金額に接近）に利

用している。すなわち，


非正規男性の

20歳〜59歳までの

収入合計（賞与込み）×1−失業確率（男性)

36万円×12×40 式2

の項は，モデル年金の設定での標準報酬額の総支

払い額に対する非正規雇用者の総支払額に，就業

していた割合を乗じて，モデル年金額を調整しよ

うとするものである。そして，


就業期間中の

厚生年金加入割合 式3

の項は，まさしく，就業期間中に厚生年金に加入

していた割合を示す。ただし，藤本（2009）の非

正規という言葉遣いには問題があるかもしれな

い。藤本（2009）の非正規の言葉の使い方は，正

規雇用者が何らかの理由により非正規化したが，

人生の大半を正規雇用でまっとうした者の呼称の

ようである（藤本（2009）の表4における年金額の

高さも，それを物語っている）。しかし，非正規雇

用者の問題は，人生のほとんどを社会保険適用事

業所に勤務しながら，本人は社会保険の適用を受

けることが出来なかった者として推し量られる現

役時そして老後の困窮問題であると考えられる。

もちろん，正規→非正規転換者の老後生計費問題

も重要で，藤本（2009）では正規→非正規転換者

でさえ，老後に困窮する可能性を示唆するという

重要な結論を導いたという点で，その価値に揺る

ぎはない（ここでは示していないが，女性の年金

算出式の報酬比例部分の項が男性と同じになって

いることが挙げられる。厚労省の報告する「平成

21年度の年金額について」では，平均標準報酬額

に対しては “夫” のと明示しているが，藤本

（2009）では女性についても，この平均標準報酬額

を使用している。女性については，かなり過大な

試算になっている可能性は否めない）。

以上により，本稿では藤本（2009）の式1を式4

のように変更する。これは，式2や式3を用いての

政策シミュレーションは本稿では行わず，ただ収

入と公的年金の加入期間の変化のみによるカリブ

レーションを実施するから

加入期間1

480
×6万5,008円〜6万8,500円

+
加入期間2

480
×1万4,453円〜5万7,813円 式4

のようになる。

藤本（2009）では夫婦世帯をも想定していたが，

本稿ではこれは採用しない。等価計算の理屈から

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2452

表1 非正規雇用者の賃金

男性 女性

年齢
きまって支

給する現金

年間賞与その

他特別給与額
年間収入

きまって支給

する現金

年間賞与その

他特別給与額
年間収入

〜19 174.8 20.5 2118.1 163.3 29.4 1989.0

20〜24 203.1 74.2 2511.4 180.7 74.6 2243.0

25〜29 232.4 116.0 2904.8 197.8 124.7 2498.3

30〜34 245.7 134.5 3082.9 201.9 141.6 2564.4

35〜39 259.8 164.6 3282.2 201.7 156.1 2576.5

40〜44 262.0 154.0 3298.0 197.9 156.2 2531.0

45〜49 277.6 204.7 3535.9 194.3 157.4 2489.0

50〜54 270.7 194.9 3443.3 192.3 176.8 2484.4

55〜59 269.9 271.6 3510.4 186.6 187.4 2426.6

平均 249.5 151.7 3146.3 195.1 136.8 2477.5

出所）厚生労働省「平成27年賃金構造基本統計調査」一般労働者・雇用形態別・正社員・正職員以外計・年齢階級別きまっ

て支給する現金給与額，所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額
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から考えれば結婚した方が現役時も老後も生活は

楽になるはずであるが，残念ながら人間はそれほ

ど合理的な判断を下すことはできない（例えば，

2010年の総務省統計局「国勢調査」によると，

25〜39歳の未婚率は男女ともに引き続き上昇して

いる。男性では，25〜29歳で71.8％，30〜34歳で

47.3％，35歳〜39歳で35.6％，女性では，25〜29歳

で60.3％，30〜34歳で34.5％，35〜39歳で23.1％と

なっている7)。よって，単身世帯モデルのみを考

察する。試算対象は，辻（2008）を参考に，おお

むね就職氷河期（1970年から1985年生まれ）世代

を対象とする。1970年生まれだと2035年から年金

を受給開始し，1985年なら2050年から年金を受給

することになる。

また，本稿では厚労省の「賃金構造基本統計調

査」の非正規雇用者の賃金から直接に平均標準報

酬を求め，厚生年金の年金額を算出した。非正規

雇用者の場合，その賃金に対しては年功的要素が

ほとんど見られないのが特徴のひとつとなってい

る（正規雇用者と非正規雇用者の賃金カーブを比

較し，非正規雇用者の勤続評価が著しく低いこと

を見いだしている8)）。この表1から実際の男性の

年収はおよそ314万円，女性のそれは248万円と

なっている。ただ，非正規雇用者の年収の分散は

大きいと考えられるので325万円，275万円を基準

として，さらに225万円，175万円という年収で年

金額を試算した。

厚生年金（報酬比例部分）の年金額算出法は，

〜平成15年3月の平均標準報酬月額×(9.5〜

7.125)÷1000×加入期間+平成15年4月〜の平

均標準報酬額×(7.308〜5.481)÷1000×加入期

間×スライド分9) 式5

のようになっている。一方，基礎年金の算出方法

は基準とする金額こそ変わるが，藤本（2009）を

踏襲する。よって，新規裁定時の年金受給額は表

2のようになる。上述のように現行制度であれば，

年金制度の最低加入期間は25年であるから，まず

各年の基礎年金の欄の加入期間25年（300カ月）以

上を見れば良い（消費税の増税が成された場合を

考え，10年（120カ月）も計算してある）。しかし，

仮に，25年のうち10年は厚生年金に加入できた場

合，2035年に新規裁定で年金を受け取る場合，年

収300万なら基礎年金40,630円に報酬比例部分

14,453円を加えた55,083円が受け取れる年金額と

なる。

収支は65歳の年金支給開始年齢から65歳の余命

まで生きるとして計算される。よって，余命を考

えるべきなのだが，結果として平成26年の厚労省

の簡易生命表を試算期間中は使用せざるを得な

い。恐らく非正規雇用者の男性（加えて単身）の

寿命は短いと考えられるが，寿命と所得の関係に

関する研究は，わが国では余り存在しない（数少

ない例外は豊田（2011)である）。例えば，Raj

Chetty et al.(2016）は，米国の富裕層は貧困層よ

りも少なくとも10年は長生きする可能性があり，

また，高所得層のアメリカ人は2001年から14年ま

でに年平均余命が2年から3年延びたが，低所得層

にはほとんど変化が見られなかったと報告してい

る。

こうした研究は，今のところ，わが国ではあま

り見られない。ただし，厚労省の国民健康・栄養

調査10)では所得と生活習慣等に関する状況につい

て，所得の低い世帯では，所得の高い世帯と比較

して，穀類の摂取量が多く野菜類や肉類の摂取量

が少ない，習慣的に喫煙している者の割合が高

い，健診の未受診者の割合が高い，歯の本数が20

歯未満の者の割合が高いということを報告してい

る。こうした状況は，余命と関連すると思われる

7)内閣府子ども・子育て本部少子化対策webページhttp://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/data/mikonritsu.html

（2016年7月10日最終確認）
8)脚注5，pp.246-248。
9)詳細は，https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/index.html 日本年金機構のページを参

照のこと （2016年7月10日最終確認）
10) 厚生労働省 平成26年「国民健康・栄養調査」の結果http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106405.html （2016年

7月11日最終確認）
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が，上述のように余命は所得階層ごとには分かれ

ていないので，生命表を利用する。

また，藤本（2009）では単年度の収支を考察す

るのみで，老後期の時系列的な変化は追っていな

かった。藤本（2009）の表5には対照となる住居費

だけを除いた消費支出額を示されているが，なぜ

住居費だけを除けば最低限の生活を維持する消費

水準になるのかの説明は全くない。また，加齢

（単身の効果も考えられる）による食費の構造変

化（例えば，中食の増加；店舗で購入した弁当・

惣菜などの調理済み品やインスタント食品を持ち

帰って食べる食事形態が増加すること）にも配慮

が全くない（現実にこれを実行することはとても

難しいのだが）。恐らく，藤本（2009）は，基礎的

消費支出を対照とすべきであると考えたものと推

察できる。一般に，支出弾力性が1.00未満の支出

項目は基礎的支出（必需品的なもの）に分類され，

食料，家賃，光熱費，保健医療サービスなどが該

当する。1.00以上の支出項目は選択的支出（贅沢

品的なもの）に分類され，教育費，教養娯楽用耐

久財，月謝類などが該当する。

問題は，非正規雇用者の高齢期の消費実態が不

明なことである。勤労世帯の場合，基本的に正規

雇用であった現在の高齢単身世帯の統計数値を利

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2454

表2 非正規雇用者の新規裁定時の年金額

加入期間（月） 120 180 240 300 360 420 480

2035 基礎年金 16252 24378 32504 40630 48756 56882 65008

報酬比 平均年収 325 15658 23486 31315 39144 46973 54801 62630

例部分 （万円） 275 13249 19873 26497 33122 39746 46370 52995

225 10840 16260 21680 27100 32520 37939 43359

175 8431 12646 16862 21077 25293 29508 33724

2040 基礎年金 15610 23414 31219 39024 46829 54633 62438

報酬比 平均年収 325 18620 27930 37240 46549 55859 65169 74479

例部分 （万円） 275 15755 23633 31510 39388 47266 55143 63021

225 12891 19336 25781 32227 38672 45117 51563

175 10026 15039 20052 25065 30078 35091 40104

2045 基礎年金 15620 23430 31240 39050 46860 54670 62480

報酬比 平均年収 325 19974 29961 39948 49935 59922 69909 79896

例部分 （万円） 275 16901 25352 33802 42253 50703 59154 67604

225 13828 20742 27656 34570 41484 48398 55313

175 10755 16133 21510 26888 32266 37643 43021

2050 基礎年金 17125 25688 34250 42813 51375 59938 68500

報酬比 平均年収 325 21836 32754 43672 54590 65508 76426 87344

例部分 （万円） 275 18477 27715 36953 46191 55430 64668 73906

225 15117 22676 30234 37793 45352 52910 60469

175 11758 17637 23516 29395 35273 41152 47031

注）マクロ経済スライドを適用，2014年財政検証のケースEを採用

出所）筆者計算

表3 65歳以上の男女別平均余命

平均余命 平均余命

年齢 男性 女性 年齢 男性 女性

65 19.29 24.18 80 8.79 11.71

66 18.51 23.30 81 8.22 10.99

67 17.74 22.42 82 7.69 10.29

68 16.98 21.54 83 7.18 9.62

69 16.23 20.67 84 6.70 8.97

70 15.49 19.81 85 6.24 8.35

71 14.76 18.95 86 5.82 7.75

72 14.04 18.10 87 5.41 7.18

73 13.33 17.25 88 5.03 6.64

74 12.63 16.42 89 4.68 6.13

75 11.94 15.60 90 4.35 5.66

76 11.27 14.79 91 4.04 5.22

77 10.62 13.99 92 3.76 4.82

78 9.99 13.21 93 3.49 4.45

79 9.37 12.45 94 3.25 4.11

出所）厚生労働省「平成26年 簡易生命表」
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用して，将来の非正規単身世帯の消費を占うこと

は不可能である。たとえ現在が単身者でも，その

中には離死別経験者や離れて住む子が居る場合も

統計に含まれるし，また，預貯金が1千万を超えて

いる場合もある。そこで，全国消費実態調査から

男女，年間収入階級別1世帯当たり1カ月間の収入

と支出表（単身世帯のうち勤労者世帯）から，30

歳未満で，かつ上述した年金額の試算に用いる年

収を勘案し，年間収入が 300〜350万円から

100〜150万円の単身世帯男女の基礎的消費を取っ

た。そして，その年齢の消費生活がそのまま変わ

らないと仮定して分析を進める。もちろん，サン

プルの大きさが十分ではないことや予想外に貯蓄

をしていること（家計簿を付けられる＝几帳面な

性格というバイアスか）等の問題はあるが，最大

の問題は，やはり，加齢に伴う消費行動の変化で

ある。基礎的消費のうち，食費に関しては，中食

の比率が15〜30％というのは若い世代も高齢世代

も余り変わりがない。光熱費は，特に冬季に高齢

者の方がかさむかもしれないが，これは誤差の範

囲と考えられる。一方，保健医療サービスについ

ては，高齢者・低所得者といってもある程度は掛

かってくる。残念ながら，全国消費実態調査の公

表データでは年収別に単身世帯高齢者の消費支出

は報告されていない。そこで，65歳以上の男女，

年齢階級別1世帯当たり1カ月間の収入と支出表の

保健医療サービスの平均値（男性6,921円，女性

8,179円）を表4の基礎的消費に加えて収支を算出

する。

すなわち，分析の方法をまとめると

(a）就職氷河期（1970年から1985年生まれ）の試

算（辻 2008を参考）

(b）基礎年金および報酬比例部分の年金額の算定

には式4を利用する

(c）基礎年金額，報酬比例部分および基礎的消費

支出は，基本推計として2014年の財政検証の

経済的仮定E，低位推計として同じく財政検

証の経済的仮定Hに従う（推計基礎年金額，

推計報酬比例部分，そして推計基礎的消費支

出と称する)

(d）非正規雇用者の平均的な平均標準報酬額は表

1に従う。

(e）対照する基礎的消費支出は表4に従う

となる。

Ⅴ 分析結果

表5には基本推計の計基礎年金 マイナス 推

計基礎的消費支出を示している。月の収支ではな

く，年金受給開始から65歳から余命まで生きた場

合の収支を試算した。結果として，年間収入階級

のすべてで推計基礎年金の金額が推計基礎的消費
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表4 対照とする基礎的消費支出と消費支出 （千円）

男性 女性

収入階級

（万円）
サンプル

消費支

出額

基礎的消

費支出

消費支出

に占める

割合

貯蓄 サンプル
消費支

出額

基礎的消

費支出

消費支出

に占める

割合

貯蓄

平均 111 156 42 25％ 1, 903 83 161 34 21％ 1, 489

-100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

100-150 4 93 23 25％ 215 6 111 19 17％ 203

150-200 6 110 33 30％ 1, 378 11 118 29 25％ 643

200-250 16 138 33 24％ 1, 637 25 149 33 22％ 886

250-300 15 133 42 31％ 1, 163 9 212 46 22％ 766

300-350 26 137 42 31％ 1, 093 13 142 41 29％ 3, 104

350-400 12 146 37 26％ 1, 325 8 141 32 23％ 2, 001

400-500 27 184 53 29％ 3, 413 10 284 44 15％ 2, 106

500-600 3 135 53 39％ 3, 594 1 -- -- -- --

600+ 2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

出所）総務省統計局「全国消費実態調査 平成27年」男女，年間収入階級別1世帯当たり1カ月間の収入と支出（単身世帯のうち勤労者世

帯） 30歳未満
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支出の金額を上回ることはなかった。年間収入が

高い階層がもう少し節約に努めれば420カ月以上

の加入で推計基礎年金 マイナス 推計基礎的消

費支出は黒字となる（最低加入期間を10年とした

場合，年収によって異なるが，約 1,000万円

〜1,350万円の赤字となる）。

また，厚労省『事業年報』11)の老齢基礎年金の平

均額をみると54,414円で，これは加入期間に直せ

ば402カ月程度になる。すなわち，平均的な基礎

年金を受け取れれば，基礎的消費支出はなんとか

賄えるということになっている（年収が低いほど

収支が良いのは，年収の高いほど基礎的消費支出

の金額が高いことによるが，男女で結果が異なる

のは，やはり小さなサンプルから基礎的消費支出

を持ってきている影響と考えられる 表4参照）。

男女別で見た場合，おおむね男性の方が赤字は小

さい。やはり，現役時代の若干の収入格差が年金

受給期にも響いていることになる。

一方，低位推計の方は，おおむね基本推計と同

様な結果であるが，加入期間が短いか，または，

収入が低い方が基本推計と比べて赤字が少なくな

るという傾向がある。これは，収入の低さが基礎

的消費支出を抑制し，かつ低位推計の場合は年金

額の改定率は小さいが物価の伸びも小さいという

理由がある。言い換えれば，低年金者にとっては

低位推計の方が基本推計よりも望ましいという皮

肉な結果となっている（もっとも，低位推計の基

礎となる経済状態で年金制度が維持できるかとい

う問題は残されるが，ここではこれ以上立ち入ら

ない）。

報酬比例部分が加われば，20年ほどの加入期間

でも収支がすべて黒字になることを示すのが表7

である。これは至極当然のことであり，年金額が

上乗せされているので，収支は大きく改善するこ

とになる。基本推計でも低位推計の場合でも，

240カ月の加入で試算基礎的消費支出を賄うこと

が出来る（加入期間が5年足りないので，国民年金

で5年分の保険料を納める必要はある）。すべての

11) 厚生労働省年金局『厚生年金保険・国民年金事業年報 平成26年版』総括表（国民年金）14，http://www.e-stat.

go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001148498 （2016年7月11日最終確認）
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表5 基本推計 推計基礎年金−推計基礎的消費支出 （千円）

加入期間

（月）
男性 女性

収入階級

（万円）
120 180 240 300 360 420 480 120 180 240 300 360 420 480

2035

325 -11,741 -9,351 -6,961 -4,571 -2,181 210 2,600 -12,055 -9,664 -7,274 -4,884 -2,494 -104 2,287

275 -11,542 -9,152 -6,761 -4,371 -1,981 409 2,800 -13,613 -11,223 -8,833 -6,442 -4,052 -1,662 728

225 -9,084 -6,694 -4,304 -1,913 477 2,867 5,257 -9,642 -7,251 -4,861 -2,471 -81 2,310 4,700

175 -9,126 -6,736 -4,346 -1,956 434 2,825 5,215 -8,683 -6,293 -3,903 -1,513 878 3,268 5,658

2040

325 -12,936 -10,447 -7,958 -5,468 -2,979 -490 1,999 -13,276 -10,787 -8,297 -5,808 -3,319 -830 1,660

275 -12,720 -10,230 -7,741 -5,252 -2,763 -273 2,216 -14,966 -12,477 -9,987 -7,498 -5,009 -2,519 -30

225 -10,055 -7,566 -5,076 -2,587 -98 2,392 4,881 -10,659 -8,170 -5,681 -3,191 -702 1,787 4,276

175 -10,101 -7,612 -5,122 -2,633 -144 2,346 4,835 -9,620 -7,131 -4,642 -2,152 337 2,826 5,316

2045

325 -14,093 -11,379 -8,664 -5,950 -3,235 -521 2,193 -14,463 -11,749 -9,035 -6,320 -3,606 -891 1,823

275 -13,857 -11,143 -8,428 -5,714 -2,999 -285 2,429 -16,305 -13,590 -10,876 -8,161 -5,447 -2,733 -18

225 -10,953 -8,239 -5,524 -2,810 -96 2,619 5,333 -11,612 -8,898 -6,183 -3,469 -754 1,960 4,675

175 -11,003 -8,289 -5,575 -2,860 -146 2,569 5,283 -10,480 -7,765 -5,051 -2,336 378 3,093 5,807

2050

325 -14,866 -11,606 -8,346 -5,085 -1,825 1,435 4,695 -15,271 -12,011 -8,751 -5,491 -2,231 1,029 4,289

275 -14,607 -11,347 -8,087 -4,827 -1,567 1,693 4,953 -17,288 -14,028 -10,768 -7,508 -4,248 -988 2,272

225 -11,644 -8,322 -4,999 -1,677 1,645 4,967 8,290 -12,379 -9,057 -5,735 -2,412 910 4,232 7,555

175 -11,926 -8,539 -5,153 -1,767 1,620 5,006 8,393 -11,330 -7,943 -4,557 -1,170 2,216 5,602 8,989

注） 男性については65〜85歳まで，女性については65歳〜90歳までの累計

平成24年財政検証の経済的仮定Eを採用

出所）筆者計算
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表7 基本推計 推計基礎年金＋推計報酬比例−推計基礎的消費支出 （千円）

加入期間

（月）
男性 女性

収入階級

（万円）
120 180 240 300 360 420 480 120 180 240 300 360 420 480

2035

325 -7,136 -2,443 2,250 6,943 11,636 16,329 21,022 -7,449 -2,756 1,937 6,630 11,323 16,016 20,719

275 -7,645 -3,306 1,033 5,372 9,710 14,049 18,388 -9,716 -5,377 -1,039 3,300 7,639 11,978 16,317

225 -5,896 -1,911 2,073 6,058 10,042 14,027 18,011 -6,453 -2,469 1,516 5,500 9,485 13,469 17,454

175 -6,647 -3,016 614 4,244 7,874 11,505 15,135 -6,203 -2,573 1,057 4,687 8,318 11,948 15,578

2040

325 -6,998 -1,539 3,920 9,378 14,837 20,296 25,754 -7,337 -1,879 3,580 9,039 14,497 19,956 25,415

275 -7,695 -2,693 2,309 7,311 12,313 17,315 22,316 -9,941 -4,939 63 5,065 10,067 15,069 20,070

225 -5,944 -1,399 3,146 7,692 12,237 16,782 21,327 -6,548 -2,003 2,542 7,087 11,632 16,177 20,722

175 -6,903 -2,815 1,273 5,361 9,450 13,538 17,626 -6,422 -2,334 1,754 5,842 9,930 14,018 18,107

2045

325 -7,151 -966 5,220 11,406 17,591 23,777 29,962 -7,521 -1,336 4,850 11,035 17,221 23,406 29,592

275 -7,983 -2,332 3,320 8,971 14,623 20,275 25,926 -10,431 -4,779 872 6,524 12,175 17,827 23,479

225 -6,147 -1,030 4,088 9,205 14,323 19,440 24,558 -6,806 -1,688 3,429 8,547 13,664 18,782 23,899

175 -7,265 -2,682 1,902 6,485 11,069 15,652 20,236 -6,742 -2,158 2,425 7,009 11,592 16,176 20,579

2050

325 -6,552 865 8,282 15,699 23,116 30,534 37,951 -6,957 460 7,877 15,294 22,711 30,128 37,545

275 -7,572 -795 5,983 12,760 19,538 26,315 33,093 -10,254 -3,476 3,301 10,079 16,857 23,634 30,412

225 -5,779 477 6,732 12,987 19,242 25,497 31,752 -6,514 -259 5,996 12,252 18,507 24,762 31,017

175 -7,276 -1,564 4,147 9,859 15,571 21,282 26,994 -6,680 -968 4,743 10,455 16,167 21,878 27,590

注） 男性については65〜85歳まで，女性については65歳〜90歳までの累計

平成24年財政検証の経済的仮定Eを採用

出所）筆者計算

表6 低位推計 推計基礎年金−推計基礎的消費支出 （千円）

加入期間

（月）
男性 女性

収入階級

（万円）
120 180 240 300 360 420 480 120 180 240 300 360 420 480

2035

325 -11,139 -8,871 -6,604 -4,336 -2,069 199 2,466 -11,436 -9,168 -6,901 -4,633 -2,366 -98 2,169

275 -10,949 -8,682 -6,414 -4,147 -1,879 388 2,656 -12,914 -10,647 -8,379 -6,112 -3,844 -1,577 691

225 -8,618 -6,350 -4,083 -1,815 452 2,720 4,987 -9,146 -6,879 -4,611 -2,344 -76 2,191 4,459

175 -8,658 -6,390 -4,123 -1,855 412 2,680 4,947 -8,237 -5,970 -3,702 -1,435 833 3,100 5,368

2040

325 -11,899 -9,609 -7,319 -5,030 -2,740 -451 1,839 -12,211 -9,921 -7,632 -5,342 -3,053 -763 1,527

275 -11,699 -9,410 -7,120 -4,831 -2,541 -251 2,038 -13,765 -11,476 -9,186 -6,896 -4,607 -2,317 -28

225 -9,248 -6,959 -4,669 -2,380 -90 2,200 4,489 -9,804 -7,515 -5,225 -2,935 -646 1,644 3,933

175 -9,291 -7,001 -4,711 -2,422 -132 2,157 4,447 -8,849 -6,559 -4,269 -1,980 310 2,600 4,889

2045

325 -12,506 -10,097 -7,689 -5,280 -2,871 -462 1,946 -12,835 -10,426 -8,017 -5,608 -3,200 -791 1,618

275 -12,297 -9,888 -7,479 -5,070 -2,662 -253 2,156 -14,469 -12,060 -9,651 -7,242 -4,834 -2,425 -16

225 -9,720 -7,311 -4,902 -2,494 -85 2,324 4,733 -10,304 -7,896 -5,487 -3,078 -669 1,739 4,148

175 -9,764 -7,355 -4,947 -2,538 -129 2,280 4,688 -9,299 -6,891 -4,482 -2,073 336 2,744 5,153

2050

325 -12,660 -9,884 -7,107 -4,331 -1,554 1,222 3,998 -13,005 -10,229 -7,453 -4,676 -1,900 877 3,653

275 -12,440 -9,663 -6,887 -4,111 -1,334 1,442 4,218 -14,723 -11,947 -9,170 -6,394 -3,618 -841 1,935

225 -9,829 -7,024 -4,220 -1,416 1,389 4,193 6,997 -10,449 -7,645 -4,841 -2,036 768 3,572 6,377

175 -9,975 -7,143 -4,310 -1,478 1,355 4,187 7,020 -9,477 -6,644 -3,812 -979 1,853 4,686 7,519

注） 男性については65〜85歳まで，女性については65歳〜90歳までの累計

平成24年財政検証の経済的仮定Hを採用

出所）筆者計算
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結果に共通することは制度への加入期間が大切で

あると言うことである。とくに，基礎年金は加入

期間に比例して年金額が決まるので，可能なら免

除ではなく保険料を支払うことが望ましい。最悪

でも，2分の1免除にとどめられれば，加入可能期

間の4分の3（360カ月）加入したことになる（望む

べくは，5年以上の厚生年金加入期間があれば，基

礎的消費はなんとか賄えることになる）。

Ⅵ おわりに

本稿では現行の社会保障制度の下で，非正規雇

用者の老後生計費を試算し，非正規雇用者の将来

の困窮の程度を示した。方法は単純で，試算年金

所得 マイナス 試算基礎的消費支出を作成し，

これが赤字か黒字かで評価する。試算の結果，平

均的な基礎年金を受け取ることができれば，おお

むね基礎的消費支出は賄うことができることが分

かった。その意味で，基礎年金はその役割は果た

していることになる。ただし，免除や未納は禁物

で，試算によれば，少なくとも400カ月以上の保険

料の支払いが必要であることがわかった（厚生年

金に加入期間があれば，もう少し短い加入期間で

も基礎的消費支出を賄うことは可能である）。た

だし，厚生労働省の国民年金被保険者実態調査を

見ると，経年的に保険料の未払い理由の項目とし

て “保険料が高く，経済的に支払うのが困難” と

する場合が増えている。国民年金の保険料を支払

い，かつ，貯蓄もできるように非正規雇用者の賃

金設定を再考する必要がある。

もっとも，深刻なのは要介護状態になった場合

である。上述したように，今回の試算は要介護状

態にはなっていないことを前提にして進めてき

た。厚生労働省の介護サービス情報公表システ

ム12)によると，介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム）の1カ月の自己負担の目安は，要介護5の

者が多床室を利用した場合で月101,700円（施設

サービス費1割自己負担込み），要介護5の者がユ

12) http://www.kaigokensaku.jp/commentary/fee.html （2016年7月1日最終確認）
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表8 低位推計 推計基礎年金＋推計報酬比例−推計基礎的消費支出 （千円）

加入期間

（月）
男性 女性

収入階級

（万円）
120 180 240 300 360 420 480 120 180 240 300 360 420 480

2035

325 -6,769 -2,317 2,135 6,587 11,039 15,491 19,943 -7,067 -2,615 1,838 6,290 10,742 15,194 19,646

275 -7,252 -3,136 980 5,096 9,212 13,328 17,444 -9,217 -5,101 -985 3,131 7,247 11,363 15,479

225 -5,593 -1,813 1,967 5,747 9,527 13,307 17,086 -6,122 -2,342 1,438 5,218 8,998 12,778 16,558

175 -6,305 -2,861 582 4,026 7,470 10,914 14,358 -5,885 -2,441 1,003 4,447 7,890 11,334 14,778

2040

325 -6,436 -1,415 3,605 8,626 13,647 18,668 23,689 -6,749 -1,728 3,293 8,314 13,334 18,355 23,376

275 -7,077 -2,477 2,124 6,724 11,325 15,926 20,526 -9,143 -4,543 58 4,659 9,259 13,860 18,460

225 -5,467 -1,286 2,894 7,075 11,255 15,435 19,616 -6,023 -1,842 2,338 6,519 10,699 14,880 19,060

175 -6,349 -2,589 1,171 4,931 8,692 12,452 16,212 -5,907 -2,147 1,613 5,373 9,134 12,894 16,654

2045

325 -6,346 -857 4,632 10,121 15,610 21,099 26,588 -6,674 -1,185 4,304 9,793 15,282 20,770 26,259

275 -7,084 -2,069 2,946 7,961 12,976 17,991 23,006 -9,256 -4,241 774 5,789 10,804 15,819 20,834

225 -5,455 -914 3,627 8,169 12,710 17,251 21,792 -6,039 -1,498 3,043 7,584 12,125 16,666 21,208

175 -6,447 -2,380 1,687 5,755 9,822 13,889 17,957 -5,982 -1,915 2,152 6,220 10,287 14,354 18,422

2050

325 -5,580 737 7,053 13,370 19,686 26,003 32,319 -5,925 391 6,708 13,025 19,341 25,658 31,974

275 -6,449 -677 5,095 10,867 16,639 22,411 28,182 -8,732 -2,960 2,812 8,583 14,355 20,127 25,899

225 -4,878 402 5,682 10,962 16,242 21,522 26,801 -5,498 -218 5,061 10,341 15,621 20,901 26,181

175 -6,086 -1,308 3,469 8,246 13,024 17,801 22,578 -5,587 -810 3,968 8,745 13,522 18,299 23,077

注） 男性については65〜85歳まで，女性については65歳〜90歳までの累計

平成24年財政検証の経済的仮定Eを採用

出所）筆者計算
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ニット型個室を利用した場合で月139,000円（施

設サービス費1割自己負担込み）掛かることにな

る。もちろん，所得段階による調整や特定入所者

介護サービス費（負担限度額認定）という制度も

あるが，それでも一定程度の費用は掛かる。上述

のように，本稿における試算では医療・介護リス

クを十分に検討していないので，この備えは必要

となる。上述したように厚労省国民健康・栄養調

査によれば，低所得者が気をつけなければならな

いこととして，野菜類や肉類の摂取量を多くす

る，禁煙，健診の受診，口腔ケアをあげている。

特に本稿で考察した若年の非正規雇用には高齢期

になるまで時間があるので，医療・介護リスクを

最小にすることが望まれる（これらのことは正規

雇用者にも共通する）。
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Abstract

In this study, we calculate the non-regular worker’s aged living expense and show the difficulty of

future their living. The studious way is simple, calculating the future amount of the basic pension benefit and

the amount of basic consumption cost, we make the balance of them. In the result of our calculation, if the non-

regular workers could get the average amount of the basic pension benefit, it would cover their basic

consumption cost. As our calculations say too, the basic pension benefit with enough participation periods

would cover the amount of the basic consumption cost and this shows the role of basic pension system

sufficiently is completed. As the exempt of basic pension insurance fee or evading the basic pension system

could make the amount of pension benefit little, the non-regular workers must pay the basic pension insurance

fee more than 400 months to finance the basic consumption cost.

As our calculations carried out under good health condition of non-regular workers, we did not

carefully mention the future health care and long term care risk of them. The National Health and Nutrition

Survey 2014 shows the relatively poor people’bad custom, smoking, not accepting health check and oral health

check, and not eating vegetables and good protein food like meat and fish. In particular, young non-regular

workers have a time before they get old, they must check up for their health, make the health care and long

term care risk minimize for their old age living expense.

Keywords：non-regular worker, old age living expense, basic pension, basic consumption
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Ⅰ はじめに

公的年金制度において，性別による制度的区別

が残っているのは遺族年金である。これまで，男

性は「独力で生計を維持することが可能」（以下

「自活可能」という。）なのに対し，女性は「独力

で生計を維持することが困難」（以下「自活困難」

という。）という類型化された社会認識を前提に，

被用者を対象とする遺族厚生年金などでは，被保

険者が死亡したときに，遺族が妻の場合には年齢

を問わずに受給できるのに対し，遺族が夫の場合

には55歳以上でなければ受給できないという年齢

要件（以下「本件年齢要件」という。）が設けられ

てきた。

しかし，後掲「社会保障判例研究」で取り上げ

る判例では，本件年齢要件と同じ要件が地方公務

員災害補償法の遺族補償年金に設けられており，

これが憲法14条の平等原則に違反するかどうかが

争われた。大阪地裁判決（平成25年11月25日判

決）は本件年齢要件を違憲と判断したのに対し，

大阪高裁判決（平成27年6月19日判決）はこれを合

憲とした。判例・通説1)によれば，性別などによる

「区別」が平等原則に反するかどうかは，当該区別

が「合理的」かどうかによって決まるとされてい

る。したがって，大阪地裁判決と大阪高裁判決で

は，本件年齢要件の合理性に関する判断が違った

ことになり，現に，それぞれが前提とした男女の

自活可能性に関する社会認識が違っていたのであ

る。

両判決の社会認識の相違に象徴されるように，

現在の日本社会では，女性の自活可能性に関する

社会実態は変化の途上にあり，現在も，一億総活

躍プランの名の下に女性の就労促進などが重要な

政治目標に掲げられている。そこで，本稿では，

男女の自活可能性については特定の社会認識を前

提とせず，どのような認識の場合にはどのような

選択が合理的かを考察することとする。なお，以

下，遺族年金の代表例として遺族厚生年金を取り

上げる。

Ⅱ 合理的選択とその条件

1 平等原則に適う合理的選択肢

さて，本件年齢要件を平等原則に適うように改

める選択肢としては，次の2つがある。形式的な

平等という観点からは，どちらの選択肢も等価で

ある。

選択肢①：遺族たる夫の年齢要件を撤廃する，つ

まり不利な条件の者を有利な条件に改める。

選択肢②：遺族たる妻についても55歳以上という

年齢要件を設定する，つまり有利な条件の者を不

利な条件に改める。

2 社会認識と関連付けた合理性の評価

次に，この2つの選択肢の合理性を，平等原則の

観点から，社会認識と関連付けて評価する。その

ために，遺族たる男性（夫）と女性（妻）が自活

可能か自活困難かに応じて，ケースⅠからⅣまで

の4つの社会認識類型を想定した（表）。なお，各

＊神奈川大学法学部 教授
1) 芦部信喜・高橋和之補訂『憲法（第6版）』（岩波書店，2015年）130-131頁，野中俊夫・中村睦男・高橋和之・高

見勝利『憲法Ⅰ（第5版）』（野中執筆）（有斐閣，2012年）283-284頁など。
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ケースにおいて，「夫」と「妻」を「男」と「女」

で表しているのは，各種統計が男性と女性という

区分でなされており，夫と妻の自活可能性を男性

と女性の自活可能性で代替させて証明せざるを得

ないためである（前記各判例も同じ手法を用いて

いる。）。

ケースⅠ（男性は自活可能，女性は自活困難）

は，現行の遺族厚生年金が前提としている社会認

識である。この場合，選択肢①は，性別による区

別はなく，自活困難な女性をこれ以上有利にはで

きないので，合理的となる。選択肢②は，性別に

よる区別はないものの，自活困難な女性にさらに

不利な条件をつけることになるので，合理的でな

いことになる。

ケースⅡ（男性は自活困難，女性は自活可能）

では，選択肢①は，性別による区別はなく，自活

困難な男性をこれ以上有利にはできないので，合

理的となる。選択肢②は，自活可能な女性に不利

な条件をつけて性別による区別を解消することは

合理的だが，自活困難な55歳未満の男性を不利な

条件のままにするのは合理的でない。なお，この

ケースでは，現行制度も不合理となる。

ケースⅢ（男女ともに自活可能）及びケースⅣ

（男女ともに自活困難）では，性別で区別すること

自体が平等原則違反となる。さらに，ケースⅣの

選択肢②は，性別による区別がないので形式的に

は平等だが，自活困難な55歳未満の者（男女を問

わない。）に不利な条件をつけるのは合理性を欠

く。

なお，55歳という年齢で区分することの合理性

は別の問題であり，すべてのケースに共通の問題

である。

3 制度目的と関連付けた合理性の評価

次に，日本社会が目指していると思われるケー

スⅢにおいて，選択肢①と②のいずれがより合理

的かを考察する。そのためには，遺族厚生年金の

性格・目的と関連付けて評価することが必要とな

る。

（ア） 遺族厚生年金の性格・目的

遺族厚生年金の性格・目的については，2つの考

え方がある。1つは，遺族年金は死亡した者が（潜

在的に）取得した年金受給権が移転したものとす

る考え方（以下「受給権移転説」という。）2)であ

り，他の1つは，遺族の生活保障のためとする考え

方（以下「生活保障説」という。）である。受給権

移転説では，そもそも遺族年金に年齢要件や収入

要件を課す必要はないのに対し，生活保障説で

は，生活保障が必要な遺族だけに支給すれば足り

るので，収入などの条件で遺族の範囲を限定する

ことが必要となる。

ところで，現行の遺族厚生年金の受給要件に

は，老齢厚生年金の受給権者の死亡などの長期要

件（厚年法58条1項4号）と，現役の被保険者の死

亡などの短期要件（厚年法58条1項1号〜3号）があ

る。前者は受給権移転説による説明が適合的だ

が，後者は生活保障説でないと説明できない。

しかし，いずれの要件に該当する場合でも，遺

族は，被保険者の死亡の当時その者によって生計

を維持していたという要件（以下「生計維持要件」

2) 遺族厚生年金のうち，老齢厚生年金の受給権者等が死亡した場合の長期要件に係るものは，老齢厚生年金が形

を変えて遺族厚生年金として遺族に支給されるものであるという性格が強いとされている。厚生省年金局年金課

等監修『厚生年金保険法解説〔改定版〕』（社会保険法規研究会，1991年）753-754頁。
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表 社会認識と関連付けた選択肢の合理性評価

ケースⅠ ケースⅡ ケースⅢ ケースⅣ

(男自活・女困難) (男困難・女自活) (男自活・女自活) (男困難・女困難)

現行制度（夫のみ55歳以上） ○（大阪高裁） × × ×

選択肢①（夫・妻年齢要件なし） ○ ○ ○（大阪地裁） ○

選択肢②（夫・妻55歳以上） × 男×女○ ○ ×

（注）1 ○は合理的，×は合理的でない，を意味する。

2 「自活」は自活可能を，「困難」は自活困難を意味する。

3 大阪高裁は，前記大阪高裁判決の結論を，大阪地裁は前記大阪地裁判決の結論を指す。
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という。）を満たさないと，受給権者になれない

（厚年法59条1項）。したがって，現行制度では，長

期要件該当の場合も，生活保障説的要素が加味さ

れていることになる。

ところが，この生計維持要件が「年額850万円」

というかなり高い水準に設定されており3)，これ

は生活保障説からは説明が困難である。さらに，

生計維持要件を満たさないことが失権や支給停止

の事由とはなっておらず（厚年法63条〜68条参

照），生計維持要件は被保険者死亡時で判断する

というワンポイント主義がとられているので，受

給権発生時以降に850万円以上の年収となっても

受給権は消滅しない。これも，生活保障説の立場

からは説明がつかない。このように，現行制度に

は，受給権移転説と生活保障説の両方の性格が混

在していることになる。

（イ） ケースⅢにおける合理的な選択

本稿では，効率的な年金制度の確立という観点

から，生活保障説に立って合理的な遺族厚生年金

のあり方を考える。

そうすると，男女ともに自活可能なケースⅢの

場合，夫・妻ともに年齢要件のない選択肢①は合

理的な選択とはならない。なぜなら，自活可能な

者に対し遺族年金を支給する合理的理由が見出せ

ないからである。ところが，前述の大阪地裁判決

は，ケースⅢを前提としながら選択肢①を選択し

た。これは，「社会保障判例研究」で後述するよう

に，裁判という仕組みの内在的制約によるものと

思われる。

なお，遺族基礎年金については，子のある妻の

みが受給権者とされていたが，2012年の改正で，

子のある夫（年齢要件はない。）も受給権を有する

ことになった。この改正に際しては，父子家庭に

も生活困難な事例があることが強調されており4)，

ケースⅣを前提としたようである。しかし，現行

制度はケースⅠを前提としており，これとの整合

性が問われよう。

Ⅲ 遺族年金に関する法政策上の課題

1 社会認識の共通化と遺族厚生年金のあり方

上述のように，遺族年金のあり方に関する合理

的な政策選択を行うためには，男女の自活可能性

に関する共通の社会認識を確立することが前提と

なる。このことを留保した上で，以下ケースⅢを

前提に，生活保障説の立場から，遺族年金の法政

策上の課題を提示する。

2 受給権者の範囲

遺族基礎年金では，18歳未満の子5)又は子と生

計を同じくする配偶者のみが受給権者となる（国

年法37条の2）のに対し，遺族厚生年金では，これ

らの者に加え，配偶者，父母，孫または祖父母

（夫，父母および祖父母は55歳以上）が受給権者と

なる（厚年法59条）。特に問題なのは，一般的には

自活可能な「子のない妻」も受給権者になること

である6)。

このような相違は，両制度の目的や沿革の違い

によるものと思われるが，それだけでこの相違を

正当化することはできない。生活保障説からは，

現在の社会実態を踏まえて，保障の必要な遺族の

範囲をできる限り統一する方向で見直すことが基

本となる。

特に，男女ともに自活可能である以上，少なく

とも子のない妻に対する遺族厚生年金の必要性は

失われる。ただし，これは一般論であって，個別

のケースでは自活困難な子のない配偶者も存在す

る。したがって，子のない配偶者に対する遺族厚

生年金の存続を正当化するとすれば，受給権者に

恒常的に収入要件を課すなどにより，自活困難な

3) 厚年法施行令3条の10及び平成23年3月23日年発0323第1号「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについ

て」。
4) 2011年10月31日，第5回社会保障審議会年金部会議事録における年金課長の説明。
5)正確には，「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する

障害の状態にあり，かつ，現に婚姻をしていないこと」である（国年法37条の2第1項）。
6) 2004年の改正で，30歳未満の子のない妻については5年間の有期年金とされたが（厚年法63条1項5号），30歳以

上の子のない妻は終身年金のままである。
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者に対象を限定することが必要となる。

3 年齢要件

55歳以上としている本件年齢要件は，定年制の

存在を暗黙の前提としているのであろう。しか

し，定年が60歳となり，さらには65歳までの雇用

が制度的に保障される今日，55歳に合理性がある

とは考えられない。ケースⅢの社会にあって，男

女ともに何歳から自活可能性が低下するのかを検

証し，それを踏まえて年齢要件を見直すべきであ

る。

4 生計維持要件

生活保障説の立場からは，生計維持要件の水準

が高すぎるだけでなく，被保険者死亡時で判断す

るというワンポイント主義も問題となる。これら

は，恩給の影響を受けた受給権移転説の残滓では

ないかと思われるが，共済年金が厚生年金に一元

化された現在，合理的な生計維持要件のあり方が

再考されなければならない。その際，基礎年金制

度の第3号被保険者に係る被扶養者認定基準（原

則，年収130万円未満）7)との整合性も視座に置く

必要がある。

5 遺族年金類似の制度

遺族厚生年金に類似するものとして，地公災法

に基づく遺族補償年金（同法32条），労災保険法に

基づく遺族補償年金（同法12条の8第1項）などが

あり，これらの遺族補償年金も社会保障的性格を

有している（前者については，大阪地裁判決，大

阪高裁判決ともにその社会保障的性格を肯定して

いる。）。

両者ともに，年齢要件は遺族厚生年金と同じだ

が，兄弟姉妹を含むという点で受給権者の範囲は

広く，生計維持要件についても，具体的な基準額

は示されず認定は個別の判断に委ねているという

違いがある。それは，これらの制度が損害賠償的

側面を有しており，したがって受給権移転説的な

性格が強いためなのかもしれない。そうした制度

の趣旨・目的が遺族補償年金の独自性にどの程度

影響するのかも含め，遺族厚生年金と同様の論点

について見直しが求められる。

参考文献

本文および注に掲げたもの。

（えぐち・たかひろ）

7) 第3号被保険者の場合には，「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことが要件とされており

（国年法7条1項3号），その基準該当性は毎年チェックされている。
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Ⅰ 事実の概要

1 Aは，昭和51年4月，大阪府教育委員会に教

員として採用され，平成8年4月以降，B中学校に

おいて教諭として勤務していたところ，平成10年

10月18日，自殺により死亡した。Aの夫であった

X（原告，被控訴人）は，Aの死亡当時51歳であっ

た。

Y（地方公務員災害補償基金）大阪府支部長（以

下「処分行政庁」という。）は，平成22年4月23日，

亡Aの自殺を公務上の災害と認定した。

2 Xは，平成22年6月2日付けで，処分行政庁に

対し，地方公務員災害補償法（以下「地公災法」

という。）32条1項に基づき遺族補償年金の支給請

求をするとともに，同法47条1項2号の福祉事業と

して支給される遺族特別支給金（地方公務員災害

補償基金業務規程29条の7），遺族特別援護金（同

規程29条の9）及び遺族特別給付金（同規程29条の

13）の支給申請をした（遺族特別支給金，遺族特

別援護金および遺族特別給付金を併せて，以下

「遺族特別支給金等」ということがある。）。

処分行政庁は，平成23年1月5日付けで，Xに対

し，上記遺族補償年金の支給請求及び遺族特別支

給金等の支給申請につき，いずれも不支給とする

旨の決定（以下「本件各不支給決定」という。）を

した。

地公災法32条1項は，職員の死亡の当時その収

入によって生計を維持していた配偶者のうち，妻

については年齢を問わず遺族補償年金を受給でき

ると定めているのに対し，夫については60歳以上

（同法附則7条の2第2項で，当分の間，公務上死亡

の場合は55歳以上とされている。）とする年齢要

件（以下「本件年齢要件」という。）を定め，これ

を遺族補償年金の受給要件とすることによって妻

と夫とを区別している（以下「本件区別」とい

う。）。

本件各不支給決定のうち遺族補償年金に係る不

支給決定は，Aが死亡した平成10年10月18日当時

Xは51歳であったことから，本件年齢要件に該当

しないことを理由とするものである。遺族補償年

金について不支給と決定されたため，遺族補償年

金の受給権者に該当することを支給要件とする遺

族特別支給金等についても，Xは不支給とされた。

なお，Aの死亡当時，その収入によって生計を

維持していた遺族として，夫であるXおよび子2人

がいたが，XはAの死亡当時51歳であり，本件年齢

要件に該当しなかった。また，子2人は，いずれも

「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に

あること」との受給要件（地公災法32条1項ただし

書2号）に該当しなかった。地公災法による遺族

補償年金を受けることができる遺族がいないこと

になれば，同法36条，37条に基づき，配偶者であ

るXが遺族補償一時金の受給権者となり，合わせ

＊神奈川大学法学部 教授
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江口 隆裕＊



02-02_社会保障研究_社会（江口）_3K.smd  Page 2 16/09/05 11:53  v2.20

て遺族特別支給金等の受給権者にもなる。

3 Xは，本件各不支給決定のうち遺族補償年

金に係る不支給決定につき，平成23年1月26日付

けでY大阪府支部審査会に対し審査請求をした

が，同審査会は3カ月を経過しても裁決をしな

かった。

Xは，平成23年4月28日付けでY審査会に再審査

請求をしたが，同審査会は，3カ月を経過しても裁

決をしなかった。

4 そこでXは，平成23年10月29日，Yを被告と

して本件訴訟を提起したところ，大阪地裁判決

（大阪地裁平成25年11月25日判決，判例時報2216

号122頁等）は，「共働き世帯が一般的な家庭モデ

ルとなっている今日においては，配偶者の性別に

おいて受給権の有無を分けるような差別的取扱い

はもはや立法目的との間に合理的関連性を有しな

いというべきであり……（本件区別は）憲法14条

1項に違反する不合理な差別的取り扱いとして違

憲・無効である」として，Xの請求を全部認容し，

本件各不支給決定を取消した。Yは，この判決を

不服として控訴した。

Ⅱ 判旨

原判決取消し，Xの請求棄却

1 地公災法の定める遺族補償年金の性格

「労災保険法及び国公災法において……年金制

が導入され……遺族補償年金については，受給資

格のある遺族を，労働者・職員の死亡の当時その

収入によって生計を維持していた者に限定し（生

計維持要件），さらに，妻以外の者については，一

定の年齢に該当すること（年齢要件）……が受給

要件として定められた（労災保険法16条の2，国公

災法16条）。一方，遺族補償一時金については，遺

族補償年金を受けることができる遺族がいない場

合など遺族補償年金の支給がされないときに，遺

族補償一時金が支給される仕組みとされ，従前の

遺族補償と同様，受給権者につき労働者・職員の

死亡の当時その収入によって生計を維持していた

者に限定されず，また，年齢要件……は，受給要

件として定められなかった。このことからすれ

ば，上記改正は，扶養者を失った遺族の被扶養利

益の喪失を填補し，遺族の生活を保護することを

目的とする社会保障制度として遺族補償年金を創

設し……そのような社会保障給付である遺族補償

年金を支給するのにふさわしい者として定められ

た遺族（受給資格者に当たる遺族）がいない場合

など遺族補償年金の支給がされないときに，遺族

補償一時金が支給される仕組みとし，遺族補償一

時金の支給により損害補償を図ったものと解すべ

きである。

したがって，労災保険法及び国公災法において

遺族補償等の年金化に係る改正により創設された

遺族補償年金は，基本的に社会保障制度の性格を

有するものと解される。」

「……地公災法の定める遺族補償（遺族補償年

金及び遺族補償一時金）の性格は，労災保険法及

び国公災法の定める遺族補償（遺族補償年金及び

遺族補償一時金）の性格と異なるところはないと

解されるから，地公災法の定める遺族補償年金

は，労災保険法及び国公災法の定める遺族補償年

金と同様，基本的に社会保障制度の性格を有する

ものというべきである。」

地公災法32条1項「の趣旨は，遺族補償年金が，

職員の死亡により扶養者を失った遺族の被扶養利

益の喪失を填補し，遺族の生活を保護することを

目的とするものであることから，受給権を有する

遺族の範囲を職員の死亡の当時その収入によって

生計を維持していた者に限定し，さらに，死亡職

員の収入によって生計を維持していた者のうち，

「一般に独力で生計を維持することが困難である

もの」に対して遺族補償年金を支給することによ

り喪失した被扶養利益を填補してその生活を保護

することとしたものである。すなわち，妻，60歳

以上の夫……について，「一般に独力で生計を維

持することが困難である」と考えられることか

ら，遺族補償年金の支給を受けるのにふさわしい

者として類型的に定めたものと解される。」

「……地公災法の定める遺族補償のうち，遺族

補償一時金は，遺族補償等の年金化に係る改正前

に労災保険法及び国公災法において定められてい

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2466
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た遺族補償と同様，基本的に損害補償の性格を有

するというべきである」。

2 本件区別を設けた法令の違憲審査基準につ

いて

「……憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的

にどのような立法措置を講じるかの選択決定は，

立法府の広い裁量にゆだねられており，それが著

しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用とみ

ざるを得ないような場合を除き，裁判所が審査判

断するのに適しない事柄であるといわなければな

らない。もっとも，同条の趣旨にこたえて制定さ

れた法令において受給権者の範囲，支給要件等に

つき何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いを

するときは別に憲法14条1項違反の問題を生じ得

るというべきである」。

「立法府が，憲法25条の趣旨を実現するために

社会保障制度を設けるに当たり，社会保障給付の

必要性の有無・程度に関し国民各自に性別により

事実上の差異が存する場合に，受給権者の範囲，

支給要件，支給金額等につき上記の事実上の差異

に相応して何らかの区別を設ける立法措置を講じ

るか否か，講じるとして具体的にどのような立法

措置を講じるかの選択決定をするについても，同

様に，立法府の広い裁量にゆだねられていると解

することが憲法25条の趣旨に適うものというべき

である。そうすると，憲法25条の趣旨を実現する

ために創設された社会保障制度上の法令が受給権

者の範囲，支給要件，支給金額等につき区別を設

けることは，それが著しく合理性を欠き，何ら合

理的理由のない不当な差別的取扱いであるといえ

る場合に，憲法14条1項に違反するものと解すべ

きである。」

3 地公災法32条1項等が本件区別を設けてい

ることは憲法14条1項に違反するか

「今日において，〔1〕女性（特に，配偶者を有す

る者（妻））は，男性に比べて労働力率が相当低い

こと，〔2〕女性は，雇用者数に占める非正規雇用

の割合が50パーセントを超えており，その割合は

男性における非正規雇用の割合の3倍近いこと，

〔3〕男女間の賃金格差が大きく，女性の賃金額は

男性のそれの概ね6割以下にすぎず，女性は，男性

と比べて賃金が著しく低いこと，〔4〕専業主婦世

帯数は，従前から減少し続け，共働き世帯数より

下回っているものの，なお787万世帯（平成24年当

時）ないし797万世帯（平成22年当時）存在すると

ころ，平成22年国勢調査に基づき20歳から59歳ま

での年齢階層につき家事のみしている妻（専業主

婦）と家事のみしている夫（専業主夫）の人数を

比較すると，家事のみしている妻の人数は，家事

のみしている夫の人数の100倍を大きく超えてい

るのであり，専業主婦の世帯数は，専業主夫の世

帯数よりはるかに多いことが認められ，これらに

照らせば，夫が死亡した場合，専業主婦世帯にお

いて夫が死亡した場合はもちろんのこと，共働き

世帯において夫が死亡した場合においても，妻が

独力で生計を維持することができなくなる可能性

は高いというべきである。これに対し，妻が死亡

した場合に，夫が独力で生計を維持することがで

きなくなる可能性は，上記の妻が独力で生計を維

持することができなくなる可能性と比較して著し

く低いというべきである。」

「これらの事情からすれば，今日の社会情勢の

下においても，妻については，年齢を問わずに

「一般に独力で生計を維持することが困難である」

と認めて，遺族補償年金を受給できるものとする

が，夫については，年齢を問わずに「一般に独力

で生計を維持することが困難である」とは認めら

れないとして，「一般に独力で生計を維持するこ

とが困難である」と認められる一定の年齢に該当

する場合に遺族補償年金を受給できるものとする

旨の遺族補償年金の受給要件に係る区別を設けた

本件区別は，合理性を欠くということはできな

い。」

Ⅲ 解説

1 判決の論理とその問題点

地公災法32条1項は，公務上死亡した地方公務

員の遺族に支給される遺族補償年金の受給要件と

して，妻については年齢要件を設けず，夫につい
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てのみ55歳以上とする年齢要件を設けている。こ

のような性による区別を設けた規定について，大

阪地裁判決1)は，憲法14条1項に違反すると判示

し，社会的な注目を集めた。これに対し，大阪高

裁判決は違憲ではないと判示している。そこで，

このように両判決の結論を分けた論点を中心に検

討する。

（1） 遺族補償年金の法的性格

両判決では，それぞれ遺族補償年金の法的性格

を検討している。その理由は，これを損害賠償と

解すれば，損害賠償である以上遺族の年齢を問わ

ずに補償が必要となり，したがって，本件区別を

定めている地公災法32条1項は，その存在理由を

失うことになるからである。

さて，遺族補償年金の法的性格について，大阪

地裁判決は，地方公務員災害補償制度は，一種の

損害賠償制度の性格を有しており，純然たる社会

保障制度とは一線を画するものの，社会保障的性

質をも有しているという見解をとり，損害賠償に

基本を置いた判断を示している。

これに対し，大阪高裁判決では，遺族補償年金

は基本的に社会保障制度の性格を有するが，遺族

補償一時金は基本的に損害補償の性格を有すると

して，地方公務員災害補償制度の給付の種類ごと

にその法的性格を判断した。

このように，制度全体で評価するのか，給付の

種類ごとに評価するのかという違いはあるもの

の，「年金」という社会保障制度特有の仕組みを

とっている遺族補償年金が社会保障制度としての

性格も有しているという判断は両判決に共通であ

る。したがって，いずれの判決においても遺族補

償年金に年齢要件を設けることは肯定されること

になり，次に，本件区別の違憲性が問題となる。

（2） 本件区別が憲法14条1項に違反するか

（ア）本件区別に係る違憲審査基準

大阪地裁判決は，尊属殺違憲判決（最高裁大法

廷昭和48年4月4日判決，刑集27巻3号265頁）など

を引用した上で，もっぱら憲法14条1項を取り上

げ，本件区別が「事柄の性質に応じた合理的な根

拠」に基づくかどうかが違憲判断の基準になると

した。

これに対し大阪高裁判決は，学生無年金訴訟最

高裁判決（最高裁第二小法廷平成19年9月28日判

決，民集61巻6号2345頁）などの判断枠組みを引用

し，憲法25条に関しては，立法措置は「立法府の

広い裁量にゆだねられており，それが著しく合理

性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用とみざるを得

ないような場合を除き」，司法判断に適しないと

する広範な立法裁量論をとりつつ，当該法令にお

ける「受給権者の範囲，支給要件等につき何ら合

理的理由のない不当な差別的取扱いをするとき」

は，憲法14条1項違反の問題を生じ得るとした。

これは，憲法25条と同14条1項とで異なる審査基

準を採用した上で，後者についてはXが主張した

「厳格な合理性の基準」を採らなかったものであ

る。

ちなみに，「厳格な合理性の基準」の意味すると

ころは論者によって必ずしも同じではないが2)，

本稿では，X側が高裁で主張した見解，すなわち，

そのような区別をすることの立法目的に合理的な

根拠が認められない場合，又はその具体的な区別

と当該立法目的との間に合理的関連性が認められ

ない場合には，当該区別は合理的な理由のない差

別として憲法14条1項に違反するという見解とし

て理解する。これに従うと，大阪地裁判決は「厳

格な合理性の基準」を採用し，大阪高裁判決は，

そこまでの厳格さは求めないという意味で，「緩

やかな合理性の基準」をとったことになる。

（イ）何と何を比較すべきなのか

1)地裁判決に関する評釈として，嵩さやか・判例時報2238号（2014年）148頁，川久保寛・季刊社会保障研究

Vol.50,No.3（2014年）352頁，常森裕介・賃金と社会保障1612号（2014年）53頁，長岡徹・新・判例解説Watch（法

学セミナー増刊）15号（2014年）19頁等。
2) 芦部信喜・高橋和之補訂『憲法（第6版）』（岩波書店，2015年）132頁，野中俊夫・中村睦男・高橋和之・高見勝

利『憲法Ⅰ（第5版）』（野中執筆）（有斐閣，2012年）290頁など参照。
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本件訴訟で問題となるのは，「職員の死亡の当

時その収入によって生計を維持していた妻」と

「職員の死亡の当時その収入によって生計を維持

していた55歳以上の夫」を遺族補償年金の受給資

格として定めた地公災法32条1項等が憲法14条1項

に違反するかである。55歳以上であれば性別によ

る受給資格の区別はなくなることから，職員の収

入によって生計を維持していた55歳未満の妻と夫

を比較し，前者には遺族補償年金の受給資格を認

め，後者には認めないという区別に「合理性」が

あるかどうかが問題となる3)。

ところで，両判決ともに，これらの者が，遺族

補償年金の支給を受けるのにふさわしい者として

「一般に独力で生計を維持することが困難である」

（以下「自活困難」という。）と類型的に捉えられ

るどうかを問題とし，地公災法が制定された昭和

42年当時は本件区別に合理性があったとしてい

る。ただ，本件区別が今日でも合理性を有してい

るかどうかに関する判断が違ったのである。そこ

で，この点に関する両判決の判断枠組みを比較検

討する。

（ウ）何と何を比較したのか

(a）大阪地裁判決

大阪地裁判決は，①専業主婦世帯の数と共働き

世帯の数が逆転していること（共働き世帯1,012

万世帯，専業主婦世帯797万世帯），および②「社

会保障制度においても，男性が正規職員として安

定的に就業しているという前提は，見直さざるを

得なくなっている」という厚生労働白書の記述4)

を根拠に―白書の該当部分には，共働き世帯が一

般的な家庭モデルになったという評価に関する記

述はないにもかかわらず―共働き世帯が一般的な

家庭モデルとなっているという認識（以下「共働

き世帯一般的家庭モデル論」という。）を定立した

上で，今日においては，死亡した職員の遺族であ

る55歳未満の配偶者のうち，妻を自活困難である

として，男女という性別のみにより受給権の有無

を分けることは合理的とは言い難く，このような

差別的取扱いは立法目的との間に合理的関連性を

有しないと判示した。その際，就労形態や獲得賃

金等について女性の方が男性よりも不利な状況に

あるといった差異は，あくまでも相対的なもので

あるとし，他方，男性が女性より完全失業率が高

いこと（女性4.6％，男性5.4％），母子家庭でも

84.5％が就業できていることを女性の自活可能性

を肯定する根拠にあげている。

(b）大阪高裁判決

他方，大阪高裁判決は，今日でも，①女性の労

働力率が男性より相当低いこと（男性84.8％，女

性63.1％），②女性の雇用者数に占める非正規雇

3)平等権は相対的な権利であり，相対的な他との取扱いの違いが問題になる（野中他・前掲注2）288頁）。
4)『平成23年版厚生労働白書』13頁。なお，同白書の政策提言としては，「第4章これからの社会保障を展望する」

において，全世代対応型・未来への投資，参加保障・包括的支援などを基本的な方向性とする社会保障・税一体改

革の必要性を述べており，家族のあり方を論じているわけではない。
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表 両判決の判断枠組み

前提とする世帯認識 対象世帯類型と職員が死亡した場合の対応 結 論

大

阪

地

裁

判

決

共働き世帯を一般的

家庭モデルとして定

立。専業主婦（夫）

世帯は検討から除

外。

主として遺族たる配偶

者の収入で生計維持

遺族たる配偶者の収入で生計維持可

能

生計維持要件を満たさず，受給権を有しないの

で，本件年齢要件の適用は問題とならない。

夫婦双方の収入で生計

維持

生計維持要件を充たしている以上、遺

族たる配偶者は，単独で生活水準を維

持できないか，生活水準を下げざるを

えない。

男女間の就業形態や収入の差は相対的なので，

生計維持要件を満たす配偶者の受給権の有無を

死亡した職員の性別で分けるほどの合理的根拠

とはならない。
主として死亡した職員

の収入で生計維持

大

阪

高

裁

判

決

共働き世帯及び専業

主婦（夫）世帯

共働き世帯 夫が死亡した場合，妻が自活困難にな

る可能性は高い。

妻については年齢を問わずに自活困難と認めて

受給権を与え，夫については，年齢を問わずに

自活困難とは認められないとして，自活困難と

認められる一定年齢該当の場合に受給権を与え

るという本件区別は，合理性を欠かない。

専業主婦世帯

専業主夫世帯 妻が死亡した場合，夫が自活困難にな

る可能性は著しく低い。
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用割合が男性よりも高く（男性 18.9％，女性

53.8％），男女間の賃金格差もいまだ大きいこと

（正社員：男性37.1万円，女性26.2万円，正社員以

外：男性25.1万円，女性18.1万円），③家庭責任を

かかえた女性の方が男性よりも多いこと（専業主

婦690万人，専業主夫5.6万人）などを根拠に，専

業主婦世帯はもちろん，共働き世帯においても，

夫が死亡した場合に妻が自活困難になる可能性は

高く，これに比べて，妻が死亡した場合に夫が自

活困難になる可能性は相対的に低いとした。その

上で，妻については年齢を問わずに自活困難と認

めて受給権を与え，夫については，年齢を問わず

に自活困難とは認められないとして，自活困難と

認められる一定の年齢に該当する場合に遺族補償

年金の受給権を与えるという本件区別は，合理性

を欠くということはできないとして，合憲と判断

した。以上の両判決の判断枠組みを比較すると，

表のようになる。

（エ）両判決の判断枠組みに係る問題点

(a）大阪地裁判決の問題点

大阪地裁判決は，共働き世帯一般的家庭モデル

論を定立した上で，共働き世帯のみを対象にして

遺族たる配偶者の自活可能性を論じている。しか

し，この判断枠組みには，前提となっている共働

き世帯一般的家庭モデル論がかなり強引というだ

けでなく，その帰結として，専業主婦（夫）世帯

を判断対象から除外したという問題がある。なぜ

なら，本件区別の対象には専業主婦（夫）世帯も

含まれることは明らかであり，したがって，大阪

地裁判決は，判断対象を本件区別の適用対象とは

異なるものにすり替えて違憲判断をしたことにな

るからである。

(b）大阪高裁判決の問題点

他方，大阪高裁判決の検討対象は，共働き世帯

と専業主婦（夫）世帯であり，本件区別の適用対

象と一致している。ただし，夫について，年齢を

問わずに自活困難とは認められないとしながら，

男性の自活可能性を区別する一定年齢（55歳）の

合理性については，何も触れていない。

(c）両判決の結論と違憲審査基準との関係

大阪地裁判決は，比較の対象をすり替えている

という意味で，判断の根拠が誤っている。という

よりも，大阪地裁判決は，あえて共働き世帯一般

的家庭モデル論を定立し，これに「厳格な合理性

の基準」を当てはめて，要保護者（＝専業主婦）

の被扶養利益の補填という本件区別の立法目的に

はすでに合理的な根拠が認められないことを論じ

たかったのであろう。

他方，大阪高裁判決は，憲法14条1項の違憲審査

基準として「緩やかな合理性の基準」を採用した

上で，本件区別は合理性を欠かないと判断してい

る。

（オ）裁判の内在的，外在的制約

(a）証明の対象と結論のズレ

次に，両判決の証明の対象と結論の組合せを検

討する。理解の便宜のため，（図）のように図式化

して考える。ここで「有利な条件」とは，55歳以

上という年齢要件がないことを意味し，「不利な

条件」とは，55歳以上という年齢要件があること

を意味する。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2470

（図） 本件訴訟における証明の対象と結論の関係

①立法時の社会認識と受給資格の関係

遺族たる女性→自活困難→有利な条件

遺族たる男性→自活可能→不利な条件→合理的区別かどうか。

②本来求められる証明と結論

遺族たる男性→自活困難→有利な条件

③大阪地裁判決における証明と結論の関係

遺族たる女性→自活可能→有利な条件（↛不利な条件）

遺族たる男性→自活可能→有利な条件

④大阪高裁判決における証明と結論の関係

遺族たる女性→自活困難→有利な条件

遺族たる男性→自活可能→不利な条件→不合理ではない。
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まず，両判決ともに，地公災法の立法時は，遺

族たる女性は自活困難で，遺族たる男性は自活可

能だったので，女性に有利な条件を定めることに

は合理性があったとしている（図①）。その上で，

その後の社会変化により，男性に不利な条件をつ

けることが合理的区別かどうかが争点となった。

本件訴訟では，遺族たる男性の遺族補償年金の

受給資格の有無が争点となっていることを考える

と，男性を有利な条件に改めるという結論を導く

ために本来求められるのは，男性の自活困難を証

明することのはずである（図②）。しかし，両判決

ともに男性の自活困難についてではなく，女性が

自活可能かどうかを検討している。

そして，大阪地裁判決は，女性も男性と同等に

自活可能であり，男性の不利な条件には合理性が

ないので，有利な条件に改めるべきとした（図

③）。しかし，女性も男性と同等に自活可能なら，

女性を不利な条件に改めるのが論理的には正しい

はずである。そうだとすると，大阪地裁判決は，

証明の対象がずれているだけでなく，証明の結果

から誤った結論を導いたことになる。

他方，大阪高裁判決は，依然として女性の方が

男性より自活困難であることを証明して立法時の

社会認識に変化がないことを確認した上で，現行

制度を是認している（図④）。

(b）大阪地裁判決とその内在的制約

大阪地裁判決が誤った結論を導いたのは，裁判

では，当事者が申し立てない事項について判決を

することはできないという処分権主義5)の制約が

あったためではないかと思われる。つまり，本件

訴訟では，遺族たる夫が自分への年金支給を求め

て本件区別の平等原則違反を主張したので，裁判

所が原告の請求を認めるためには，男性の不利な

条件を否定するしかなかったのであろう。

ちなみに，遺族年金を受給できる妻がその受給

資格の取消を求めて訴訟を起こすことは通常考え

られないので，裁判で遺族たる女性の条件を不利

に変更する判決が出ることも考えられないことに

なる。

(c）大阪高裁判決とその外在的制約

他方，大阪高裁判決は，立法時の社会認識に変

化はないとした上で，現行制度は不合理ではない

とした。この判決は，形式的には不平等な本件区

別の存続を容認することになるので，大阪地裁判

決以上に厳格な説明が求められるのではないか，

換言すれば，大阪高裁判決こそ「厳格な合理性の

基準」に従うべきなのではないか，という疑問が

生じる。

これについて，大阪高裁判決は，「緩やかな合理

性の基準」を採用した理由として，「具体的にどの

ような立法措置を講じるかの選択決定は，立法府

の広い裁量にゆだねられて」いることを挙げてい

る。これは，立法措置に関しては，国権の最高機

関であって国の唯一の立法機関とされている国会

（憲法41条）の判断を尊重すべきことを表明した

ものであり，憲法の定める統治構造が判決に影響

を与えたことになる。

(d）政策実現は立法府の役割

以上のように，裁判の内在的制約（大阪地裁判

決）ないし立法権との関係という外在的制約（大

阪高裁判決）が，それぞれの結論に影響を与えて

いる。裁判で平等原則の実現を図ることについて

このような制度的制約が存する以上，真に合理的

な政策を実現するのは，立法の役割とならざるを

得ないことになる。

2 生計維持要件に関する問題

（1） かなり高い水準の生計維持要件

「社会の変化と遺族年金のあり方」で述べたよ

うに，遺族厚生年金に関しては生計維持要件の基

準額が年収850万円と具体的に定められているの

に対し，地公災法や労災保険法では，具体的な基

準額は示されておらず，個別の事例に即して生計

維持関係が認定されている。

5)処分権主義とは，いかなる権利関係について，いかなる形式の審判を求めるかは，当事者の判断に委ねられると

する主義をいう（伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』（有斐閣，2014年）208頁）。取消訴訟においても処分権主義

は妥当し，原告が申し立てない事項について判決をすることはできないとされている（小早川光郎『行政法講義

下Ⅱ』（弘文堂，2005年）155頁）。

男女で異なる遺族補償年金の受給要件と平等原則 471
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しかし，遺族厚生年金の基準額が850万円であ

ること，労災保険では「当該遺族の生活水準が年

齢，職業等の事情が類似する一般人のそれをいち

じるしく上回る場合を除き，当該遺族が死亡労働

者の収入によって消費生活の全部又は一部を営ん

でいた関係が認められる限り」生計維持関係を認

定して差し支えないとしていること6)に鑑みると，

地公災法においても，例えば遺族に男性の平均給

与（高裁の認定事実によると約507万円）を上回る

収入があっても，生計維持関係が肯定される場合

があることになる。

（2）「自活困難」類型に関する両判決の問題

しかし，両判決ともに，上述のような生計維持

要件の具体的内容についてはまったく触れておら

ず，したがって，収入その他自活能力の有無・程

度といったXの個別的事情にも一切踏み込んでい

ない。その理由を忖度するに，当事者が本件訴訟

を性別による平等原則違反に関する憲法訴訟と位

置付け，争点を男女の自活可能性に集中させたた

めではないかと思われる。

これを受け，両判決ともに，遺族が生計維持要

件を満たせば類型的に「自活困難」であることを

前提に判決の論理を組み立てているが，男性の平

均給与以上の収入がある遺族も「自活困難」とい

うのは説得力を欠き，両判決の論理自体の正当性

を失わしめることになろう。

参考文献

本文および注に掲げたもの。

（えぐち・たかひろ）

6)昭和41年10月22日基発第1108号，平成2年7月31日基発第486号労働基準局長通知。
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Ⅰ はじめに

家族にとって介護施設等（以下：介護施設）は，

24時間サービスで安心である。しかし，職員と利

用者の限定された閉鎖的な環境であり，家族は，

施設職員の不適切な対応に対して不安を抱いてい

る。利用者の立場からみると，「援助してくれる

職員はどのような人なのか」といった，利用者に

直接関係する事柄である。医療・介護等の業務

は，ケアを主体とする対人援助であり，中村

（2001，p.106）は，「ケアは，本人のための（応答

的）措置・扱いを含むが故にパターナリズムとの

関係は密接である」と報告している。平成25年度

高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援

等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査

結果〔厚生労働省（2015）〕においても，介護施設

従事者による虐待の状況が報告されている。新崎

（2004，pp.13-20）は，「固定化された人間関係から

起こる虐待や人権侵害を心配する」と報告してい

る。虐待，身体拘束など内在化されやすい問題に

対して，介護施設を個別に把握できる透明性の高

い「見える化」された情報は，介護家族とって重

要な情報である。

最近，頻繁に「可視化」「見える化」という言葉

が取り上げられる機会が多くなっている〔遠藤

（2005）〕。この言葉は，企業活動のさまざまな問

題点を顕在化させることにより，問題解決を図る

＊1広島大学大学院保健学研究科 博士後期課程
＊2広島大学大学院医歯薬保健学研究科 教授

介護施設等の「見える化」の要因について――要介護者・介護家族，介護ボランティア活動の視点から―― 473

投稿：研究ノート（『季刊社会保障研究』投稿分）

介護施設等の「見える化」の要因について
――要介護者・介護家族，介護ボランティア活動の視点から――

辰己 俊見＊1，梯 正之＊2

要 旨

本研究は，ケアの当事者である要介護者・介護家族，介護ボランティア活動の視点から「見える化」

の要因を検討することである。調査対象は，施設管理者である。方法は，介護施設管理者に郵送で調査

票を送付し，記述後研究者への直接送付とした。調査項目は，先行研究から，「見える化」に関連すると

推察される「介護施設等の設備・人材の地域開放」「ステークホルダーに対する情報提供」「介護ボラン

ティアの受け入れ」の27項目である。調査項目は，介護施設等の「見える化」の要因を検討する目的で，

因子分析，共分散構造分析を行った。

調査の結果，27項目（7因子）で構成された指標項目が妥当であることを確認した。また，人間関係が

閉鎖的な環境で発生しやすい職員の不適切な対応に対して，介護ボランティアが，予防的役割を発揮で

きる指標項目であることが示唆された。この結果，介護施設等の数値化が可能となり，介護施設等の

「見える化」を推定する一手法として，活用できる可能性が示唆された。

社会保障研究 2016, vol. 1, no. 2, pp. 473-484.
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手法である。しかし企業活動に限らず，問題解決

には，具体的で有効な手法である。

「見える化」について，一般企業は，効率性・生

産性の向上〔遠藤（2005）〕，行政機関は，介護保

険計画等の策定の視点〔厚生労働省老研局

（2013）〕から取り組むことが多いと推察される。

しかし，介護の場合は，効率性・計画策定の視点

より，ケアを中心とした「個別性」の視点が求め

られ，誰に対して，何を「見える化」するかにつ

いては，合意が得にくい課題である。

介護施設の「見える化」については，介護サー

ビスの質の観点から，John P. Hirdes et al.（2004，

pp.665-679），池崎（2012，pp.165-174）が報告して

いる。福原他（2011，pp.1-4）は，介護施設従事者

の作業の「見える化」の視点から報告を行ってい

る。これらの報告は，施設入所者の身体的悪化の

割合，業務プロセスを数値で表したものである。

ケアの当事者である要介護者・介護家族の立場，

新崎（2004，pp.13-20），藤原（2009，pp.27-34）が

指摘した，地域住民という第三者の目からの「見

える化」の調査研究は，十分になされていない。

また，地域住民が主体である介護ボランティア活

動からの「見える化」に視点を当てた研究はほと

んど見当たらず，実証もされていない。

厚生労働省（1999）は，「介護施設がボランティ

アを受け入れることは，事業運営の透明化を高め

るうえで有益な方法である」と報告している。新

崎（2004，pp.13-20）は，「ボランティア活動は，

閉鎖的な環境を取り除き，サービスを身近で見る

ことにより，施設のサービスの質を判断できる」

と報告している。藤原（2009，pp.27-35）は，「地

域住民という第三者の目が施設運営に入ること

で，閉鎖的で職員中心の援助を予防する点におい

ても有効である」と報告している。谷・永井

（1999，p.352）は，「ボランティアの役割は，施設，

団体の運営に参加することにより地域社会の進歩

に貢献し，制度や行政に対して適切な批判と連絡

調整の架け橋になる」と報告している。牧里

（1983，pp.119-151）は，「様々なボランティアを受

け入れることは重要である」と指摘し，平野・内

村（2005，pp.65-76）は，「ボランティア活動の受

け入れ，活動支援には，ボランティア担当者，

コーディネータ等の人的配慮が重要」と報告して

いる。青山他（2000，pp.343-358）は，「施設ボラ

ンティアは，職員からの支援，知識や技術の指導

が受けられることが重要である」と報告してい

る。

岡村（1979，pp.18-23）は，「社会福祉施設は，

社会福祉的援助のために利用されるべき施設・資

源である」と報告し，藤原（2009，pp.27-34）は，

社会福祉施設の資源を「人材」と「設備」に分け，

「施設には，専門的な知識，技術を持つ職員がお

り，専門的な設備を有している。これらを地域社

会に開放していくことである」と報告している。

厚生労働省（2004）は，情報公開の重要性を指

摘し，伊藤・結城（2010，pp.52-53）は，「施設が

所在する地域の住民等に対して施設運営状況を公

開することは，評価対象となり，サービスの質の

担保と法令遵守の促進につながる」と報告してい

る。

そこで，本研究は，ケアの当事者である要介護

者・介護家族，地域住民が主体である介護ボラン

ティア活動の視点から，介護施設の「見える化」

に関連することが推察される「介護施設の資源で

ある人材・設備の地域開放」「地域住民等（以下：

ステークホルダー）に対する情報提供」「介護ボラ

ンティアに対する職員等の配慮」「介護ボラン

ティアの受け入れ（以下：介護ボランティア活

動）」ついて調査を行い，その結果を検証する。検

証結果に基づき，個々の介護施設の「見える化」

が把握できる方策を検討することを目的とした。

Ⅱ 対象および方法

1 対象

対象施設は，介護老人福祉施設，介護老人保健

施設，介護療養型医療施設，認知症対応型共同生

活介護施設とし，対象施設数は，791施設である。

（A県は全施設数，B府はA，B市の全施設数）。対

象施設に郵送で調査票を送付し，記述後，研究者

への直接郵送法にて回収した。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2474
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2 調査内容

無記名による自記式調査票を作成した。質問項

目は，新崎（2004，p.13-20），福原・三輪（2011，

pp.1-4），藤 原（2009，pp.27-35），厚 生 労 働 省

（1999），牧里（1983，pp.119-151），平野・内村

（2005，pp.65-76），青山他（2000，pp.343-358），岡

村（1979，pp.18-23），厚生労働省（2004），伊藤・

結城（2010，pp.52-53），平野・内村（2005，pp.65-

76），加藤（1997，pp.42-59），倉田（1998，pp.46-

68），桜井（2004，pp.47-57）の先行研究，介護施

設関係者への聞き取りを参考に作成し，その後社

会科学，老年看護，地域看護の専門家等による内

容的妥当性の検討を行った。

3 研究方法

（1） 介護施設の概要調査

介護施設の実態を把握する目的で，介護施設に

おける介護ボランティア数，ボランティア活動状

況，ステークホルダーとの関係性について調査を

行った。

岡村（1979，pp.18-23）はステークホルダーとの

関係性について，「福祉関係施設が地域社会に対

して閉鎖的であるが，地域と連携強化を図る動き

も見られる」と指摘している。地域社会における

ステークホルダーとの関係について調査を行っ

た。ステークホルダーは，介護施設利用者・家族，

地域住民，行政機関，関係団体等とし，ステーク

ホルダーに対する情報提供の実態を調査した（表

1）。
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表1 介護施設の概要調査項目

1 貴施設のボランティアの人数は何名ですか。 該当する番号を1つお選びください。

1. 0人 2. 1〜10人 3. 11〜20人

4. 21〜30人 5. 31〜50人 6. 51人以上

2 ボランティア活動内容についてお伺いいたします。該当する番号をお選びください。

ボランティア活動内容
受け入れ

ている
検討中

受け入れ

ていない

設備・器具の補修

掃除・衣服洗濯

看護・介護補助

おむつ・衣類の衣類整理

送迎・移動介助

受付・案内

事務補助

イベントなど各種行事の手伝い

入所者・家族の話し相手

民謡などの講演会

理容・美容

散歩・外出援助

庭手入れ・園芸作業

音楽・楽器の演奏

3 貴施設は，地域との連携・参加で重要と思われる点について，どのようにお考えですか。

該当する番号を３つお選びください。

1 教育機関の依頼，住民ボランティアの受け入れ

2 施設内行事への地域住民の受け入れ

3 医療機関との適切な連携

4 居宅サービス事業所との連携

5 地域住民を対象とした介護教室の開催

6 在宅療養者の支援

7 地域包括支援センターの運営協議会への参加

8 利用者満足度の結果の地域住民への公表

9 認知症地域支援体制構築等推進事業への参加

10 行政機関等が主催する研修会への参加
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（2） 介護施設の人材・設備の地域開放の調査

項目

岡村（1979，pp.18-23），加藤（1997，pp.42-59），

倉田（1998，pp.46-68），厚生労働省（2004），藤原

（2009，pp.27-34），桜井（2004，pp.47-57）の研究

報告に基づき，調査項目の検討を行った。介護施

設における職員は，介護に関する専門的知識，技

術を持つ職員が多く，介護施設は専門的な設備を

有しており，これらの人材・設備を地域社会に役

立てることで，地域に貢献できると考えられる。

地域行事に参加すること，広報活動を行うことに

より，地域住民に対する認識，「見える化」が進む

ものと考えられる。これらの報告から，調査項目

は，「施設行事への招待」，「地域行事への参加」

「地域講演会等への職員の派遣」「広報活動」の4項

目を設定した。

（3） ステークホルダーに対する情報提供の調

査項目

地域との連携，施設運営会議等を通じて，ス

テークホルダーに対する情報提供は，「見える化」

において重要な項目である。厚生労働省（2004），

伊藤・結城（2010，pp.52-53）の報告に基づき，「地

域との連携」「市民・ボランティア代表などの施設

運営参加」の2項目を設定した。

（4） 介護ボランティアに対する職員等の配慮，

介護ボランティア活動の調査項目

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2476

表2 調 査 項 目

調 査 項 目 内 容 調査項目の文献等

A1 バザーやクリスマス等の施設行事に地域の方を招待したり，施設の見学を行うことについて

どのように思われますか

設備・人材の地域開放

岡村（1979），加藤（1997），

倉田（1998），厚生労働省（2004），

藤原（2009），桜井（2004）
A2 盆踊り，地区掃除，町内会まつり等の地域行事に参加することについて，どのように思われ

ますか

A3 地域の方に対する，介護講演会の開催，講師の派遣の活動について，どのように思われます

か

A4 地域の方に対する施設だより，各種会合での説明会，パンフレットの配布などの広報活動に

ついて，どのように思われますか

B1 ボランティア受け入れ担当者の専任化について，どのように思われますか 介護ボランティアに対する職員等の

配慮

平野ら（2005），牧里（1983），

青山ら（2000）

B2 ボランティアコーディネーターの設置について，どのように思われますか

B3 ボランティア活動者への情報提供は，十分に行われていると思いますか

B4 ボランティア活動者と職員の連携は，十分に行われていると思いますか

B5 ボランティア活動者に対して，技術指導は適切に行われていると思いますか

B6 ボランティア活動者のために，様々な活動内容を用意していると思いますか

C1 施設の経営，運営に，地域住民代表，家族会，ボランティア代表の方々を参加させることに

ついて，どのように思われますか

ステークホルダ-に対する情報提供

厚生労働省（2004），伊藤ら（2010）

C2 地域との連携，参加についてどのように思われますか

D1 ボランティア活動の希望があれば，いつでも受け入れていると思いますか ボランティアの受け入れ

牧里（1983），加藤（1997），

桜井（2004）
D2 設備・器具の補修の受け入れについて，どのように思われますか

D3 掃除，衣服洗濯の受け入れについて，どのように思われますか

D4 看護・介護補助の受け入れについて，どのように思われますか

D5 おむつ，衣類の整理の受け入れについて，どのように思われますか

D6 送迎，移動介助の受け入れについて，どのように思われますか

D7 受付，案内の受け入れについて，どのように思われますか

D8 事務補助の受け入れについて，どのように思われますか

D9 イベントなど各種行事の手伝いの受け入れについて，どのように思われますか

D10 入所者，家族の話相手の受け入れについて，どのように思われますか

D11 講演会の受け入れについて，どのように思われますか

D12 理容，美容の受け入れについて，どのように思われますか

D13 散歩，外出援助の受け入れについて，どのように思われますか

D14 庭の手入れ，園芸作業の受け入れについて，どのように思われますか

D15 音楽，楽器の指導等の受け入れについて，どのように思われますか
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① 介護ボランティアに対する職員等の配慮に関

する調査項目

平野・内村（2005，pp.65-76）の報告に基づき，

「ボランティア担当者の配置」「コーディネータの

配置」の2項目を設定した。

牧里（1983，pp.119-151），青山他（2000，pp.343-

358）の報告に基づき，介護ボランティアに対する

「技術指導」「情報提供」「様々な活動用意」「職員

との連携」等の配慮を行っているかの視点から4

項目を設定した。

② 介護ボランティア活動の調査項目

厚生労働省（1999），新崎（2004，pp.13-20）の

報告に基づき，介護サービスを身近で見ることが

できるボランティア活動が「見える化」に関連す

るのか調査を行う。調査項目は，介護施設職員，

介護ボランティアへの聞き取り，牧里（1983，

pp.119-151），加藤（1997，pp.42-59），桜井（2004，

pp.47-57）の先行研究から，15項目を設定した。

（5） 調査項目の詳細については，表2の通りで

ある。 調査項目の回答方法は，1：非常に重

要である 〜5：重要でないまでのリッカー

トの5件法とし，それぞれの選択肢に1点か

ら5点を配点し，得点化を行った。

4 調査期間

2011年8月〜10月とした。

5 倫理的配慮

研究への協力は自由意思によるものとし，研究

以外には調査データを使用しないこと，データは

コンピューター処理をすることによって施設名や

回答者の特定ができない方法を取ることなどを依

頼文に明記し，調査票の返送により研究への同意

とした。本研究は，H大学倫理審査委員会の承認

を得た。

6 分析方法

「見える化」の調査項目の特性を探索的に検討

するため，探索的因子分析（27項目）を行い，内

的整合性の検討は，Cronbach’sのα係数を算出し

行った。その後，確証的因子分析を行った。

（1） 因子構造の確認は，因子分析（最尤法，プ

ロマックス回転）を行い，項目の取捨選択

は，共通性は0.16以上，因子負荷量は0.3以

上の基準で行い，固有値，累積寄与率等を参

考に因子数を決定した。

（2） 因子構造モデルの構成概念妥当性の検証

を目的に，確証的因子分析を行った。

（3） 判 定 は，GFI，AGFI，CFI は 0.9 以 上，

RMSEAは0.08以下で適合と判断した。標準

化係数の有意性は，その絶対値が1.96(p<

0.05）以上を有したものを統計的に有意と

判断した。

（4） 統計解析には，AMOS Version6とSPSS

Version17j for Windowsを使用した。
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表3 介護施設の施設別・地域別調査結果

介護老人

福祉施設

介護老人

保健施設

介護療養型

医療施設

認知症対応

型共同生活

介護施設

合計

調査施設数 206 127 109 349 791

分析施設数 39 26 8 53 126

ボランティア無施設数 2 4 15 14 35

地域別

H県 30 19 7 36 92

Ｂ府 9 7 1 17 34

＊ 調査拒否回答，記載漏れ数 計25施設

表4 介護ボランティア数 n=126

ボランティア数（人） 件数（％）

1〜10 72 (51.7)

11〜20 27 (21.4)

21〜30 7 (5.6)

31〜50 6 (4.8)

51以上 14 (11.1)
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Ⅲ 結 果

調査対象791施設のうち，調査票の回収施設数

は，186施設（23.5％）であった。本研究では，介

護ボランティアの受け入れ施設で，分析に用いる

変数の全てに欠損値がない，126施設（15.9％）を

分析対象とした。

1 介護施設の調査結果の概要について

（1） 介護ボランティアの受け入れ，・活動状況

等について

ボランティアを受け入れていない施設は，

18.8％（35/ 186施設），介護療養型医療施設

65.2％（15/ 23施設），認知症対応型共同生活介護

施設17.3％（14/ 81施設）であった。（表3)

介護施設におけるボランティア数は，1〜10名

が57％であった。（表4)

ボランティア活動では，イベント・行事手伝い，

講演会，話し相手が50％以上を占めていた。送

迎・移動補助，受付業務は，10％以下であった（表

5）。

（2） ステークホルダーとの関係について

地域との連携・参加で重要と思われる点につい

て複数回答で尋ねたところ，地域住民の行事受入

れ（73.0％），ボランティアの受け入れ（64.3％），

医療機関との連携（51.6％），介護教室の開催

（45.2％），居宅サービスとの連携（42.1％），地域

包括支援センターの運営協議会への参加

（25.4％），認知症地域支援対策構築等推進事業へ

の参加（22.2％），在宅療養者の支援（19.8％），利

用者満足度の公表（10.3％）であった（表6）。

2 調査項目の因子構造，モデルの検証につい

て

（1） 探索的因子分析（最尤法，プロマックス回

転）の結果，7因子を抽出した。全項目の

Cronbach’sのα係数は，α＝0.9であった。7

因子のα係数，因子負荷量は，表7の通りで

ある。

（2） 確 証 的 因 子 分 析 の 結 果，GFI=0.96，

AGFI=0.92，CFI=0.95，RMSEA=0.06であり，

判断基準を満たすものであった。パス係数

はいずれも正値で，t値はすべて1.96以上（p

<0.05）であった（図1）。

因子解釈と命名については，所属する観測変数

（項目）から，第1因子は，「看護・介護補助」等で，

介護施設が本来行う業務であり「本来業務」と名

付けた。第2因子は，「音楽の演奏」等で，介護ボ

ランティア独自の活動であり「独自活動」と名付

けた。第3因子は，「送迎・移動補助」等で，介護

施設が本来行うべき業務であるが，補助的活動も

含むため「本来補助業務」と名付けた。第4因子

は，「情報提供」等で，介護ボランティア活動に対

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2478

表5 ボランティア活動内容 n=126

受入れ 検討中 受入れ無

活 動 内 容 件数（％） 件数（％） 件数（％）

設備・器具補修 20 (15.9) 12 (9.5) 94 (74.6)

掃除・衣服洗濯 27 (21.4) 11 (8.7) 88 (69.8)

看護・介護補助 19 (15.1) 15 (11.9) 92 (73.0)

おむつ・衣類整理 13 (10.3) 6 (4.8) 107 (84.9)

送迎・移動補助 11 (8.7) 11 (8.7) 104 (82.5)

受付・案内 3 (2.4) 6 (4.8) 117 (92.9)

事務補助 1 (0.8) 3 (2.4) 122 (96.8)

イベント・行事手伝い 105 (83.3) 10 (7.9) 11 (8.7)

入所者・家族の話し相手 66 (52.4) 16 (12.7) 44 (34.9)

講演会 102 (80.9) 11 (8.7) 13 (10.3)

理容・美容 43 (34.1) 12 (9.5) 71 (56.3)

外出・散歩補助 32 (25.4) 22 (17.5) 72 (57.1)

園芸・庭の手入れ 41 (32.5) 14 (11.1) 71 (56.3)

音楽・楽器の演奏 55 (43.7) 10 (7.9) 61 (48.4)

表6 ステークホルダーとの関係 (複数回答）

調 査 項 目 件数（％）

教育機関の依頼，住民ボランティアの受入れ 81 (64.3)

施設内行事への住民の受入れ 92 (73.0)

医療機関との連携 65 (51.6)

居宅サービス事業所との連携 53 (42.1)

介護教室の開催 57 (45.2)

在宅療養者の支援 25 (19.8)

地域包括支援センターの運営協議会への参加 32 (25.4)

利用者満足度の公表 13 (10.3)

認知症地域支援体制構築等推進事業への参加 28 (22.2)

行政機関等の研修会への参加 27 (21.4)
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する配慮であり，「活動の配慮」と名付けた。第5

因子は，介護ボランティアと職員が協働で行う業

務で「協働業務」と名付けた。第6因子は，地域連

携等で「地域活動」と名付けた。第7因子は，コー

ディネータ等で「職員配慮」と名付けた。

3 「見える化」の調査項目の検証結果について

モデル検証結果から，「介護施設の設備・人材の

地域開放」「ステークホルダーに対する情報提供」

「介護ボランティアに対する職員等の配慮」「介護

ボランティア活動」の27項目（7因子）で構成され

た調査項目が，指標項目として妥当であることを

確認した。

介護施設等の「見える化」の要因について――要介護者・介護家族，介護ボランティア活動の視点から―― 479

表7 調査項目の因子分析結果

因子
共通性

1 2 3 4 5 6 7

D4 介護 .948 .106 -.142 .020 -.020 -.041 -.035 0.83

D3 掃除 .826 -.173 .096 -.087 .077 .049 .077 0.79

D5 整理 .737 -.125 .156 .036 -.002 -.027 -.013 0.59

D2 設備 .685 .093 -.026 .024 .082 -.025 -.032 0.53

D15 音楽 -.082 .766 -.049 .002 -.074 .018 .178 0.61

D14 園芸 .049 .727 .119 -.009 .022 .026 -.079 0.62

D13 散歩 -.083 .667 .125 .016 .150 .005 .047 0.66

D12 理容 .011 .553 .015 -.006 .137 -.067 -.184 0.33

D7 受付 .039 .050 .854 -.018 -.066 -.013 .044 0.77

D8 事務補助 -.069 -.014 .823 .068 .022 -.005 -.045 0.63

D6 送迎 .159 .204 .622 -.019 -.026 .012 -.044 0.59

B3 情報 .068 .009 .025 .793 -.082 .132 -.083 0.64

B5 技術 .039 .062 -.068 .719 -.019 .013 .037 0.56

B4 職員 -.151 -.180 .170 .566 .188 -.141 -.038 0.36

B6 活動 -.001 .082 -.036 .542 .082 .056 .111 0.41

D11 講演会 .012 .143 -.024 .063 .571 -.098 -.053 0.37

D1 受入自由 .095 .038 -.102 .271 .551 -.072 .067 0.48

D10 話相手 .082 -.016 .083 -.003 .547 -.063 .150 0.42

D9 イベント .053 .101 -.147 -.063 .487 .192 -.004 0.40

A4 広報 -.184 -.018 .030 .025 .374 .347 -.015 0.32

A1 見学 .049 -.100 .129 -.063 .360 .293 -.037 0.31

A3 講師 .048 .104 .012 -.188 .317 .245 .098 0.37

C2 連携 .105 -.036 -.032 .165 -.187 .729 .037 0.54

A2 行事 -.093 -.101 .035 -.021 .209 .581 -.087 0.37

C1 運営 -.023 .123 -.039 -.019 -.029 .543 -.017 0.32

B2 コディーネータ -.040 -.052 .127 .024 -.043 .001 .964 0.93

B1 ボラ担当 .036 .005 -.179 -.021 .154 -.062 .583 0.37

累積％ 21.8 29.9 37.2 42.5 46.4 49.7 52.3

Cronbach’α係数
0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7

全項目 α=0.9

因子間相関

1 1.000

2 .242 1.000

3 .330 .363 1.000

4 .109 .128 -.043 1.000

5 .330 .520 .291 .165 1.000

6 .311 .360 .171 .106 .430 1.000

7 .250 .349 .248 .227 .366 .348 1.000
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調査項目の合計得点の平均を，地域別，施設別

に比較するために，F検定（一元配置分散分析）に

よる分析を行った。有意水準（p＜0.05）を満たす

結果はなかった。

4 介護施設の数値化について

数値化は，構成概念スコアに基づき計算を行っ

た。

介護施設の見える化度＝0.22x（協働業務の平

均偏差）＋0.13x（職員配慮の平均偏差）＋0.11x

（地域活動の平均偏差）＋0.10x（独自活動の平均

偏差）＋0.08x（本来補助業務の平均偏差）＋0.06x

（本来業務の平均偏差）＋0.04x（活動の配慮の平

均偏差）

（係数は，因子得点ウエイト）

Ⅳ 考 察

1 介護ボランティアの受け入れ，・活動状況等

について

調査回答数は少ないが，介護療養型医療施設の

65.2％が，介護ボランティアを受け入れていな

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2480

0.88 D4 ε1
ζ1 0.75 D5 ε2

0.71 D2 ε3
0.87 D3 ε4
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0.56 D12 ε5

ζ2 0.79 D13 ε6
0.76 D14 ε7
0.76 D15 ε8

0.66
0.69 D6 ε9
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8D08.054.0 ε11

0.50 B4 ε12
ζ4 0.77 B5 ε13

3B67.03.0 ε14
0.61 B6 ε15

ζ5 0.62 D9 ε16
01D26.057.0 ε17
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0.50 A4 ε19
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3A95.074.0 ε21
0.49 D1 ε22

ζ6
0.59 C2 ε23

1C75.014.0 ε24
0.66 A2 ε25

ζ7
0.74 B1 ε26
0.72 B2 ε27

CFI=0.95AGFI=0.92GFI=0.96n=126
   パス係数はすべて t>1.96 (p<0.05)

RMSEA=0.06CMIN/OF=1.49

本来業務

独自活動

本来補助

活動の配慮

協働業務

地域活動

職員配慮

介護施設等の
　見える化

図1 介護施設の見える化の因子構造の分析結果（標準化係数）
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かった。ボランティア活動状況から，送迎・移動，

案内・受付業務が10％以下であった。安立（2006）

の病院ボランティア活動者の報告においては，案

内・受付業務に高い関心を示しているが，介護施

設においては，そのような傾向は認められなかっ

た。おむつ・衣類整理，看護・介護補助の受け入

れも10％台であった。施設規模，入所者（入院患

者）数の規模，入所者（入院患者）の身体的・精

神状況によると推察されるが，今後の検討課題と

したい。

2 介護施設の「見える化」について

（1） ステークホルダーに対する「見える化」に

ついて

介護施設は，地域におけるステークホルダーで

ある地域住民，医療機関，教育機関等地域社会と

のつながりは持っていた。しかし，利用者満足度

の公表，地域支援体制構築，運営協議会等の参加

割合は低く，ステークホルダーに対する情報提供

のあり方を含めた「見える化」が十分でないこと

が推察された。労働政策研究・研修機構（2009），

内匠（2014，pp.54-69）が報告しているように，介

護施設における職員不足の影響が推察される。

介護施設の情報提供の場である運営協議会等へ

の参加，利用者満足度の公表は，要介護者・介護

家族等の立場からすれば，介護サービス状況を把

握できる重要な情報である。介護が対人援助業務

との基本認識に立脚すると，職員不足をいかに解

決するかが，介護施設の「見える化」においても

重要な課題であることが推察された。

（2） 介護施設の「見える化」の要因について

ケアの当事者である要介護者・介護家族，地域

住民が主体である介護ボランティア活動の視点か

ら，介護施設の「見える化」が，どのような要因

と関連しているのかを明らかにするための検証を

行った。図1に示したように，共通の背景因子で

ある「介護施設の見える化」因子が推察され，介

護施設の「見える化」に関連する因子構造が明ら

かになった。

3 介護施設における介護ボランティア活動の

役割について

（1）介護ボランティア活動について

① プロマックス回転後の因子間相関行列をみる

と，介護ボランティアが介護サービス業務を身

近で見ることができる「職員配慮」と「協働業

務」，「独自業務」「地域活動」との相関が，他の

因子より高かった。「職員配慮」，「協働業務」，

「独自業務」の因子得点ウエイトも高い。新崎

（2004，pp.13-20），藤原（2009，pp.27-35）の指

摘である，人間関係が閉鎖的な環境で発生しや

すい職員の不適切な対応に対して，介護ボラン

ティアが，予防的役割を発揮できることが推察

された。

② ステークホルダーに対する，情報提供の場で

ある「地域活動」の因子得点ウエイトも高い。

谷・永井（1999，p.352），藤原（2009，pp.27-34）

が報告した，地域住民，介護ボランティアとい

う第三者の目が施設運営等に入ることで，「見

える化」の状況を把握できることが推察され

た。

4 介護施設における活用方法について

介護施設の「見える化」の因子構造が明らかに

なり，個々の介護施設の「見える化」が把握でき

る活用方法について検討を行った。活用方法につ

いては，図2に示した。

地域における個々の介護施設の位置づけ，検討

課題の項目が明らかになり，課題項目の取り組み

が「見える化」された。

本研究結果から，要介護者・介護家族，介護ボ

ランティア活動の視点から検証した指標項目は，

介護施設の「見える化」に関連する要因であるこ

とが明らかになった。

労働政策研究・研修機構（2009）は，「ボラン

ティアの活用に積極的である事業所ほど，人材の

質が高い傾向が見いだされ，このような形で，介

護現場を地域に開いていくことは人材の質の向

上，ひいてはケアの質の向上を進める上で有効だ

と考える」と報告している。

介護施設等の「見える化」の要因について――要介護者・介護家族，介護ボランティア活動の視点から―― 481
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本研究の指標項目は，介護施設の「見える化」

だけでなく，要介護者・介護家族に対するケアの

向上にも寄与することが推察された。また，調

査・分析を行った指標項目に基づく介護施設の数

値化が可能となり，介護施設等の「見える化」を

推定する一手法として活用できることが示唆され

た。

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2482

協働業務 職員配慮 地域活動 独自活動 本来補助業務 本来業務 活動の配慮 合計

最大スコア -1.06 -0.48 -0.34 -0.54 -0.67 -0.41 -0.25 -3.75

最小スコア 5.12 0.56 0.98 0.96 0.29 0.49 0.35 8.75

調査スコア 0.68 0.15 0.38 0.34 0.20 0.19 0.10 2.04

注 最大スコア：見える化度が最も高い施設

最小スコア：見える化度が最も低い施設

調査スコア：全調査対象施設のスコア

介護施設における活用方法

1 地域の実態に応じ，調査票により，事前に介護施設の現況を把握する。

2 質問紙から導きだされた得点に基づき最大，最小のスコアを算出する。

理論的には，調査対象施設のスコアは，この範囲内に存在する。

3 地域の実情を勘案し，基準スコアを設定する。

4 全調査対象施設のスコアを基準に設定すれば，調査対象施設スコアが，

基準スコアを超えた場合は，検討課題項目となる。

‐2
‐1

0
1
2
3
4
5
6
協働業務

職員配慮

地域活動

独自活動本来補助業務

本来業務

活動の配慮

最大スコア 最小スコア 調査スコア

図2 見える化指標項目の活用モデル図
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課題点として，回答があった介護施設は，「人

材・設備の地域開放」，「介護ボランティア」を受

け入れている介護施設であり，無回答の介護施設

については，現状把握ができなかった。今後，職

員の不適切な対応等が報告された介護施設に対し

て本調査を実施し，「見える化」の指標項目等につ

いて検討を重ねていきたい。

5 本研究の限界

介護施設の「見える化」に関する研究報告が少

ないため，分析結果に配慮し検討を重ねた。今後

は，介護施設等の経営状況，レセプトデータ等の

活用を含めたより詳細な視点からの研究アプロー

チが必要であり，継続して調査に取り組むことが

重要である。

Ⅴ 結 論

本研究は，ケアの当事者である要介護者・介護

家族，地域住民が主体である介護ボランティア活

動の視点から，介護施設の「見える化」が，どの

ような要因と関連しているのかを明らかにするた

め，「見える化」に関連することが推察される「介

護施設における人材・設備の地域開放」「ステーク

ホルダーに対する情報提供」「介護ボランティア

に対する職員等の配慮」「介護ボランティア活動」

項目について検討した。

本研究結果から，要介護者・介護家族，介護ボ

ランティア活動の視点から検証した指標項目（27

項目・7因子）は，介護施設の「見える化」に関連

する要因であり，妥当であることを確認した。人

間関係が閉鎖的な環境で発生しやすい職員の不適

切な対応に対して，介護ボランティアが予防的役

割を発揮でき，要介護者・介護家族のケアの向上

にも寄与することが推察された。介護施設に，地

域住民，介護ボランティアという第三者の目が参

加することで，「見える化」の状況を把握できるこ

とが推察された。

また，調査・分析を行った指標項目に基づく介

護施設の数値化が可能となり，介護施設の「見え

る化」を推定する一手法として活用できる可能性

が示唆された。

医療・介護は，ケアを主体とする業務であり，

医療・介護における要介護者と医療・介護関係者

の関係は非対称的であり，いかに非対称な関係を

「見える化」し，双方向性の関係を構築するかの課

題については，地域住民が主体である介護ボラン

ティアの活用が「キーワード」であることが示唆

された。

（平成27年9月投稿受理）

（平成28年7月採用決定）
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Ⅰ プロジェクトの概況と経緯

国際連合児童基金（United Nations Children’s

Fund: UNICEF）は，その研究機関であるイノチェ

ンティ研究所（在フローレンス，イタリア）にお

いて先進諸国における子どものウェル・ビーイン

グの国際比較研究を行っている。その結果は「レ

ポートカード（成績表）」として2000年よりほぼ1

年間隔で刊行されている。プロジェクトでは，イ

ノチェンティ研究所の職員と国際的に著名な研究

者らからなる研究チームが欧州連合パネル調査

（European Union Statistics on Income and Living

Conditions：EU-SILC），OECDによる所得格差プ

ロジェクト，生徒の学習到達度調査（Programme

for International Student Assessment: PISA），国際

数 学・理 科 教 育 動 向 調 査（The Trends in

International Mathematics and Science Study :

TIMSS）などの国際機関によるデータを用いて独

自に分析している。しかし，これらの調査に参加

していない国については，当該国における研究者

の協力のもと，国内データを比較可能な形に加工

して国際比較の土壌に載せている。日本について

は，EU-SILCなど参加していない調査もありデー

タが欠損していたことが多かったが，2011年のレ

ポートカード11から筆者らがプロジェクトに係り

可能な限り日本のデータを拠出している。レポー

トカード11については，もともとの報告書に日本

のデータが少なかったため，竹沢純子氏（国立社

会保障・人口問題研究所）と共同で日本の公的

データを加工し日本版（レポートカード11『先進

国における子どもの幸福度−日本との比較 特別

編集版』，2013年）を刊行した。その後，2014年は

レポートカード12『不況の中の子どもたち：先進

諸国における経済危機が子どもの幸福度に及ぼす

影響』，2016年はレポートカード13『子どもたちの

ための公平性：先進諸国における子どもたちの幸

福度の格差に関する順位表』を刊行している。

Ⅱ プロジェクトの目標と特徴

本プロジェクトの目的は，先進諸国における子

どものウェル・ビーイングを多角的に測定し順位

付けすることにある。本プロジェクトの特徴は，

所得データを用いた生活水準の比較だけではな

く，学力，健康，交友関係，家族関係など，さま

ざまなデータを駆使して子どもの置かれている状

況を包括的に捉えようとしているところにある。

また，特に，社会の底辺にいる子どもの状況によ

り焦点をあてていることも，他の国別ランキング

（OECDの「ベター・ライフ・インデックス

（Better Life Index）」など）と異なる点である。一

例をあげれば，本プロジェクトで取り上げられる

経済的な生活水準の指標は，平均所得ではなく，

貧困率である。

本プロジェクトは，このような国際比較を目的

としているが，各報告書は若干異なる着眼点を

持っている。2014年に刊行されたレポートカード

＊ 首都大学東京 都市教養学部人文・社会系 教授
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12のトピックは，2008-9年に起こった経済危機の

前後に子どもの状況がどれほど変化したかであ

る。すなわち，子どもの状況の絶対的レベルでは

なく，経済危機前（2007年）と経済危機後（2012

年）において，子どもの貧困率やニート率，生活

感などの「変化」がどれほどであるかの順位づけ

を行っている。この分析によると，日本は，経済

危機の前後においてGDPが縮小したのにも関わ

らず，子どもの指標が改善された数少ない国の一

つである。

2016年に刊行された最新のレポートカード13

は，標準的な子どもの状況と，一番状況が悪い子

どもたちとの「格差」に着目している。次節には，

このレポートカード13について簡単に説明する。

Ⅲ レポートカード13

レポートカード13は，分布の下半分の格差の大

きさに注目している。所得で言えば，子どもの等

価世帯所得の中央値と，第1十分位目の子どもの

等価世帯所得の差が，中央値の何％であるのかが

指標として用いられている。通常用いられる貧困

率は，中央値の半分以下の所得の子どもが何％存

在するかという（貧困の）頻度の指標であるが，

これは（貧困の）深度の指標となる。同様に，学

力（OECD PISA調査のデータ）についても，中

央値と第1十分位目の点数との差が分析されてい

る。これによると，日本の下位10％目の子と標準

的な子どもの格差は，所得では41カ国中下から

（格差が大きい方から数えて）8番目，学力では37

カ国中11番目と先進諸国の中でも底辺での格差が

大きい国のひとつである。もちろん，学力で言え

ば日本の子どもは「平均的」には先進諸国でトッ

プレベルであるが，日本の子どもたちの中では差

が大きいということである。このように絶対値で

はなく深度に着目するのは，子どもが面するのは

国内のほかの子どもとの競争であり，まわりの子

どもが当たり前のようにできる勉強ができないと

いった負の経験は子どもに劣等感や自己否定感を

もたせるという仮説に基づいている。

本プロジェクトは，日本の子どもの状況を国際

比較の視点から描き出すというユニークな試みで

あり，今後も日本からの継続した関与が望まれ

る。

（あべ・あや）

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2486
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Ⅰ はじめに

韓国では，わが国と同じように「国民皆保険」

を達成した国である。しかし，その仕組みはわが

国と大きく異なる。そこで今回は，韓国の医療保

険制度である「国民健康保険」について取り上げ

る。

Ⅱ 韓国の医療保険制度の沿革

韓国の医療保険制度の歴史は1960年代にまでさ

かのぼる。朴正煕（パク・チョンヒ）大統領時代

の1963年に医療保険法が制定された。しかし，事

実上任意加入の制度であった。1976年の制度改正

で500人以上の事業所に雇用される者が強制加入

となった。その後，強制加入の対象者の拡大が進

められた。また，農村や漁村を対象とした地域医

療保険が1988年に，都市部の自営業者を対象とし

た地域医療保険が1989年に実施された。これによ

り「国民皆保険」が達成された。なお，公務員と

私立学校の教職員は「公務員および私立学校教職

員医療保険」でカバーされていた（1979年から）。

韓国では1989年に「国民皆保険」が達成された

ものの，保険者が多く（1990年で409），保険財政

や給付範囲の格差問題が生じた。そこで，金大中

（キム・デジュン）政権時代に保険者の統合が進め

られた。1998年に「地域医療保険」（保険者数227）

と「公務員および私立学校教職員医療保険」が統

合された。2000年にはすべての医療保険の保険者

が統合され，保険者は「国民健康保険公団」と

なった。なお，保険財政の統合は2003年に行われ

た。そして，国民年金等の他の社会保険との保険

料徴収統合が2011年に実施されている。

Ⅲ 「国民健康保険」の概要

1 被保険者と保険者

「国民健康保険」の対象者（被保険者）は，原則

として韓国に居住する者（外国人を含む）である。

被保険者は，「職場加入者」（企業等で雇用されて

いる者，公務員を含む）と「地域加入者」（自営業

者等の雇用者でない者）があり，強制加入である。

この区分は保険料の算定等の基礎となっている。

なお，医療扶助（医療費補助に特化した公的扶助

制度）の対象となる低所得者は，「国民健康保険」

には加入しない。つまり，韓国では「国民健康保

険」と「医療扶助」ですべての国民への医療保障

を行っている。

保険者は「国民健康保険公団」という，中央省

庁である保健福祉部から独立した公的な団体であ

る（本部は韓国北東部にある江原（カンウォン）

道原州（ウォンジュ）市）。よって，韓国の医療保

険はひとつの公的な保険者が運営する「国営保

険」である。なお，「国民健康保険公団」は介護保

険の保険者でもある。

＊国立社会保障・人口問題研究所 国際関係部第2室長

韓国の社会保障（第2回） 韓国「国民健康保険」について 487
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2 財源（保険料）

「国民健康保険」の主な財源は保険料である（収

入の82％，2014年）。保険料の算定方法は，「職場

加入者」と「地域加入者」で異なる。前者の場合，

標準報酬月額に保険料率（6.12％，2016年）を乗

じた金額が保険料となる。この保険料を労使折半

で負担する。私立学校教職員の場合，本人50％，

雇用主30％，政府20％の割合で負担する。保険料

は給与からの天引きである。なお，所得が高い者

は別に追加の保険料を負担する。後者の場合，世

帯所得や資産（不動産など），保有する自動車，年

齢と性別を基準にして求めた「適用点数」に「単

価」（179.6ウォン（約17円），2016年）を乗じた金

額が保険料となる。これを被保険者が全額負担す

る。保険料は毎月被保険者が納付する。

保険料の減免もある。まず減額される条件とし

て，離島・遠隔地に居住している場合，被保険者

本人が海外居住で家族が国内に居住している場合

などである。次に保険料免除の条件として，被保

険者が兵役についている，矯正施設にいる場合な

どである。

なお，保険料以外の財源として，政府からの補

助金（保険料見込みの20％相当）の他にたばこ税

からの補助もあり，2014年で収入の10％，2％を占

めている。

3 給付と自己負担

「国民健康保険」からの給付として，日常生活上

の疾病に対する現物給付（医療サービス），つま

り，外来や入院による治療，リハビリ等の医療

サービスが提供される。これらの医療サービス

は，上級総合病院（規模が大きく，高度で専門的

な医療を提供する病院）から地域の診療所，調剤

薬局までのさまざまな種類の医療機関が担ってい

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2488

国民健康保険被保険者（韓国国民、外国人居住者）　約5,032万人
医療扶助
144万人

（保険者）
韓国国民健康保険公団

職場加入者（被用者と家族）約3,560万人
地域加入者（自営業者など）約1,471万人

保険料保険証

（診療報酬審査）
健康保険審査評価院

（保険医療機関）
医療機関・調剤薬局等

　受診・
自己負担

　医療
サービス

審査結果
　通知

審査結果
　通知

診療報酬請求

保険給付

（2014年）

（別制度）

○保険料の算定
１．職場加入者は賃金×保険料率（6.12％）
  （労使折半）
２．地域加入者は、所得・資産・自動車保有
　等をもとに算定

○一部自己負担割合（負担額の上限あり）
１．入院　20％（難病10％、ガンなどの重病5%）
２．外来　上級総合病院60％、総合病院50％
　　　　　病院40％、診療所・調剤薬局30％

出所：韓国国民健康保険公団資料および統計をもとに筆者作成。

図1 韓国「国民健康保険」の仕組み
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る。上級総合病院での受診は，原則としてその他

の医療機関での受診の結果，必要と認められた場

合に限られる。また，健康診断（原則2年に1回，

無料）やガン検診（費用の90％を補助）も給付の

対象となっている。なお，業務上の疾病，美容整

形等は給付の対象外である。

「国民健康保険」には現金給付も存在する。具

体的には，「疾病手当」（保険医でない医療機関で

緊急に受診した場合），「出産費」（自宅等の医療機

関以外の場所で出産した場合），「妊娠・出産の診

察費の一部自己負担補助」，「超過自己負担補助」

（一部自己負担が月120万ウォンを超えたときに，

超過分の50％を補助），「身体障害者の補装具」（基

準の中で購入金額の80％）等がある。

「国民健康保険」にも一部自己負担がある（所得

に応じた上限がある）。その割合は，入院の場合

は原則20％（医療機関等の種類に関係ない）であ

る。外来の場合は医療機関の種類等によって異な

る。例えば，上級総合病院では医療費の60％が自

己負担となる。一方で，診療所では医療費の30％

が自己負担となる。

4 医療費（診療報酬）の支払

医療費は，患者の一部自己負担を除いた部分に

ついては，国民健康保険公団から診療報酬として

医療機関に支払われる。医療機関は診療報酬請求

を「健康保険審査評価院」に行う。ここでは，医

療が適切に行われたか等の請求内容の審査を行

韓国の社会保障（第2回） 韓国「国民健康保険」について 489

表1 韓国の医療保障（1995年〜2014年）

2000年 2005年 2010年 2014年

医療保障の状況

人口 （万人） 4,701 4,814 4,941 5,042

国民健康

保険

被保険者数 （万人） 4,590 4,739 4,891 5,032

職場加入者（本人と家族） （万人） 2,240 2,723 3,238 3,560

地域加入者 （万人） 2,349 2,016 1,652 1,471

医療扶助 適用者数 （万人） 157 176 167 144

国民健康保険

保険財政

収入 （億ウォン） 98,277 210,911 339,489 505,155

保険料 （億ウォン） 86,098 204,960 333,138 479,088

支出 （億ウォン） 107,442 199,800 349,263 447,526

医療給付費 （億ウォン） 92,856 183,936 337,493 428,275

被保険者1人あたり保険料 （万ウォン） 18.7 43.2 68.3 95.5

被保険者1人あたり医療給付費 （万ウォン） 20.2 38.8 69.2 85.4

保険給付の

状況

給付の

種類別

現物給付 （％） 98.5％ 99.2％ 98.5％ 98.4％

現金給付 （％） 1.5％ 0.8％ 1.5％ 1.6％

入院・

外来別

入院 （％） − 29.3％ 36.4％ 38.3％

外来 （％） − 70.7％ 63.6％ 61.7％

受診状況

平均受診回数 （回） − 11.8 12.9
（2013年）

14.6

平均入院日数 （日） − 14.9 15.8
（2013年）

16.5

国民医療費
国民医療費に占める公的財源（社会

保険および公費負担）の割合
（％） 49.0％ 52.9％ 56.7％

（2013年）

54.3％

医療提供体制

主な医療従事

者（人口1万人

あたり）

医師 （人) 15.4 17.7 20.5 22.3

歯科医師 （人) 3.8 4.5 5.1 5.6

看護師 （人) 34.1 44.4 54.7 64.1

病床数 （床) 287,040 379,751 523,357 668,470

（人口1万人当たり） （床) 61.1 78.9 105.9 132.6

注：1.医療提供体制のうち，医師には「韓方医師」を除く。

出所：保健福祉部統計より作成，ただし，「人口」は韓国統計庁データ，「受診状況」はOECD Health Data。
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い，その結果を保険者である国民健康保険公団に

通知する。その通知をもとに，公団は医療機関に

診療報酬を支払う。支払制度は基本的には出来高

払いであるが，一部には，DRG（2002年から），

P4P（ペイフォーパフォーマンス，2007年から）等

が導入されている。また，診療報酬請求のための

レセプトの提出はほぼ100％電子化されている。

Ⅳ 韓国の医療保障の現状

韓国の医療保障の状況を2000年以降についてま

とめたものが表1である。まず，「国民健康保険」

の状況を見ると，被保険者数は2014年で約5,032

万人であり，人口のほとんどに相当する。2000年

以降の数値をみるとほぼ人口に見合った形で被保

険者数が増加している。保険財政を見ると，収入

は2014年で約50.5兆ウォン（約4.8兆円）であり，

保険料収入が約95％を占める。支出は約44.7兆

ウォン（約4.3兆円）である。2014年は収入が支出

を上回っているが，年によっては支出の方が多

い。保険給付についてみると，給付の種類別では

現物給付（医療サービス）が給付のほとんどを占

める。入院と外来別では，2014年で入院が

38.3％，外来が61.7％を占めている。また，受診

状況を2013年の数値で見ると，平均受診回数は

14.6回，平均入院日数は16.5日となっている。な

お，韓国の医療機関提供体制は表1の下の部分の

とおりである。例えば人口1万人あたりで見た，

医師および病床数は2014年でそれぞれ22.3人，

132.6床となっている。

参考文献

高安雄一『韓国の社会保障』，学文社，2014年。

増田雅暢・金貞任（編著）『アジアの社会保障』，法律文

化社，2015年。
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System of Korea”，2015年。
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わが国は先進諸国の中でも極めて低い出生・死

亡水準にあり，急速な少子高齢化の進行ととも

に，今後，これまでに経験のない人口減少社会を

迎えることが見込まれている。このため，将来の

労働力不足を補うなどの観点から，外国人受入れ

に関する議論も活発なものとなってきている。

「経済財政運営と改革の基本方針2016」において

も，外国人材の活用として，高度人材受入れの拡

大や外国人留学生の日本における就職率の引き上

げなどに加え，「経済・社会基盤の持続可能性を確

保していくため，真に必要な分野に着目しつつ，

外国人材受入れの在り方について，総合的かつ具

体的な検討を進める」とされており，より踏み込

んだ形の政策的対応が進もうとしている状況にあ

るといえよう。

ところで，本格的な外国人受入れにあたって

は，受け入れた外国人が定住し，わが国で長期的

かつ安定的に生活を営んでいけるような仕組みを

構築することが必要である。このためには，受け

入れた外国人の医療保障や，彼らが老後を迎えた

時の介護ケアや所得保障など，社会保障制度にお

ける対応も求められることとなる。筆者が是川と

共同で行った「国際人口移動の選択肢とそれらが

将来人口を通じて公的年金財政に与える影響」

（石井・是川2015）は，このような社会保障制度へ

の影響を考える観点から，外国人受入れ及びその

公的年金制度適用に関する複数の前提条件の下

に，長期的な将来人口の変化について仮想的シ

ミュレーションを行い，さらに公的年金に与える

財政影響に関して人口学的観点から分析を行った

ものである。具体的には，政策的に受け入れる外

国人労働者のパターン（パターン1: 男性労働者

（低賃金），パターン2: 男性労働者（高賃金），パ

ターン3: 女性労働者（低賃金）），受入れシナリオ

（A: 外国人労働者のみ受入れ，B: 家族の帯同・呼

び寄せや第2世代以降の誕生などを前提），適用す

る年金制度（受入れケースA, B1, B2: 厚生年金

（B1は第2世代低賃金，B2は高賃金），受入れケー

スA’, B’: 国民年金）等に複数の仮定を設定して分

析を行ったところである。

図1はシミュレーション結果の中から，パター

＊国立社会保障・人口問題研究所 人口動向研究部長

公的年金と外国人受入れ 491

情報（所内研究報告：人口）
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ン1の厚生年金適用ケースに対応した賦課保険料

率（スライド調整前）の見通しを示したものであ

る。これによれば，政策的な外国人受入れを伴わ

ない基本ケースと比較して，どのケースでも外国

人受入れの開始とともに賦課保険料率が直ちに低

下する効果が見込めるが，ケースAでは移入した

外国人が高齢化して受給者に回ることによってそ

の効果が長期的には薄まっていく。一方，ケース

B1，B2では，第2世代以降の誕生等により支え手

が増加し，これが長期的に賦課保険料率を低下さ

せる効果を持っていることがわかる。さらに，B2

では第2世代以降が高賃金となることから，引き

下げ効果はさらに大きいものとなっているのであ

る。

この財政影響について，厚生年金の最終的な所

得代替率で比較したものが図2である（同じくパ

ターン1の結果）。平成21年財政検証の基本ケース

では所得代替率は最終的に50.1％となるが，厚生

年金で適用を行う受入れケースAでは53.9％，B1

では57.2％，B2では57.7％まで上昇している。こ

こで，図1で観察したとおり，ケースAでは代替率

は上昇するものの長期的に移入者が高齢化する影

響を免れていないのに対し，ケースB1，B2の代替

率上昇はより大きく，第2世代以降の影響が大き

いことがわかる。一方，国民年金で適用を行う受

入れケースA’，B’では代替率は50.2％，51.7％とそ

の効果は大きくない。

ところで，平成26年財政検証を踏まえてとりま

とめられた「社会保障審議会年金部会における議

論の整理」（平成27年1月21日）では，財政検証に

おいて基礎年金のマクロ経済スライド調整に30年

程度を要し，将来の基礎年金の水準が相対的に大

きく低下していく点を問題として指摘するととも

に，これは被用者年金制度における所得再分配機

能を弱める効果を持つことなどから放置できない

との認識を示している。

ここで，再度図2を見てみると，基本ケースで

26.8％まで低下する基礎年金部分の代替率は，

ケースAでは29.4％，ケースB1，B2では33.4％と

なっており，基礎年金水準の低下幅が大きく縮小

していることがわかる。すなわち，外国人を受け

入れて厚生年金に適用することは，現行の年金制

度が抱える基礎年金水準低下問題の解決に一定程

度寄与するわけであり，外国人受入れが公的年金

制度に及ぼすこのような効果は注目に値しよう。

しばしば，外国人受入れに関する議論は，当面

の労働力不足を補うだけの短期的視点で行われる

ことがあるが，受け入れた外国人は将来，高齢化

して年金受給者に回る一方で，家族呼び寄せや出

生行動等は新たな支え手を生み出す原動力ともな

る。また，長期的な人口動向や年金制度への影響

は，選択する国際人口移動の政策やそれに伴う出

生水準等の人口学的要因，また適用する年金制度

によって様々に異なる。さらに，受け入れた外国

人を厚生年金で適用することは基礎年金水準低下

問題に対応する効果も見込まれる。このように，

外国人受入れに関する公的年金への影響を議論す

るにあたっては，ここで述べたような様々な影響

を考慮するとともに，長期的視野に立って行うこ

とが極めて重要なのである。

なお，外国人受入れの問題については，年金だ

けではなく，教育や治安，また文化的側面など，

様々な角度からの議論が必要なことはいうまでも

ない。しかしながら，この問題に対して，将来の

長期的な人口や公的年金制度に与える定量的な影

響を分析した研究はこれまで必ずしも多くなかっ

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2492
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たのが現状である。今後の外国人受入れに関する

政策議論にあたっては，このようなシミュレー

ション分析を活用しつつ，人口学的な視点を踏ま

えた，長期的かつ幅広い観点からの定量的な議論

が行われることが望ましいといえよう。

参考文献

石井太・是川夕（2015）「国際人口移動の選択肢とそれ

らが将来人口を通じて公的年金財政に与える影響」，
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Ⅰ 本研究の目的

晩婚化・未婚化や長寿化による単身者の増加

は，単なる「少子高齢化」に留まらない様々な影

響を社会に及ぼしつつある。従来の社会保障制度

が前提としてきた標準世帯が減少する一方で，世

帯構造が小規模化・多様化する中，既存のシステ

ムでは対応しきれない社会保障政策への新たな

ニーズが生まれて来ている。例えば，現実には未

だ家族が担うことが多い高齢者介護への支援は，

今後，配偶者や子どもを持たない者たちが多く高

齢化した場合には，その重点の置き方が今までと

は異なってこよう。また，一人暮らしや共働き世

帯の増加は個人や子どもの健康管理に影響を及ぼ

し，疾病構造に対してマイナスに作用することも

考えられ，その場合には介護や医療における予防

事業の一層の強化が求められる。

本研究事業は，単身世帯の増加や人々の「無縁

化」等に起因する従来型の社会保障では対応しき

れない新たなニーズの特徴を明らかにするととも

に，それらに対応できる社会保障政策の在り方と

その効果測定に関する理論的・実証的研究を行う

ことを目的とする。

Ⅱ 本研究の特徴

本研究事業の特徴は，①単なる「少子高齢化」

に留まらない世帯構造の変化に焦点を当て，それ

が社会に対して引き起こす諸現象を明示的に捉え

ると同時に，そこから生じる社会保障への新たな

ニーズを定量的・定性的に把握すること，②直面

しつつあるリスクをライフステージごとに捉える

ことによって，人生のある時期に必要とされる社

会保障給付等の「整合性」を検討すること，③潜

在的な複数選択肢の比較衡量という視点を導入す

ることで，効率的な社会資源配分を達成する政策

の選択を考察すること可能となること，④社会保

障制度自体が本人の自助や家族間での互助へ影響

する可能性についても留意して研究を進めたこと

である。

Ⅲ 本研究の成果の概要1)

子ども（子育て）期：子どものいる低所得世帯へ

の支援に関するシミュレーションから，子ども手

当は，傾斜配分することで子どもの相対的貧困率

を大きく改善し，子のいる世帯の社会保険料減免

は子のいる世帯のジニ係数を0.01下げる（府川）。

若年期：15-18歳時の親の解雇は子が大学に進学

しない確率を8％程度高める（藤井）。

中高年期：1）どのような要因が抑うつの度合いを

左右するかを調べたところ，男女とも家族介護が

正の相関が強く，女性では姑との同居が正の相関

が強い（小塩）。2）家庭内における要介護者の発

生は，本人の主観的健康や生活満足度には影響を

＊ 国立社会保障・人口問題研究所 社会保障応用分析研究部第4室長
1)研究組織に入っていない方の名前のみフルネームで記載している。
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情報（所内研究報告：社会保障）

人口構造・世帯構造の変化に伴う新たなニーズに対する社会保障

政策の効果測定に関する理論的・実証的研究（平成24〜26年度）

暮石 渉＊
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与えないが，男女とも就業を7〜10％抑制する。

就業抑制は介護保険導入後も緩和されない（深堀

遼太郎・酒井・佐藤一磨）。3）中高年者の日常生

活活動を良好に保つ上では，多少息がはずむス

ポーツ・健康活動を実施することが有効であり，

社会参加活動の促進が重要と考えられる（武田，

野口，田宮）。4）世代重複モデルによるシミュ

レーション分析により，年金支給開始年齢の引上

げによる厚生悪化に対応するために，雇用延長は

必要であるが，年金財政へのプラスの効果は限定

的なものにとどまる（佐藤）。

高齢期：1）今後48年間の高齢者の施設需要及び孤

独度指標に関するダイナミック・マイクロ・シ

ミュレーションによると，高齢者の施設入所率

は，65歳以上の6〜7％，85歳以上の15％前後と見

込まれる（府川）。2）国民年金制度における逆選

択がもたらす厚生損失の大きさを推計した結果，

厚生損失の大きさを全員が加入した場合の保険料

支払額との比で示すと男性で1.9％，女性で3.3％

であった（斉藤都美，別所，宮里尚三）。3）家族

が要介護状態になった場合，夫が容易に就労を継

続できる施設介護を選択した方が貯蓄の目減り分

は小さくなる（山本）。4）世帯主の退職は外食費

と食費を低下させ，生活費には影響しない。退職

前は休日に行っていた家事を退職後は平日にシフ

トさせている（暮石・殷婷）。5）公的年金（厚生

年金）に加えて企業年金をも受給する場合，世帯

消費が変化しない確率が上がるという意味で，高

齢者の消費が安定化するという結果，及び企業年

金を受給することが高齢者の働くインセンティブ

を低下させるような明確な影響は見られない（金

子）。

社会保障政策の効果：1）組合健保に焦点を当て

て，保険者間の保険料率の差を示すとともに，財

政移転の規模と影響の長期的推移を明らかにした

（別所・高久玲音）。2）産業として医療・介護を見

た場合の産業連関分析を行った。その結果，医

療・保健・社会保障・介護部門における100億円の

新規需要は化学製品1.6億円等の合計で68億円の

波及効果があることがわかった（山本）。

これら研究の成果は，PLoS One，Journal of

Epidemiology and Community Health, Quality of

Life Research, International Journal for Equity in

Health, Social Science & Medicine, Scottish Journal

of Political Economy，Proceedings of the 10th

International Conference on Social Security，統計，

経済研究，三田学会雑誌，季刊家計経済研究と

いった和文・英文の専門誌等に掲載されている。
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Ⅰ はじめに

公的年金の目的の1つは高齢期の所得保障であ

るが，わが国の制度においては，現役時代の働き

方によって加入する年金が異なり，結果，高齢期

に受給する年金の種類も額も異なる。その意味

で，働き方と将来の年金は密接にリンクしてお

り，年金制度の改革は，雇用政策としての意味を

有する場合もある。近年，非正規労働者の増大を

はじめとしてわが国の雇用社会が変容しており，

雇用社会のあり方を前提としている年金制度につ

いても様々な改革が行われているのは周知の事実

である。

そのような中で，本書は，実証研究・比較研究・

課題別研究により，年金と雇用に関する課題を総

合的に検討するものであるが，法学の研究者と経

済学の研究者がコラボレーションし，年金制度に

関する様々な論点について検討する意欲的な書籍

である。各章とも，執筆者が自己の学問分野の研

究成果をいかんなく発揮した論文が収録されてお

り，専門家にも示唆の多いものになっている。

Ⅱ 本書の構成

本書の構成は，序章にあたる「本書の問題意識

と構成」にまとめられているが，簡単に紹介する。

第1部は「年金と雇用の実証研究」と題して，経

済学の専門家による検討がなされる。

第1章「高齢者雇用と年金との接続―雇用政策

および年金制度改革の影響評価」（山田篤裕）は，

雇用政策及び厚生年金保険の制度変更が高年齢者

の雇用と年金の接続に与えた影響ついて評価して

いる。具体的な制度変更として挙げられているの

は，雇用政策では，高年齢者雇用安定法の改正に

よる雇用確保措置の義務化，厚生年金では，定額

部分の繰り上げ支給制度の導入及び在職老齢年金

における一律2割の年金支給停止ルールの廃止で

ある。分析の結果，雇用と年金の接続がおおむね

順当に行われていると評価した上で，被用者保険

の適用拡大や女性の就業率の向上等，将来にさら

なる支給開始年齢引き上げを選択した場合に直面

する課題について提起する。

第2章「雇用と年金の所得課税」（上村敏之）で

＊1国立社会保障・人口問題研究所 社会保障応用分析研究部第3室長
＊2国立社会保障・人口問題研究所 社会保障基礎理論研究部第1室長

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2496

書評

西村淳 編著
『雇用の変容と公的年金 法学と経済学のコラボレーション研究』

（東洋経済新報社，2015年）

黒田 有志弥＊1，佐藤 格＊2

創刊号をご覧になった通り，新しい雑誌の書評では可能な限り特集に沿った対象を選ぶことにしてい

る。本特集は所得保障を対象としており，そして，その中核は年金制度であることから『雇用の変容と

公的年金 法学と経済学のコラボレーション研究』を書評対象として選択した。評者は法学および経済

学を専攻する弊所研究スタッフから選び，彼らの手による法学と経済学のコラボレーション書評を試み

ている。何分，初めての試みなので読者のご寛恕を乞う次第である。
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は，公的年金控除の再分配効果について検討し，

現在の公的年金控除が結果として不平等化をもた

らしているとする。ここでの不平等化は，所得が

平準化とは逆方向に再分配されることと思われる

が，分析結果によれば，所得階級間でも世代間で

も，公的年金控除は不平等化をもたらすとする。

理論的には控除金額×税率が可処分所得に影響す

るから，控除金額が一定の場合，税率が高い，す

なわち所得が高いほど可処分所得は増える。本論

文は，この事象についてライフサイクル・モデル

により実証し，公的年金控除を見直すべきと結論

づける。

第3章「高齢者の所得格差と低所得問題」（四方

理人・田中聡一郎）では，『全国消費実態調査』を

用いて高齢者の所得格差と貧困についての分析を

行っているが，医療費及び介護費の影響も評価す

るために，これらを可処分所得から控除した場合

についても検討している点に特徴がある。分析結

果によれば，生産年齢層と高齢層の所得格差は縮

小しておらず，また，高年齢者内の格差について

も，65〜74歳においては所得格差の縮小が見られ

るものの，75歳以上の場合には大きな変化がな

かったとする。所得格差の要因分析から，近年に

なるほど年金収入の格差が拡大し，高齢者自身の

勤労収入などの格差も大きいが，家族収入による

要因と相殺され，高齢者層における所得格差の拡

大は観察されないと分析している。また，医療費

と介護費の自己負担による貧困率の引き上げ効果

が他の年齢階級よりも大きいことも明らかにして

いる。これらのことから，低所得者を適切に把握

し，負担軽減をする必要があること，年金課税の

強化や低所得者対策の再編が必要であることを示

している。

第2部は「年金と雇用の比較研究」と題して，イ

ギリス及びドイツの年金制度に関する論文とわが

国の公務員が収録されている。

第4章「イギリスにおける『一層型年金』の創

設」（藤森克彦）は，イギリスの公的年金制度の概

要を述べたのち，2016年4月から導入予定（本書刊

行時点）の定額給付の1階建ての年金制度（一層型

年金）について検討するものである。この制度改

革は，必ずしも雇用の多様化への対応を主眼に置

いたものではないが，現役時代の保険料拠出額と

は無関係に，一定の保険料拠出期間を満たせば，

最低限の生活保障レベルを若干上回る水準の年金

額を受給できることで，所得再分配機能が強化さ

れ，低賃金労働者の老後の所得保障に資するこ

と，自営業者／被用者の区別なく，同一の年金制

度に加入すること，本人の保険料拠出に基づき支

給されるので，配偶者年金，遺族年金，離婚時の

分割年金制度は廃止されることから，女性を中心

に就労インセンティブを高める方向に作用すると

考えられること，一層型年金は，現行制度よりも，

保険料拠出期間が長期に設定されているため，就

労期間の長期化に向かうことが考えられることか

ら，従来よりも雇用の多様化に対して中立的な年

金制度になり，かつ就労インセンティブを高めて

いくと考えられると分析している。わが国への示

唆としては，所得再分配の強化という点では年金

課税の強化が重要であること，イギリスでは本人

の保険料拠出に基づかない年金の廃止が女性の就

業就労意欲を高めていることから，第3号被保険

者制度のあり方を議論するべきなどとする。

第5章「ドイツの年金保険の適用拡大―『労働者

保険』から『稼得者保険』へ？」（福島豪）は，自

営業者に対する所得比例年金の可能性は検討され

るべきであるとの認識の下に，ドイツの公的年金

についての最近の政策論である「稼得者保険」の

構想について着目する。ドイツの年金保険は「労

働者保険」としての特徴を維持しているため，自

営業者は原則として年金保険に加入しておらず，

年金保険やそれ以外の公的年金に加入する自営業

者は，特定の職業に就いている者に限られる。そ

れゆえ，労働をめぐる環境の変化により従属労働

と自営業を転々とする者が増えると，その者は自

営業に就いている間は年金保険に加入できないこ

とになる。従業員を雇わない定収入の自営業者が

増加する中，自営業者にも年金保険の適用を拡大

する「稼得者保険」構想が主張されているとする。

ドイツの年金保険では，労働者の保険料は使用者

が半分負担する一方で，自営業者の保険料は自営

業者が全額自己負担することになるので，「稼得

西村淳 編著『雇用の変容と公的年金 法学と経済学のコラボレーション研究』 497
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者保険」構想では，自営業者の保険料負担に対す

る配慮が必要であるとする。

第6章「韓国における労働市場と公的年金制度

―現状と今後のあり方」（金明中）は，韓国の労働

市場の変化と近年の年金改革について紹介してい

る。韓国の労働市場の特徴として，非正規労働者

の割合が高いこと，若者の就職率が低いこと，女

性が十分に活躍していないことを挙げられるが，

特に，高年齢者の多くが50〜55歳の間で退職して

おり，年金の支給開始年齢とのギャップが発生し

ていることが問題となっているとする。そのた

め，定年の引き上げ義務化の措置も始まっている

が，年金だけでは高齢者の貧困率を引き下げるに

は限界があるという見方もあり，経済的支援の必

要な高齢者により手厚い給付を行うなどの必要性

が論じられている。韓国は今後ベビーブーム世代

が退職を迎えるため，給付額の確保や安定した年

金財政の維持などが重要な課題になっており，年

金制度の改革とともに，労働市場の改革が必要で

あるとする。

第7章「公務員の年金と雇用」（関ふ佐子）は，

わが国の公務員（主として国家公務員）の年金制

度（退職給付を含む）について論じている。まず，

公務員の年金制度の歴史について，恩給制度か

ら，近年の被用者年金の一元化を含む年金改革に

ついて概観した後，それに関連する公務員の職務

上の義務，雇用管理，人事院制度について簡潔に

説明がなされ，年金改革，とりわけ退職等年金給

付（退職手当の引き下げと厚生年金への統合によ

る職域年金部分の廃止に伴い創設された年金払い

の退職給付）の法構造について検討を加える。そ

して，官民比較，具体的には官民格差の法的な分

析指針を示し，公務員の年金制度のあり方を検討

する。結論として，退職等年金給付は年金制度で

あるとともに，従前の共済年金の職域年金部分と

同様，公務員制度としての性格があること，ただ

し，それを強調しすぎると公務員の老後保障の性

格が希薄になるとともに，現状のモデルでは，服

務規律の維持に資する効果にも限界があると考え

られることから，民間との均衡，公務員の働き方

や老後保障の観点を含めて退職等年金給付の性格

を改めて検証する必要があるとする。

第3部は，「年金と雇用の課題別研究」と題して，

年金制度に関する3つの論点が取り上げられてい

る。

第8章「マルチジョブホルダーへの厚生年金適

用」（丸谷浩介）では，非正規雇用労働者への厚生

年金適用の拡大が論じられる中で，マルチジョブ

ホルダー（兼業を行う労働者）への厚生年金適用

拡大の必要性について論じている。本章では，労

働基準法・雇用保険法・労働者災害補償保険法な

ど関連制度におけるマルチジョブホルダーの取扱

い等を整理した上で，厚生年金適用基準の検討と

適用拡大に伴う問題の論点整理を行っている。結

論として，マルチジョブホルダーへの厚生年金適

用拡大は必要であるが，労働時間等の通算方法や

費用負担，事務手続等が問題となるとともに，厚

生年金の制度趣旨や連帯のあり方などの議論も必

要になるとする。

第9章「女性の年金権と雇用―第3号被保険者制

度と就労・育児の評価」（常森裕介）では，女性の

雇用から見た公的年金制度のあり方について，特

に第3号被保険者制度に着目して検討を行ってい

る。主に専業主婦を対象とした第3号被保険者制

度は，女性の年金権の確立に貢献し，現在も女性

の老後の所得保障において重要な役割を果たす一

方で，公平性の観点から制度の見直しが何度も検

討されてきている。本章では，現行の第3号被保

険者制度の枠組みを維持することを前提に，働き

方やキャリアの多様性を許容し，同時に所得保障

ニーズを充足する制度のあり方について考察す

る。

第10章「年金給付の権利の規範的基礎としての

雇用」（西村淳）では，年金を中心とした所得保障

の権利の規範的基礎としての雇用について，日英

比較を踏まえて論じる。近年，失業や非正規雇用

の増加などの雇用の不安定化により，職場など社

会保障の支え合い集団が弱体化して負担が増加

し，年金制度に支持を得られにくい状況になって

きたことを前提とし，社会保障の負担をだれが何

のためにするのかという観点から，年金を含め，

社会保障の権利の正当性が問われるようになって

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2498
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いるとして，社会保障の受給の権利は，就労など

社会保障を支える貢献行為を基礎とすることがで

きるのではないかとする。そして，社会保障の具

体的な制度設計への含意として，「貢献支援原則」

「多様性原則」「納得原則」の3つを見てとることが

できるとする。

Ⅲ 本書の意義

本書は「公的年金制度はいかにあるべきかとい

う問題意識に基づいて，とりわけ年金制度と雇用

の関係に着目」したものとなっており，各論文が，

雇用の状況の変化や，雇用政策と関連づけて，公

的年金制度についての諸問題について取り上げて

いる。ここでは，各論文についての個別の評価は

紙幅の関係上差し控え，本書の全体としての意義

について述べたい。

本書は，年金と雇用に関する課題を総合的に検

討するものであるが，法学と経済学のコラボレー

ション研究とあるように，法学の研究者の執筆に

よる論文と経済学の研究者の執筆による論文が収

録されている。社会保障分野に関して異なる学問

分野にわたる研究者により執筆された論文がまと

められたものはこれまでも多く出版されている

が，本書は，執筆者らが行った「研究会での議論

を踏まえたものである」点に特徴がある。読者と

しては，収録されている各論文は，異なる学問分

野からの見解を取り入れたものであるということ

が期待できる点で，本書を手に取る誘因ともな

る。この点について，本書の意義がある。今後，

本書を契機として，年金に限らず，他の社会保障

制度に関しても，学際的な研究が進み，それが成

果として公表されることも期待される。ただ，実

際に異なる学問分野の見解も踏まえられている記

述があるかというと，容易には見いだしがたい。

しかし，後述のように各論文が研究論文である以

上，それは必ずしもマイナスではない。

本書の第2の意義は，それぞれの論文が，社会保

障法学と社会保障をテーマとして研究を行ってい

る経済学の研究者による，雇用と年金の最新の研

究であるということである。わが国の年金制度

は，2004年の年金改革により，年金財政の枠組み

は確立したといえるが，雇用のあり方を前提とし

た制度である以上，雇用状況の変容に応じて年金

制度のあり方も変更せざるを得ない。しかし，雇

用の状況がどのように変化しているのか，それに

対応して年金制度をどのように改善していくかに

ついては，多くの論点が存在する。本書は，その

ような論点を取り上げ，個別に検討することで，

現在のわが国における年金制度の課題を抽出し，

諸外国の制度の検討を通じたわが国の年金制度へ

の示唆を含め，個々の執筆者が自己の専門的な立

場からその課題に対して応えるものとなってい

る。その結果，個別の論文は，それぞれの学問分

野の専門性が高いものとなっており，学術的な意

義を有する。

他方で，これまで述べてきた意義の裏返しでも

あるが，本書を読むにあたって留意すべき点も存

在すると思われる。まず，第1に，それぞれの論文

が執筆者の研究分野に依拠したものであることか

ら，本書を手に取る読者が，法学と経済学の双方

にかなり高いレベルで精通していなければ，全て

の論文を読みこなすことはできないということで

ある。第1部においては，結論に至る実証につい

て，計量経済学の知識がなければ，その妥当性を

判断できないし，第2部以降，とりわけ第3部につ

いて的確に評価するためには，法的な考え方につ

いての素養が必要である。ただ本書が研究書であ

ることを考慮すれば，これはやむを得ないのかも

しれない。

第2に，第1部で検討された現状認識と，高齢者

の生活や雇用・年金制度の課題（第1章における年

金支給開始年齢のさらなる引き上げの際に直面す

る課題，第2章における公的年金控除を見直すべ

きという提言，第3章における医療費と介護費の

自己負担による貧困率の引き上げ効果が高齢者に

ついて大きいこと）について，第2部以降で法政策

的に具体的に検討されてはいないし，逆に第2部

以降で提言されている法政策のあり方について，

第1部はその経済学的な妥当性に関するエビデン

スを提供するものではない。その意味で，本書が

法学と経済学のコラボレーション研究と冠してい
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ることには若干の違和感があることは否定できな

い。

第3に「雇用の変容と公的年金」がテーマである

にもかかわらず，本書は全般的に「雇用の変容」

については，既存の研究の紹介あるいは一般的な

現状把握にとどまり，「雇用の変容」自体の分析・

検討が薄いことである（第1章では雇用政策と年

金制度の変更がどのように高齢者雇用に影響した

かが分析されているが）。つまり，現在の雇用の

変容に対して公的年金はどのように対応すべきな

のかに関しては，各論点について詳細に検討され

ているが，逆に，公的年金の制度変更が具体的な

雇用状況にどのように影響するのか，についての

分析は少ない。年金制度は，主として高齢期の所

得保障を目的とするものであるが，現行の制度に

おいて，その受給内容は，現役期の働き方や収入

に依拠する以上，例えばある制度変更が実際にど

の程度不安定雇用に従事する労働者の将来の年金

の受給内容に資するのかといった実証的な検討が

必要であろう。

しかしながら，このような点にかからわらず，

本書は，社会保障分野における法学と経済学の学

際的な研究の貴重な試みであり，本書の刊行は意

義深い。各論文では，今後の課題としている点も

多いが，その点を含めて，より学際的な研究の進

展を期待するものである。

（くろだ・あしや）

Ⅰ はじめに

公的年金制度については，どの国もさまざまな

解決すべき課題を抱えているといえよう。その中

でいくつかの国について共通して解決しなければ

ならない問題を抽出していくと，雇用とのかかわ

りが重要であるということを改めて認識させられ

る。公的年金の最大の存在意義は老後の所得保障

であり，引退前はそれぞれ労働（有償・無償を問

わず）を行うことにより所得を得ていることを考

えれば，現役時の働き方をどう評価するのか，そ

の評価が不公平なものになっていないか，という

ことについても，改めて検討する必要があるだろ

う。本書は先進各国が，そしてわが国が抱えてい

る諸問題について，わが国の例，あるいは諸外国

の例を引きながら，さまざまな示唆を導いてい

る。

また本書の副題に「法学と経済学のコラボレー

ション研究」とあるように，さまざまな問題点に，

法学の面からも経済学の面からもアプローチし，

多角的に検討していることが本書の非常に大きな

特徴である。まずは本書の構成と概要について記

し，続いて本書の意義についてまとめよう。

Ⅱ 本書の概要

第1章「高齢者雇用と年金の接続−雇用政策お

よび年金制度改革の影響評価」（山田篤裕）では，

雇用と年金の接続について，制度変更の効果の面

から検討している。具体的には，まずは企業が改

正高齢法に対応する方法として，賃金水準を限界

生産物の価値と異なる水準に設定することで定年

延長や継続雇用に対応するという方法を理論的に

示している。続いて企業の対応を実際のデータか

ら明らかにし，制度改正ののちも，所得確保上の

問題を抱えた高齢者が存在する可能性を示した。

また改正高齢法は高年齢者の就業率上昇に大きな

効果をもち，『中高年者縦断調査』からは，年金給

付額の低下を継続雇用で補えているという結果を

得ている。さらに繰り上げ受給が貧困リスク提言

の役割を果たしていること，在職老齢年金による

就業抑制効果は消滅した可能性があることなどが

示され，雇用と年金の接続がおおむね順当に行わ

れていると結論付けている。

第2章「雇用と年金の所得課税」（上村敏之）で

は，公的年金控除の再分配効果を，世帯の異質性

と時間軸を考慮した形で評価している。所得に関

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2500
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して異質性をもつ家計を想定し，公的年金控除が

どのような再分配効果をもつのかという点につい

て，タイル尺度を用いて分析している。分析の結

果，若年世代の不平等度が相対的に大きいこと，

年金控除の存在が所得分布を不平等化しているこ

とを示し，さらには元々不平等度の高い若年世代

において，公的年金控除の存在が不平等度を拡大

しているという結果を得ている。このことから，

公的年金控除を縮小して平等化を促し，得られた

財源を社会保障制度に活用することが必要である

としている。

第3章「高齢者の所得格差と低所得問題」（四方

理人・田中聡一郎）では，『全国消費実態調査』を

用いて高齢者の所得格差と貧困についての分析を

行っている。特に，医療費・介護費の影響も捉え

るために，可処分所得の中からこれらの費用を差

し引いた概念も用いていることに特徴がある。所

得格差は世代間・世代内の両方を分析の対象と

し，個人単位による所得格差を推計している。分

析の結果，生産年齢層と高齢層の格差が縮小して

いないこと，前期高齢者の所得格差は縮小してい

るが後期高齢者の所得格差には大きな変化がない

こと，高齢者自身の収入が高齢者の格差を最も拡

大させた要因であること，高齢者の貧困率は低下

しているものの，医療・介護の自己負担が貧困率

を大きく引き上げていることなどの結果を得てい

る。これらのことから，低所得者を適切に把握

し，負担軽減をする必要があること，年金課税の

強化や低所得者対策の再編が必要であることを示

している。

第4章「イギリスにおける「一層型年金」の創

設」（藤森克彦）はイギリスの公的年金制度を概観

し，一層型の年金改革の日本への示唆を示してい

る。元々制度が複雑かつ将来の年金水準が不確実

であったこと，男女間・職業間での不公平があっ

たことなどから導入されたイギリスの一層型年金

は，「従前所得の保障」を目的とせず，定額かつ老

後の最低限の生活保障を実現するものであり，こ

れは高所得者から低所得者への所得再配分効果が

大きい制度となっている。さらにはそれが主眼で

はないものの，一層型年金は従来よりも雇用の多

様化に対して中立的であり，就労インセンティブ

を高めるものにもなっているとしている。また日

本への示唆を考えた場合，日本における所得再分

配の強化という点では年金課税の強化が重要であ

ること，第3号被保険者に相当するような本人の

保険料拠出に基づかない年金の廃止が女性の就業

就労意欲を高めていることから，日本でも第3号

被保険者制度のあり方を議論していくべきである

としている。

第5章「ドイツの年金保険の適用拡大−「労働者

保険」から「稼得者保険」へ？」（福島豪）におい

ては，ドイツの公的年金制度，特に自営業者に対

する保障のあり方を検討している。ドイツにおい

ては新たな形態の自営業者の登場に伴い，すべて

の自営業者に年金保険を適用する「稼得者保険」

の構想がなされている。元々ドイツでは，自営業

者は事業用資産の売却などにより自ら生計を維持

できるという観点から，自営業者は年金保険の強

制加入の対象から除外されていた。しかし近年，

労働環境の変化に伴い「新たな自営業者」と呼ば

れる，従業員を雇っていない「1人自営業者」が出

現しており，それが自営業者の所得保障の必要性

を増加させているといった状況がある。それにも

かかわらず，ドイツには自営業者の所得保障が存

在しない。そこで稼得者保険による適用拡大によ

り，自営業者の所得保障を図ろうとする動きがあ

る。もちろんドイツにおいても自営業者の所得把

握には困難があり，また保険料負担の取り扱いを

めぐり，すべての稼得者の完全な平等を図ること

は難しいとしている。

第6章「韓国における労働市場と公的年金制度

−現状と今後のあり方」（金明中）では，韓国の労

働市場と公的年金制度について紹介している。ま

ずは韓国の労働市場の問題点として非正規の割合

が高く，処遇の改善もあまり進んでいないこと，

若者の就職率が低いこと，女性が十分に活躍して

いないことを挙げている。また定年と年金支給開

始年齢との間で所得の空白期間が発生しているた

め，定年の引き上げ義務化措置も始まっていると

している。年金制度については，社会保険方式の

公的年金と公的扶助方式の基礎年金があり，特に
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一般国民が加入する国民年金は，第3号被保険者

のような制度がないために女性の加入者が少ない

こと，受給額が低く，貧困リスクに直面している

高齢者が多くいる可能性が高いことを示してい

る。また基礎年金だけでは高齢者の貧困率を引き

下げるには限界があるという見方もあり，給付の

対象を絞って，経済的支援の必要な高齢者により

手厚い給付を行うことなどの必要性を主張してい

る。さらに，今後韓国はベビーブーム世代が退職

を迎えることになり，給付額の確保や安定した年

金財政の維持などが重要な検討課題になってお

り，年金制度の改革とともに，労働市場の改革が

必要であることを示している。

第7章「公務員の年金と雇用」（関ふ佐子）では

先般一元化された公務員の年金について，まずは

これまで一元化されていなかったことの根拠につ

いて解説している。元々戦前からの共済年金制度

は民間より有利なものであったが，一方では公務

員の労働者性・労使対等の原則を否定されていた

ことが指摘されている。戦後になり労働者として

の側面は認められたものの，一般的な誠実義務・

職務専念義務・秘密保持義務など公務の特殊性，

またそれらを背景とした再就職の難しさなどか

ら，職域年金も維持されてきていたという背景が

あった。しかし官民格差の解消を目的に共済年金

と厚生年金の制度的な差異は厚生年金に揃えて解

消することとなり，退職手当の引き下げや職域部

分の廃止が行われた。これらのことをふまえ，改

革の内容を検証している。

第8章「マルチジョブホルダーへの厚生年金適

用」（丸谷浩介）では，複数の労働契約を締結しつ

つ生活を維持するモデルを想定し，その中で厚生

年金の適用を拡大する際にどのような問題が発生

するのか，ということを論じている。現行法では

複数事業所における労働時間と賃金が通算され

ず，保険関係が成立しない労働関係が発生してい

ること，そしてそれが所得保障ニーズの充足や多

様な働き方といった観点から望ましいものとはい

えないことを指摘している。また年金機能強化法

において配慮がなされてきたことを評価しつつ

も，労働時間や賃金の通算の問題，事務手続き上

の問題など，解決しなければならない問題は残っ

ており，規範原理に立ち返った議論が必要である

としている。

第9章「女性の年金権と雇用−第3号被保険者制

度と就労・育児の評価」（常森裕介）では第3号被

保険者の問題を，制度の維持を前提に論じてい

る。第3号被保険者制度は老後の生活保障，女性

の年金権の確立，セーフティーネットといった機

能をもつものの，拠出をせずに給付を受けるこ

と，公平性の問題，就労抑制効果の問題などから

批判もなされてきた。その中で老後の基本的な生

活の保障と，女性のさまざまな活動の評価につい

て検討している。ただし就労を促進したとして

も，やはり就労できない，しない第3号被保険者の

老後の所得保障は必要であることや，育児や介護

などのケア活動を評価することの重要性について

も指摘し，保険料の減免や一定程度の給付額への

反映の必要性も論じている。第10章においても同

様の議論がなされているが，第3号被保険者の多

様な貢献を評価することにより，第3号被保険者

自身の受給権を支える要素になりうるとしてい

る。

第10章「年金給付の権利の規範的基礎としての

雇用」（西村淳）は所得保障の権利について論じて

おり，イギリスと日本の制度を概観し，就労では

なく「貢献」が社会保障の権利の基礎となってき

ているとしている。この「貢献」は育児や介護，

ボランティアなどを含む概念であり，就労にとど

まらないことが重要である。また貢献とは双方向

のものであり，支援される側には社会に貢献する

権利，支援する側には要支援者が社会貢献できる

ために支援する義務があるとするばかりでなく，

この立場は常に変わりうると想定している。さら

に，具体的な制度設計に際しては，貢献支援原則，

多様性原則，納得原則の3点を挙げ，現物給付や児

童への給付の重要性，生活保護の自立支援プログ

ラムの拡充，手続きの透明性の確保などが必要で

あるとしている。
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Ⅲ 本書の意義

冒頭において，現役時の働き方をどう評価する

のか，その評価が不公平なものになっていない

か，ということについても，改めて検討する必要

があるということを述べた。

たとえばわが国の制度に照らせば，直近では共

済年金の一元化が図られた。現役時の働き方に対

する評価という点でいえば，より高い給付を得ら

れることに対する不公平感の是正ともいえるが，

一方では公務の特殊性に注目すると，別の面を見

出すことができる。経済学的な立場からは上村・

中嶋（2007）のような一元化前の研究はあるもの

の，公務の特殊性などは経済学的な分析からは見

られないものであり，法学的な視点からの研究は

非常に重要なものであったといえるだろう。ただ

し，公務の特殊性をもって正当化されてきた給付

水準の違いが一元化により厚生年金に揃えられた

ことについては，どのような理由によって公平性

が公務の特殊性に優越したのかといった解説がほ

しい。

働き方の問題は，公務員と民間の被用者の問題

にとどまらない。被用者と自営業者との関係をど

のように捉えるのかということも重要である。わ

が国でも自営業者は第1号被保険者として定額の

拠出，定額の給付を行うのに対して，被用者は第

2号被保険者になり，拠出と給付はある程度所得

に比例したものとなっている。もちろん自営業者

の所得をどのように捕捉するのかといった問題は

あるものの，第5章に見られるように，ドイツにお

ける「稼得者保険」を用いた適用拡大の検討例を

引いて，自営業者への適用可能性の検討がなされ

ている。わが国においても今後検討すべき課題に

なることも考えられ，現在の厚生年金に統合する

のか，あるいは別の制度を構築するのかなどの検

討を始める必要もあるだろう。ただし，本書の中

では稼得者保険「構想」とあることから，まだ実

際に制度改正までは進んでないと思われるが，こ

の構想はどの程度まで実現可能性があるのかとい

う点について明らかにされることが望まれる。

また，近年では低賃金の非正規労働者が増加

し，複数の職を兼ねなければ生活が成り立たない

者も出てきている状態にある。仮に経済学的な分

析をしようとするならば，職が単数か複数に分か

れているかは，分析の対象となりにくいところで

ある。すなわち，複数の職で合計された労働時間

や賃金水準と，それらを単一の職から得ている場

合との区別をすることは難しいだろう。しかし本

書の第8章にあるように，公的年金の適用を考え

た場合には，複数の職にまたがる労働時間や賃金

の通算についても検討する必要があり，この問題

を法学的な観点から捉えていることに重要な意義

がある。今後ますますこのような労働者が増加す

るとすれば，それらを把握し，解決に向けてさら

なる努力が必要となるであろう。

さらには，働き方の評価や公平性を考えた場合

に問題とされるのは第3号被保険者の問題である。

自らは拠出を行っていないとしても，また金銭的

な評価が難しい形態であったとしても，何らかの

形で労働しているとすれば，当然それを評価する

必要がある。この問題について，第9章や第10章

では，所得保障の権利，あるいは貢献に対する評

価という枠組みで捉えている。第4章に見られる

ような，一層型年金が配偶者年金を廃止したこと

が女性の就業就労意欲を高めると期待される面も

また重要な点である。一方，議論のさらなる発展

として，第9章や第10章では維持することが前提

とされている第3号被保険者制度の見直し方には，

一層型年金のような制度以外には可能性はないの

かといったことについても，第9章とは異なった

視点での分析がほしい。

また少子高齢化で給付を受ける主体が増加し，

保険料拠出を行う主体が減少することは，年金財

政の悪化を生じさせる。その中では給付と負担の

バランスを検討することが非常に重要であり，さ

らには格差の是正という面も考慮する必要があ

る。第2章および第3章ではそれぞれ別の観点から

これらの問題を扱っている。特に第2章では主に

世代間の公平性を扱う一方，第3章では世代内の

公平性を中心に分析している。また所得の再分配

という面では，第4章で取り上げられるように，拠

西村淳 編著『雇用の変容と公的年金 法学と経済学のコラボレーション研究』 503
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出が所得に比例する一方で給付は定額となってい

るイギリスの一層型年金のような仕組みも，所得

再分配機能の強化という観点からは考慮すべきも

のとなっているといえよう。ただし，所得再分配

の強化，女性の就業の促進といった意味で効果的

と思われる一層型年金ではあるが，拠出と給付が

リンクしなくなることは，高所得者層にとっては

不利な制度改革とも思える。その点についてイギ

リスではどのように捉えられているのかというこ

と，また経済学の観点からは，どの程度の所得再

分配効果が望めるのかといった点に興味がある。

さらに年金財政の悪化を防ぐ方法の1つとして，

年金支給開始年齢の引き上げも考えられる。しか

し第6章において韓国の事例が取り上げられてい

るように，少子高齢化の進む国では支給開始年齢

の引き上げは避けられず，その結果として生じる

空白期間をどのように解決するのかは重要な問題

となっている。支給開始年齢引き上げは，定年延

長などの対策がとられなければ，どこからも所得

を得られない空白期間が生じてしまう可能性もあ

る。わが国では2012年に法改正がなされ，雇用と

年金の接続が強化された。幸いわが国において

は，第1章の分析に見られるように，おおむね良好

に接続されているという結果が得られているが，

これは諸外国へ重要な示唆を与えるものにもなる

であろう。

以上のように，雇用と年金に関して各国が抱え

る諸問題に対して，さまざまな分析がなされてい

る本書であるが，「コラボレーション」という意味

では若干弱いようにも思える。もちろん各論文の

中で触れられている部分は多いものの，たとえば

公的年金控除の法学的な意味づけについての法学

者の分析があったり，あるいは一層型年金のよう

な制度をわが国に導入した場合の世代内・世代間

の公平性がどのように改善されるのかという分析

があったりすれば，より一層「コラボレーション

研究」としての価値が高まったのではないかと思

われる。

（さとう・いたる）

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2504
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著者であるマイケル・マーモットは世界医師会

の会長を務める社会疫学の第一人者である。著者

の業績をすべて紹介することはできないが，英国

公務員を対象とした大規模縦断調査であるホワイ

トホール研究（Whitehall Study），WHOの健康の

社会的決定要因検討委員会による報告書（Closing
the Gap in a Generations: health equity through action
on the social determinants of health，2008年），ある
いはイングランドにおける健康格差に対する戦略

をまとめたマーモット・レビュー（Fair Society,
Healthy Lives，2010年）など，枚挙に暇がない。こ
れらの業績は研究面に留まらず政策面でも大きな

影響を与えているが，本書はこれらの膨大な研究

成果に基づいた健康格差に関する啓蒙書である。

本書は11の章から構成されているが，第1章か

ら第3章は総論として位置づけられ，重要な概念

とともに，本書の主要なメッセージが述べられ

る。第4章から第10章は各論であり，第4章から第

7章では人生の各ステージ（幼年期，教育，就業，

老年期）における問題が，第8章から第10章では3

つの社会レベル（コミュニティ，国，世界）から

みた問題が，それぞれ示される。最終章である第

11章では，世界中における健康格差への取組みが

現代社会の「希望」として示される。

本書の主なメッセージは以下の3点である。第1

は，「健康の社会的決定要因」（social determinants

of health）の存在である。飲酒，喫煙，肥満などは

疾患の直接的な原因となるが，これらの行動の背

後にある要因，すなわち「原因の原因」（causes of

causes）として，社会経済的要因に着目すること

の重要性を説く。生活習慣に起因する健康問題は

個人の責任とみなされがちであるが，社会全体で

の「原因の原因」に対する働きかけが必要である

ことを指摘する。

第 2は，「健康に関する社会的勾配」（social

gradient in health）の存在であり，本人のおかれた

社会経済的状況が不利な状況であればあるほど健

康状態が低くなることが示される。健康に関する

社会的勾配は国家間・国家内の双方において観察

されるが，「勾配」の意味するところは，健康格差

の問題が低所得者や途上国に限定されるものでは

なく，すべての人々に関係する問題であるという

ことであり，その対策は貧困対策に留まらず，格

差対策にまで及ぶことを意味している。

第3に，合理的な手段によって避けられる健康

上の不利益が生じているという意味で，現在の社

会は「不公正」であるとし，その改善が必要であ

ると説く。健康格差の問題に根本から対処するた

めには，人々や地域が自ら希望する生き方や地域

のあり方を選択することができる環境を，3つの

側面（物資的側面，心理社会的側面，政治的側面）

から整えることが必要であると主張する。

このように，本書では，著者らの膨大な研究成

果をもとに，健康格差の問題を包括的に論じてお

り，健康格差に関心を持つ方にとっては導入の書

籍としても適していると言える。また，本書には

疫学者以外にも経済学者をはじめとするさまざま

な学問分野の研究者が登場する。このことは社会

＊国立社会保障・人口問題研究所 社会保障基礎理論研究部第3室長

Michael Marmot The Health Gap: The Challenge of an Unequal World 505

新刊紹介

Michael Marmot

The Health Gap: The Challenge of an Unequal World
（Bloomsbury Press，2015年）

菊池 潤＊
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疫学という学問の学際性をよく表しているが，な

かには学問間の意見の相違も見られ興味深い。社

会疫学を専門とする研究者に限らず，幅広い方々

に手を取っていただきたい書籍の一つである。

（きくち・じゅん）

社 会 保 障 研 究 Vol. 1 No. 2506
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『社会保障研究』執筆要領

1．原稿の書式
原稿はA4版用紙に横書き（40字×36行）とし，各ページに通し番号をふってください。

2．原稿の分量
原稿の分量は，本文・図表・注釈・参考文献を含めて，それぞれ以下を上限とします。なお，図表1つにつき200字に
換算するものとします。
(1)論文：20,000字 (4)社会保障判例研究：12,000字
(2)動向・資料：12,000字 (5)書評：6,000字
(3)情報：3,000字

3．原稿の構成
1)表題

和文表題とともに英文表題を記載してください。
2)見出し等

本文は，必要に応じて節，小見出しなどに分けてください。その場合，ⅠⅡⅢ … → 123… →（1）（2）（3）…→①
②③ …の順に区分し，見出しを付けてください。なお，本文中に語や箇条書きの文などを列挙する場合は，見出しと
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4)注釈
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5)参考文献
参考文献は，論文の末尾に列挙してください。表記の方法は下記を参考にしてください。
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原稿に利用したデータや事例等について，研究倫理上必要な手続きを経ていることを本文または注に明記してくださ
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原稿のデータファイルが存在しない場合は，紙媒体の原稿を郵送にて提出してください。

2)図表について
図表を別ファイルで作成している場合は，当該図表ファイルも提出してください。提出方法は，原稿の提出方法と
同様です。データファイルが無い場合は，図表を記載した紙媒体の資料を郵送してください。

3)投稿論文の提出方法
投稿論文の提出については，『社会保障研究』投稿規程に従って下さい。審査を経て採用が決定した場合には，前2

項に従って当該論文のデータファイルを提出していただくことになります。
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動向などを迅速かつ的確に収録することを目的とします。

2. 投稿は，「論文」，「動向・資料」および「社会保障判例研究」の3種類とし，いずれかを選択して下さい。なお，
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「論文」：独創的かつ政策的有用性に優れた社会保障に関する研究論文
「動向・資料」：政策的有用性に優れた社会保障に関する研究論文，資料（独創性は問わない）であり，おおむね
以下のようなものとします。
1）独創性や政策的有用性は「論文」に及ばないが，今後の発展が期待できる研究論文
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